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開会 午後 １時００分 

○議長（横田久俊） これより、平成 23 年小樽市議会第４回定例会を開会いたします。 

 直ちに、本日の会議を開きます。 

 本日の会議録署名議員に、上野智真議員、佐々木秩議員を御指名いたします。 

 日程第１「会期の決定」を議題といたします。 

 本定例会の会期を、本日から 12 月 16 日までの 16 日間といたしたいと思います。 

 これに、御異議ございませんか。 

              （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（横田久俊） 御異議なしと認め、さように決しました。 

 この際、議長から謹んで申し上げます。 

 成田晃司議員が、去る 10 月 22 日に御逝去されました。 

 まことに、哀悼痛惜のきわみであります。 

 ここに、故人の御冥福をお祈りし、黙禱をささげたいと存じます。 

 それでは、皆様、御起立をお願いいたします。 

 黙禱。 

              （黙禱） 

○議長（横田久俊） 黙禱を終わります。御着席ください。 

 引き続きまして、故成田晃司議員に弔意を表し、「追悼の言葉」を申し上げたいと存じます。 

 議員を代表して、北野義紀議員、お願いいたします。 

              （「議長、22 番」と呼ぶ者あり） 

○議長（横田久俊） 22 番、北野義紀議員。 

              （２２番 北野義紀議員登壇） 

○２２番（北野義紀議員） 議長並びに議員各位のお許しをいただきまして、故成田晃司議員への追悼

の言葉を申し上げます。 

 私が成田晃司議員に最後にお目にかかったのは、９月の第３回定例会の最中でした。控室前の廊下で、

「議会中なのに迷惑をかけて申しわけない。これから病院へ行かなければならないのでよろしく頼む」

と力なく語ったので、「気にしないでください。療養に専念して早くよくなってください」と言葉を交

わしたのが最後でした。 

 10 月 23 日日曜日の早朝、議会事務局より成田晃司議員の訃報の連絡を受け、最近体調がすぐれず入

院中と伺っており心配しておりましたが、私より四つも若かっただけに大変な驚きでした。 

 故成田晃司議員は、私が小樽市議会議員に復帰した平成 11 年の統一地方選挙で小樽市議会議員に初当

選され、以来４期にわたって有権者の支持を受け好成績で連続当選され、議会では市立病院調査特別委

員会委員長、議会運営委員会副委員長を務め、自民党の役職も政務調査会長や幹事長の要職も務め上げ、

市議４期目の今期は北しりべし廃棄物処理広域連合議会議長、監査委員の重責を担い、これからまさに

故成田晃司議員が有権者への公約を果たしながらその手腕を発揮すべきときでありました。 

 しかるに、議員の任期を３年半も残しての御逝去は市議会にとって大きな痛手でありますが、故成田

晃司議員自身が最も無念だったことでしょう。 

 また、議員を支えてこられた奥様にとりましても、66 歳の若さでの急逝だっただけに無念な思いはな

おさらではなかったでしょうか。改めてお悔やみを申し上げる次第です。 

 横田議長も、過日の故成田晃司議員の葬儀で、選挙での強さを紹介しておられました。私は、平成 15
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年から２期８年間、故成田晃司議員と同じ厚生常任委員会に所属させていただいて、その間、視察をは

じめ御一緒させていただくことが多かったのですが、選挙での強さの秘訣をかいま見ることがたびたび

でありました。 

 他都市の視察を終え次の目的地に向かうわずかな時間でお土産を買い求めるわけですが、故成田晃司

議員は、お世話になっている方々を思い浮かべ、行ったり来たりで出発の時間ぎりぎりになっても決ま

らず、私が迎えに行ったこともありました。何でそんなに時間をかけるのですかと後で伺ったところ、

わずかな値段でも人間関係があり、あれこれ考えるから時間がかかるとのことでした。短い時間であっ

ても、常日ごろお世話になっている方々一人一人を思い浮かべる姿には感服したものでした。 

 また、故成田晃司議員は、若くして消防団員になり、市民の安全と財産を守るために献身されたこと

は広く知られています。昭和 43 年に消防団に入団し、副分団長、第 16 分団団長として活動したことを

高く評価され、平成 21 年には消防庁長官表彰、翌年の平成 22 年には日本消防協会から消防団員として

は最も権威ある最高の精績章を受章されておられます。 

 議会の質問も消防団員らしい質問がたびたびで、昨年の３月、厚生常任委員会で札幌市北区でのグル

ープホームの火災で入居者の人命が失われた事件を取り上げ、市内のグループホームの実態をただし、

「火災はいつどのような形で起こるかわからないので、命が失われるような痛ましいことが起きないよ

うにきちんと指導すべきだ。入所者の家族のことを思うと小樽市が積極的に指導して安心していただけ

るように特別査察などをぜひお願いしたい」と、人命尊重の立場から繰り返し質問していたことが思い

出されます。 

 また、若いころから若竹町会活動に参加し、青少年補導員や町会の諸役員を歴任し、平成 20 年からは

若竹町会長として住みよいまちづくりのために貢献されておられました。 

 こういう日ごろの地道な市民に奉仕する活動が、故成田晃司議員の選挙での強さの土台にあったこと

を議員各位も認めているところであります。 

 党派は違っても我々議員は、どんなに市民の望む公約であっても、議員に当選して初めてその実現の

足がかりをつかむことになるわけで、当選しなければ市民の皆さんへの公約実現も困難にならざるを得

ません。この点で、故成田晃司議員が体調を崩されてもなお有権者への奉仕の精神を貫いたことは、我々

議員にとって大いに学ぶべきものであります。 

 故成田晃司議員は、前期４年間、市議会の市立病院調査特別委員長として、建設場所をめぐる議会で

の鋭い対決のはざまで大変な苦労をされたことと思います。 

 成田議員の支持者の間にも新市立病院建設場所は市内中心部でとの意見もあり、その板挟みになって

いる心情を私にこぼしていたことがありました。前山田市長の英断で現在地周辺での建設が決まり、市

立病院調査特別委員長として、ほっとしたのではなかったでしょうか。 

 新市立病院の起債も国から認められ、いよいよ来年４月から新市立病院の工事が始まり、２年後の平

成 26 年の新市立病院開院のめどがついたことを思うとき、市立病院調査特別委員長として苦労された故

成田晃司議員が、新市立病院の落成を見ることができなくなってしまったことが一番心残りではなかっ

たでしょうか。私をはじめ各議員も残念に思っている次第です。 

 残された我々議員は、市民に喜ばれる新市立病院になるようこれからも誠心誠意努力することが、故

成田晃司議員への何よりの供養になると信ずるものです。 

 故成田議員の足跡を駆け足でしのび、心からの御冥福をお祈り申し上げまして、追悼の言葉とさせて

いただきます。 

○議長（横田久俊） 北野議員、まことにありがとうございました。 
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 それでは、議事を続行いたします。 

 日程第２「常任委員の所属変更」を議題といたします。 

 本件につきましては、佐々木茂議員が総務常任委員から厚生常任委員に、鈴木喜明議員が建設常任委

員から総務常任委員に、それぞれ変更されたい旨の申出があります。 

 お諮りいたします。 

 申出のとおり、それぞれ委員会の所属を変更することに、御異議ございませんか。 

              （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（横田久俊） 御異議なしと認め、さように決しました。 

 日程第３「議会運営委員の辞任及び選任」を議題といたします。 

 本件につきましては、佐々木茂議員から辞任いたしたい旨の申出があります。 

 お諮りいたします。 

 申出のとおり辞任を許可することに、御異議ございませんか。 

              （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（横田久俊） 御異議なしと認め、さように決しました。 

 次に、お諮りいたします。 

 ただいま辞任いたしました委員の後任につきましては、酒井隆行議員を指名いたしたいと思います。 

 これに、御異議ございませんか。 

              （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（横田久俊） 御異議なしと認め、議会運営委員に酒井隆行議員を選任することに決しました。 

 日程第４「北しりべし廃棄物処理広域連合議会議員の選挙」を行います。 

 本件につきましては、北しりべし廃棄物処理広域連合議会議員でありました成田晃司議員の御逝去に

伴い、欠員が生じたことにより、後任の同広域連合議会議員を選挙するものであります。 

 この選挙は、地方自治法第 118 条第２項の規定に基づく指名推選の方法によることとし、指名の方法

につきましては、議長において指名いたしたいと思います。 

 これに、御異議ございませんか。 

              （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（横田久俊） 御異議なしと認め、さように決しました。 

 それでは、北しりべし廃棄物処理広域連合議会議員に、鈴木喜明議員を御指名いたします。 

 お諮りいたします。 

 ただいま指名いたしました被指名人をもって当選人とすることに、御異議ございませんか。 

              （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（横田久俊） 御異議なしと認め、さように決しました。 

 ただいま北しりべし廃棄物処理広域連合議会議員に当選されました鈴木喜明議員が議場におられます

ので、小樽市議会会議規則第 28 条第２項の規定による告知をいたします。 

 日程第５「議案第１号ないし第 17 号並びに報告第１号及び第２号」を一括議題といたします。 

 まず、議案第１号ないし第 16 号並びに報告第１号及び第２号について、市長から提案理由の説明を求

めます。 

              （「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（横田久俊） 市長。 

              （中松義治市長登壇） 
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○市長（中松義治） ただいま上程されました各案件について、提案理由の概要を説明申し上げます。 

 初めに、議案第１号から議案第６号までの平成 23 年度各会計補正予算について説明申し上げます。 

 まず、一般会計補正予算の主なものといたしましては、要介護高齢者の在宅生活を支えるため、平成

24 年度からの新たな地域密着型サービスの導入に向けたモデル事業として、24 時間を通じた定期巡回訪

問と随時の対応を行い、介護・看護のサービスを提供する「24 時間対応の定期巡回・随時対応サービス

等推進事業費」を計上したほか、現在、桂岡幼稚園を設置運営する「学校法人小樽桂岡学園」が、来年

秋を目途に、現地において新たに幼稚園と保育所が一体となった「認定こども園」を開園する予定であ

りますことから、この施設整備に対する道の「安心こども基金」の活用とあわせて「認定こども園整備

事業費補助金」を計上することとし、本市における子育て支援の充実を図ることといたしました。 

 また、北海道済生会小樽病院の移転に伴い、夜間急病センターを移設することとし、これまで適地等

の検討を行ってまいりましたが、建設地につきましては、現在、北海道龍谷学園が所有している、もと

の市立小樽病院看護師宿舎の用地とすることに決定しましたことから、土地購入費、実施設計費及び地

質調査業務費について、それぞれ所要の経費を計上いたしました。 

 そのほか、本市の姉妹都市であります韓国・ソウル特別市江西区の使節団が来年２月の「小樽雪あか

りの路」開催期間に合わせて来樽されますことから「姉妹都市提携委員会」が実施する歓迎事業に対す

る交付金などを計上いたしました。これらに対する財源として、それぞれ歳出に対応する使用料、国・

道支出金、寄附金、繰入金、諸収入及び市債を計上いたしました。 

 また、債務負担行為につきましては、冬から春にかけての端境期対策として、工事の早期発注を図る

こととし、臨時市道整備事業費を計上したほか、塩谷児童センターほか３施設の指定管理者の管理代行

業務等にかかわる経費及び水泳教室開催に係る経費などを計上いたしました。 

 以上の結果、一般会計における補正額は３億4,163万1,000円となり、財政規模は582億9,219万2,000

円となりました。 

 次に、特別会計では、介護保険事業特別会計において、平成 24 年４月施行予定の介護保険法改正に伴

う新サービスの創設や報酬改定等に対応するため、「事務処理システム改修経費」を計上したほか、企

業会計では、病院事業で、「市立病院の統合新築」に向け、新市立病院の建設・外構工事のほか、工事

監理、医療コンサルの委託、病院建設予定地内の小学校解体などの関連予算について、継続費及び債務

負担行為として、それぞれ所要の経費を計上いたしますとともに、水道事業においても、工事の早期発

注を図るため、配水管整備工事について、債務負担行為として所要の経費を計上いたしました。 

 次に、議案第７号から議案第 16 号までについて説明申し上げます。 

 議案第７号職員給与条例の一部を改正する条例案につきましては、平成 23 年人事院勧告に準じ、独自

削減前の本則の行政職給料表を改定するとともに、俸給の引下げ率を勘案し、独自削減後の附則の行政

職給料表を改定するものであります。 

 議案第８号市議会議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例等の一部を改正する条例案

につきましては、障害者自立支援法の一部改正に伴い、所要の改正を行うものであります。 

 議案第９号市営住宅条例の一部を改正する条例案につきましては、最上Ｂ住宅を用途廃止するもので

あります。 

 議案第 10 号病院事業使用料及び手数料条例の一部を改正する条例案につきましては、入院患者に係る

使用料及び手数料の納入方法を変更するものであります。 

 議案第 11 号市立学校設置条例の一部を改正する条例案につきましては、量徳小学校を廃止するもので

あります。 
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 議案第 12 号から議案第 15 号までにつきましては、いなきた児童館、塩谷児童センター、総合体育館

及びさくら学園のそれぞれの公の施設について、指定管理者を指定するものであります。 

 議案第 16 号過疎地域自立促進市町村計画の変更につきましては、過疎地域自立促進特別措置法第６条

第７項において準用する同条第１項の規定により、「小樽市過疎地域自立促進市町村計画」の一部を変

更するものであります。 

 最後に、専決処分報告についてでありますが、報告第１号及び報告第２号につきましては、平成 23

年９月２日の大雨による災害復旧費に係る予算を措置するため、一般会計及び住宅事業特別会計の補正

予算について、平成 23 年 10 月 24 日に専決処分したものであります。 

 以上、概括的に説明申し上げましたが、なにとぞ原案どおり御可決、御承認賜りますようお願い申し

上げます。 

○議長（横田久俊） 次に、議案第 17 号について、提出者から提案理由の説明を求めます。 

              （「議長、20 番」と呼ぶ者あり） 

○議長（横田久俊） 20 番、中島麗子議員。 

              （２０番 中島麗子議員登壇）（拍手） 

○２０番（中島麗子議員） 非核港湾条例案の提案説明も今回で 45 回目になります。 

 初めに、1982 年６月 28日に議案として提案され可決された「核兵器廃絶平和都市宣言」を確認します。 

 「広島、長崎に原子爆弾が投下されてから 37 年『広島、長崎をくりかえすな』の声は、全世界の平和

を望むすべての人々の間にますます強まっている。 

 しかし、核兵器全面禁止、核戦争反対のせつなる願いをよそに米ソ両大国を中心とする核兵器開発、

核軍拡競争は、いまなおとどまるところをしらない。 

 いま、核兵器の廃絶、使用禁止は、もっとも緊急な課題であり、日本国民は、世界唯一の被爆国民と

してこれを積極的に実現する崇高な責務をおっている。 

 小樽市は、我が国の非核三原則が完全に実施されることを願い、すべての核保有国に対し、核兵器の

廃絶と軍縮を求め、核兵器廃絶の世論を喚起するため、ここに核兵器廃絶平和都市となることを宣言す

る。」 

 改めて崇高な理念を感じます。 

 世界の情勢では、ソ連の崩壊によって大国主導の国際政治という構図は大きく変化し、核兵器廃絶を

求める流れに新たな息吹が生まれました。国連加盟国の３分の２を占めるアジア、アフリカ、ラテンア

メリカをはじめとする非同盟諸国が大きな役割を果たすようになったことです。 

 米ソ対立時代には、核軍縮は米ソがどこまで合意できるのかにかかっていると見る傾向が強くありま

したが、その中でも非同盟諸国は模索と努力を続け、1992 年の第 10 回非同盟諸国首脳会議で米ソ対立

消滅後の世界秩序を検討し、核兵器のない世界がその基礎でなければならないことを打ち出しました。

そして、これを一部の核保有国などが主張する究極的課題として、先延ばしすることなく、優先課題と

して一定の時間枠内で実現すべきとの立場を確立し、積極的なイニシアチブを開始してきました。 

 1996 年、第 51 回国連総会で初めて決められた時間枠内での核兵器の全面廃絶を提起し、翌年第 52 回

総会では、核兵器禁止条例によって核兵器を廃絶するための交渉開始を決議として提案し、115 か国の

賛成で採択されています。これ以降、毎年この決議が提出、採択されています。 

 2009 年４月、オバマ・米大統領が「核兵器廃絶は米国の国家目標だ」と宣言し、今や核兵器廃絶の運

動は、核保有国が自分たちの核兵器をなくす条約の交渉を進めることが課題になってきました。 

 ３月 11 日の東日本大震災では、原子力発電所事故による放射能汚染が広がり、日本じゅうの国民に大
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きな衝撃を与えました。核エネルギーの平和利用であっても、事故を起こすとこれを制御できないこと

が明らかになりました。まして、人類の命と環境に壊滅的な被害をもたらす核兵器との共存はできませ

ん。 

 今から 35 年前、神戸市会が神戸港には核兵器積載艦は入れないという決議をし、神戸市がそれをどう

具体化するかを考えて、非核証明書の提出という方式を編み出しました。 

 1975 年３月 18 日に採択した決議は、次のとおりです。 

「『核兵器積載艦艇の神戸港入港拒否に関する決議』。神戸港は、その入港船舶数及び取扱貨物量か

らみても、世界の代表的な国際商業貿易港である。 

 利用するものにとっては使いやすい港、働く人にとっては働きやすい港として発展しつつある神戸港

は、同時に市民に親しまれる平和な港でなければならない。 

 この港に核兵器が持ち込まれることがあるとすれば、港湾機能の阻害はもとより、市民の不安と混乱

は想像に難くないものがある。 

 よって神戸市会は核兵器を積載した艦艇の神戸港入港を一切拒否するものである。 

 以上、決議する。 

 1975 年３月 18 日 神戸市会。」 

 日本は核兵器については「持たず、つくらず、持ち込ませず」の非核三原則がありますが、アメリカ

との核密約の存在が明らかになり、既に核の持込みが強く疑われており、事前協議は空文化しているの

が現実です。神戸市の非核証明書の発行は、このような実態に対して核搭載艦を入港させない有効な方

法でした。日本全国のそれぞれの自治体が神戸方式を実施することが、核兵器の持込みからみずからの

港を守る何よりも有効な手段になると思います。 

 核兵器廃絶平和都市宣言にあるように、非核三原則が完全に実施されることを求め、核兵器廃絶の世

論を喚起するためにも、小樽市民の平和と安全を守るためにも、小樽港に核兵器搭載艦の入港をさせな

いことが重要です。 

 神戸の非核の声を日本全体に広げ、世界でも非同盟諸国を中心とした非核の波が広がる、そういう新

しい大きなうねりを生み出す時期に来ています。このような情勢の下で、小樽市が非核港湾条例を制定

することは歴史的な意義のあるものです。 

 各会派の議員皆さんの賛同をお願いして、提案説明といたします。（拍手） 

○議長（横田久俊） 日程第６「休会の決定」を議題といたします。 

 お諮りいたします。 

 議案調査のため、明 12 月２日から 12 月４日まで３日間、休会いたしたいと思います。 

 これに、御異議ございませんか。 

              （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（横田久俊） 御異議なしと認め、さように決しました。 

 本日は、これをもって散会いたします。 

散会 午後 １時３４分
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開議 午後 １時００分 

○議長（横田久俊） これより、本日の会議を開きます。 

 本日の会議録署名議員に、秋元智憲議員、久末恵子議員を御指名いたします。 

 日程第１「議案第１号ないし第 18 号並びに報告第１号及び第２号」を一括議題といたします。 

 まず、本日新たに提案されました議案第 18 号について、市長から提案理由の説明を求めます。 

              （「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（横田久俊） 市長。 

              （中松義治市長登壇） 

○市長（中松義治） ただいま追加上程されました議案について提案理由を説明申し上げます。 

 議案第 18 号監査委員の選任につきましては、成田晃司監査委員の御逝去に伴い、後任として佐々木茂

氏を選任するものであります。 

 なにとぞ原案どおり御同意賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（横田久俊） 質疑及び一般質問を一括し、これより会派代表質問を行います。 

 通告がありますので、順次、発言を許します。 

              （「議長、７番」と呼ぶ者あり） 

○議長（横田久俊） ７番、小貫元議員。 

              （７番 小貫 元議員登壇）（拍手） 

○７番（小貫 元議員） 日本共産党を代表して質問をいたします。 

 今年の統一地方選挙では、私たち日本共産党は「小樽福祉都市宣言」を行い、市民と行政が力を合わ

せて、各種制度の抜本的拡充を図ることを提案してきました。 

 加えて、３月 11 日の東日本大震災では、多くの命が失われ、国民の大多数は命の大切さを実感しまし

た。そして、行政は、これまでの延長線上の取組では住民の命と暮らしを守るという地方自治体の根本

的使命が果たしきれないことを現実で示されました。そのような中にあって、このまま政府の言いなり

で物事を進めていては地方の政治は成り立たない、多くの知事、市町村長が国に物を言う時代になって

います。 

 今こそ地方自治体として、この役割が試されているときです。日本はバブル崩壊後、長引く景気低迷

の時代に入り、大企業が利益を上げても景気が上向かない、地方への経済効果が少ない時代が続きまし

た。痛みに耐えればよくなる、このように言われて久しいのですけれども、市民の生活は厳しさを増す

一方です。 

 これまで構造改革の下で進められてきたことは、供給サイドへの救済策が重立ったものでした。しか

し今、求められているのは内需の拡大です。 

 小樽市の高齢化率は、平成 22 年の国勢調査の結果を見ますと 31.5 パーセントで、４万 1,607 人とな

りました。平成 17 年と比較しますと、人数で 2,623 人の増加となっています。15 歳から 64 歳までの生

産年齢人口は 58.5 パーセントで７万 7,215 人となり、平成 17 年よりも１万 873 人減少しています。高

齢者の方々が小樽に住み続けることは大変喜ばしいことです。問題は、生産年齢の人口が増加していな

いことにあります。福祉の充実には人手が必要になります。 

 例えば、介護施設などを整備し、この工事を地元建設会社が行えば仕事が増えます。つくられた施設

に雇用機会を増やしていけます。暮らしへの不安を解消し、消費を促進する地域循環型の経済にしてい

くことが、私たちの掲げる「小樽福祉都市宣言」の構想です。高齢化が進み、人口の流出がとまらない

小樽市を、福祉が充実し、老いも若きも安心して住み続けることができるまちにし、地域循環型経済で



平成２３年第４回定例会 本会議録 

－14－

まちを元気にしていくことが必要だと考え、市長にお伺いします。住民福祉の機関として地方自治体の

役割を発揮すべく、福祉の充実を進めていく福祉都市宣言を行うことを市長に求め、見解をお聞きしま

す。 

 次に、放課後児童クラブでの障害児受入れを６年生まで延長することについてお伺いします。 

 この間、放課後児童クラブに障害を持った子供を預けている保護者の皆さんが、署名運動に取り組み、

６年生までの延長を求めてきました。日本共産党も、一貫して延長に向けて議会で質問を繰り返してき

た立場として、市民の運動に押され市が今回の決断をしたことは、歓迎するものであります。 

 私たち日本共産党は、改選後の第２回定例会の総務常任委員会で小貫が、第３回定例会での予算特別

委員会で中島の両議員が、障害を持った子供の放課後児童クラブでの受入れについては取り上げてきま

したが、かないませんでした。今回実現できるということで、経過と実施の方法についてお聞かせ願い

ます。６年生までの延長について、今後の課題についてもお聞かせください。 

 次に、ＴＰＰ（環太平洋連携協定）についてお聞きします。 

 野田佳彦首相は、11 月 13 日、ホノルルで行われたＡＰＥＣ首脳会議で、ＴＰＰ参加の協議を進める

と表明をしました。農業者、医療関係者などさまざまな団体からもＴＰＰ参加を許さないという声が上

がっています。北海道としても、知事を先頭に要望書を提出しています。国内では日本経団連などの財

界が成長戦略とか貿易立国などと言って、ＴＰＰ参加の旗振りをしています。 

 しかし、この恩恵を受けるのは、自動車、電機などの一部輸出大企業だけです。ＴＰＰに参加すれば、

食料自給率は 13 パーセントに低下、米の自給率は１割以下、残るのは新潟産のコシヒカリや有機米など

のこだわり米だけと言われています。農業と食料、地域経済と雇用、国民生活は犠牲だけが強いられる

ことになります。 

 さらにアメリカは、非関税障壁の名の下に、フライドポテトへの大腸菌検査の中止、ＢＳＥ対策のた

め輸入を認める牛肉の月齢引上げなど、規制緩和を要求してきています。私たち日本共産党小樽市議団

が市内の各団体を訪問、懇談し、意見を伺ったところでも、非関税障壁の名で害虫駆除のための農薬な

ど、食の安全が脅かされると不安を募らせています。 

 そこで、ＴＰＰ参加に伴う小樽の産業への影響についてお伺いします。 

 小樽市の産業で、このＴＰＰ参加によってメリットがある分野はどこなのかお答えください。 

 ＴＰＰ参加で北海道の１次産業が壊滅的打撃を受けた場合、小樽市の農業、漁業にはどのような影響

があると考えますか。 

 北海道では経済的損失が２兆 1,254 億円に上り、農業産出の 3.8 倍にも上る損失を予想しています。

ＴＰＰ参加による小樽市の経済的影響は幾らになりますか。 

 次に、ＴＰＰ参加による医療への影響についてお伺いします。 

 政府は平成 22 年６月に新成長戦略を閣議決定し、医療・介護・健康関連産業を日本の成長牽引産業と

して、明確に位置づけました。 

 アメリカは、かねてより日本の医療に市場原理を導入することを求めています。平成 16 年の日米投資

イニシアティブ報告書によって混合診療の全面解禁や、医療への株式会社の参入を求めてきました。 

 これらのことから、自由価格の医療が拡大され、保険証１枚あればいつでもどこでも医療を受けられ

る国民皆保険制度が崩されます。公的な医療保険の給付範囲が縮小され、民間の保険会社に加入してい

なければまともな医療が受けられない、さらには地域からは医療機関の撤退が進みかねない懸念があり

ます。 

 混合診療の解禁、医療への株式会社の参入について、中松市長はどのような認識をお持ちですか。市
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民の健康を守れるとお考えか伺います。 

 次に、ＴＰＰ参加による公共事業への影響についてです。 

 地方自治体の物品購入や公共事業で国際入札が義務づけられることも検討されています。現在はＷＴ

Ｏ政府調達協定の下、都道府県の発注なら物品購入で 3,000 万円以上、建設工事で 23 億円以上となって

います。 

 ですから、今でも岩手県の例では、ガードレール清掃車１台の発注にも英訳がついているということ

で、それだけでも事務的な負担が生まれてきます。政府が発表しているＴＰＰ協定交渉の分野別状況に

よりますと、このＷＴＯ協定に対して、アメリカとペルーとのＦＴＡ、アメリカとオーストラリアとの

ＦＴＡでの基準は６億 9,455 万円となっています。 

 小樽市の場合、平成 14 年度決算説明書には、菁園中学校の増改築は９億 3,135 万円となっています。 

 また、北海道が小樽市の企業に発注する事業にも、同様のことが考えられます。小樽市の中小企業に

とってみれば、重要な工事に外国の企業が参加できるようになります。 

 加えて注意の必要なものがＩＳＤ条項です。参加する各国政府を多国籍企業が自由に訴えることがで

きるという条項です。世界中で主権を侵害しかねないと大問題になっています。 

 メキシコでの廃棄物処理場の建設をめぐり、アメリカ企業が北米自由協定違反としてメキシコ政府を

提訴した事件では、地元自治体が建設の許可をしなかったことを違反に問われ、世界銀行傘下の国際投

資紛争解決センターは、メキシコ政府に 12 億円の賠償を命じました。アメリカと他国とのＦＴＡを参考

に、ＴＰＰによって政府調達の国際入札が地方自治体に拡大された場合、小樽の企業が大きなダメージ

を受けることが予想されます。この影響についてお聞かせください。 

 東日本大震災から８か月余、被災した福島の県議会では、「復興の足かせになるものであり、ＴＰＰ

交渉参加に反対することを決議する」と決議しました。復興の最大の妨げになるのがＴＰＰ参加です。

政治が今すべきことは、あの震災から復興を急ぐことにあります。 

 市長は、10 月 24 日の記者会見で、「市長としては反対という形で考えていただいて結構」とおっし

ゃっています。そこにとどまらず、ＴＰＰ参加撤回を求める姿勢を積極的に発信していくべきだと考え

ますが、いかがですか。 

 次に、原子力発電所についてお伺いいたします。 

 ＥＰＺにかえて新たな防災区域が決められる見通しとなっています。５キロメートル以内を予防的防

護措置を準備する区域、おおむね 30 キロメートル以内は緊急時防護措置を準備する区域（ＵＰＺ）、お

おむね 50 キロメートル以内をプルーム通過時の沃素による甲状腺被曝を避けるための屋内待避、安定沃

素剤服用等の対策を準備する区域と案が示されています。 

 福島第一原発から 30 キロメートル圏外の飯舘村は全村避難となりました。先日、産出米にセシウムが

検出された福島県の大波地区は、原発から 60 キロメートル以上も離れています。 

 このように、原発の危険は距離では区切ることができないことは明らかです。原発事故が起きた場合、

30キロメートル圏内の住民が一時的に真っ先に避難してくるのがこの小樽であり、札幌も予測されます。

小樽もＵＰＺに入ることが重要だと思いますが、市長の考えと今後の対応についてお聞かせください。 

 そもそも、原子力発電所は、現在の人類の技術では扱いきれない技術です。東日本大震災では、福島

第一原発だけではなく、ほかの原発でも炉心溶融の危険がありました。東北電力の女川原発では、外部

電源の５系統のうち４系統が遮断され、残った１系統で原子炉を冷却しました。東京電力の東海第二原

発でも原子炉が自動停止し、外部常用電源、外部予備電源を喪失、非常用ディーゼル発電も３台あるう

ちの１台が津波で使えなくなり、２台の非常用ディーゼル発電で３日半かけて冷温停止まで持っていき
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ました。 

 この原発事故の持つ危険性について、政府は、1960 年、茨城県東海村で熱出力 50 万キロワットの原

発が事故を起こした際の被害想定を行っていました。この「大型原子炉の事故の理論的可能性及び公衆

損害額に関する試算」というレポートはＡ４、244 ページになります。レポートの最後に附録（Ｇ）と

して、幾つかのケースが想定されています。その中の表２を見ますと、分裂生成物の放出は、全放出温

度が低温、放出粒子の大きさが小さい場合、死亡者 540 人、障害者 2,900 人、要観察者 400 万人、雨天

の場合の総計損害額が３兆 7,300 億円と試算をしています。しかし、その存在を隠し続け、公式に認め

たのが 1999 年になってからでした。原発の危険性を知りながら、都合の悪いことは国民に隠し、安全神

話を垂れ流して、国民に原発が押しつけられてきました。このような原発は、なくすしかありません。 

 泊原発の出力は、１号機、２号機が 57 万キロワット、３号機が 91 万キロワット、合わせて約 200 万

キロワットになります。被害は、この東海村とは比べものにならないほどになります。原発の中にある

放射性物質は一度外に出てしまうと、それを抑える手段がありません。沃素 131 の半減期は８日間です

が、セシウム 137 が 30 年、プルトニウム 239 は 2.4 万年です。事故が起きなくても原発は、発電すれば

するだけで、使用済核燃料がたまります。この使用済核燃料の放射能が消えるまでには何万年もかかり、

この放射能のごみをなくす方法は開発されていません。ですから、原発はトイレなきマンションだと言

われ、この核のごみは地下深く埋めておかなければなりませんが、受け入れる自治体がありません。 

 何万年もの間、安全だと保証できる場所が地震、火山の国の日本に存在するとは考えられません。現

在の電力を得るために、危険な放射性物質とともに生活していかなければならないというツケを未来の

人類に回すことが許されていいのか、このことが今、問われています。日本として、原子力発電依存の

エネルギー政策から転換を決断すべきだと思います。市長の見解をお示しください。 

 泊原発について、お聞きします。「The World Nuclear Industry Status Report 2009」によると、世

界の原発の廃炉までの年数の平均が 22 年だと言われています。泊原発１号機は、稼働から 22 年経過し

ています。泊原発のそれぞれの原子炉を廃炉にする時期について明確に示すよう、北海道や北電に求め

る考えはありませんか。 

 続いて、全国学力・学習状況調査についてお伺いいたします。 

 平成 19 年度より全国学力・学習状況調査が再開され、抽出方式も含め今年で５回行われました。国で

は来年度も１科目増やして抽出方式で行う予定でいます。2000 年からＯＥＣＤ加盟国のＰＩＳＡ調査の

国際的な調査が３年ごとに行われ、15 歳児が持っている知識や技能を実生活のさまざまな場面でどれだ

け活用できるのかを見るものであり、特定の学校のカリキュラムをどれだけ習得しているかを見るもの

ではないとしています。このＰＩＳＡ調査を受けて、学力調査の質問がつくられているといいますが、

テストを実施するということは、新たな競争を生みます。競争では統一しづらい学力が世界で探求され

ているときに、競争を復活するということは世界から逆行しているのではないでしょうか。 

 小樽市議会の中でも学力調査の結果を公表すべきとの意見もありますが、日本共産党は、結果の公表

は競争を激化させるものであり、反対の立場です。小樽市の児童・生徒の傾向についても、全国と同様

に、わからない問題に手をつけない無回答が多いのが特徴です。ですから、子供の自発性・自主性を育

てることが重要です。 

 子供だけではありません。小樽市も地方分権と言われる状況下において、全国に右倣えではなく、自

主的・自立的に判断して参加を見送る決意をし、小樽市の実情に合った教育方針を実践することが必要

です。 

 この方向を正す上で参考になるのがフィンランドだと思います。教育条件でフィンランドは１学級 24
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人程度、一人一人に光を当てて教育を行い、習熟度別学級編制は 1985 年に廃止、教科書検定も廃止し、

学校と教員が自主的に選んでいるということです。教員の地位はフィンランドでは専門家として尊重さ

れ、責任を持って授業を行います。 

 日本の教員が管理と雑務に追われ、教材研究もままならない実態も深刻です。 

 また、小樽市のいじめの認知件数は、北海道や全国と比べても高くなっています。不登校は全国平均

よりは少ないものの、北海道よりも多くなっています。児童・生徒の学力向上を言うなら、教育環境の

整備こそ重要ではないでしょうか。 

 平成 18 年度に、関東地方にある人口約 25 万人の中都市に住む小学校６年生と保護者を対象に行った

調査では、年間所得が 300 万円未満の家庭の児童の算数の平均正答率は 31.6 パーセントですが、1,000

万円以上だと 65 パーセントに上ります。 

 文部科学省によると、平成 22 年度全国学力・学習状況調査結果のポイントでは、「就学援助を受けて

いる児童生徒の割合が高い学校の方が、その割合が低い学校よりも平均正答率が低い傾向が見られる」

と述べています。 

 学力調査の結果を公表することについて、教育長の見解を伺います。あわせて、全国学力・学習状況

調査の位置づけについて、小樽市教育委員会の見解もお示しください。 

 また、保護者の所得と学力の関係をどう考えているのか、教育長の見解を伺います。 

 全国学力・学習状況調査を小樽市教育委員会は５年にわたり実施しています。調査結果についての傾

向は５回行えば把握できますし、全校参加でなくても抽出でも分析できます。個別に苦手分野をつかむ

ために、テストで毎年把握する必要があるというのであれば、それぞれの学校や市としてテストを作成

すれば分析できます。全国一斉の意味はありません。テストでの点数を上げるために、対策として過去

問題や類似問題を授業で行い、それから学力調査に臨むことになってしまいます。それによって点数が

上がったとして、必ずしも学力が向上したという保証にはなりません。 

 全国学力・学習状況調査は来年度から国語、算数・数学に加えて、理科でも実施されます。教科が増

えれば一層テスト重視の教育になってしまいます。全国学力・学習状況調査には、参加すべきではあり

ません。来年度の学力・学習状況調査について参加しないことを求めます。お答えください。 

 次に、高校生の就職難についてお伺いします。 

 11 月 18 日、厚生労働省発表の道内高校生の９月末の就職内定率は、17.9 パーセントと、沖縄に次い

で２番目の低さであり、東日本大震災で深刻な被害が出た東北各県よりも低い現状と報道されました。

北海道労働局の 10 月末の資料では、小樽市、余市町、仁木町、赤井川村、古平町、積丹町で合わせて

32.5 パーセントとなっており、全国平均の 37.7 パーセントをさらに下回っています。 

 小樽市としても、この間、高等学校卒業者雇用奨励金を創設してきましたけれども、この奨励金も今

年度で終了になります。雇用状況は回復の兆しが見えてきていますけれども、依然として低い状況にあ

り、来年度も厳しいことが予想されます。 

 そこで、高等学校卒業者雇用奨励金を実施した２年間の成果について御説明ください。今年度で終了

する高等学校卒業者雇用奨励金を延長し、雇用拡大につなげるべきではありませんか。 

 最後に、銭函保育所の改築延期についてお伺いします。 

 桂岡幼稚園が認定こども園として運営していく関係で、銭函保育所の改築計画が平成 27 年度に先送り

になる予定です。 

 認定こども園は、保護者と園との直接契約になります。児童福祉法第 24 条には、児童の保育に欠ける

ところがある場合において、保護者から申込みがあったときは、それらの児童を保育所において保育し
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なければならないと、市町村に保育に欠ける子に対する保育の実施義務があります。ですから、市が入

所する保育所を決めています。あきがなくては入れない状況でも、市には適切な保護が義務づけられて

います。 

 保護者と認定こども園との直接契約では、応募者が募集定員より多い場合は、施設側が入園者を選考

することになります。保育所は保護者の所得に応じた保育料ですが、認定こども園では保育料金も自由

設定となり、保育の時間や利用する内容について料金を設定することができるようになります。これで

は、家庭が支払えるお金によって、子供が受けられる保育に格差が生じかねず、保育に欠ける子への市

の義務を果たせないのではないでしょうか。市長の見解を伺います。 

 第３回定例会の厚生常任委員会での質疑では、銭函保育所について平成 24 年に実施設計し、平成 25

年に改築予定とのことでした。現在、104 人が入所しています。認定こども園が開設されても、銭函保

育所の改築を遅らせることは理由になりません。銭函保育所は予定どおり改築することを強く求めます。 

 再質問を留保して、質問を終わります。（拍手） 

○議長（横田久俊） 理事者の答弁を求めます。 

              （「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（横田久俊） 市長。 

              （中松義治市長登壇） 

○市長（中松義治） 小貫議員の御質問にお答えいたします。 

 初めに、福祉都市宣言についてでありますが、道内では小平町が昭和 62 年に「福祉のまち」宣言を、

本別町では平成 18 年に「福祉でまちづくり」宣言を行っており、全国でも東京や大阪などの各市におい

て同様の宣言をしていることは承知をしております。 

 しかしながら、地域循環型経済の取組と結びつけているところはないようであり、また、地域循環型

経済の仕組みについては、国や大学などにより研究されているところでありますので、本市においてす

ぐに取り入れることは現段階では難しいと考えておりますが、研究の動向や他市の状況については注視

してまいりたいと考えております。 

 言うまでもなく、福祉の充実につきましては、人口が減少傾向で高齢者の割合が増している現状の中、

これまでどおり、できる限りのことを行ってまいりたいと思っております。 

 次に、環太平洋連携協定、いわゆるＴＰＰの参加に伴う影響について何点か御質問がありました。 

 まず、ＴＰＰ参加による小樽市の産業でのメリットがある分野についてでありますが、現段階で国か

らはＴＰＰ参加に関する情報や資料が明示されておりませんので、具体的な分野を示すことはできませ

んが、一般的にはＴＰＰに参加することは原則として関税を全廃することでありますので、参加国への

輸出量が多い企業にとっては好条件になるものと考えられます。 

 次に、ＴＰＰ参加による小樽市の農業、漁業への影響についてでありますが、まず農業につきまして

は、ＴＰＰ参加により影響を受けるとされる米、小麦、てん菜などを栽培する地域の農家が、影響の少

ないとされるミニトマトなどの蔬菜作物に品目転換を図り、大量の安価な農産物が市場に出回った場合

に、耕地面積が小さく多品種少量生産である小樽市農業では、安い農産物に押され、売上げが落ち込み、

農家の所得が減少するなどの影響があるものと聞いております。 

 また、漁業につきましては、安価な輸入水産物が増加することに伴い、国産水産物の価格下落につな

がり、漁業経営が悪化するものと聞いており、小樽市の農業、漁業に大きな影響があるものと考えてお

ります。 

 次に、ＴＰＰの参加による本市の経済的な影響額についてでありますが、北海道の試算額については
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主要な農畜産品の７品目において、食料自給率の減少から算出したものであり、地域全体としての経済

への影響額については試算されておりません。本市といたしましても、さきに述べたとおり、現段階に

おいてはＴＰＰ参加による影響の内容が不明なことから、試算は困難でありますが、一般的に予想され

る影響はさまざまな範囲に及ぶものと認識しております。 

 次に、ＴＰＰにおける医療に関してのお尋ねですが、混合診療については自由診療において認可され

ていない治療法や薬剤を使うことができる反面で、自己負担額が増える可能性も高いことが指摘された

り、提供される医療サービスに格差が生じないかなどの懸念があると聞いております。 

 また、医療分野への株式会社参入についてですが、平成 18 年に神奈川県での設置が国から特区として

認定されたものの、現在、診療が休診中であることから、制度そのものの評価ができない状態にあると

聞いております。 

 混合診療の解禁、医療分野への株式会社の参入、いずれも市民の健康を守る意味で重要な課題である

と認識しておりますので、今後の国の動向等を注視してまいりたい、このように考えております。 

 次に、政府調達が地方自治体に拡大された場合の本市への影響についてですが、現在、協定が結ばれ

ているアメリカとペルーやオーストラリアのＦＴＡ協定では、地方自治体が発注する工事については６

億 9,455 万円以上の工事が該当します。仮にこの協定基準を適用した場合には、本市発注工事で対象と

なるものは過去 10 年間の工事件数で３件、総額 31 億 1,126 万円になります。 

 次に、ＴＰＰ参加撤回を求める姿勢を積極的に発言していくべきであるとの御質問ですが、ＴＰＰ協

定は、国内の農林漁業はもとより関連産業や地域経済、国民生活全般に大きな影響を及ぼすものであり、

物品の関税を原則撤廃するという以外は国民に対する情報提供が少なく、どのような分野にどのくらい

の影響があるのか明らかにされているとは言えない状況にあると認識しております。 

 こうした中、米などの重要品目の関税撤廃の例外措置が認められなかった場合、農林水産業を基幹産

業とする北海道においては、経済の主柱が失われ、地域への影響が大きいものと考えます。このため、

私としては国に対し、十分な説明と地域経済の振興が損なわれることのないように、北海道市長会など

を通じて要請してまいりたい、このように考えております。 

 次に、原子力発電所について、何点か御質問がありました。 

 初めに、ＵＰＺに関する考え方と今後の対応についてでありますが、これまでのいわゆるＥＰＺにか

えて、新たに 30 キロメートル圏を目安とする緊急防護措置区域、ＵＰＺが示されました。本市は 30 キ

ロメートル圏内に隣接しておりますが、今回の福島第一原発事故では原発から 40 キロメートル前後に位

置する自治体でも、高い放射線量が検出され、一部自治体には避難指示が出されました。このような事

実を考えますと、ＵＰＺの 30 キロメートル圏内は必ずしも十分ではないと認識しております。 

 また、今後の対応についてですが、現行制度の下ではＵＰＺが拡大され、本市が北海道の防災計画に

関係市町村として位置づけられなければ、原発関連情報の提供や防災資機材の整備を図ることは難しい

ものと考えております。私としては、市民の安全を守るためにも、今後、後志町村会などと連携を図り

ながら、北海道や国に対してＵＰＺの拡大などを求めてまいりたいと考えております。 

 次に、原子力発電依存のエネルギー政策の転換についてですが、我が国のエネルギー政策の方向性は、

再生エネルギー特別措置法が８月に成立し、来年７月の施行により原子力への依存を減らし、太陽光、

風力、地熱など自然エネルギーの推進、普及が期待されますが、現在、原子力発電が基幹電力として一

定の役割を果たしていることも事実であります。私としては、原子力に過度に依存することがないよう、

今後、自然エネルギーを含む代替エネルギーなどの導入について取り組む必要があると考えております。 

 次に、原子炉を廃炉にする時期に関してですが、今回の福島第一原発の事故を踏まえると、科学的根
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拠の下に一定の基準などは設けるべきであると考えておりますが、現在、福島第一原発事故発生の原因

究明などの検証が行われていること又は一定の役割を果たしていることなどから、現時点では時期につ

いては明確にするよう申し入れる考えはありません。 

 次に、高校生の就職難について御質問がありました。まず、小樽市新規高等学校卒業者雇用奨励金の

２年間の成果についてでありますが、平成 22 年度につきましては 40 事業所、71 名に奨励金を交付して

おり、今年度につきましては 37 事業所、61 名分の事前申請があり、随時交付手続を進めているところ

でございます。奨励金の交付を受けた企業からは「高校生を雇用するきっかけづくりになる」「新入社

員教育のための研修費に充てられるためありがたい」といった御意見をいただいており、新規高卒者の

雇用促進に一定程度の効果があったものと考えております。 

 次に、奨励金事業の延長についてでありますが、この事業は雇用の維持、創出を図る目的で設置した

「小樽市地域経済活性化等推進資金基金」を活用した緊急経済対策事業であり、当初は平成 22 年度単年

度事業の予定でありましたが、今年度も引き続き事業継続したところであります。次年度につきまして

は、基金残高の少ない中で、この事業を実施することは難しいものと考えております。しかしながら、

高校生の雇用状況は依然として厳しいものと認識しておりますので、新規高卒者の雇用促進や雇用の継

続に向けた取組につきましては、引き続き実施してまいりたいと考えております。 

 次に、銭函保育所の改築について何点か御質問がありました。 

 まず、認定こども園の運営についてでありますが、認定こども園は定員を超えた入所希望者を選考す

る場合には、認可保育園と同様に児童福祉法の適用を受け、公正な基準の下で選考を行うこととされて

おります。 

 また、学校法人小樽桂岡学園が運営する認定こども園については、小樽市の保育料と同額に設定する

と聞いておりますので、格差は生じないものであり、保育に関する市の実施義務については果たせるも

のと考えております。 

 次に、銭函保育所を予定どおり改築するべきとの御要望でありますが、銭函保育所の建替えに当たっ

ては、認定こども園開設後の銭函地区の保育需要の動向を見て定員規模を定めてまいりたい、このよう

に考えております。 

              （「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（横田久俊） 教育長。 

○教育長（上林 猛） 小貫議員の御質問にお答えいたします。 

 初めに、障害を持った児童の放課後児童クラブの受入れについてでございますが、本市ではこれまで

障害を持った児童を小学校４年生まで受け入れており、小学校５、６年生までの受入れについては指導

員の指導力の問題、集団指導上の問題、施設設備の問題、以上３点の理由から受入れは困難であると説

明をし、理解を求めてきたところでございます。 

 今回、小樽聾学校に在籍する児童の保護者から、受入れ延長の要望があり、聾学校と協議を進めてき

たところ、聾学校の児童数が少ないことや、スペースに余裕があることなどから、集団指導上の問題あ

るいは施設設備の問題についてはクリアできる可能性が出てきたものであります。 

 また、三つの理由のうち、指導員の指導力の問題については、指導員が一定程度の経験を積んできた

ことや、可能な限り介護士や保育士などの有資格者を採用することにより、改善可能であるという判断

に至りました。 

 また、聾学校における検討経過を契機に、再度､他の児童クラブについても見直しを行ったところ、施

設整備や児童数など比較的条件のよい児童クラブでは受入れが可能であることから、ブロックごとに拠
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点を定めることで、５、６年生も受入れができるものと判断をしたところでございます。 

 今のところ、実施方法としては、市内を６ブロックに分け、各ブロックに１校の拠点校方式にするこ

とを基本に受け入れる方向で検討を進めており、所要の予算については新年度の予算要求に向け作業を

進めているところでございます。 

 次に、放課後児童クラブにおいて、障害を持った児童の受入れを６年生まで延長するに当たっての今

後の課題についてでございますが、一つ目は低学年と高学年が混在することによる集団指導上の問題で

あります。二つ目は高学年の障害児に対応する指導員の資質能力の向上の面、三つ目は拠点校方式に伴

う通学のための移動手段の問題などが考えられます。今後これらの課題につきましては、さまざまな角

度から検討し、解決に向けて努力してまいりたいと考えております。 

 次に、全国学力・学習状況調査の結果の公表についてでありますが、全国学力・学習状況調査は、児

童・生徒の学力や学習状況を把握し、学習指導の改善や学習環境の整備に役立てるべきものと受け止め

ており、その調査結果の公表については、調査の実施要綱にも示されておりますとおり、序列化や過度

な競争にならないよう十分な配慮が必要であると認識しております。 

 今年度の学力等調査は、全国学力・学習状況調査問題を活用した北海道における学力等調査として、

北海道独自に実施したものであり、全国との比較はできませんが、教育委員会といたしましては、現在、

学力向上検討委員会で結果を分析しているところであり、昨年と同様、結果の概要をお示ししたいと考

えております。 

 次に、全国学力・学習状況調査等の実施の位置づけについてでございますが、市教委では、学校教育

推進計画２次計画においても、学習状況の把握と指導の改善の観点から、「小樽の子どもの確かな学力

の向上を図るため、学習内容の定着状況を把握し、指導内容や指導方法の工夫改善に努める」との基本

方向を示しております。 

 教育委員会といたしましては、全国学力・学習状況調査等は、児童・生徒の学力や学習状況を把握し、

学習指導の改善や学習環境の整備に役立つものと考えるとともに、本市の児童・生徒の学力や学習状況

を全国あるいは全道の状況との関連においてとらえる上で重要なものと考えております。 

 次に、保護者の所得と学力との関係についてでございますが、議員が御指摘のとおり、文部科学省で

は平成 22 年度全国学力・学習状況調査結果のポイントの中で、「就学援助を受けている児童生徒の割合

が高い学校の方が、その割合が低い学校よりも平均正答率が低い傾向が見られる」と示しておりますが、

同時に「就学援助を受けている児童生徒の割合が高い学校は、各学校の平均正答率のばらつきが大きく、

その中には、平均正答率が高い学校も存在する」ことも示しております。このことは、子供一人一人の

可能性を社会経済的な要因に埋もれさせることなく、学校教育において確かな学力をはぐくんでいくこ

とが大切であることを示唆しているものと受け止めております。 

 最後に、来年度の全国学力・学習状況調査への参加についてでありますが、全国学力・学習状況調査

は、これまでも述べてまいりましたが、児童・生徒の学力や学習状況を把握し、学習指導の改善や学習

環境の整備に役立てるものでありますことから、本市においても全国学力・学習状況調査に参加するこ

とは必要であると考えております。 

              （「議長、７番」と呼ぶ者あり） 

○議長（横田久俊） ７番、小貫元議員。 

○７番（小貫 元議員） 再質問します。 

 最初に、放課後児童クラブの話ですけれども、今回の件に関して言えば、やはり市民の声に押されて

市が動いたということだと思います。私は、あまり市のことを褒めませんけれども、市民力を生かした
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まちづくりと、まさに言えるのではないかと思います。これからさまざまな課題が出てくると思うので

すけれども、延長になるということは安心して子育てできる小樽市への一歩前進だと私たちは受け止め

ています。実施後も利用しやすい制度にしていくために、柔軟に対応していくことを求めたいと思いま

す。 

 次に、ＴＰＰについてなのですけれども、現時点では資料が少ないということではっきりわからない

ということですけれども、一方で、やはり大きな影響が考えられるということで、具体的にそれを整理

するというのは、大変今、難しい状況だと私は思います。そういう中だからこそ、ぜひ、どういうふう

に小樽市がこの問題を考えているのか、市民の中でこの間、世論調査を見てみましても、ＴＰＰという

のは何だろうという声がやはり一番多いと思うので、小樽市としても、今言ったような範囲の見解を公

表しておくべきではないかと思います。 

 それと、混合診療についてなのですけれども、これは私たち日本共産党の志位委員長が衆議院で代表

質問を行ったときに、野田首相が対応が求められる可能性は完全に否定できないというふうに認めてい

ます。それで、私は、市民の健康を守れると考えていますかという質問をしたつもりだったのですけれ

ども、そのことへの答弁がなかったように思われます。 

 あと、原子力発電所についてですけれども、ＵＰＺについての市長の見解というのは、積極的に国や

道に言っていってもらいたいと私は思います。それと同時に、今回、少しやんわりと質問をしたつもり

だったのですけれども、原発撤退を明言しなさいとか、そういうことは質問しなかったのです。北海道

にいつ撤退する予定ですかということを聞けませんかという質問だったのです。 

 市長は、原発に過度に依存しないように取り組んでいく必要があるとおっしゃいましたが、そのとお

りだと思うのです。それであれば、やはり北海道や北電に対して、いつ原発をやめるのかということを

はっきりさせてもらわないと、取り組むといっても、こちらとしても計画の立てようがないと。何年後

に北海道は泊原発をとめる予定でいるのか、ここがはっきりしないことには、どのように再生エネルギ

ーに力を注いでいったらいいのか、市としての対応がとれないと私は思います。ですから、ぜひ、まず

は聞いてみていただきたいと私は思います。それで、原因究明が行われていないということですけれど

も、そういう次元の話では私はないと思います。 

 次に、新規高卒者雇用奨励金についてなのですけれども、ちょっと知り合いの高校の教員にお話を伺

いましたら、一時期より落ちついてきたという答えは返ってきました。ただ、やはりたぶん、今年は復

興需要があるのではないかということもおっしゃっていまして、一方で高校によっては厳しい状況で、

就職したくても就職先がなく悩む生徒がたくさんいると。また、１回就職しても研修期間が終わったら

もう来なくていいという感じで言われて、フリーターになってしまうということで、やはり小樽市とし

て、できることは本当に限られていると思うのですけれども、この奨励金については、先ほど聞いたら

喜ばれているということなので、名目は変わるかもしれないけれども、何かしらの手だてを打っていた

だきたいと思います。 

 あと、認定こども園についてですけれども、先ほど手続上の問題も含めて市がしっかり義務を果たし

ているという話で、公正な選考を行うということなのですけれども、その判断は認定こども園が行うと

いうことなのですよね、何と言おうと。 

 認定こども園が実施されるに当たって児童福祉法の読替えが行われました。「就学前の子どもに関す

る教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律」というのが始まりまして、それに伴って読替えが

行われているのですけれども、ここには認定こども園の保育所部分に当たる私立認定保育所に入所を希

望する旨まず認定こども園に申し入れて、ただ、ここにも確かに適切な保育の実施が困難と、その他や
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むを得ない理由がある場合においては公正な方法で選考することができると。つまり、認定こども園が

保育困難ですよと、やむを得ない事情がありますよというふうに考えてしまったら、これは公正な方法

でと言うけれども、認定こども園が何らかの理由をつけて公正ではない選考を行うこともあると私は思

います。桂岡幼稚園は恐らくいい学園だと私は思いますけれども、それでもこういうことが不安になり

ます。 

 保育の義務という点でいっても、この児童福祉法の読替えにはしっかりと当該認定こども園に対して

申し込むとなっているわけですから、そこに市がどう関与するのかということです。市は保育に欠ける

という認定だけを行うと、それで果たして保育の義務を果たしているといえるのかというのが、まず私

は疑問に思います。 

 それと、銭函保育所の改築の延期については、動向を見極めてと言うのですけれども、既に市として

市立保育所の規模・配置に関する計画で、銭函保育所の改築について表明しているわけです。この計画

では、老朽化が激しいから改築するというふうになっています。東日本大震災があって、さまざまな施

設を耐震化していかなければいけないという状況で、子供たちをこの老朽化した施設に、安全でない場

所に、何年間かであっても入れておいていいのかと、本当に市町村として保育の義務を果たしていると

言えるのかと、私は、問いたいのです。銭函保育所については、再度予定どおり改築することを求めた

いと私は思います。 

 最後に、福祉宣言についてなのですけれども、今回のこの代表質問に当たって、ＴＰＰにしても、原

発にしても、子供の問題でも、結局市民の暮らしを守り、応援するという立場、これが先ほど言った福

祉都市なのです。ですから、社会保障という点ではなくて、小樽の将来、経済にもプラスになることだ

と考えて質問をしています。 

 思い起こすと２年半前の夏ですけれども、ある政党が「国民の生活が第一」というふうに訴えていま

した。 

              （「だれなのですか」と呼ぶ者あり） 

○７番（小貫 元議員） いや、いいです、それは。今、この言葉どおり、私は市民の生活が第一の市

政運営が求められていると思います。この小樽のまちづくりの方向として、私はこの点を提案したとい

うことを押さえていただいて、検討していただければと思います。 

○議長（横田久俊） 理事者の答弁を求めます。 

              （「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（横田久俊） 市長。 

○市長（中松義治） 小貫議員の再質問が何点かありますけれども、私のほうから一部答弁させていた

だきたいと思います。 

 まず一つ、ＴＰＰについての問題でありますけれども、この医療の問題については私のほうから、自

由診療において認可されていない治療法、薬剤を使用することができる反面、自己負担額が増える可能

性も強いというようなことが指摘されている状況の中で、混合診療の解禁、医療分野の株式会社参入、

いずれも市民の健康を守る意味で重要な課題であるというふうに私自身は認識しておりますので、今後、

国の動向等を注視してまいりたい、このように思っているところでございますので、そのように御理解

をいただければというふうに思います。 

 それから、ＵＰＺの問題でありますけれども、一つは廃炉に関する時期の明確化についてでございま

す。これにつきましては、先ほど答弁させていただきましたけれども、報道によりますと、国において

廃炉の新基準を設けるというような動きがあるというふうに承知しておりますので、そういったことか
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らいうと、その時期等について、国の動向を注視した上で判断していきたいと思っているところでござ

います。 

 それから、私としては、このＵＰＺの問題については、やはり市民の安全を第一に守るという観点か

ら今後対処していきたいと思っておりますので、御理解いただきたいと思っております。 

 それから、高校生の就職問題であります。これについては、大変厳しい状況にありますので、私とし

ても今後、雇用の問題等について積極的に取り組んでいきたいと思っております。ただ、制度そのもの

については、先ほども答弁させていただきましたが、基金残高も少ないという状況の中で、従来どおり、

今年度のような事業というのはなかなか同様には継続できないだろうと思っているところでございます。 

 なお、そのほかにつきましては、福祉部長その他から、答弁させていただきたいと思います。 

              （「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（横田久俊） 副市長。 

○副市長（貞村英之） 補足して答弁いたします。 

 まず、ＴＰＰの問題ですが、小樽市として特徴ある部分を公開すべきではないかということですが、

ただいまＴＰＰについて、いろいろな影響等の仮定的な数字等を交えて御論議いただいており、あくま

で今は、仮定の数字でございます。小樽市として確実にそういう考え方等があった場合は、ホームペー

ジ上等でも公開するようにしていきたいと思っております。 

              （「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（横田久俊） 福祉部長。 

○福祉部長（三浦波人） まず、福祉都市宣言についてのお尋ねがございました。福祉施策を進めると

いう部分と、それから質疑の中で例として挙げられた介護施設等の建設工事ですとか、施設の運営によ

る雇用拡大、それから、これらによって消費を促進し、地域循環型の経済にしていくこと、これをあわ

せて福祉都市宣言というふうに位置づけられた御質問をされておりましたけれども、そうした考え方は

私は初めてお聞きいたしまして、恐らく自治体でもあまり例がないのではないかというふうに思ってい

ます。市長が答弁いたしましたように、その内容ですとか、他市の状況、あるいは研究されている内容

などについても今後見てまいりたいと思っておりますし、いずれにしても宣言の有無にかかわらず、必

要な福祉施策については小樽市として、できる範囲で今後も進めていく必要があるというふうに考えて

おります。 

 それから、銭函保育所の件、最初に認定こども園での公正な選考というところでございますけれども、

北海道の認定こども園のＱアンドＡ等にも示されているのですけれども、認定こども園の選考について

は、これまで同様に申込みのあった子供の家庭の状況等、あるいは地域の実情を十分踏まえて、認定こ

ども園において客観的な選考基準を定めて公表するということになっております。これはもう当然一般

市民も見えますし、私どもも見ていくことになるのですけれども、選考の具体例としては、母子家庭で

すとか、被虐待児童等の特別な支援を要する子供のいる家庭の優先的な入所、兄弟入所の有無、障害児

保育の必要度などによって優先度を点数化して公正な選考を行うというふうにされております。もちろ

ん私どももその内容によっては目を配ってまいりますし、必要があれば北海道の指導なども入ってくる

と考えております。 

 それから、銭函保育所の改築についてですが、確かに老朽化しているのは事実ですけれども、いずれ

にしてもその適正な規模を見ていくという必要がまずありますので、認定こども園の開設後の地域の保

育需要等を見て規模等を定め、改築を進めていきたいと考えております。 

              （「議長」と呼ぶ者あり） 
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○議長（横田久俊） 教育長。 

○教育長（上林 猛） 放課後児童クラブにかかわって、柔軟な対応についての要望と受け止めており

ますが、先ほどもお答えしましたけれども、現在、予算作業を進めておりまして、その中で先ほど言っ

た３点の課題解決に向け、さまざまな方向から検討を加えているわけです。その中で住民の要望にこた

えるべく柔軟な対応、そのような観点もあわせて検討を進めてまいりたいというふうに考えております

ので、よろしくお願いいたします。 

              （「議長、７番」と呼ぶ者あり） 

○議長（横田久俊） ７番、小貫元議員。 

○７番（小貫 元議員） 再々質問いたします。 

 今、市長と副市長から何点かお答えいただきましたけれども、国の動向を見てだとか、そういったや

はり後ろ向きな答弁でした。冒頭の質問で、今、地方自治体が国に物を言っていくべき時代に来ている

ということを言いました。そして、全国学力・学習状況調査のところでは、今、小樽市にも自主性と自

立性が求められているのではないでしょうかということも言いました。そういう面からしてみたら、発

表待ちというのは、やはり市民の命を預かる者としては、もうちょっと積極的にいろいろなことを発信

していくべきだと思います。ＴＰＰにしても、現在、結局市民は、ＴＰＰというのは何なのだろうと、

小樽市にとってどんなことなのだろうということが気になっているわけですから、わからないことはわ

からないと、それなりに答弁をしておいてもらったほうがいいのではないかと思うのです。 

 次に、全国学力・学習状況調査についてなのですけれども、先ほどちょっと再質問し忘れたのですけ

れども、学力と所得との関係のデータをいろいろ見てみますと、所得が少ない家庭ほど正答率が低いと

いうデータがあります。そういう点で見ますと、小樽市の場合どうなのかとかも含めて、やはり新しい

教育を実現していく上で分析が必要なのではないかと。私たちは、やはりこの学力と経済力という点で

言えば、注視しなければいけない調査結果だと思います。日本共産党としては、小学校卒業までの医療

費の無料化なども提案していますけれども、学力向上という点を目指すならば、やはり小学生、中学生

がいる世帯への支援を考えるべきではないかと思います。こういうことになると市長部局のほうになる

とは思うのですけれども、ぜひ答弁をお願いします。 

 それと、銭函保育所についてなのですが、やはり答弁を聞いていて、私は、とてもではないですけれ

ども、改築を遅らせる理由にはならないと思いますので、再度強く予定どおり改築することを求めたい

と思います。 

○議長（横田久俊） 理事者の答弁を求めます。 

              （「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（横田久俊） 市長。 

○市長（中松義治） 小貫議員の再々質問について、私のほうからＴＰＰとＵＰＺについて少しお話を

させていただきたいと思います。 

 このＴＰＰの問題につきましては、現在、国でも具体的な方向性といいますか、そういったことは引

き出されているわけではありませんし、このＴＰＰ問題は小樽市が決める問題ではありませんので、そ

れで国の動向等について注視していきたいというように答弁させていただいたところでございます。 

 ＵＰＺについても同じであります。現在 30 キロメートル圏内ということは、原子力安全委員会のワー

キンググループのほうで、検討しているということでありますけれども、決定までには至っておりませ

ん。ただ、決定してからでは私どもとしても小樽市をＵＰＺの範囲内に入れてほしいということは申し

上げづらいですから、今から後志管内の町村会とも一緒に連携し、あるいは北海道市長会を含めて、こ
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のＵＰＺの拡大については単に 30 キロメートルということではなくて、自然の状況であるとか、あるい

は風向きの状況であるとか、先ほど答弁させていただきましたように、30 キロメートル以外にもやはり

放射線量がかなり大きく影響しているという実態、事実もあるわけですから、そういった中で小樽市も

ＵＰＺについては、何とかその範囲の中に入れていただきたいということを要請していきたい。それが

市民の安全と安心を守るという観点でございます。ただ、小貫議員がおっしゃったように地方自治体が

国に物を申すべき、そういう時期ではないかということについては、私も機会あるごとにそういう視点

で国のほうにお話をしていきたいと思っております。 

              （「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（横田久俊） 福祉部長。 

○福祉部長（三浦波人） 銭函保育所の改築についての再々質問でございます。 

 現在、銭函保育所の定員は 110 名でして、今回はこの地域に新たに、幼稚園部分が 140 人、それから

保育所部分 55 人の認定こども園ができるということで、保育所の定員に関しますと 110 プラス 55 とい

うことになります。このまま保育の定員が増えるということになってしまうのですけれども、銭函保育

所について、55 を減らして半分の定員で進めていくのか、あるいは限りなく 110 のままでいくのかとい

う判断はしなければならないだろうと思っています。そのためにも認定こども園ができる予定、来年の

秋口と聞いておりますけれども、その後の状況を見てから規模を決めていくという作業をせざるを得な

いというふうに考えております。 

              （「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（横田久俊） 副市長。 

○副市長（貞村英之） 所得と学力との関係を分析しろということですが、所得の分析はできるところ

でありますが、全国学力・学習状況調査のデータもそうなると必要となってきますし、そこら辺のとこ

ろは教育部局とも協議しながら、相談しながら決めていかないと無理かと思うのですが、そこら辺もう

少し研究させていただきたいと思います。 

○議長（横田久俊） 小貫議員の会派代表質問を終結し、この際、暫時休憩いたします。 

休憩 午後 ２時３０分 

―――――――――――――― 

再開 午後 ２時５５分 

○議長（横田久俊） 休憩前に引き続き、会議を再開し、会派代表質問を続行いたします。 

              （「議長、15 番」と呼ぶ者あり） 

○議長（横田久俊） 15 番、濱本進議員。 

              （１５番 濱本 進議員登壇）（拍手） 

○１５番（濱本 進議員） 平成 23 年第４回定例会に当たり、自由民主党を代表して市長、教育長及

び関係理事者に質問いたします。 

 質問に先立ち、一言申し上げます。 

 今、この壇上に立って私は、第３回定例会まで後列の議員席に着席をしていた我が会派の成田晃司議

員の姿が見えないことに違和感を覚えております。 

 今定例会初日の本会議場において、全議員を代表して北野議員から逝去された成田晃司議員への丁重

な追悼の辞をお聞きしたにもかかわらず、今もって現実として受け止めることができない自分が存在す

るのと同時に、成田晃司議員の温和な笑顔、優しいまなざし、そしてぬくもりを感じる朴訥とも言える

口調を思い出し、心に一抹の寂しさを感じている自分がいます。 
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 成田晃司議員とは、４年６か月余り議員活動を御一緒させていただき、常に市民の代表者である議員

としてのありよう、そして小樽の将来についてたくさんの教えをいただきました。これからも多くのこ

とを教えていただけるものと思っていましたが、かなわぬこととなり、本当に残念でなりません。 

 成田晃司議員においては、今後の小樽のまちづくりに対して思い残すことが数多くあったであろうこ

とは、だれもが認めるところであります。 

 私をはじめ我が会派は、道半ばで他界された成田晃司議員の遺志を引き継ぎ、市政発展のため、さら

に研さんを深め、議員活動の充実に努力する決意を新たにしたところであります。また、同時に、遠い

かの地から我がふるさと小樽をあの優しいまなざしで見守っていてくれると信じております。 

 改めて、成田晃司議員、ありがとうございました。 

 それでは、代表質問をいたします。 

 中松市長は、本年５月の第１回臨時会において、「市民力を生かした『活力あるおたる』の創造」を

３つの基本姿勢と７つの重点公約によって実現すると述べられ、さらに市長自身が長く民間企業に勤務

し、その中での企業経営の経験を生かして、安全・安心なまちづくり、市民サービスの向上、そして民

間の経営感覚による効率的な行財政運営を進める決意を表明されました。 

 また、６月の第２回定例会においては、第１に「市民力の活用」、第２に「安全・安心なまちづくり」、

第３に「魅力ある生活都市の創造」から成る３つの基本姿勢及び７つの重点公約について説明をされて

いました。この７つの重点公約の中で、市長は小樽観光の充実や、地域経済の活性化を掲げており、そ

の実現に北海道新幹線の札幌までの延伸は大きく寄与すると市長が認識されていることは、みじんも疑

う余地のない事実であると言えます。 

 また、第６次総合計画には、北海道新幹線の実現、そして前期実施計画には、その建設促進事業が記

載されています。さらに、小樽市議会では、平成 15 年第３回定例会において、全会派の賛成で、北海道

新幹線の建設促進を求める意見書が可決し、19 年第４回定例会においても、札幌までの認可・着工、そ

して早期完成を求めた同様の意見書が可決されました。まさに中松市長御自身、小樽市、そして小樽市

議会が、北海道新幹線の札幌延伸と早期の着工、完成を求めています。 

 このような中、12 月１日の総務常任委員会において、北海道新幹線の札幌延伸と早期の着工、完成を

実現させる要件の一つである、並行在来線の経営分離について、市長が同意の決断をし、表明されたこ

とは至極当然とも言えますが、我が自民党は、市長の決断によって北海道新幹線の実現というゴールに

向けて大きな第一歩を踏み出すことができたと確信するとともに、この中松市長の決断を重く受け止め、

高く評価いたします。 

 さて、市長就任から７か月が過ぎた現在、三つの基本姿勢及び七つの重点公約の実現を目指して取り

組んでこられたと思います。その状況について伺いますので、でき得る限り具体的に平易な御答弁をお

願いいたします。 

 初めに、第１の基本姿勢、「市民力の活用」についてお聞きします。 

 市長は、これからの都市経営と小樽の可能性を具体化するためには、多くの知識や斬新な考えを持つ

市民の参画が必要であると認識されています。また、価値観の多様化や高齢化が進展する現状において、

地域のさまざまな課題解決には地域と行政の協力関係を築き、さらに近年、担い手不足にある町内会な

どの地域自治組織の活性化に向けた検討をするとともに、自主的、自発的な活動への支援が必要である

と認識されています。 

 市長は、市民の参画、市民と行政の協力、そして地域自治組織の活性化及び支援について、どのよう

な取組を行っているのか、お聞かせください。 
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 関連して、市民の参画、市民と行政の協力など、市民力を活用する前提であるとも言える自治基本条

例についてお聞きします。 

 山田前市長の公約であり、第６次総合計画にもうたわれている自治基本条例の制定について、市長も

策定の推進を掲げています。平成21年１月、庁内研究会が発足し、22年８月には策定委員会が設置され、

現在に至っています。 

 この間、今日までの主な経過についてお聞かせください。 

 また、あわせて、今後の取組、見通しについてお示しください。 

 自治基本条例は、全国で 180 を超える地方自治体が制定していますが、まだまだ成熟した条例とは言

えず、二元代表制との整合性や日本における法体系上の位置づけなど、制定に当たって留意すべき課題

があると認識しています。市長はどのようにお考えでしょうか、御見解をお聞かせください。 

 次に、第２の基本姿勢、「安全・安心なまちづくり」についてお尋ねします。 

 安全・安心なまちの重要な要素の一つは、充実した医療体制の実現であります。今定例会において市

立病院の統合新築に関する予算及び夜間急病センターの移転新築に関する予算が提案されました。この

予算が可決、執行されることは、間違いなく市民に安全・安心を担保する大きな第一歩であると確信し

ています。 

 とりわけ市立病院の統合新築は、今をさかのぼること 12 年前の平成 11 年５月に市議会において市立

病院調査特別委員会が設置されて以来、今日まで新市立病院の規模・機能、建設予定地、建設費、起債

許可など、さまざまな議論、質疑が行われてきました。私自身は、19 年５月から４年半、市立病院調査

特別委員会の質疑を、統合新築を主張する会派の議員として、つぶさに見聞きしてきました。あるとき

は、新築によって財政が破綻するのではないか、規模が大きすぎないか、建設費が高すぎないか、また、

あるときは、起債は許可されないのではないかなど多くの質問がありました。私自身も、議員になる以

前は統合新築の実現が本当に可能なのか心配をしていましたが、議員になってから、それらの質問に当

時の山田市長、そして 21 年４月に就任された並木病院局長をはじめ、関係する理事者の皆さんの統合新

築に対する情熱を持った真摯な答弁を聞いて、私の心配は払拭され、絶対に実現すると確信をいたしま

した。 

 同時に、実現に向けた議論の必要性も痛感しました。中松市長は、平成 11 年６月に収入役に就任して

以来、約７年間にわたり市立病院の統合新築を推進する立場として、議会における質疑を見続けてきた

と思います。今、市立病院の統合新築に関する予算を提案するに当たって、収入役の経験もある市長は

どのような所感をお持ちですか、お聞かせください。 

 市立病院の統合新築は、２年半前の並木病院局長の就任によって、大きく前進したと理解しておりま

す。言いかえるならば、並木病院局長の存在、情熱、リーダーシップなくして、この大きな前進を得る

ことが不可能だったということは、だれもが認めるところです。並木病院局長御自身は、就任以来のこ

の２年半について、どのような所感をお持ちでしょうか、お聞かせください。 

 あわせて、病院改革プラン、平成 22 年度評価報告書の指摘をはじめ、26 年夏の開院に向けて、医師

の確保や経営改善など、さまざまな解決すべき課題が存在していると認識していますが、並木病院局長

は課題解決に対して、どのような決意をお持ちですか、お聞かせください。 

 次に、安全・安心を担保する防災についてお伺いします。 

 本年３月 11 日に発生した地震、津波による福島第一原発事故をはじめ、東日本大震災の影響から、防

災に対する市民の意識はより高まっていると言えます。 

 市長は、東日本大震災を踏まえ、現行の地域防災計画の点検、検証、そして必要な見直しを行うとと
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もに、津波を想定したハザードマップを策定すると述べていました。 

 これらの取組は、現在、どの程度進捗しているのでしょうか。 

 また、これらの完了はいつごろになるのか、お知らせください。 

 福島第一原発事故により、原子力防災対策の見直しが進んでいます。 

 市長は、国や北海道の動向に対して、どのような見解をお持ちですか、お聞かせください。 

 あわせて、小樽市は、北海道電力泊原子力発電所から約 40 キロメートルに位置していますが、福島第

一原発事故を踏まえて、また原子力防災対策上の観点から、この距離について市長はどのように認識し

ていますか。 

 また、小樽市における原子力防災対策について、今後どのような取組をされるのか、お聞かせくださ

い。 

 この項の最後に、高齢者の安全・安心に関してお伺いします。 

 平成 23 年 10 月 26 日に総務省が公表した平成 22 年国勢調査の結果では、市内の人口 13 万 1,928 人に

対して、65 歳以上の人口は 31.5 パーセントの４万 1,607 人、世帯数５万 7,711 世帯に対して、高齢者

単身世帯は 15.9 パーセントの 9,174 世帯、高齢者夫婦世帯は 14.7 パーセントの 8,457 世帯であり、高

齢者単身・夫婦世帯を合計すると１万 7,631 世帯、30.6 パーセントになります。つまり３人に１人が 65

歳以上、そして約３軒に１軒は 65 歳以上の世帯であり、今後も 65 歳以上の人口、世帯数とも増加する

と考えられます。 

 このような状況を踏まえると、高齢者の皆さんが安全・安心を実感するまちづくりへの取組は、今ま

で以上に必要性が高まると認識しています。しかしながら、行政としての直接的な取組には、おのずか

ら限界があり、市長が認める地域の市民力を活用してこそ、初めて安全・安心なまちづくりが実現でき

ると考えています。 

 現在、実施している地域の市民力を活用した高齢者及び高齢者世帯に対する施策について、お知らせ

ください。 

 また、今後どのような取組をお考えなのか、お聞かせください。 

 次に、第３の基本姿勢、「魅力ある生活都市の創造」について伺います。 

 市長は、魅力ある生活都市の一つの側面として、国際観光都市としての躍進が必要との認識を示して

います。 

 本年６月３日、国土交通省港湾局が国際競争力の強化を目指す日本海側拠点港の募集を行い、昨年８

月、残念ながら重点港湾の選定に漏れた小樽港は、伏木富山港及び京都舞鶴港と共同で背後観光地クル

ーズ拠点港として応募し、８月に実施されたプレゼンテーションにおいて、５件の計画の中で 765 点の

最高得点を獲得して、11 月 11 日に選定の公表がありました。 

 市長をはじめ担当された理事者、職員の皆さんの御努力を多くの市民はじめ議会としても高く評価し

ていることは、紛れもない事実であると認識しています。そして、この選定によって、市長の目指す国

際観光都市としての躍進が実現する一助になると考えますが、市長の御見解はいかがですか、お示しく

ださい。 

 拠点港の選定公表以前の 10 月 31 日、11 月１日に、経済常任委員会が伏木富山港、京都舞鶴港を行政

視察した際、小樽港を含め三つの港がそれぞれに計画実現のために港湾整備を計画していることをお聞

きしました。三つの港の港湾管理者は小樽市、富山県、京都府であり、平成 22 年度一般会計決算におい

ては、歳入ベースで富山県が約 5,893 億円、京都府は約 9,178 億円であり、これに対して小樽市は約 579

億円と、財政規模に大きな格差が存在しています。それぞれの財政規模を考えると、小樽港だけが財源
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確保が困難で、港湾整備で遅れをとらないかと、私は委員の一人として若干の危惧を感じました。私の

危惧は杞憂でしょうか、市長の御見解をお示しください。 

 また、国土交通省は、選定結果の公表の際に、今後、年に１回程度、今回の選定を行った検討委員会

を開催して、フォローアップを行うとありましたが、このフォローアップとは具体的にどのような内容

なのか、お知らせください。 

 次に、市長が収入役在職中の平成 18 年２月に決定された小樽市観光基本計画についてお伺いします。 

 この計画の期間は、18 年度から 27 年度までの 10 年間となっており、本年、23 年度は６年目、つまり

後期の１年目であります。策定時点から考えると、前期５年間に国内外の社会情勢、経済情勢が大きく

変化したと同時に現在も進行中と言えます。初めに前期５年間の取組について、どのような総括をされ

ていますか、その成果を含め、お聞かせください。 

 次に、平成 19 年 11 月に策定された小樽港将来ビジョン、21 年９月に策定された第６次総合計画及び

前期実施計画、そして本年３月の天狗山観光推進に向けた提言や、今回の日本海側拠点港の選定など、

計画策定時と比べて環境が著しく変化していますが、これらを踏まえて、計画後期の５年間について、

どのようにお考えなのか、また、どのように取り組まれるのかお示しください。 

 小樽には海、山、運河、ガラス、歴史的建造物など、多様な観光資源が存在していますが、その一つ

に大正 15 年に竣工し、その後、小樽市に寄贈され、昭和 36 年に移築された道内唯一の本格的能舞台で

ある小樽能楽堂があります。近年、民間団体の協力もあり、利用も高まっていますが、使用頻度が高ま

ることによる劣化が懸念されています。 

 利活用に重点を置くのか、それとも保存に重点を置くのか、歴史的建造物の宿命とはいえ、判断に迷

うところです。小樽能楽堂のあり方も含め、市長はこのような歴史的建造物の保存、維持、利活用に対

して、どのような御見解をお持ちでしょうか、お聞かせください。 

 市長は、魅力ある生活都市の一つの側面として、小樽の歴史的背景に着目して、水産都市について言

及しています。 

 水産都市を実現する第一歩は、１次産業である漁業を元気にすることであり、その元気の源はニシン、

ウニ、シャコなど水産物の漁獲量が安定かつ増加することと同時に、漁業を取り巻く環境が整備される

ことです。 

 第６次総合計画及び前期実施計画において、浅海漁業資源の維持、増大を目的に幾つかの事業を行っ

ていますが、これらの事業効果についてどのようにお考えなのか、お聞かせください。 

 また、水産都市を実現するためには、一方で漁業基盤整備が必要と考えますが、今後どのように取り

組むおつもりか、お聞かせください。 

 次に、市長は、漁業と水産加工業の融合を図り、産業振興や雇用の拡大を目指すと述べています。 

 小樽の水産資源を有効に活用した新商品開発には、既存の水産加工業者はもとより、中規模や小規模

であっても新規の食品製造加工業者の誘致も必要と考えます。そして、中小事業者が求める職住一体、

若しくは職住近接や労働力の確保などを考慮すると、まちなか立地が望ましいと考えます。 

 市長は、漁業と水産加工業の融合を実現するための企業誘致及びまちなか立地の実現について、どの

ようにお考えですか。現状の課題を含め、お聞かせください。 

 この項に付随して、研修に関してお尋ねいたします。 

 私は、今回の視察を含め３回、常任委員会視察を経験し、その都度、議員としての見聞を広め、勉強

をさせていただき、視察の意義や価値、そして必要性を感じてきました。また、その成果を議会の場で

市政に反映し、間接的ではありますが、市民に選ばれた議員の責任の一つを果たしてきたと考えていま
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す。まさに視察は、議員にとっての大事な研修とも言えます。 

 ただ、残念に思うことは、３回とも常任委員会視察のテーマに関係する市職員の同行がなかったこと

です。市職員が常任委員会視察に同行して見聞を広め、勉強をすることは、人材育成を目的とする研修

の一手法であると考えます。市職員の人材育成は、魅力ある生活都市を創造する推進力の一つを強化す

ることであり、また人材の育成なくして組織の充実、市政の発展はあり得ません。 

 民間でさまざまな経験をしてきた市長においては、人材育成のためには多種多様な研修の必要性を認

識されていると信じていますが、今後、職員研修の一つのメニューとして、財源など解決する課題はあ

りますが、常任委員会視察に担当職員の同行を実施するお考えはありませんか、お聞かせください。 

 あわせて、今年度は庁内、庁外において、どのような研修が実施、予定されているのかお示しくださ

い。 

 また、新年度の研修について、どのようにお考えなのかお示しください。 

 次に、７つの重点公約に関連した取組状況についてお尋ねします。 

 初めに、財政に関してお伺いします。 

 広報おたる 11 月号に、平成 23 年度上半期の予算執行状況が記載されています。一般会計で 21 年度、

22 年度と比較すると、23 年度予算額約 588 億 4,000 万円は対前年度比 1.5 パーセント増、対前々年度比

1.1 パーセント増で大きな差はありませんが、支出額は 23 年度約 256 億 4,000 万円、22 年度は約 260 億

7,000 万円、21 年度は約 283 億 7,000 万円、つまり支出に関しては対前年度比４億 3,000 万円、1.7 パ

ーセントの減、対前々年度比 27 億 3,000 万円、9.6 パーセントの大幅減となっています。つまり予算は

微増にもかかわらず、支出は減少しています。この要因を含め、上半期の予算執行状況についての御見

解をお示しください。 

 あわせて、11 月 21 日に成立した国の第３次補正予算などを踏まえた下半期の見通し、執行について

御見解をお聞かせください。 

 また、今後は上半期の予算執行状況について、広報おたるに記載する以前に、議会に対して説明があ

ってもよいかと考えますが、市長の御認識をお聞かせください。 

 次に、新年度予算編成についてお尋ねします。 

 市長は、他会計や基金からの借入れを行っている現在の財政状況について、さらなる改革によって真

の財政健全化を実現すると重点公約で述べておりますが、市長はどのような方針で新年度予算編成をさ

れるのか、国の動向などを踏まえ、御見解をお聞かせください。 

 また、第３回定例会において、平成 22 年度一般会計の決算剰余金である繰越金の一部を地方財政法に

基づき、財政調整基金に積み立てましたが、新年度予算編成ではどうされるおつもりなのか、お聞かせ

ください。 

 この項の最後にお聞きします。人口約 15 万人の鳥取県米子市、人口約５万人の香川県さぬき市、人口

約 20 万人の新潟県上越市などでは、９月の下旬から 11 月初旬にかけて、市のホームページに新年度予

算編成方針を公表しております。一部には庁内、議会を含めたスケジュールも公表されています。今後、

小樽市においても取り組むべき課題と考えますが、市長の御見解をお示しください。 

 次に、地域経済の活性化に関してお伺いします。 

 初めに、本年第３回定例会において、環境負荷の低減、省エネルギー化の推進、市内産業の活性化な

どを目的として小樽市住宅リフォーム助成条例が制定されました。この条例の成立に積極的に取り組ま

れた高橋委員長をはじめとする建設常任委員会の皆さんの御努力に敬意を表すると同時に、実施によっ

て条例の目的が予想以上に達成されると信じています。 
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 現在、平成 24 年度実施に向けて予算規模を含め、細部の検討がされていることと思います。我が会派

にも、市民の皆さんや市内事業者の皆さんから具体的な内容について問い合わせがありますが、残念な

がら回答ができない状態です。現在の進捗状況について、概略でも構いませんので、お知らせください。 

 小樽市住宅リフォーム助成条例に関連してお尋ねします。 

 リフォーム条例の進化した姿は、新築住宅に対する補助金や税の減免などの支援策であると考えます。

例えば山形県西川町では、23 年度からの３年間ではありますが、住宅建築支援事業補助金交付規程を設

け、住宅建築の促進による住環境の整備、関連業界の振興、定住促進などを目的に最高 80 万円の補助金

を交付しています。また、静岡県御殿場市では、22 年４月から３年間の予定で、市内産業の中で最も幅

広いすそ野を持った建設業を中心とする多くの産業の振興と経済の活性化及び安全な住環境の整備など

を目的に、新築、リフォームを対象とした緊急経済対策住宅建設等助成事業を行い、最高 100 万円の補

助金を支給しています。22 年度から１年半で申請時の請負工事契約金額で約 41 億円に対して、市内で

使用可能な商品券と現金を合わせて２億円を支給しています。言いかえるならば、２億円の初期投資に

よって、41 億円の経済効果を生んだと言えます。 

 小樽市においては、新年度から３年間、補助金の支給が行われますが、この補助金の効果を検証した

上で、新築住宅への補助金などを検討されてはいかがでしょうか。市長の御見解をお示しください。 

 あわせて、22 年度の建替えを含む住宅建設件数及び市内事業者が建設した件数についてもお知らせく

ださい。 

 次に、新市立病院建設による経済効果についてお尋ねします。 

 我が党は一貫して、新市立病院建設が市内経済に貢献する可能性を最大限担保すべきであると主張し

てきました。去る 11 月 29 日に開催された市立病院調査特別委員会において、新市立病院建設に関する

報告を受けましたが、地元事業者の参加可能な共同企業体の構成員の条件のほか、地域貢献度を評価項

目に含めた総合評価落札方式による落札者の選定など、その内容は我が党の主張に合致しており、これ

を高く評価しています。 

 市長は、新市立病院建設が市内経済にどのようなプラスの影響を与え、活性化につながるとお考えで

すか、お聞かせください。 

 次に、関連して、中心市街地の活性化についてお尋ねします。 

 平成 17 年 10 月に旧丸井今井小樽店が閉店し、21 年２月に小樽グランドホテルが閉鎖となり、中心市

街地に活気が失われています。施設の任意売却や競売が進展しない現在ではあっても、かつてのにぎわ

いの復活をだれもが願っています。 

 市長は、経済団体との相互連携によって、中心市街地の活性化を図ると言及しています。活性化の実

現にはにぎわいづくりが必要であり、その手法として軽トラック市が地域活性化のイベントとして各地

で実施されています。 

 日本三大軽トラ市の一つである人口約５万 7,000 人の愛知県新城市のしんしろ軽トラ市は、新城市商

工会が中心となって実行委員会を組織して、市内外から約 60 台の軽トラックが商店街に集まり、地場産

の野菜、果物、海産物、花、衣類、雑貨などを運んできたまま対面販売をして、ふだんは静かな商店街

ににぎわいを創出しています。 

 小樽において軽トラ市は実現可能か、経済団体を交えて検討してみてはいかがでしょうか。例えばア

ーケードがあり、道路幅も十分あるサンモール一番街は適地の一つだと考えますが、市長の御見解をお

聞かせください。 

 また、今後、中心市街地のにぎわいづくりに、どのような具体的取組をお考えでしょうか、お示しく
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ださい。 

 次に、教育環境の整備についてお伺いします。 

 市長は、小・中学校の校舎改築や耐震化、給食環境の整備の促進を重点公約に掲げています。これら

が確かに優先度の高いことに異論を唱えるものではありません。小樽の教育環境の要素として、学校教

育施設は当然ですが、忘れてはならない要素は道内他都市と比較しても遜色のない博物館、美術館をは

じめとする社会教育機関であり、施設であります。 

 生涯学習社会と言われている現在、社会教育機関、施設の存在意義は年を追うごとに高まっていると

認識しています。博物館、文学館、美術館については、一定の整備は終わっていますが、大正５年に創

立され、昭和 57 年に新築された市立図書館は、建物としてはまだ寿命があると認識しています。しかし、

図書館の心臓とも言える書庫の余裕が 10 パーセントを切っている状況は、人間に例えるならば、決して

好ましい健康状態ではありません。 

 かつて市長が在職していた北海道拓殖銀行が破綻した後、所蔵していた書籍を道立図書館に寄贈しま

した。その際、収蔵スペースが足りず、道立図書館は相当苦労されたと聞いています。 

 第６次総合計画や前期実施計画においても、図書館については利活用を進めるとの記載しかありませ

んが、市長在職中に行われる後期実施計画策定の折には、図書館の整備についての検討が必要ではない

でしょうか、見解をお聞かせください。 

 関連して、平成26年度からスタートする第６次総合計画後期実施計画の策定スケジュールについても、

お知らせください。 

 次に、教育環境の大事な要素である学校教育について伺います。 

 市長は、教育環境の充実の中で、未来ある子供たちのために教育力と学力の向上を目指すと述べてい

ます。そして、本年の第２回定例会で、上林教育長は、教育行政執行方針の重点目標として、授業改善

や学習習慣の確立による「確かな学力の育成」と教員の指導力の向上や教育公務員としての法令遵守、

服務規律の徹底による「信頼に応える学校づくり」などを掲げています。 

 初めに、「確かな学力の育成」について伺います。 

 北海道教育委員会の平成 23 年度教育行政執行方針では、本道の子供たちの学力が極めて深刻な状況に

あるとして、23 年度を「本道教育の新たなスタートの年」と位置づけ、26 年度の全国学力・学習状況調

査までに北海道の学力を全国平均以上にすることを基本姿勢としています。 

 昨年度の小樽市の結果は、以前の結果と同様に、全国的には北海道と同じく下位に低迷しています。

このような現状において、教育長は「確かな学力の育成」について、現在までどのような取組を行って

きたのか具体的にお示しください。 

 また、今後の取組についてもお聞かせください。 

 あわせて、北海道教育委員会の基本姿勢について、どのように御認識されているのかお示しください。 

 次に、北海道教育委員会は、教育行政執行方針で信頼される学校づくりの推進を重点政策の一つとし

ています。その前提は、昨年度実施した服務規律に関する実態調査で、禁止された政治的行為や勤務時

間中の職員団体活動などが明らかになったことと、学力調査の結果から教員の資質、能力の向上が必要

との認識からと理解しています。 

 上林教育長も同様の趣旨で、「信頼に応える学校づくり」を重点目標の一つに掲げています。教育長

はこの重点目標の達成に向けて、今日までどのように取り組んできたのでしょうか、お示しください。 

 あわせて、これからの取組についてもお聞かせください。 

 次に、教育予算についてお伺いします。 
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 本年６月に就任された上林教育長は、平成 23 年度の教育関連予算の編成には直接関与されていません

のでお聞きをします。 

 教育長は、本年６月に議会で表明した教育行政執行方針を実行する上で、また道内他都市と比較して、

小樽市の本年度教育関連予算についてどのような御認識をお持ちですか、お示しください。 

 この項、最後にお尋ねします。 

 教育予算は人材育成の予算であり、未来の小樽への投資であるとも言えます。地方自治法第 180 条の

６、そして地方教育行政の組織及び運営に関する法律第 29 条によって、教育に関する予算編成権は地方

公共団体の長にあるが、教育委員会の意見を聞かなければならないとあります。 

 教育環境の充実と子供たちのために教育力と学力の向上を目指す市長が編成する予算は、当然教育長、

教育委員会の意向に沿ったものであると信じていますが、教育長は新年度、教育予算についてどのよう

な意向をお持ちでしょうか、お聞かせください。 

 以上、再質問を留保し、質問を終わります。（拍手） 

○議長（横田久俊） 理事者の答弁を求めます。 

              （「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（横田久俊） 市長。 

              （中松義治市長登壇） 

○市長（中松義治） 濱本議員の御質問にお答えいたします。 

 初めに、三つの基本姿勢について何点か御質問がございました。 

 まず、「市民力の活用」についての御質問ですが、市民力を生かしたまちづくりを進めるため、ホー

ムページの充実や記者会見の定例化による情報発信の強化に努めるとともに、私と直接懇談する「市長

と語る会」を積極的に開催することで、市民の皆さんの声を市政に反映させた、市民参加と協働のまち

づくりの推進を図っているところであります。 

 また、地域自治組織の活性化及び支援につきましては、魅力ある地域づくりを進める上で、町会や地

域のまちづくり団体の活性化は必要不可欠なものと考えております。そのため、町会活動に対する補助

及び町会支援員制度による地域の課題解消に取り組むとともに、地域のまちづくり団体の活動に対し、

小樽市ふるさとまちづくり協働事業による支援も行っているところであります。 

 次に、自治基本条例についての御質問ですが、まず、策定委員会の取組経過ですが、策定委員会はこ

れまで計 19 回会議を開催し、情報の共有や市民参加・協働、市民や市長、職員の責務など条例の内容に

ついて議論を重ねるとともに、市民の皆さんへの条例に対する理解を深めるために、本年２月と３月に

ワークショップを、10 月にフォーラムを開催したところであります。 

 また、今後の取組と見通しにつきましては、策定委員会から提言をいただいた後、庁内会議や議会へ

の素案の報告、さらにはパブリックコメントの実施を経て、平成 25 年第２回定例会での条例案の提案に

向けて取り組んでまいりたいと考えております。 

 次に、制定時の留意すべき課題についてですが、既に制定されている他都市の条例において、条例の

基本理念や位置づけ、条文の文言などについて議論があることは承知しております。私としては、情報

の共有、市民参加・協働などを規定した条例の制定は必要と考えており、市民が主体のまちづくりを進

めていくためにも、議会や多くの市民の御意見に耳を傾けながら、条例制定に向けて取り組んでまいり

たいと考えております。 

 次に、安全・安心なまちづくりについて御質問がありました。 

 まず、市立病院についてお尋ねがありましたが、私が答弁した以外については、病院局長からお答え
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をさせていただきたいと思います。 

 新築予算を提案するに当たっての所感についてですが、本年４月に小樽市政の運営について市民の負

託を受け、市長という立場でこの事業を進めることとなったところですが、市民の命と健康を守るため

にも新市立病院の統合新築が必要であるという思いは収入役当時から持っており、私の公約の中でも重

点項目としておりました。就任後は基本設計で示された内容を基に実施設計業務を着実に進めており、

本年 10 月 11 日には北海道から実施設計に係る起債許可の通知がなされ、このたび建設工事費の積算業

務がまとまりましたので、本定例会に建設工事費などの関連予算案を提案したところであります。 

 私といたしましては、安全に安心して暮らせる小樽のまちづくりのために、１日も早い新市立病院の

開院を目指して着実に事業を進めてまいりたいと考えております。 

 次に、防災についての質問がありました。初めに、地域防災計画の見直しとハザードマップ策定の進

捗状況についてですが、まず地域防災計画の見直しについては、甚大な津波被害をもたらした東日本大

震災を踏まえ、防災計画に新たに津波避難計画を盛り込むなどの見直しを進めているところです。 

 現在は、北海道が毎月開催している津波避難計画策定に係る研修会に職員を派遣し、北海道が示した

津波避難計画策定指針（案）を基に、本市の状況に対応した津波避難計画の策定に向け準備を進めてい

るところです。 

 また、津波ハザードマップの策定についてですが、現在はハザードマップの策定に必要な沿岸部を中

心とした標高、避難場所、避難経路などの現地調査や避難対象となる町会長などからの聞き取り調査を

終了し、今後は調査したデータを整理し、必要な情報を地図上に表示する作業を進めていく予定です。 

 次に、これらの完了の時期についてですが、地域防災計画については北海道との事前協議を経て、平

成 24 年８月に開催する小樽市防災会議に諮った後、北海道に報告し、見直しの手続は終了となります。 

 また、津波ハザードマップについては来年２月末をめどに策定する予定であります。策定したハザー

ドマップは年度内にホームページに公開するほか、海岸付近の町会に説明し、町会を通じて対象世帯に

配布してまいりたいと考えております。 

 なお、北海道が今年度末を目途に策定することとしていた新たな津波浸水予測図に基づき、新年度に

新たなマップを作成する予定でしたが、日本海沿岸地区については、津波浸水予想図の作成が 24 年度以

降になると北海道から説明があったことから、新たな浸水予測を反映したハザードマップについては 25

年度以降になる見込みです。 

 次に、原子力防災対策の見直しに関する国や北海道の動向に対しての見解ですが、今回の福島第一原

発事故を踏まえ、これまでのいわゆるＥＰＺにかえて、新たに 30 キロメートル圏を目安とする緊急防護

措置区域、ＵＰＺが示されました。これまでも北海道市長会を通じて、原子力施設の安全対策などにつ

いて提案してきた経緯から、区域の拡大などが国や北海道で進められていることは評価しております。

しかしながら、原発ごとに気象条件や地形などが異なることから、ＵＰＺの設定は同心円上ではなく、

原発ごとに検討されるべきものであり、さらには科学的根拠を示すべきであると考えております。 

 次に、本市と泊原子力発電所の距離についてですが、今回の福島第一原発事故では、原発から 40 キロ

メートル前後に位置する自治体でも高い放射線量が検出され、一部自治体には避難指示が出されました。

このような事実を考えますと、ＵＰＺの 30 キロメートル圏内は必ずしも十分ではない、このように認識

しております。 

 次に、本市における原子力防災対策の今後の取組についてですが、現行制度の下ではＵＰＺが拡大さ

れ、本市が北海道の防災計画に関係市町村として位置づけられなければ、原発関連情報の提供や防災資

機材の整備を図ることは難しいものと考えております。私としては、市民の安全を守るためにも、今後、
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後志町村会などと連携を図りながら、北海道や国に対してＵＰＺの拡大などを求めてまいりたいと考え

ております。 

 次に、高齢者の安全・安心について、現在、実施している地域の市民力を活用した高齢者及び高齢者

世帯に対する施策についてでありますが、主なものを申し上げますと、地域社会の活性化を図るための

コミュニティ活動への支援として、杜のつどいなどへの協力の実施や独居高齢者等の見守り施策として、

平成 21 年７月に高齢者見守りネットワーク会議を立ち上げました。また、22 年４月には、成年後見制

度利用支援事業により、ボランティアであります市民後見人の育成を行うなどしております。 

 今後の取組につきましては、団塊の世代の方々が数年後に 65 歳以上になることにかんがみ、高齢者の

活力や能力を生かせる仕組みづくりや場の創出を図ることなどにより、社会参加をこれまで以上に促進

する必要があると考えております。 

 次に、「魅力ある生活都市の創造」について何点か御質問がありました。 

 まず、日本海側拠点港の選定による国際観光都市としての躍進についてでありますが、経済成長が続

く東アジアをターゲットとした外国人観光客の誘致は、小樽観光の充実による地域経済の活性化に大き

く貢献するものと考えております。このたび、これら地域からのクルーズ客船の寄港増を目指して応募

した計画が高い評価を受け、背後観光地のクルーズ拠点として日本海側拠点港に選定されたことは、小

樽港を生かした国際観光の推進に勢いがつくものと大変うれしく思っております。 

 次に、計画実現に向けた港湾整備についてでありますが、連名で応募した京都舞鶴港、伏木富山港は

それぞれ府と県が管理する港湾であり、小樽港とは財政規模に違いがありますが、このたびの計画は３

港とも既存施設を最大限活用しながら、できるだけ少ない投資で大型クルーズ客船に対応可能な施設整

備を行おうとするものであり、小樽港としても対応に遅れが生じないよう鋭意取り組んでまいりたいと

考えております。 

 次に、国の検討委員会によるフォローアップについてでありますが、国から具体的な内容は示されて

おりませんが、選定結果の発表の際に、国の支援については、当面、年１回程度のフォローアップを行

い、計画の進捗状況と支援内容の実現可能性を精査しつつ、真に必要とされるものについて適時適切に

講じていくとされておりますので、そうした観点に立った追跡調査が行われるものと思われます。 

 次に、小樽市観光基本計画について御質問がありました。 

 まず、前期５年間の総括についてですが、観光基本計画では、観光振興の推進のために四つの基本方

針を定め、中でも時間消費型観光のまちづくりを最重要課題ととらえ取り組んできたところです。本計

画は前期、後期に分けてはおりませんが、これまで５年間の成果といたしましては、平成 20 年 10 月に

観光都市宣言を行い、市民の意識の醸成を図ったほか、市内の回遊性を高めるための新しい観光コース

の作成やにしん祭り、しゃこ祭といった食をテーマにした新しいイベントの開催、夜の魅力づくりの創

出など、滞在時間の延長につながるような取組を実践してまいりました。しかし、世界的な景気の低迷

や本年３月の東日本大震災などもあり、計画策定時に比べて観光入込客数は減少し、宿泊率も横ばい傾

向にありますが、本計画に基づく施策の推進が観光入込客数の下支えにつながっているものと考えてお

ります。 

 次に、今後の取組についてでありますが、計画策定後、本市観光を取り巻く状況も変化してきており、

観光施策もその時々の状況に対応し、旅行トレンドなども十分に見極めることが求められていると認識

しております。 

 しかし、そのような変化の中にあっても、この計画は本市が観光都市として今後も持続していくため

の指標を示すものでありますので、他の構想や計画などとの整合性を図りながら、引き続き基本方針で
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ある時間消費型観光の推進のほか、海と港の活用や観光プロモーションの推進などの実施により、小樽

観光の充実とグローバル化時代の国際観光への挑戦に取り組んでまいりたいと考えております。 

 次に、歴史的建造物の保存、維持、利活用についてですが、建物は使用されない状態が続くと劣化の

進みぐあいも早く、維持・管理に要する費用負担が大きくなることから、歴史的建造物についても適切

に利活用しながら維持することが望ましいのではないかと考えております。 

 また、能楽堂については、現在、市民グループなどの協力により、さまざまな催しに活用され、より

広く市民に知れ渡ってきているとともに、伝統文化に触れる場となっております。このようなことから、

経年劣化や利用による施設の傷みなどがありますが、必要な補修は行ってまいります。 

 なお、保存につきましては、今後の課題として認識しておりますので、市民の皆様の声もお聞きしな

がら検討してまいりたいと考えております。 

 次に、水産都市の実現についてのお尋ねがありました。 

 まず、浅海漁業資源の維持や増大を目的とした事業の効果についてでありますが、これまでウニ、ア

ワビの種苗放流やヒラメ、ニシンなどの稚魚放流と産卵礁などの設置を行っておりますが、自然環境の

変化などの影響を受けることから、一部に生産量の減少が見られるものの、多くは漁業生産の安定化に

寄与していることから、一定の事業効果はあるものと考えております。 

 また、いそ焼け対策として、昨年度、実証実験として、岩盤を覆っている石灰藻を剥離する事業を行

いましたが、剥離した箇所の約 80 パーセントに海藻類の繁茂が見られたところであります。 

 今後、これらの事業を継続することにより、漁業資源の維持、増大が図られるものと期待していると

ころであります。 

 次に、漁業基盤整備への取組についてでありますが、漁業基盤の整備は、漁業者が安全に円滑な漁業

活動を行うための重要な事業であります。このため、漁協の整備につきましては、今年度から忍路漁港

の整備に着手したところでありますが、引き続き漁港管理者である北海道と連携し、漁業基地としての

漁港の整備に努めてまいりたいと考えております。 

 また、市や漁業協同組合の所有する水産関係施設につきましても、漁業協同組合と十分協議をしなが

ら、漁業活動に支障が出ないよう機能維持に努めてまいりたいと考えております。 

 次に、漁業と水産加工業の融合を実現するための企業誘致とまちなか立地の実現についてであります

が、本市産業の重要な位置にある水産加工業の企業誘致は、小樽や後志の水産資源の活用による新たな

事業展開や地元企業との連携などの可能性があり、地域経済への波及効果が見込まれることから、今後

もその誘致に努めてまいりたいと考えております。 

 また、まちなか立地につきましては、本市中心部にまとまった用地の確保が困難であることや、操業

による周辺環境への影響などが課題としてあります。 

一方、小樽市民の雇用、あるいはまちなかのにぎわいなどの観点からは、中心部での操業が優位にあ

ると考えられることから、空き工場を含め、そのほとんどが民有地でありますが、引き続き中心部での

工場の操業に適する用地の情報収集に努めながら、その活用が進むよう対応してまいりたいと考えてお

ります。 

 次に、議会の委員会視察への担当職員の同行についてでありますが、過去には所管の理事者が業務上

の必要性を判断して視察に同行していた事例があったと聞いておりますが、財政健全化による経費の抑

制策を進める中で、旅費につきましても、人数を含めて必要最小限の出張に限定しており、結果として

現在はほとんど実施されていない状況にあります。職員が担当業務の見聞を広げるために先進都市の事

例等を勉強することは、市政運営の上でも、また人材育成の観点からも有益なものと認識しております
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が、担当職員の同行を職員研修の位置づけとして実施するかどうかにつきましては、小樽市における行

政課題や財政状況を勘案しながら、状況に応じてその要否を判断してまいりたいと考えております。 

 次に、今年度及び新年度の職員研修についてでありますが、まず今年度に実施した研修につきまして

は、新規採用職員研修をはじめとした階層別研修のほか、接遇研修、庶務実務研修、法制研修などの特

別研修、北海道市町村職員研修センターや千葉県千葉市の市町村職員中央研修所での派遣研修、内部講

師養成のための研修などを行っており、このほかに各部において業務に関連したテーマなどを設けて職

場研修を実施しております。 

 また、今回の政治資金規正法違反問題を受けて、11 月に次長職以上を対象としてコンプライアンスに

関するトップセミナーを開催しており、私と副市長も参加したところであります。新年度につきまして

は、これらの研修をさらに充実させるとともに、コンプライアンスに関する新たな研修を実施し、職員

の倫理向上も図ってまいりたいと考えております。 

 次に、私の７つの重点公約に関連した取組状況について何点かお尋ねがありました。 

 まず、財政に関し、本年度の上半期の予算執行状況についてでありますが、上半期の予算執行率につ

きましては、それぞれの年度により予算計上した事業の内容や執行時期に違いがあることから、それら

の積み重ねに加え、前年度からの予算の繰越しの状況なども関係して、執行率に変動が生じるものであ

ります。 

 したがいまして、各年度の細かな事業ごとに執行時期を比較し、その要因を分析することは難しいと

ころでありますが、大まかな要因で申し上げますと、本年度上半期の予算執行率が平成 22 年度と比較し

て若干低いのは、本年度は市長及び市議会議員の改選期であったことから、当初予算は骨格予算として

編成し、政策的な経費などは第２回定例会で補正計上したことなどが影響していると考えております。 

 また、21 年度は、単年度の臨時的な事業として定額給付金を支給しましたが、この事業は前年度から

の繰越事業であり、そのほとんどが９月までに支給を終えたことから、上半期の執行率を押し上げる要

因になったものと考えております。 

 次に、国の補正予算などを踏まえた、本年度下半期の予算の執行見通しについてでありますが、まず

市税収入は、法人市民税など年度末に向けての景気の動向にもよりますが、震災の影響による景気の低

迷に加え、個人所得の減少などもあり、現時点での収入状況から推計いたしますと、予算額の確保は難

しいものと考えております。 

 また、歳出面では、これから冬期間にかけて除雪費や燃料費の動向など不確定要素も多くあり、加え

てまだ年度末にかけて４か月ほどを残し、現時点では各事業の執行見込みを判断しにくい状況であるた

め、具体的な収支見込みをお示しできる段階ではありませんが、いずれにいたしましても、残された期

間におきましても、歳入の確保と事業の効率的な執行等に最大限努めてまいりたいと考えております。 

 なお先般、東日本大震災関係経費を中心とした国の第３次補正予算が成立したところでありますが、

この中に全国防災対策費として学校施設の耐震化、防災機能の強化や全国防災対策としての一般公共事

業なども含まれておりますことから、その取扱いにつきましては、補正予算の内容や本市の財政需要等

をよく見極めた上で判断してまいりたいと考えております。 

 次に、予算執行状況の議会への説明についてでありますが、詳細な説明を行うためには予算執行状況

の細かな分析などが必要となりますことから、今後、新たに構築する財務会計システムの中でどのよう

な情報活用ができるのかを研究し、あわせて議会への説明のあり方などについても検討してまいりたい

と考えております。 

 次に、本市の来年度予算編成についてでありますが、国は第３次補正予算が成立したことを受けて、
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今後は平成 24 年度予算案の編成作業を本格化させることとなりますが、社会保障費の自然増を賄うため

の裁量的経費の削減や成長分野などに予算を重点配分する特別枠「日本再生重点化措置」の取扱いに加

え、社会保障、税の一体改革の具体化など、今後の展開が極めて不透明な状況にあります。 

 本市といたしましては、24 年度予算の編成に当たり、景気の低迷や固定資産税の評価替え等による市

税の収入減に加え、地方交付税が総務省の概算要求を反映し、減額となることも懸念される中で、一般

財源総額がどのように確保されるかが最大のポイントであり、その上で扶助費など義務的経費の自然増

や新たな財政需要にも対応しなければならないことから、真の財政再建に向けて歳入の確保や経費の節

減など、収支改善の取組を引き続き強力に実施することとしております。 

 いずれにいたしましても、予算編成上の財源対策には引き続き苦労が予想され、例年に変わることな

く大変難しい編成作業になるものと考えております。 

 次に、財政調整基金を新年度の予算編成でどう活用するかとのお尋ねについてでありますが、本市の

財政、特に一般会計におきましては、平成 23 年度当初予算においても他会計からの借入れによって収支

均衡予算を編成したところでありますが、22 年度決算が確定し、累積赤字が解消されたことから、その

決算剰余金を６年ぶりに財政調整基金へ積み立てることができました。財政調整基金を積み立てる意味

は、後年度以降における財政運営の円滑化を図るための財源留保でありますことから、今年度残された

期間の収支の状況にもよりますが、できる限りこの財政調整基金を取り崩さずに、新年度の予算編成に

おける新たな財源として、最大限活用してまいりたいと考えております。 

 次に、新年度予算編成方針などのホームページでの公表についてでありますが、本市の予算編成方針

は、小樽市財務会計規則に基づき会計年度ごとに財政部長が定め、10 月末日までに部長等その他財政部

長が必要と認める者に通知することとしており、これまで庁内会議等の場において、財政部長から他の

部長等に示してきたところであります。この予算編成方針を公表することは、市が予算編成に取り組む

姿を市民の皆様にお示しすることとなり、透明性を高め、説明責任を果たす上でも重要なことと考えま

すことから、今後、他の自治体の取組状況なども参考としながら、公表の手法などについて検討してま

いりたいと考えております。 

 次に、地域経済の活性化について何点か御質問がありました。 

 初めに、住宅リフォーム助成制度の実施に向けた検討の進捗状況についてでありますが、現在、補助

対象となる工事の規模、補助率、補助金の算定方法及び限度額、申請者の所得制限、建設業者の具体的

な要件などについて検討を行っているところであり、今後、早急に取りまとめていきたいと考えており

ます。 

 次に、住宅の建設件数及び新築住宅への補助金についてでありますが、平成 22 年度には 301 軒の住宅

が建設され、そのうち 127 軒が市内事業者によって建設されています。 

 また、新築住宅への補助金につきましては、先ほど申し上げましたとおり、現在、来年度スタートを

予定している住宅リフォーム助成制度の詳細について検討している段階でありますので、今のところ新

築住宅への補助金については考えておりません。 

 次に、新市立病院建設による経済効果についてでありますが、新市立病院の建設工事費は、本体工事

で約 88 億 4,000 万円という大規模な工事であり、公共事業が減少している中で市内経済への影響は大き

なものと認識しております。このため、建設工事の発注に当たりましては、共同企業体の構成員のうち、

必ず１社以上が地元建設業者であることや総合評価落札方式の中で地元業者への下請や建設資材、事務

用品等の発注計画を求めるなど、可能な限り地元企業の受注機会の確保などを図ってまいりたいと考え

ております。 
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 また、建設事業は非常にすそ野が広く、さまざまな業種が関係するとともに、大勢の作業員が従事す

ることから、燃料や被服の購入などのほか、飲食等の消費効果も見込まれます。このようなことから、

市内経済への直接・間接的な波及効果は大変大きいものと想定されますので、本市の経済活性化に大き

く寄与するものと期待をしております。 

 次に、軽トラ市についてでありますが、各地での開催状況を見ると、御当地の農産物、加工品を求め

て多くの人を呼び込んでおり、にぎわいづくりに有効な手段であると認識しておりますことから、さら

に情報収集を進めるとともに、商工会議所や商店街振興組合連合会と話合いを行ってまいりたいと考え

ております。 

 次に、開催場所としてのサンモール一番街商店街につきましては、中心３商店街の真ん中に位置する

など、軽トラ市の実施に適した場所と思われますので、商店街とも実施可能性について意見交換をして

まいりたいと考えております。 

 次に、今後の中心市街地のにぎわいづくりの具体的取組についてでありますが、何よりも稲一再開発

ビルの再生が、本市の中心市街地の活性化を図る上で大変重要な課題であります。現在、３回目の競売

に向けた準備が進められていると聞いておりますが、取得者が現れた場合には、商工会議所とも密接に

連携を図りながら施設の再生に取り組んでまいりたいと考えております。 

 また、中心市街地の活性化のためには、商店街のにぎわいづくりが必要であり、市といたしましても

経済団体と連携しながら、商業者の起業支援や空き店舗対策を含め、必要な支援を行ってまいりたいと

考えております。 

 次に、教育環境の整備に関連して、第６次総合計画後期実施計画の策定スケジュールについてお尋ね

がありました。現行の前期実施計画は、平成 25 年度までの計画期間となっておりますので、計画に登載

した主要施設や事業について、その推進状況をしっかりと点検・検証するなどし、25 年度中には後期実

施計画を策定してまいりたいと考えております。 

              （「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（横田久俊） 病院局長。 

○病院局長（並木昭義） 濱本議員の御質問にお答えいたします。 

 平成 21 年４月に私が小樽市病院事業管理者に就任して以来、約２年半における所感をとのお尋ねがあ

りました。 

 私が就任した 21 年当時は、前年に新市立病院の基本設計が中断していたり、呼吸器科の常勤医師が退

職したりと、病院局内に重い空気が漂い、スタッフも少なからず動揺していた時期でありました。その

ため、真っ先に取り組むべきことは職員の意識改革でありました。それは新病院へのビジョンを示すと

ともに、ソフト面で両病院を一つの方向に向けるという方針で病院運営を行うことで、職員のモチベー

ションを保っていくことだと考えました。 

 そこで、両院の幹部職員で組織した病院経営の意思決定機関である経営戦略会議を設置して問題点を

洗い出し、両院が進むべき方針を示しました。 

 また、医師の処遇を改善、両院合同委員会の設置、大学医局訪問などを行ってまいりました。また、

医師をはじめ看護師や技師などの医療スタッフとの面談や説明会を重ね、情報共有と意思疎通を図る取

組に努めてまいりました。 

 こういった取組は少しずつ効果が表れ、両院職員の意識が変わっていくことが実感されるようになっ

ております。 

 また、そういった中で、病院建設予定地について、従来の築港地区より市立小樽病院の横の小学校敷
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地が最適であると当時の山田市長に進言したところであります。 

 その後、さまざまな議論はありましたが、22 年度の新市立病院の基本設計再開、今年度の実施設計と

進み、今回、新市立病院の建設費の予算を議会に提案するに至ったものでありまして、これまでの取組

が実を結んだものと感慨深く思っております。 

 次に、平成 26 年の新市立病院開院に向けて問題解決にどう取り組むかとのお尋ねがありました。 

 先ほど答弁しましたとおり、新市立病院建設というハード面は一定程度のめどがつきました。今後は、

新市立病院を生かす運営などのソフト面を整備していかなければならないと考えております。そのため

には、今まで以上に取り組むべき課題があります。 

 一つ目は、引き続き職員の意識改革を進めることであります。二つの病院が一つになるのだというこ

とを常日ごろから言い続けてきましたが、これからはそれが現実になるのだということを職員が強く意

識し行動していくように働きかけます。 

 二つ目は、新市立病院で実施することは、現病院のうちから取り組むということであります。いざ開

院したときにスムーズに運営できるよう、今のうちからそれぞれの部署で新市立病院での運営方法を両

院合同で協議し、実行に移していきます。 

 三つ目は、地域のほかの医療機関との連携をますます充実するということであります。地域医療連携

室を充実し、市内及び後志管内との病院の紹介・逆紹介数を増やしていくとともに、小樽市医師会をは

じめ関係機関とも協力して、地域全体の医療をともに支えていくように取り組みます。 

 最後に、医師の確保についてでありますが、新市立病院建設が始まることは、医師確保にとっても追

い風となりますので、両病院の院長ともども、これまで以上に積極的に取り組んでまいります。 

 ほかにもさまざまな課題がありますが、これまでと同様に一歩一歩着実に取り組んでまいりたいと思

います。 

             （「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（横田久俊） 教育長。 

○教育長（上林 猛） 濱本議員の御質問にお答えいたします。 

 初めに、後期実施計画策定時の図書館整備についてでございますが、議員が御指摘のとおり、一般図

書の書庫収容率は 90 パーセントに達しており、図書館では資料的価値の希薄になったもの、傷みの著し

いもの、不用の複本などの除籍を行い、収容スペースの確保に努めてきているところであります。 

 後期実施計画の策定に当たっては、今後、収容スペースの確保や貸出し状況に応じた除籍、各種資料

のデジタル化などについて検討を進め、図書館整備の考え方を取りまとめてまいりたいと考えておりま

す。 

 次に、「確かな学力の育成」についての取組ですが、教育委員会では、教育行政執行方針において「確

かな学力の育成」を掲げ、夏休みや放課後を利用した学習会、９月実施の全国学力・学習状況調査問題

を活用した北海道における学力等調査、11 月に行われた道教委のチャレンジテスト・秋のトライやるウ

イークなど、これらについては市内の全小・中学校が取組を行いました。さらに、指導室の主幹を２名

体制とすることで学校を支援し、教職員の研修などを一層充実させ、指導力の向上を図ることといたし

ました。 

 今後は、次年度に向けた算数・数学などのティーム・ティーチングや外国語活動、放課後学習などに

おける退職教員などの外部人材の獲得に向け、道教委に積極的に働きかけたり、小樽市教育研究所で行

っているＣＲＴやＮＲＴの学力検査を多くの学校が実施し、児童・生徒の学力向上が図られるよう取り

組んでまいります。 
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 平成 26 年度までに北海道の学力を全国平均以上にするという道教委の基本姿勢につきましては、本市

においてもこれを一つの目安として受け止め、教職員の指導力の向上と家庭での生活習慣を含めた学習

習慣の確立に鋭意取り組んでまいりたいと考えております。 

 次に、「信頼に応える学校づくり」についてでありますが、学校が保護者や地域から信頼されるため

には、子供たちの手本である教職員には、特に厳格な規範意識や高い指導力が求められております。教

職員の服務規律については、これまでも指導を行ってきたところでありますが、現在、道教委が文部科

学省からの指導により、教職員給与費の適正執行等に関する調査を行っており、この調査を契機として、

さらに教職員の自覚を促し、服務規律の徹底を図ってまいりたいと考えております。 

 また、各学校では、開かれた学校づくりの観点から、教育委員はもとより、指導主事の積極的な学校

訪問と公開研究会での指導・助言、校内研修会の講師依頼など、今まで以上に意欲的に学校改善に取り

組んでおります。 

 さらに、市内のすべての学校が、博物館の学芸員や薬剤師、警察官、人権擁護委員、地域に住んでい

るお年寄りなど、多くの外部人材を活用したさまざまな授業を行っております。 

 今後は、一層学校を開くことにより、学校評価や地域の声を聞く機会を充実させ、教育委員会と学校

が一緒になって「信頼に応える学校づくり」を進めてまいります。 

 次に、本年度教育関連予算についてでありますが、私が本年６月に教育長に就任し、まず手がけたのは、

学校現場を訪問し、正確に現状を把握することと、学校長をはじめ教職員と意思の疎通を図ることであり

ました。その際、率直に感じたのは、市内の小・中学校の施設の老朽化、理科教材をはじめとする教材・

教具の古さ、学校図書館用図書の古さと少なさ、パソコンなど情報機器の整備の遅れなどでありました。 

 このことは、平成 17 年以降の財政再建プランに象徴されるように、小樽市の財政が大変厳しい状況に

あったことや、小・中学校が 41 校と多いことによる維持運営経費の割合が多いこと、校舎の老朽化に伴

う維持補修経費の割合が高かったことなどによるものと考えております。 

 次年度の予算編成に当たっては、学校の耐震化や大規模改修、新共同調理場などのハード面の経費が

多いことから、教材・教具などの備品整備や研修事業などのソフト面の経費については、選択と集中の

観点に立って、順次整備を図ってまいりたいと考えております。 

 最後に、新年度教育予算についてでありますが、小樽の将来を担う人材の育成は、市長にとっても、

私にとっても、共通する重要な課題であると思っております。教育長に就任するに当たり、市長とは、

小樽の子供たちの学力向上が喫緊の課題であるとの意見で一致をしたところであり、その意を教育行政

執行方針に反映したところでございます。 

 来年度の予算は、私にとっては初めての予算要求となりますが、学校の耐震化や大規模改造など施設

整備の促進、新共同調理場の施設整備、教員の授業力向上に向けた各種研修事業の充実、学校の情報化

の促進など重点的に取り組むこととし、市長とも十分意思の疎通を図るとともに、関係部局とも協議を

進めるなど、予算確保に向け努力してまいりたいと考えております。 

              （「議長、15 番」と呼ぶ者あり） 

○議長（横田久俊） 15 番、濱本進議員。 

○１５番（濱本 進議員） 今、答弁をいただきました。この後については、予算特別委員会及び常任

委員会等で質問を続けさせてもらいたいと思います。 

 終わります。 

○議長（横田久俊） 以上をもって、本日の会派代表質問を終了し、本日はこれをもって散会いたします。 

散会 午後 ４時２５分 
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開議 午後 １時００分 

○議長（横田久俊） これより、本日の会議を開きます。 

 本日の会議録署名議員に、中島麗子議員、山田雅敏議員を御指名いたします。 

 日程第１「議案第１号ないし第 18 号並びに報告第１号及び第２号」を一括議題といたします。 

 これより、昨日に引き続き、会派代表質問を行います。 

 通告がありますので、順次、発言を許します。 

              （「議長、９番」と呼ぶ者あり） 

○議長（横田久俊） ９番、松田優子議員。 

              （９番 松田優子議員登壇）（拍手） 

○９番（松田優子議員） 公明党の松田優子でございます。平成 23 年第４回定例会に当たり、公明党

を代表して質問させていただきます。本会議場での質問は本日が初めてでございます。ふなれでありま

すが、市長、理事者の皆様よろしくお願いいたします。 

 私は、小樽生まれの小樽育ちでございます。私を今日まではぐくみ育ててくれた我が郷土小樽を愛す

る気持ちは、だれにも負けないと自負しております。我が愛する郷土小樽をだれにも優しく、そして安

全で安心な住みよいまちにしていきたい、それが私の議員としての信条です。市長も、まちづくりの原

点は市民の幸せであり、まちづくりの主役は市民とおっしゃっております。私もそのように思います。 

 では最初に、財政問題についてお伺いいたします。 

 本市財政は、平成 22 年度決算において一般会計実質収支は 11 億 8,394 万 1,170 円の黒字となり、16

年度以来、過去６会計年度にわたって続いてきた赤字財政を、７年目にしてやっと脱却することができ

ました。これは、各種団体に対する補助金の削減や、各種使用料及び手数料の値上げ改定などの痛みを

耐え忍んでいただいた多くの市民の皆様や、企業、団体、また給与や人員の削減などに協力された市の

職員、そして財政規律の保持、赤字解消に向かってかじをとってこられた市長をはじめ、財政当局の御

努力など、市民、各界、各層の御協力のたまものとして、深く敬意を表するものでございます。 

 しかしながら、本年第２回定例会及び第３回定例会においても既に議論が交わされているとおり、累

積で 50 億円を超える他会計からの借入れの問題など、目指すべき真の財政再建への道はいまだ厳しいも

のがあると言わざるを得ません。第３回定例会における我が党の千葉議員の代表質問に対する御答弁で、

市長は「私の考える真の財政再建とは、みずからの歳入に見合った歳出構造の下、年度間の不測の財政

需要にも柔軟に対応し得る財政体質をつくり上げること」とされ、本市財政について「まだ本来の意味

での収支バランスがとれていない状況」との認識を示されておられます。 

 まず、22 年度決算の黒字の処理について、地方財政法上の規定と現時点における処理の内訳について

お示しください。市長が述べられている「年度間の不測の財政需要にも柔軟に対応し得る財政体質」と

は具体的にどのような財政体質を意味するのか、財政調整基金や減債基金の水準にも触れてお示しくだ

さい。 

 また、「本来の意味での収支バランス」という場合の、具体的に意味する内容についてもお示しくだ

さい。 

 このような財政課題を解決するためには、新たな財政健全化計画の策定が必要でありますが、これま

での御答弁では、来年度予算編成とあわせ、24 年度を初年度として策定作業を進められるとのことでご

ざいます。計画期間や目標、他会計からの借入れの解消計画やその方法、財政調整基金や減債基金の復

元などについて、また地方交付税や繰入金、地方債などの歳入項目、人件費や繰出金などの歳出項目そ

れぞれについて、具体的な収支計画の現時点での考え方をお示しください。 
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 次に、平成 23 年度決算見込みと来年度予算編成についてお伺いいたします。 

 まず、23 年度決算見込みについては、歳入面では個人市民税が 22 年度決算は毎年３パーセント減と

いう健全化計画での想定を大きく超えて７パーセント近い大幅な減収となったわけですが、23 年度の状

況をお示しください。 

 また、23 年度の地方交付税は、再算定後の普通交付税が 153 億 3,752 万 8,000 円と 22 年度決算額と

比較して１億 1,000 万円余りの増、臨時財政対策債が 21 億 6,500 万円と約５億円の減となったわけです

が、この原因についてお示しください。 

 また、特別交付税については、22 年度決算額の 12 億 3,900 万円に対して、23 年度予算で７億 5,600

万円が計上されておりますが、これは当初、国から示されていた普通交付税と特別交付税の割合を 95

対５として算定されたものであり、東日本大震災後、この割合が 94 対６に戻されることとなった段階で

は、例年では 10 億円程度が見込めると思われますが、特別交付税の見通しについてお示しください。 

 また、全体として 23 年度決算の現段階での見通しについてお示しください。 

 次に、平成 24 年度予算編成についてお伺いいたします。 

 これまでの赤字解消最優先の超緊縮型の予算編成に対して、本来の意味での収支バランスはいまだ達

成されていないとしても、赤字が解消された段階の予算編成として、一定の市民サービスの向上や市民

生活の向上に資する施設整備など、市民の期待にこたえることが求められていると考えます。24 年度予

算編成に臨む市長の基本的なお考えについてお示しください。 

 この項の最後に、他会計からの借入れについてお伺いいたします。 

 現時点での財政調整基金が６億 6,600 万円積み上がり、また実質単年度収支も平成 22 年度は 12 億

1,466 万円で、他会計からの借入れは９億 1,000 万円でおさまったわけですから、24 年度予算において

は、新たに他会計から借り入れる必要はないと考えますが、市長の御見解をお示しください。 

 それでは次に、防災問題についてお伺いいたします。 

 本年、３月 11 日に発生した東日本大震災につきましては、多くのとうとい命が奪われ、８か月を経過

した今でも行方のわからない方が多数おり、少なくなったとはいえ、いまだ避難所生活を余儀なくされ

ている方もいらっしゃると聞いております。これから、ますます寒さ厳しくなる冬季を迎え、避難所や

仮設住宅での生活は何かと御不自由ではないかと察するに余りあります。この震災は、被災地東北に限

らず私たちにいろいろな問題を投げかけ、そしてまた幾多のことを教えてくれたように思います。改め

て自然の驚異を知らされるとともに、危機管理の問題を浮き彫りにし、と同時に人と地域のかかわり、

人と人とのきずなのありがたさ等々を教えてくれました。 

 ともあれ、このたびの東日本大震災をきっかけにして見直されているのが防災についてでありまして、

これまでにも何人もの議員がこの防災に関連して質問されております。 

 そこで、私たち公明党が提案したいのは、もっと防災に女性の声をということであります。今まで防

災といえば、ともすれば男性の目線での防災であったように思います。このたびの東日本大震災発生当

初、避難所では女性が着替える場所や男女別トイレの確保、そして授乳スペースがないなど、その課題

が浮き彫りになりました。 

 これをきっかけに我が公明党では、防災対策を女性の視点から見直そうと、８月に党女性委員会の下、

松あきら党副代表を議長に女性防災会議を設置し、10 月には全国各地の防災対策を調査する「防災行政

総点検アンケート」を実施し、小樽市においても調査をさせていただきました。その集計も先日終了し、

今後、このアンケート結果を基にさらに議論を深め、公明党として政府に防災対策強化の申入れを行う

予定になっておりますが、それに先んじて市長にお伺いいたします。 
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 今、小樽市では防災会議の委員は何人で構成されていて、そのうち女性は何人登用されているのかお

示しください。 

 先ほども言いましたとおり、今までの防災といえば、どちらかといえば男性の目線での防災でありま

した。災害の大小にかかわらず、日ごろの暮らし方、訓練というものが災害のときに一挙に顕在化され

ます。いくら文章で災害が起こったら、要援護者のための支援を「このような形で行いましょう」とマ

ニュアル化しておいたとしても、ふだんからそうした仕組みを動かしておかなければ、いざというとき

には役立たないと思うのです。そのためにもぜひ、計画されている避難所の整備運営においては、女性

の視点や子育てのニーズを反映させていただきたいと思います。女性や赤ちゃんが何を必要としている

かは、やはり女性でないとわからないと思うからです。 

 そこで、お伺いいたしますが、小樽市の災害用備蓄物資に女性や乳幼児、高齢者、障害者等のさまざ

まなニーズを踏まえたものがあるか、その状況もお示しください。 

 公明党は、今回の被災地への救援物資として化粧水等を送り、女性の方に大変喜ばれました。なぜ非

常時にそんなものをと思うかもしれませんが、そういうときだからこそ必要なのです。気持ちを奮い立

たせるのにかさかさの肌では、ますます心までも乾いてしまう、せめて化粧水をつけて肌の乾燥だけで

も和らげたい、心を安らぎたい、避難所にいた女性のそんな一言を耳にしたことがきっかけで、あちこ

ち奔走して調達いたしました。 

 災害のときだけ、女性も意見を言うようにといくら言われたとしても、なかなか言い出せないのが現

状です。だからこそ、ふだんから意思決定の場に女性たちが入って、活動していくことが大切ではない

でしょうか。生活復興へ向けての女性の強みは、何といっても日々の暮らしの現場を担う生活者である

ことと、議論よりはまず行動という行動力にあるのではないかと思います。防災方針決定の場における

女性の割合を、ぜひ一定程度確保してほしいと思いますが、市長の考えをお示しください。 

 何度も言いますが、防災・減災対策を進めるためには、ふだんからその仕組みやシステムを回してお

かなければならないと思いますし、防災会議に女性をしっかり入れておく、防災訓練の中で女性への配

慮や要援護者への避難訓練なども一緒にしておく、そして防災担当と男女共同参画担当が日ごろから話

し合って、その情報等を共有していかなければならないと考えますが、この点についても市長の考えを

お聞かせ願います。 

 この防災に関連して、さらにお伺いいたします。それは、災害時の避難場所の件です。 

 先日の新聞報道で、道の調査によれば道内約 4,000 か所の屋外避難場所のうち、除雪が行き届かず約

半数が積雪期には利用できないと発表されたとありました。この道が発表した積雪期に利用できない避

難場所に小樽市内の施設が入っているかどうかお示しください。 

 災害の発生は、昼夜等時間はもとより、場所、そしてまた季節も問いません。まして阪神・淡路大震

災が発生したのが１月 17 日であり、このたびの東日本大震災が３月 11 日だったということを考えると、

積雪対策を講じておかなければならないと思います。積雪期に利用できない避難場所に小樽の施設も入

っていたとしたら、市としてこれをどう受け止め、どのような対策を考えているのかお示しください。 

 そしてさらに、もう１点お伺いいたします。災害時に、高齢者や障害者の避難を手助けする人を選ぶ

ように６年前から国が自治体に求めている避難支援プラン（個別計画）についてです。 

 東日本大震災でも、犠牲者のうち 60 歳以上が全体の 65 パーセントに達するなど、いわゆる災害弱者

の犠牲が目立ったことを考えると、この避難支援プラン（個別計画）づくりは急がなければならないと

思います。しかしながら、本年第２回定例会で我が党の秋元議員がこのことについて質問させていただ

いたとき、要支援対象者約４万 1,000 人に対し、要支援者名簿に登録を希望し避難支援プランを作成し
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たのは、その２割強、約 9,000 人であるとの回答でした。さらに、これに関連した先日の新聞報道によ

れば、今春の調査では道内 179 市町村のうち計画を完成させたのは 13 パーセントの 24 市町村にとどま

っているとあり、道内どこの自治体でもこのプラン作成には苦慮していることがわかります。 

 このことについてお聞きいたします。小樽市における、現在までのこの避難支援プラン（個別計画）

の進捗状況を示すとともに、個別計画を完成するための小樽市における課題は何か、今後その課題に対

し市としてどのように取り組み、いつまでに完成させようとしているのか、考えをお示しください。 

 このたびの東日本大震災において助かった人の声として、避難情報が入りづらい障害者や高齢者にと

って、声かけをしてくれるだけでも大きな支援になったとありました。少子高齢化が進む中、この制度

周知の一翼を担うべき民生委員のなり手が不足し、かつコミュニティの中核として地域活動を支えてき

た町会も担い手不足に陥っている昨今、課題は山積しております。一斉に計画を完成させるのは現実に

は困難だとしても、課題を先送りすることなく、今できることから手をつけていただきたいと思います。

そのためにも、市民一人一人が自分たちの問題と受け止められるよう、粘り強く対策を考えていかなけ

ればならないと思いますが、このことについてもお考えがあればお示しください。 

 さて、近年の雇用状況は大変厳しいものがあります。特に若者は働きたくても働く場所がなく、就職

浪人という言葉が飛び交い、就活なる言葉が生まれる始末です。北海道労働局が 11 月末に発表した道内

の高校生の就職内定率は、10 月末時点で 37.7 パーセントと前年同期を若干上回ったとはいえ、依然不

景気により高校生の雇用は厳しい状況が続いております。これから社会人として、第一歩を踏み出そう

としている若者たちの労働意欲を失わせることは、社会にとって大きな損失であります。少子高齢化が

進む中、小樽にとって人口減少の歯止めをかけるためにも、重要な課題だと思います。 

 私もさきの定例会における決算特別委員会で質問させていただきましたが、市の平成 22 年度からの新

規事業として 22 年３月に、道内の高校を卒業した生徒を雇い入れた事業所に対し、６か月以上の雇用を

条件に奨励金を交付するという新規高等学校卒業者雇用奨励金制度を立ち上げ、ある一定程度の効果が

あったことから 23 年度も継続されました。しかし、この事業は基金を活用しての事業であるため、今年

度限りの事業と聞いております。24 年度予算編成の際にぜひ継続していただきたいと思いますが、市長

のお考えをお聞かせください。 

 また、それがかなわない場合、今後これにかわるべき雇用対策について、お考えがありましたらお示

しください。 

 次に、新市立病院についてお聞きいたします。 

 新人議員でございますので、今までの議論経過が不承知な面もあり、確認の意味での質問に終始する

ことになるかもしれませんが、よろしくお願いいたします。 

 北海道に起債許可申請をしていた許可が 10 月 11 日付でおり、これにより新市立病院建設の財源のめ

どがついたことから、いよいよ平成 26 年春、工事竣工、夏の開院に向け具体的に動き出すことになりま

した。先日の説明では、新市立病院は病床数を削減し、コンパクトで高機能な基幹病院とするとありま

すが、新市立病院は具体的にどのような病院を目指し、また市民にどう受け入れられる病院を目指して

いるのか、基本的な考え方をお示しください。 

 新市立病院の本体工事については、総合評価方式で落札者を決定するということですが、今後の入札

を含めて、着工までの具体的スケジュールはどのようになっているのか、お示しください。 

 次に、医師確保についてお伺いいたします。 

 小樽市立病院経営改革プラン平成 22 年度評価報告書によれば、医業収支悪化の最大の原因は高い人件

費比率であり、医師退職によって看護職員をはじめとする医療専門職員、事務職員が相対的に過剰な状
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況にあることが明らかになったと結論づけられております。そして、その上で計画的な採用などによっ

て、道内自治体病院の中で高い水準にある人件費比率の低下に結びつけることが必要と述べられており

ます。 

 そこで、直近データでの現在の市立病院の人件費比率を示すとともに、他の自治体病院と比較しどの

程度高いのか、お示しください。 

 また、どのようにして比率を下げるための取組をされているのか、お示しください。 

 また、新市立病院は現在の病床数 445 から 388 床に削減すると同時に診療科目の病床数も変動します

が、このことによって医師の定員数がどのように変化するのでしょうか。また、そして看護師、検査技

師、薬剤師等医療スタッフ、事務職員と職員数がどのように変化するのでしょうか。その上で、今後、

新市立病院の病床数に対し何人の医師が必要であり、どのようにして確保していくのか考えをお示しく

ださい。 

 先日の特別委員会でも、我が党の高橋議員が医師確保について質問し、並木局長より人材の確保に大

変御苦労されている旨の報告がありました。しかし、新市立病院の医業収益を上げるためには、有能な

医師確保が重要なかぎを握っていると思います。そのほか、医療スタッフや看護師の確保、そして事務

職員などの確保についても同様であります。それについても考え方をお示しください。 

 次に、もう一点お聞きしたいことがあります。それは平成 24 年４月より実施されるＤＰＣ請求の件に

ついてです。 

 説明によれば、これは厚生労働省が全国どこの病院においても同じ病気であれば同じ治療を受けられ

るようにと、医療の標準化、質の向上と透明化を図るために推進している制度ということですが、23 年

４月現在での対象病院は道内で 73 病院で、そのうち 31 ある市立病院では 11 病院とのことです。まだ道

内の市立病院の３分の１しか導入していない中で、小樽市がこのＤＰＣ対象病院に参加申込みをした経

緯をお示しください。 

 また、この参加によって、今、使用している診療請求のシステムの変更などが求められると思います

が、経費的に問題なかったのでしょうか。 

 また、説明によれば、入院費を計算する際、医療機関別係数という病院ごとに決められる係数により、

同じ病気や診療でも病院によって医療費が異なることや、ＤＰＣ請求と現在の出来高払の請求では、病

名や診療内容によっては高くなることもあれば安くなることもあるといったように、入院患者に混乱を

起こさせるような問題を含んでいるような気がいたします。その上、月単位で医療費を決定した後でも、

翌月以降に入院の主病名が変更された場合、入院日にさかのぼってＤＰＣ請求をやり直すことになり、

翌月の請求時又は退院時に差額を調整することになるとのことですが、そのほかにも考えられる課題は

ないのでしょうか。既に導入している他の医療機関からメリット・デメリット等の調査をした上での参

加申込みだったのでしょうか。その点を含めて、見解をお示しください。 

 ともあれ既に導入は決まったことですので、スムーズに移行できるよう、よろしくお願いいたします。 

 次に、来年度実施予定の 24 時間対応の定期巡回・随時対応サービス事業についてお伺いいたします。 

 その前に、特別養護老人ホーム入所待機者についてお聞きしたいことがあります。 

 道は先日、３年ごとに調査している、特別養護老人ホームに入所を希望しながら満床のため入所待ち

している高齢者の数をまとめ、その結果を発表しました。それによると、３年前の 2008 年に比べると待

機者は約 3,300 人増え、25,694 人と過去最多になったとのことでした。そして、その待機者が現在どこ

で待機しているかといえば、一番多いのが自宅であり、次が特養以外の介護保険施設、３番目以降が病

院、診療所、その他となっています。また、その待機者を介護度別に見ると、重度の要介護４と５が約
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４割を占めているということでした。その上、最も家族の負担が大きい要介護４と５で、なおかつ自宅

で暮らす人は待機者全体の８パーセント、2,161 人とありました。 

 そこで、お聞きいたしますが、小樽市内における特別養護老人ホーム入所希望者の待機状況を介護度

別、なおかつ待機場所はどこなのか、それぞれお示しください。 

 2000 年の介護保険制度開始時、道内で要介護認定を受けた人は 10 万 6,000 人で、10 年経過した本年

４月には、その数は 2.3 倍の 24 万 6,000 人となり、要介護認定者が 14 万人も増えたのに対し、特別養

護老人ホームは 77 施設 4,000 人が増えただけということです。 

 小樽市においても、特別養護老人ホームは、介護保険制度開始時と比較し、増えたのは２か所と聞い

ておりますが、小樽市における介護保険開始時の要介護認定者数と、本年４月現在の認定者数を教えて

いただくとともに、特別養護老人ホームの定員増加数をお示しください。 

 小樽の高齢化は、道内の他の 10 万都市に比べぬきんでており、またひとり暮らしの方も多く、今後増

えることはあっても減ることはないと思います。家族がいれば要介護４、５の方であっても、自宅での

特養待機も多少は可能かとは思いますが、独居ではそうはいきません。また、家族がいたとしても老老

介護など諸般の事情で自宅の介護がかなわず、老人保健施設やグループホームで待機させている方も多

くいらっしゃいます。 

 私が先日相談を受けたケースですが、その方は要介護度５の母親をやむなくグループホームで入所待

ちさせているのですが、グループホームに支払う利用料だけで月十二、三万円になり、また紙おむつ代

とその他の諸経費を含めると月に用意するお金は十四、五万円が必要となり、母親の年金では到底足り

ず、残りはお子さんたちの持ち出しであり、かなりの経済的負担を強いられているとのことでした。聞

くところによれば、第５期小樽市介護保険事業計画では特別養護老人ホームは計画しないということで

すので、それではますます待機者が増えることになり、また経済的負担から自宅待機を余儀なくされる

方も増加すると思いますが、この実態を市長はどのように考えられているのか、考えをお示しください。 

 そこで、この自宅待機者をはじめ、要介護高齢者の在宅生活を支えるための制度として立ち上がった

のが、今回の 24 時間対応の定期巡回・随時対応サービス事業なのではないかと考えますが、この事業は

このような位置づけでよろしいのでしょうか、お答えください。 

 その上で、この事業のサービス内容を具体的にお示しください。 

 先般の説明によれば、24 年度よりこの 24 時間対応の定期巡回・随時対応サービス事業を実施するに

当たり、市内にはノウハウがある事業者がいないため、モデル事業を先行するとのことでしたが、これ

から事業者を公募し委託契約を締結した後、２月から２か月間の試行期間を経た上で４月から本格的に

事業を実施するのは、スケジュール的に無理はないのかと心配しております。もう少し早くモデル事業

を実施すべきではなかったのかと思います。札幌、旭川、函館、釧路の４市では既にモデル事業を行っ

ているとのことですが、小樽市は他の道内 10 万都市と比較して高齢化率が高く、特別養護老人ホーム待

機者もかなりいることから考えると、どこの都市よりもいち早くこのモデル事業を始めてもよかったの

ではないかと考えます。 

 そこで、他都市より高齢化率が大きい小樽が、モデル事業導入の決断をこの時期に決めたことの経緯

をお聞かせ願うとともに、他の４市がいつからモデル事業を始めたのか、そしていつから本格的に開始

しようとしているのか、それぞれお示しください。 

 また、小樽市が 24 時間対応の定期巡回・随時対応サービス事業のノウハウを持っている事業者がいな

い中、モデル事業を１社のみで先行させ、４月から市内一斉にスタートさせることはいかがかと思いま

すが、その点についても考えをお示しください。 
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 小樽は他都市と違い山坂も多く、その上、道路も狭く、特に冬期間は、巡回するにしても訪問先の場

所によっては路上駐車を余儀なくされることも考えられます。そうなると、待機中の車の移動が不可欠

となり、専任の運転手が必要になるのではないかと思われます。そのような課題解消のためにも、冬期

間の試行が必要だと思われますが、そのほかに小樽市での 24 時間対応の定期巡回・随時対応サービス事

業の課題として考えられることがあったらお示しください。 

 また、利用料金が未定とのことですが、それはいつごろ決定されるのでしょうか。 

 また、先ほどの例にあるように専任の運転手をつけざるを得ない場合、サービス料金にその分は上乗

せになるのでしょうか。 

 ともあれ利用者にとって利用料金は介護サービスを受けるか否かの大きな判断基準になると思われ、

また利用ニーズ掘り起こしの大きな要素になると思われますが、その点についてもお示しください。 

 最後に、市営住宅の申込方法についてお聞きいたします。 

 市営住宅には、一般世帯向け住宅と高齢者や母子、障害者、低所得者などを対象とする特定目的住宅

があります。一般世帯住宅は、空き住戸が生じた住宅を対象に偶数月に公募し、申込場所は赤十字会館

内の市営住宅管理事務所であり、特定目的住宅も同様になっており、その申込先は地域福祉課となって

おります。体が不自由な方や高齢者の方などを対象とした特定目的住宅を一般世帯向け住宅と募集を別

枠にするのは必要だとは思いますが、申込先まで分ける必要があるのか、ふだんから疑問に思っており

ました。その理由をお聞かせ願うとともに、他都市も小樽と同様に申込先が違うのかお示しください。 

 理由があって、一般世帯住宅と特定目的住宅と申込先を分けざるを得ないとしても、管理は両方とも

市営住宅管理事務所です。どちらに申し込んだらよいのか市民の方にはわかりづらいと思います。せめ

て申込窓口を一本化できないのかお伺いいたします。できないとしたら、それはどんな問題があるから

なのか、その理由をお聞かせください。 

 予想をはるかに超えた少子高齢化が進み、小樽にとって課題は山積しております。この小樽が、本当

の意味で、高齢の方をはじめ、みんなが安心して安全で暮らせるよいまちだと言われるようなモデル都

市を目指して、私も議員としての職責を全うしていきたいと決意しております。 

 以上をもちまして、私の質問を終わります。再質問はいたしませんので、明快な御答弁をよろしくお

願いいたします。（拍手） 

○議長（横田久俊） 理事者の答弁を求めます。 

              （「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（横田久俊） 市長。 

              （中松義治市長登壇） 

○市長（中松義治） 松田議員の質問にお答えいたします。 

 初めに、財政問題について何点かお尋ねがありました。 

 まず、平成 22 年度決算剰余金の処理についてでありますが、地方財政法では各会計年度において決算

剰余金が生じた場合は、当該剰余金のうち２分の１を下回らない金額を、剰余金を生じた翌々年度まで

に積み立て、又は地方債の繰上償還の財源に充てなければならないとしており、後年度における財政運

営の円滑化を図るため、決算上の剰余金について必要な財源留保の措置を講ずることを地方公共団体に

義務づけているところであります。 

 したがいまして、一般会計決算剰余金約 11 億 8,400 万円のうち、本年度の補正予算の財源として充当

した分を除く約６億 6,644 万円を第３回定例会において、小樽市財政調整基金に積み立てたところであ

り、その後、今定例会において約 3,418 万円を基金から取り崩し、補正予算の財源に充当することとし
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たところであります。 

 次に、年度間の不測の財政需要にも柔軟に対応し得る財政体質の具体的な意味についてでありますが、

地方自治体の予算はみずからの歳入に見合った歳出構造であることが基本でありますが、その年の収支

の状況や災害など不測の財政需要が生じた場合には、財源が不足することがあり得ます。そのような場

合には、年度間の財源の不均衡を調整する財政調整基金や、将来の市債償還に備える減債基金を取り崩

して予算を編成することとなりますので、この財政調整基金や減債基金をどの程度積み立てておくべき

か、その水準についての規定などはありませんが、これらの基金を一定程度積み立てておき、不測の財

政需要に備えることが、私の言う財政体質に通じるところであります。 

 次に、本来の意味での収支バランスの具体的に意味する内容とはとのお尋ねについてでありますが、

地方自治体の財政運営は、みずからの歳入に見合った歳出構造の下で行われることが基本でありますが、

本市のように予算上の収支の均衡は図られているものの、一方で他会計や基金からの借入残高が年々増

加するという現状は、本来の意味で収支のバランスがとれているとは言いがたいものと考えております。 

 次に、新たな財政健全化計画について何点か御質問がありました。 

 まず、計画の目標につきましては、一般会計において毎年度の予算編成上での他会計からの借入れの

圧縮、解消を目指し、最終的には、ただいま答弁をさせていただきましたが、みずからの歳入に見合っ

た歳出構造の下、年度間の不測の財政需要にも柔軟に対応し得る本来の意味での収支バランスがとれる

ようにすることであります。 

 また、計画期間や他会計からの借入れの解消、財政調整基金や減債基金の復元などにつきましては、

平成 24 年度予算編成とあわせ、目標達成のための実施内容や収支を試算していく中で検討してまいりた

いと考えております。 

 次に、地方交付税や繰入金、地方債などの各歳入項目、さらに人件費や繰出金などの各歳出項目の具

体的な収支計画の考え方についてでありますが、特に歳入に関しては、国や道の制度の動向、社会経済

情勢が大きく関与するため、試算は非常に難しい面がありますが、現行制度が継続されるものと仮定し

て、現状で可能な推計を行うとともに、歳出につきましても国や道の現行制度が継続することを前提と

し、さらには各部には新年度予算編成にあわせ事務事業の見直しの検討を指示しているところであり、

この結果も反映させながら収支計画を策定していきたいと考えております。 

 次に、平成 23 年度の個人市民税の決算見込みについてでありますが、景気の低迷や納税義務者数の減

少などにより、現時点での収入状況から推計しますと予算額の確保は難しいものと考えております。 

 次に、本年度の地方交付税と臨時財政対策債が 22 年度決算と比較して、増減した理由についてであり

ますが、国は毎年度、地方交付税法に基づき、地方団体の歳入歳出総額の見込みに関する地方財政計画

を作成し公表いたしますが、その中で本年度の地方交付税の総額については、対前年度比で 2.8 パーセ

ント、4,799 億円増の 17 兆 3,734 億円とし、臨時財政対策債については同じく 20.1 パーセント、１兆

5,476 億円減の６兆 1,593 億円としたところであります。 

 一方、本市の算定におきましては、地方交付税のうち普通交付税の算出基礎となります基準財政需要

額について、その測定単位となる人口が、平成 22 年国勢調査人口に置きかえられたことによる減額を反

映し、約４億 1,500 万円前年度を下回りましたが、そのうち臨時財政対策債振替相当額、つまり基準財

政需要額から差し引かれる額が国の地方財政計画に沿って、前年度を約５億 400 万円下回りましたこと

などから、基準財政需要額の合計は前年度を約 8,900 万円上回りました。 

 このような結果から、普通交付税は約 153 億 3,800 万円、対前年度比で約１億 1,500 万円の増、臨時

財政対策債は 21 億 6,500 万円、同じく約５億 400 万円の減となり、これらを合わせた実質的な地方交付



平成２３年第４回定例会 本会議録 

－55－

税は約 175 億 300 万円で、同じく約３億 8,900 万円の減となりました。 

 次に、本年度の特別交付税の見通しについてでありますが、特別交付税の額は基準財政需要額に捕捉

されなかった特別の財政需要があることや、基準財政収入額に過大に算定された財政収入があること、

災害のための特別の財政需要があることなどを考慮して決定されます。 

 今年度は、東日本大震災という未曾有の災害の発生を受け、国は数次にわたる補正予算を編成し、特

別交付税についても増額してまいりましたが、その配分につきましては、やはり被災地における復旧・

復興経費へ優先的に配分されるものと考えております。そのため、本市の特別交付税が通常年と同じ程

度配分されるかどうかは、現時点では不透明な状況にあります。 

 次に、平成 23 年度決算の現段階での見通しについてでありますが、まず市税収入は法人市民税など年

度末に向けての景気の動向にもよりますが、震災の影響による景気の低迷に加え、個人所得の減少など

もあり、現時点での収入状況から推計いたしますと、予算額の確保は難しいものと考えております。 

 また、歳出面では、これから冬期間にかけて除雪費や燃料費の動向など不確定要素も多くあり、加え

てまだ年度末にかけて４か月ほどを残し、現時点では各事業の執行見込みを判断しにくい状況であるた

め、具体的な収支見込みをお示しできる段階ではありませんが、いずれにいたしましても、残された期

間におきましても、歳入の確保と事業の効率的な執行等に最大限努めてまいりたいと考えております。 

 次に、平成 24 年度予算編成に臨む私の基本的な考え方についてでありますが、本市といたしましては、

24 年度予算の編成に当たり、景気の低迷や固定資産税の評価替え等による市税の収入減に加え、地方交

付税が総務省の概算要求を反映し減額となることも懸念される中で、一般財源総額がどのように確保さ

れるかが最大のポイントであり、その上で扶助費など義務的経費の自然増や新たな財政需要にも対応し

なければならないことから、真の財政再建に向けて歳入の確保や経費の節減など、収支改善の取組を引

き続き強力に実施することとしております。 

 いずれにいたしましても、予算編成上の財源対策には引き続き苦労が予想され、例年に変わることな

く大変難しい編成作業になるものと考えておりますが、現在取り組んでいる市立病院の統合新築や夜間

急病センターの移設、新学校給食共同調理場の建設や小・中学校の耐震化など、市民サービスの向上に

資する施設整備について引き続き進めてまいりたいと考えております。 

 次に、来年度当初予算編成において、新たな他会計からの借入れは必要ないのではないかとのお尋ね

についてでありますが、ただいま申し上げましたが、来年度は市税の減収に加え、地方交付税の減額も

懸念される中で、義務的経費の自然増や新たな財政需要にも対応しなければならないことから、予算編

成上の財源対策には、引き続き苦労が予想され、例年に変わることなく大変難しい編成作業になるもの

と考えております。 

 本市の一般会計は、平成 22 年度決算で累積赤字が解消され、その剰余金を財政調整基金へ積み立てた

ことから、今年度残された期間の収支の状況にもよりますが、できる限りこの財政調整基金を取り崩さ

ずに、新年度の予算編成における新たな財源として最大限活用することとし、他会計からの新たな借入

れによる財源対策につきましては極力圧縮したいと考えておりますが、具体的に来年度予算編成の中で、

収支の状況をよく見極めた上で判断してまいります。 

 次に、防災問題について何点かの御質問がありました。 

 初めに、本市の防災会議の委員についてですが、会長を含め 23 名で構成されております。そのうち女

性は１名です。 

 次に、災害用備蓄物資についてですが、女性や乳幼児、高齢者、障害者等のいわゆる災害時要援護者

に配慮した物資としては、アルファ米の白米おかゆを現在 1,700 食備蓄しており、それ以外の飲食料品
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や育児用ミルク、紙おむつ、生理用品などの品目については、災害時の応急生活物資の供給について協

定を結んでいる企業による保有商品の供給により調達することとしております。 

 次に、本市の防災方針決定の場である防災会議における女性の割合の確保についてですが、現行の本

市防災会議条例では、委員は主に各関係機関の長により構成されており、性別による規定を設けており

ませんので、女性の一定数の確保は難しいものと考えております。しかしながら、災害対策に女性の視

点や意見を反映させることも必要と思いますので、今後、他都市の例も参考にして、対応について検討

してまいりたいと考えております。 

 次に、防災担当と男女平等参画担当の情報共有についてですが、防災の分野における男女平等参画の

推進は、男女のニーズの違いや男女双方の視点を取り入れた防災体制を検討する上で必要なことと考え

ておりますので、それぞれの担当の課題や情報を共有できるよう連携を図ってまいりたいと考えており

ます。 

 次に、積雪期に利用できない避難場所に小樽市内の施設が入っているのかどうかについてですが、小

樽市地域防災計画で指定している小・中学校の避難所は、校舎などの収容避難所とグラウンドの一時避

難場所に区分されておりますが、一時避難場所はいずれも冬期間は除雪されておりませんので、積雪期

には利用できない避難場所となっております。 

 次に、積雪期に利用できない避難場所の対策についてですが、本市の避難所は同一敷地内に校舎など

の収容避難所がありますので、積雪期については収容避難所を利用することを原則として考えておりま

す。 

 次に、災害時要援護者避難支援プランについてですが、要援護者として現在約 9,000 人の登録があり、

本人の状況や緊急連絡先など必要な情報を登録届に記載していただき、避難支援プランを作成しており

ます。このうち、約 2,000 名については、避難する際の手助けをしていただく支援者が決まっていない

ため、この支援者の選定が課題となっております。 

 課題への取組としては、今年度、道の緊急雇用創出推進事業により５名の臨時職員を雇用し、支援者

が決まっていない要援護者 2,000 名について訪問調査を行い、できる限り近隣に住む方の中から支援者

を選定し、来年１月までに選定された支援者の登録を完了する予定であります。 

 次に、災害時要援護者避難支援制度の課題と対策についてですが、少子高齢化が進む中で、町会など

各地域においていかに避難体制を確立していくかが課題であり、特に大災害が発生した場合の避難につ

いては、地域の活動による共助が重要であると考えております。その対策の一つとして、２月に津波ハ

ザードマップが完成し、沿岸部の町会に説明会を開催し配布する予定ですので、その際にマップの記載

内容や津波からの避難についての説明のほかに、日ごろからの地域の避難体制づくりも進めていただけ

るようお願いするなど、できることから一つずつ取り組んでまいりたいと考えております。 

 次に、雇用対策について御質問がありました。 

 小樽市新規高等学校卒業者雇用奨励金の平成 24 年度の事業継続についてでありますが、この事業は雇

用の維持、創出を図る目的で設置した小樽市地域経済活性化等推進資金基金を活用した緊急経済対策事

業であり、当初は 22 年度単年度事業の予定でありましたが、今年度も引き続き事業継続したところであ

ります。 

 次年度につきましては、基金残高も少ない中でこの事業を実施することは難しいものと考えておりま

す。しかしながら、高校生の雇用状況は依然として厳しいものと認識しておりますので、新規高卒者の

雇用促進や雇用の継続に向けた取組につきましては、引き続き実施してまいりたいと考えております。 

 次に、介護保険について何点かお尋ねがありました。 
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 まず、特別養護老人ホームの待機者の状況についてでありますが、平成 23 年５月の調査における介護

度別の実待機者数は、要介護１が 185 人、要介護２が 219 人、要介護３が 222 人、要介護４が 125 人、

要介護５が 81 人、合計 832 人で、前回の 20 年５月の調査と比較して 101 人減少しております。 

 また、待機場所については、自宅が 308 人、介護施設が 286 人、病院・診療所が 125 人、有料老人ホ

ーム等のその他が 113 人となっております。 

 次に、要介護認定者数と特養の定員増加数についてでありますが、12 年の介護保険制度開始時の要介

護認定者は 3,564 人で、本年４月では 9,109 人と約 2.5 倍に増加しております。 

 また、特養の定員は制度開始当初は３施設 330 人であったものが、現在では５施設 431 人であり、２

施設 101 人の増加となっております。なお、24 年３月には、29 人分の小規模特養が開設予定であります。 

 次に、特養の待機者の実態についてでありますが、本市の高齢者人口は団塊の世代の方が 65 歳になる

27 年にピークを迎えることになりますので、今後ますます特養の需要が増加していくものと考えており

ます。 

 しかし、本市の介護保険のサービス利用者は６人に１人であり、また第５期の介護保険料は上がる見

込みですので、第１号被保険者の給付と負担のバランスを考慮すると、これ以上保険料の負担となる特

養を整備することは難しいものと考えております。 

 現在、策定中の第５期介護保険事業計画では、24 年度に創設される 24 時間定期巡回・随時対応サー

ビスや複合型サービスを導入するなど、地域包括ケアシステムの構築を進めていくことにより、待機者

の解消が図られるものと期待するところであります。 

 次に、24 時間サービス事業の位置づけについてでありますが、議員のお考えのとおり、重度者の在宅

生活を支えるための制度であります。この事業のサービス内容につきましては、対象となるのは要介護

１から要介護５までの方で、日中、夜間を通じて 24 時間ヘルパーや看護師が定期的に巡回してサービス

を提供いたします。他市のモデル事業では、１回の訪問は 20 分程度で、１日平均すると４ないし６回訪

問しております。提供されるサービスは、薬の管理や排せつのお手伝い、また寝返りができない場合の

体位の変換など、適切なケアプランに基づき提供され、さらに緊急コールによる随時対応を行うことに

より在宅生活の安心感を提供するものであります。 

 次に、モデル事業を決めた経緯でありますが、昨年 11 月に国からモデル事業の通知があり、この時点

ではまだ第５期介護保険事業計画の方向性が見えていない時期であったため、モデル事業の参加は難し

いと判断したところであります。その後、本年６月の追加協議の通知の際に、ケアマネジャーのアンケ

ートと事業者の意向調査を実施したところ、対象者が 100 名程度見込まれ、また４事業者からの参加の

意思表示がありました。このため、本年７月にモデル事業の申請をし、８月に補助金の内示を受け、今

定例会で補正予算を上程し、公募により事業者選定を行い、来年２月から３月まで実施することとした

ものであります。 

 また、４市のモデル事業については、旭川市が７月、釧路市が８月、函館市が９月、札幌市が 10 月か

ら開始され、いずれも来年３月までとなっております。 

 次に、各市の本格実施については、釧路市は本市と同様にモデル事業を実施した事業者に引き続き４

月以降も継続させるとのことであり、残りの３市については、モデル事業の検証をしてから判断すると

のことであります。 

 次に、モデル事業を１社のみに先行させることについてでありますが、本市が行うモデル事業では対

象者数を 20 名程度と見込んでおり、平成 24 年度のスタート時点での利用者数は、この 20 名にプラス数

名程度と推測しております。 
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このため、まずモデル事業に決まった事業者に引き続き事業を継続していただきながら、事業者の意

向や利用者のニーズなどを見極めた上で、必要に応じて公募により事業者を加えていきたいと考えてお

ります。 

 次に、24 時間サービス事業の課題についてでありますが、本事業では看護職員が常勤換算で 2.5 名が

必要と言われており、その確保が非常に難しいという声が多数聞かれます。また、30 分以内の訪問が条

件となりますので、本市の地域特性や冬場の対応が課題ではないかと考えております。 

 次に、利用料金につきましては、年明けの１月中旬には介護報酬が示され、包括報酬になる見込みで

ありますので、運転手の上乗せ分は料金には考慮されないこととなります。また、利用料金はサービス

を利用する上で少なからず影響を与えるものとなりますので、今後、決定される介護報酬を注視してま

いりたいと考えております。 

 次に、市営住宅についてでありますが、市営住宅の申込窓口については、一般世帯向け住宅では、現

在、指定管理者が申込みを受け付け、申請書類の確認などを行っているところですが、特定目的住宅で

は申請書類の確認のほか入居要件の確認や、現在お住まいの住宅状況の聞き取りなどが必要なため、地

域福祉課で受付業務を行っているところです。 

 なお、申込窓口について道内の主な都市に確認したところ、その多くは一般世帯向け住宅と特定目的

住宅は同じ窓口でありました。 

 次に、市営住宅の申込窓口の一本化についてでありますが、これまでも指定管理者と協議を行ってき

たところですが、業務量の増大や事務の煩雑さなどが問題となり、実施には至っておりません。今後、

他都市の状況も参考にしながら、受付業務の簡素化など事務の見直しを図り、次期指定管理者の更新時

より窓口の一本化を実施していきたいと考えております。 

              （「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（横田久俊） 病院局長。 

○病院局長（並木昭義） 松田議員の市立病院についての御質問にお答えいたします。 

 最初に、新市立病院は具体的にどのような病院を目指し、また市民にどう受け入れられる病院を目指

しているのかということであります。新市立病院では、市立小樽病院の総合的な診療機能と市立医療セ

ンターの専門機能を統合し、より高度で専門的な医療を提供することとしております。がん診療、脳・

神経疾患診療、心・血管疾患診療を三つの柱とし、他の医療機関で担うことのできない疾患の診療のほ

か、地域医療連携の中心的な役割を果たすことにより、地域の皆様に安心を提供し、信頼される医療機

関を目指してまいりたいと考えております。 

 次に、今後の入札を含めた着工までの具体的なスケジュールについてであります。 

 新市立病院の本体工事は五つの工事に分割し、いずれも地元業者への経済効果等の要素も含めて落札

者を決めることができる総合評価落札方式による入札とします。来年１月中旬ごろには入札参加者を募

る入札公告を行い、２月中旬ごろには入札参加を表明した者から、配置予定技術や地域への貢献などを

示す技術提案を受けることにしております。その後、３月初旬には、入札を執行し、落札者と工事請負

契約を締結する予定であり、３月末までに工事に着工することとしております。 

 次に、市立病院の人件費比率について、道内自治体病院との比較と比率を下げる取組についてのお尋

ねがありました。 

 市立病院の人件費比率は、近々の平成 22 年度の数値では両病院合わせて 54.8 パーセントになります。

この数値は、22 年度の道内市立病院との比較では 14 病院中２番目に高い数値となっております。この

人件費比率を下げる取組についてでありますが、人件費比率とは人件費を医業収益で割り返した数値と
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なりますので、分母である医業収益を増やすか、分子である人件費を下げることが必要となります。 

 医業収益を増やす取組は、やはり医師の数を増し、入院・外来収益を増やすことでありますので、新

市立病院建設の追い風を受けて積極的に医師の増員に努めてまいります。 

 一方、人件費を下げる取組につきましては、今後、退職者の補充に当たり、将来的な新市立病院の体

制を含めて、その必要性などを十分考慮した上で判断し、可能な限り削減するよう努めます。ただし、

現在も多数欠員を抱えている看護師や医療相談員などの必要な職種につきましては、適切な採用をし、

診療体制の維持、充実を図ってまいります。 

 次に、新市立病院における職員の定数確保についてお尋ねがありました。 

 まず、医師についてですが、現状の医師数を維持、確保した上で一人でも多くの医師を招聘したいと

考えており、今後も両院の院長ともども積極的に大学医局などに働きかけたり、ホームページ等を通じ

た公募にも力を入れてまいります。 

 次に、医療スタッフについてですが、薬剤師や検査技師などの各職種ごとに新市立病院の定数を精査

しているところであり、先ほどもお答えいたしましたが、今後の定年退職者や新市立病院での業務内容

を勘案しながら定数を定めていきます。 

 次に、看護師についてでありますが、現在、両病院では欠員を抱えて看護基準である７対１看護を確

保できるぎりぎりの人数で運営しております。そのため、これまで同様、毎月採用試験を実施し、必要

人数を確保していくものであります。 

 最後に、事務職員についてでありますが、新市立病院開院時には、現在いる事務職員を相当数減員で

きるものと考えておりますが、現病院のうちに業務改善などを行い、できるだけ削減できるよう努めて

まいります。ただし、医療事務職員につきましては、プロパー化を進め、医業収益の増収を図る体制を

整えてまいります。 

 次に、ＤＰＣ対象病院に参加を申し込んだ経緯についてお尋ねがありました。 

 ＤＰＣ請求は、平成 15 年に大学病院等の 82 病院でスタートし、現在では全国で 300 床以上の病院の

うち病院数で約５割が導入しており、大規模病院ほど導入率が高いため、病床数のシェアでは約７割が

導入しております。また、小樽市を除く道内の市立病院でも、300 床以上の 13 病院中 11 病院がＤＰＣ

対象病院となっております。ＤＰＣの導入により、急性期の入院医療について標準化が進み、全国共通

の診断群分類により診療行為を最適化し、医療の質を向上させることができます。 

 一方、患者にとっては、急性期医療の透明化や効率化により、経済的負担の軽減や早い社会復帰が期

待できます。 

 このように、ＤＰＣは、急性期医療を担う病院にとって社会や時代の要請となっております。 

 ＤＰＣ対象病院になるには、その手続に２年間を要することから、平成 21 年 10 月に病院局内に検討

委員会を設置し、22 年度に準備病院として手を挙げる一方、具体的な検討を進めてきました。その結果、

経営的にも収支の改善も期待できることから、このたび 24 年４月から対象病院参加の申込みをしたとこ

ろであります。 

 次に、システム変更の経費や入院費に関する課題などについてお尋ねがありました。 

 まず、システムに係る経費は、国に提出するデータを作成するシステムや分析ソフトの購入費用が、

両病院を合わせまして約 650 万円となりました。 

 次に、入院費に関する課題などについてですが、医療費の高額療養費制度の取扱いについてはこれま

でと変わりませんので、患者様への影響はほとんどないものと考えておりますが、混乱を来さぬように

制度の周知に努めてまいりたいと考えております。 
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 次に、参加申込みに当たっての事前調査についてですが、ＤＰＣ制度のセミナーや講演会に職員を参

加させたり、講師を招き勉強会を開催したほか、ＤＰＣ請求の経験のある医療事務職員を複数名採用し、

準備を進めております。 

 また、既に導入している道内市立病院への視察などを通じて、患者様に混乱が生じないとの状況を把

握する一方、各病院の事例に照らして、本市における課題とその対策に万全を期しているところであり

ます。 

○議長（横田久俊） 松田議員の会派代表質問を終結し、この際、暫時休憩いたします。 

休憩 午後 ２時１３分 

―――――――――――――― 

再開 午後 ２時３９分 

○議長（横田久俊） 休憩前に引き続き、会議を再開し、会派代表質問を続行いたします。 

              （「議長、18 番」と呼ぶ者あり） 

○議長（横田久俊） 18 番、山口保議員。 

              （１８番 山口 保議員登壇）（拍手） 

○１８番（山口 保議員） 民主党・市民連合を代表して質問いたします。 

 本市の財政は、周知のように、一時の危機的状況からようやく脱し、平成 15 年度以来、一般会計の実

質収支が 11 億 8,390 万円の黒字となり、累積債務の解消を果たしたわけであります。しかし、財政当局

も同様の認識を持っておられると思いますが、今後の財政運営を考えますと、決して楽観できない状況

にあると考えます。それは、本市の都市としての衰退に歯止めがかかっておらず、市税収入など自主財

源の確保に不安があるからであります。一方で、急速に高齢化が進み、そのための財政需要の増加に対

応が困難と見込まれるからであります。 

 私は、これまで本市の発行する各種統計資料に注目をしてまいりました。 

 一つには、市民所得の減少であります。私は、市民所得の指標としては、市税概要の市民税所得区分

別所得金額を見ていくのが一番実態を把握できると考えております。これにより直近 10 年の推移を見て

みますと、平成 13 年度には 1,690 億 767 万円、そして 10 年後の 22 年度には 1,284 億 4,961 万円で、約

24 パーセントの減少となっております。しかし、この間、平成 18 年に年金所得の課税対象が 140 万円

から 120 万円に引き下げられ、統計に加えられる人数が増加したことなどから 65 億円ほど増えており、

これを割り引き平均の減少率を加えて推計をし直しますと、約 30 パーセントもの減少となるわけであり

ます。 

 また、この統計の金額の８割以上を占めます給与所得の同様の 10 年間の推移でも、29 パーセントの

減少となっております。この間の本市人口の減少率は 11.4 パーセントですから、いかに大きな減少幅か

理解していただけると思います。 

 市税収入の減少は、市民所得の減少幅ほど大きくはありませんが、平成 19 年に所得税から市民税への

税源移譲で 10 億円を超える増収があったにもかかわらず、この 10 年の推移では 11.4 パーセントの減少

となっております。 

 商業統計では、卸・小売業の年間商品販売額の推移で見ますと、平成９年には 4,078 億円ありました

が、直近の統計である 19 年には 3,000 億を割り込んで 2,929 億円に減少しており、28 パーセントを超

える減少となっております。特に卸売業の販売額の落ち込みは約 31.9 パーセントの大幅な減少となって

おり、市内経済構造の変化に対応できずにいる深刻な事態となっております。また、小売業の販売額の

減少率は 23.7 パーセント、平成 19 年の販売額は 1,410 億円となっております。このうち、観光の直接
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消費がどの程度含まれているかはデータがありませんのでわかりませんが、観光入込客数の減少と、観

光客１人当たりの消費額の減少が色濃く反映したものと考えております。 

 このように、本市経済は縮小を続けております。一方で、一般会計の各年度別決算規模では、平成 13

年度の 711 億 7,600 万円から 22 年度 567 億 2,700 万円へと圧縮が続けられております。目的別歳出決算

状況で見ますと、ほとんどの項目で圧縮されておりますが、その一方で、民生費は伸び続けております。

市民生活の安心を担保する上で最重要の項目ですから、圧縮が難しいことは言うまでもありません。ち

なみに一般会計決算に占める民生費の割合は、平成 13 年度の 26.1 パーセントから 22 年度は 39.4 パー

セントと約４割を占めるまでになっており、極めて窮屈な行政運営となっております。平成 16 年度から

の財政健全化の取組は、退職者不補充による市職員の削減や給与の削減、事務事業の見直しや削減で、

ようやく一息つくところまで来たという印象であります。 

 しかし、実態は、それらの努力にもかかわらず、国の三位一体改革で、平成 16 年度からの地方交付税

の削減で達成が厳しい状況が続きましたが、平成 21 年度、22 年度と大幅な地方交付税の積み増しを受

け、現在の一息ついた財政状況を実現できたにすぎないとも言えるわけであります。自主財源は減少を

続けておりますし、ますます地方交付税などの依存財源に頼らざるを得ない脆弱な財政の構造は、ます

ます進んでいるのが実態ではないでしょうか。国債を主とした国の長期債務残高は、平成 23 年度末には

890 兆円とされております。震災や原発事故を受けての財政需要が膨らみ、また欧州発の信用不安の連

鎖で、日本の国債の信用低下にもつながりかねない状況であります。今の水準の交付税が、いつまでも

担保される保証はどこにもないわけであります。 

 いずれにしましても、一たび交付税が減額をされ、再び本市財政の危機が訪れたとき、どのような対

処ができるのか、甚だ心もとない気分であります。市職員数の削減は、行政執行上、限界にまで来てい

るのではないかと感じております。平成 16 年から続けられております職員給与の削減も復元されており

ません。事業費も、最低限の水準が維持されたままであります。また、本議会でも、多くの議員が言及

されている人口１人当たりの普通建設事業費などは、道内 10 都市平均の半分程度にまで抑えられている

現状であります。残されておりますのは、各種市民サービスの大幅なカットと、最後のセーフティーネ

ットであります扶助費の削減ということにもなりかねない状況ではないでしょうか。 

 これまで私は、大変悲観的な推論ばかり申し上げました。しかし一方で、起債の元利償還額が平成 16

年度をピークに減り続けていることや、石狩湾新港西埠頭に北電が出力 50 万キロワット級の火力発電所

を 2015 年度に建設着工することを発表するなど、明るい要素も申し添えねばなりません。 

 今後の財政運営の見通しについての見解をお伺いし、あわせて 24 年度の地方交付税の見通しについて

も、おわかりになる範囲でお知らせいただきたいと思います。 

 また、財政の概況には、今後の起債の元利償還額について平成 32 年度までの見込額が書かれておりま

すが、平成 23 年度以降新たに借り入れる起債の償還については、当然含まれておりません。新市立病院

の建設や学校の耐震化、新共同調理場の建設など、予定されております事業を含めて今後の元利償還額

の推移を見込額で結構ですので、お知らせください。 

 いずれにしましても、財政構造の健全化は、本市経済の再生なくして実現できないのは自明でありま

す。私は、本市の統計指標の中で、もう一つ注目しているものがあります。年次別工業概況の中の製造

品出荷額の推移であります。平成 21 年が直近の統計ですから、この間の 10 年の推移で見てみますと、

平成 12 年は 1,797 億 7,600 万円、21 年は 1,573 億円となっており、減少率は 12.5 パーセントです。し

かし、製造品出荷額全体の５割を占める食品の出荷額は、平成 12 年度 722 億 5,400 万円、21 年度は 780

億 3,700 万円と８パーセントの増加となっており、全体に占める割合も、平成 12 年度 40.19 パーセント
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から 21 年度 49.61 パーセントと、まさに本市の主要製造業になってきております。 

 まず、これらの統計指標の推移についてどのように分析をされているのか、お知らせください。 

 また、産業政策としてどのような施策を講じられてきたのかも、あわせてお知らせください。 

 私は、この食品製造業こそ本市の主要産業となった観光とリンクして最も成長が期待される分野だと

本議会でも繰り返し取り上げさせていただき、幾つかのとられるべき政策も申し述べさせていただいて

きております。 

 本市が全国的な知名度を持つ観光地となり、20 年を経過しようとしております。北一硝子をはじめと

するガラスや、すしは、全国区の知名度を獲得しておりますが、菓子や水産加工品などのお土産や贈答

品などは、いまだにローカル商品の域を出ていないというのが現状ではないでしょうか。既存商品でも、

売り方やパッケージの形や色やデザインを変えれば、お土産や贈答品として売れ筋に生まれ変わること

ができるはずであります。 

 食品製造業は、総じて小規模の事業者が多く、日々の製造に追われて、そこまでのこだわりをやりき

ることができないものと想像されます。行政の役割は、その背中を押してやることではないでしょうか。

既存商品の見直し再評価や新商品の開発など、相談の窓口を新たに設け、プロの商業デザイナーや食品

アドバイザーの方々にあらかじめ登録していただき、相談ごとに出向いてもらい、相談に乗ってもらう

ことができるような新たな仕組みができないでしょうか。もちろん一定の費用は相談者の事業者に負担

をしてもらい、市が助成するという設計にする必要があることは言うまでもありません。一度、物産協

会などと相談をされてはいかがでしょうか、お考えをお聞かせいただきたいと思います。 

 次に、本市の観光についてであります。 

 東日本大震災と、それに伴う福島第一原発の事故から６か月。３、４、５月の大きな落ち込みからよ

うやく回復に向かい、前年のほぼ９割ほどまで戻ってきているとお聞きしております。 

 このほどまとめられました本市平成 23 年度上期の観光入込客数は、前年同期の 14.5 パーセント、55

万 9,400 人減の 329 万 4,400 人と報告をされております。特に、近年顕著に延びてきておりました台湾

や香港、シンガポールや韓国、中国からの観光客は５割以上も減少し、宿泊業にも大きな痛手となりま

した。台湾や香港からの観光客は回復しつつあるとお聞きしておりますが、中国、韓国については、い

まだ回復に至っていないと伺っております。今後の展望について、まずお聞きいたします。 

 震災や原発事故の影響から一日も早く回復することを願うばかりでありますが、このことを別として

も、本市の観光の長期低落傾向に歯止めがかかっておりません。大きな産業を持たない多くの他の地方

都市は、観光をてこにして地域経済の活性化を図ろうと地域特産品の開発や地域の文化の啓発、また、

まち並み景観の整備など多くの新たな魅力を創出して、観光地としての地位を築こうと努力されており

ます。 

 そうした中、私は、本市観光の相対的地位が落ちてきているのではないかと感じております。周知の

ように本市観光は、あの全国的に知られた小樽運河保存運動を経て、運河周辺の環境が整備され、堺町

通りに北一硝子三号館が進出され、次々と有名店や専門店が進出、一気に観光地としての地位を築いて

きたわけであります。しかし近年では、新規出店の勢いがとまり、一部閉店に追い込まれる企業も出始

めるようになりました。 

 私は、運河、浅草橋周辺と堺町通りという狭いエリアの観光では、早晩衰退すると申し上げてまいり

ました。また、新たな観光拠点の創出が不可欠とも申し上げてまいりました。本市の有する歴史資源や

自然景観、中でも天狗山の夜景眺望、旧国鉄手宮線や手宮機関車庫の敷地、埠頭基部を含む第３号埠頭

の港景観の整備など、これまで議論を重ねさせていただいております。しかし、この議論も、まだ入り
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口に立ったばかりと言わざるを得ない状況であります。このうち、旧国鉄手宮線日銀通から中央通まで

の沿線や鉄道敷地の整備につきましては、本年第２回定例会で議論させていただき、今年度交付金の導

入に向けて国への要望を行い、平成 24 年度から用地買収や施設整備を実施し、27 年度までに事業を完

成させたいと具体的に答弁をいただいております。 

 前回、少し詳しく述べましたので、今回は簡略に触れさせていただきますが、この事業については、

線路敷地山側の沿線に店舗立地を促すためには、線路山側敷地上にまくら木などでウッドデッキ用の長

大なホームを築いて、線路側の取付けを改善することが肝要と申し上げました。海側については、線路

のまくら木の高さに合わせてまくら木を敷き詰め、木道として人や人力車などが通行できるよう整備を

していただきたい旨、要望をいたしております。あわせて、まくら木の敷設などは、ボランティアも参

加できる事業として実施していただきたい旨、要望いたしております。いわゆる公共事業にボランティ

アが参加し、汗を流すなど例がありませんから、鉄道ファンなどにも注目をしていただけると思います

し、ニュースとしても取り上げられ、北海道最古の鉄道遺構が認知されるよいきっかけになると考えま

す。この場でも、再度御検討いただきますよう、要望いたしておきます。 

 天狗山観光のリニューアルについても、第２回定例会で若干の質問をさせていただきましたが、本市

と北海道中央バス株式会社による天狗山観光推進検討委員会がまとめられました「天狗山観光推進に向

けた提言」を読ませていただきましたので、取り上げさせていただきたいと思います。 

 この提言をまとめられるに当たり、１年間に 20 回もの議論を重ねられ、後半部分からはパシフィック

コンサルタントにこのプロジェクトのマネジメントを依頼され、いわば開発のプロを交えて、再開発の

素案としてまとめられたものと思います。手弁当で民間からこの委員会に参加をされ、議論を尽くされ

た委員の方々には、特に敬意を表したいと思います。山ろく、山頂施設とも全面的に建て替え、さまざ

まな遊びの機能を入れ込んだ斬新な設計のイメージパースとなっております。山ろくハウスは、壮大な

施設をイメージしており、威容であります。 

 また、山頂ハウスのイメージパースは十分なインパクトを持って見させていただきました。総事業費

概算で約 33 億円と見積もられておりますが、もし、これらすべてが実現されるなら、この天狗山エリア

は一新し、運河に次ぐ本市を代表する観光エリアに変貌を遂げることができるのではないかと期待をす

るものであります。低迷する本市の観光に、どれほど大きな活力を与えるものになるかと期待をするも

のであります。施設は北海道中央バス株式会社の所有ですから、ひとえに中央バスの決断にかかってい

ることは理解はできますが、私は、これらの計画実現のためには、本市の相応の資金の支出も必要では

ないかと考えます。築港ヤード跡地再開発時の前例もあるわけですし、市民の理解も得られるものと考

えます。 

 また、完成時には、ロープウエー利用については市民利用を半額にするなど市民に還元していただけ

れば、なお理解が得られやすいのではないでしょうか。 

 また、全体の事業を一気に進めることができないということであれば、個別事業費の概算もされてお

りますから、事業ごとに随時整備することも可能だと思います。例えば山頂ゾーンでは、山頂駅の改修

で 4,500 万円、展望台の新築で７億 5,000 万円、既存展望台の解体で 1,980 万円、合計で８億 1,480 万

円と見積もられております。 

 また、散策路の整備についても、高さ 10 メートル長さ 100 メートルのウッドデッキによる樹上散策路

の新設などは 5,000 万円、駐車場の改修整備で 1,000 万円、また天狗山観光道路の２車線への拡幅工事

5.3 キロメートルについて１億 600 万円と概算をされております。全体計画の中でも、今述べさせてい

ただいた分だけでも先行して実施できれば、相当の効果が期待できるものと考えております。このうち、
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散策路や道路の拡幅は、本市の事業であります。どう臨まれるのか、市長のお考えをお伺いいたします。 

 去る 11 月 11 日、小樽港が国土交通省港湾局から京都舞鶴、伏木富山とともに日本海側拠点港に選定

されました。外航クルーズ船の拠点港として選定されたことは大変喜ばしく、関係行政の皆さんの努力

に敬意を表したいと思います。 

 私は、港湾の利用の形態もまちのありようの変化とともに変わるべきものと考え、これまでも特に第

３号埠頭やその基部のあり方について議論をさせていただきました。今後、客船ターミナルを中心とし

て、いかに観光都市小樽にふさわしいにぎわいや、交流の場としての港の新しい景観を見いだすことが

できるのか、本市の将来を左右する重要な課題として注目してまいりたいと思います。これからも議論

の場に加えていただきますよう要望いたしたいと思います。 

 次に、奥沢水源地について触れさせていただきます。 

 97 年間にわたり小樽市民の皆さんに水道水を供給してくれました奥沢水源地の奥沢ダムが、本年６月

末、ダムの堤体からの漏水が発見され、さまざまな事情から、まことに残念ではありますが、廃止され

ることとなりました。 

 大正３年に道内最古の水道専用ダムとして建設され、その美しい姿や北海道の近代水道発祥の地とし

て、日本土木学会から土木遺産として平成 20 年に認定されたばかりでありました。 

 去る 10 月 24 日、私どもの会派は現地を案内していただきましたが、ダムの水はほとんど抜かれてお

り、ダムの底に堆積した泥の中を小川のように水が流れておりました。水すだれで有名な階段式溢流路

は、ダムに向かう細い鉄橋から見させていただきましたが、圧巻の様相でありました。浄水施設は、引

き続き継続できるよう尽力されていることは承知をいたしております。 

 この奥沢水源地は、ダムとしての機能を失ったとしても、本市の貴重な近代化遺産であり、歴史資源

であります。これまで水道施設であるがために、ダム本体への立入りは制限され、階段式溢流路を正面

から望める橋も立入りが制限されてまいりました。言いかえれば、今後は自由に市民が憩える場に変え

ることができるということではないでしょうか。 

 私は、空になったダムの底を見ながら、堆積した泥は腐葉土の堆積であり、桜やカエデやコブシなど、

植樹をすれば成長も早いし、すぐに花見やもみじ狩りの名所になると想像いたした次第であります。ダ

ム堤体の下には、道路に面した広大な敷地があり、駐車スペースは十分でありますから、長橋なえぼ公

園以上の名所となると確信をいたした次第です。 

 奥沢水源地から流れる勝納川下流域、北の誉酒造の酒泉館から上流の奥沢側河岸には昨年、一昨年と

市民ボランティアの尽力で桜の植樹がなされ、桜並木が生まれてきております。昨年の作業には、ここ

におられる奥沢地区を地元とされる議員の方々も、私どもとともに作業服で植樹や支柱の打ち込みに汗

を流され、奥沢町会の役員の方々も多く参加をされました。ダム廃止後の水源地のありようについては、

ぜひ奥沢町会や関心を持たれている市民の皆さんも交えて議論させていただきたいと思う次第でありま

す。 

 市民との協働のまちづくりを宣言されている市政のあり方にも合致するものと考えますし、私どもも

協力を惜しまないつもりであります。御検討いただきますよう要望いたしますが、御所見をお聞かせく

ださい。 

 最後の質問であります。 

 原発の問題について、市長の考え方をお伺いいたしたいと思います。 

 福島第一原発の事故を受けて、原発の安全神話は完全に瓦解し、また事故の影響がいかに大きく、多

くの国民を苦しめるものなのかを目の当たりにした１年ではなかったでしょうか。 
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 ３月 11 日のあの日以来、９か月を迎えようとする今日、いまだ瓦れきの処理もままならず、被災地は

廃墟のままであります。原発がなければ日本の電力は賄えないなどと吹聴し、世界の中でも最も地震の

頻発する地震国でありながら、54 基もの原発を立地させてきた我が国のエネルギー政策は、合理性に立

ち返り、根本的な見直しが必要であることは疑いの余地を入れないものであります。現に、原発の電力

を全く使えなくなった東京電力は、夏には電力不足に陥り節電を国民に呼びかけたりしておりましたけ

れども、この秋には、余剰電力があるから東北電力に売りたいと言っております。企業からの買電や火

力発電の稼働で、余るほどの供給能力があるわけであります。これまで一部では、原発なしでも電力供

給の仕組みさえ変えれば、企業の持つ発電能力を生かし、それを電力会社が買電すれば、日本の電力は

賄えると言われてまいりましたが、それが事実であることが証明されたわけであります。 

 また、火力発電所の稼働は、ＣＯ２の排出を増やし、地球温暖化の防止に悪影響を及ぼすと言われて

きました。しかし、今や技術革新も進み、近年の火力発電はガスコンバインド発電が主流となり、これ

は圧縮した空気でガスを燃やし、その力でタービンを回す発電に加え、従来は捨てておりました排気ガ

スの熱も利用をして、蒸気タービンを再度回し、さらに発電をするというすぐれた技術であります。従

来の火力発電の２倍以上の発電効率で、ＣＯ２の排出量も半分以下となっております。建設コストや建

設までに要する期間も原発よりはるかに安く短いと言われており、今、各電力会社も従来型火発を、こ

のガスコンバインドサイクルに切り替えてきていると言われております。この切替えが進めば、大きな

ＣＯ２の削減効果も生まれると記載もされており、ＮＧＯ法人気候ネットワークは、こうしたことから

2020 年までに温室効果ガス 25 パーセントの削減は可能と試算をしているそうであります。過去の常識

は非常識に変わったのではないでしょうか。 

 私は、なぜ今回の経験を踏まえてもなお原発が必要なのか、理解ができません。私たちのまち小樽は、

40 キロメートル先に泊原発を抱えているわけであります。11 月 28 日の定例記者会見で市長は、原発災

害緊急防護措置区域、いわゆるＵＰＺを 30 キロメートル圏より一層拡大するよう国や道に要請するとの

考えを表明されました。このことについては、当然のこととして同感であります。泊周辺には新たな断

層の報告もありますし、また北電は、新たな防潮堤の建設など安全措置を講ずるとしておりますけれど

も、絶対安全という確信は、もうだれも持てないのではないでしょうか。 

 また、少しの放射能漏れでも必ず風評被害は甚大であります。函館もそうした観点から、大間原発に

対して強い反対の態度を示しておられるのだと思います。泊原発の再稼働に対して安易に同意をされな

いよう求めますが、市長のお考えをお知らせください。 

 私の質問はこれで終わりますが、最後に、10 月 14 日、北海道新聞朝刊一面に「ポスト原発社会」と

題した大変興味深い記事がありましたので、簡単に紹介させていただきたいと思います。 

 北海道大学大学院量子集積エレクトロニクス研究センターで、次世代の太陽電池の開発が進められて

おり、実現がされれば、１平方メートルのソーラーパネルで一般家庭 100 戸分の消費電力を賄えるとい

うものだそうです。今、日米欧の各研究機関が、その開発を競って行っている中、北大では 10 年後の実

用化を目指し、研究を続けられているそうであります。こうした技術革新は、我が国の電力をはじめと

するエネルギー事情を一変させるに違いないと思います。詳細はぜひ記事を読んでいただきたいと思い

ます。 

 以上、私の質問を終わります。なお、再質問は留保いたします。（拍手） 

○議長（横田久俊） 理事者の答弁を求めます。 

              （「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（横田久俊） 市長。 
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              （中松義治市長登壇） 

○市長（中松義治） 山口議員の御質問にお答えいたします。 

 初めに、市内経済の現状と財政運営の見通しについて、何点かお尋ねがありました。 

 まず、今後の財政運営の見通しについてでありますが、本市の財政構造は、歳入では市税などの自主

財源に乏しく、また歳出では扶助費をはじめとした義務的経費の占める割合が高く、柔軟性に欠けると

いった特徴があります。そのため、安定した税収の確保に向け、今後とも産業振興や企業誘致などに積

極的に取り組むとともに、真の財政再建に向けて、歳入の確保や経費の節減など収支改善の取組を引き

続き強力に実施してまいりますが、現時点におきましては、やはり社会保障サービスを持続的に提供す

るための都市税財源の充実強化や地方交付税総額の確保といった国の財政措置によって、本市の財政運

営も大きく左右されるものと考えております。 

 次に、平成 24 年度の地方交付税の見通しについてでありますが、総務省の平成 24 年度予算に係る概

算要求におきましては、要求の前提となる地方財政収支の仮試算において、地方の税収プラス 1.5 パー

セント、0.5 兆円の伸びと見た上で、地方交付税については本年度比でマイナス 1.6 パーセント、0.3

兆円減の 17.1 兆円を要求し、地方の安定的な財政運営に必要となる財源を適切に確保することとしたと

ころであります。しかしながら、国の試算は地方全体のマクロの試算でありますので、景気の低迷や固

定資産税の評価替えなどによる税収減が見込まれる本市におきましては、総務省の概算要求を反映し、

来年度の地方交付税については、本年度より減少するのではないかと懸念しているところであります。 

 次に、今後予定されている事業を含めた市債の元利償還額の推移についてでありますが、現地点でお

おむね起債額が決まっている主な事業では、病院統合新築事業で約 126 億円、小・中学校の耐震及び大

規模改造事業等で約 11 億 8,000 万円、新共同調理場土地取得事業で１億 9,200 万円の新たな借入れを予

定しております。これらを含めた元利償還額につきましては、平成 23 年度借入分の元金償還が始まる平

成 27 年度で現在の試算より約３億 3,900 万円増加し、約 102 億 3,300 万円となりますが、平成 26 年度

の元利償還額の 116 億 5,800 万円を 14 億 2,500 万円下回りますので、これらの事業に係る元利償還額を

含めても、減少傾向にあることに変わりはありません。 

 次に、食料品製造業に関して御質問がありました。 

 まず、ここ 10 年間における製造品出荷額の推移の分析についてでありますが、特に近年は経営環境が

厳しい中にありながらも、食料品製造業の出荷額が増加しているものであり、新たな企業の操業開始及

び各企業の設備投資や営業努力による安定した売上げの確保などがその要因であると考えております。 

 次に、産業施策についてでありますが、市内企業のＰＲツールやホームページの作成、産業展への出

展などを支援するものづくり市場開拓支援事業、物産展などによる国内販路の拡大事業や、東アジア等

の海外への販路拡大事業のほか、地域経済の波及効果が高い企業誘致にも積極的に取り組んできたとこ

ろであります。 

 次に、食料品製造業に対する新たな仕組みづくりについてでありますが、本市の高いブランド力をさ

らに生かすためにも、新しい商品開発や既存商品のブラッシュアップとともに、効果的な販路拡大を図

ることが必要であります。そのためには、地元の特性を把握したフットワークのよい支援体制が重要で

あると考えており、小樽物産協会などとの連携を強化し、市場マーケティングに基づいた商品開発や、

販路拡大のための営業戦略などを視野に入れた事業を展開できるよう検討を進めてまいりたいと考えて

おります。 

 次に、天狗山観光推進など、本市の観光についてお尋ねがありました。 

 まず、今後の外国人観光客の展望についてですが、東日本大震災の被災地から離れた地域では、風評
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被害の払拭などにより、ゴールデンウィークを境に日本を訪れる観光客数が回復傾向にあります。しか

し、長引く円高が回復傾向を鈍化させているほか、韓国、中国では依然として多くの皆さんが放射能に

対する懸念を抱いております。本格的な回復にはまだ時間がかかるものとお聞きしておりますので、今

後の誘客に向け、外国人観光客ダイレクトアクセス実証実験事業を 12 月 21 日から実施するとともに、

海外でも人気の高い小樽雪あかりの路のＰＲ、中国でのトップセールスなどに取り組んでまいりたいと

考えております。 

 次に、天狗山観光推進に向けた提言の実現に係る本市の事業へのかかわりと実施する事業についてで

ありますが、天狗山地域は小樽観光基本計画における重点地域の一つであり、この地域の活性化は、今

後の小樽観光の振興に大きな役割を果たすものと考えておりますので、観光事業者だけではなく、市も

連携して事業を進めていかなければならないものと認識しております。現在、北海道中央バス株式会社

と事業化に向けた検討を進めるために必要な調査等について、事務レベルでの協議を行っており、具体

的に本市が実施する事業については、これらの結果等を踏まえて判断してまいりたいと考えております。 

 次に、奥沢水源地の今後のあり方についてでありますが、奥沢水源地は大正３年の水道創設から 97

年間現役で稼働してきた水道施設であり、先人から引き継いでいる歴史的な土木遺産であると思ってお

ります。奥沢ダムはやむを得ず廃止いたしますが、ダム以外の水道施設については、可能な限り残した

いと考えております。今後、ダムの貯水池内の活用方法については、検討委員会などを設置し、有識者

や市民の皆様からの声を聞きながら、創設水道であったことを後世に伝えるとともに、市民に親しまれ

る施設になるよう検討してまいりたいと考えております。 

 次に、原発と今後のエネルギー政策についてのお尋ねがありました。 

 泊原発の再稼働に対して、安易に同意することがないようにとのことでありますが、議員も御承知の

とおり、現行のいわゆる安全協定に基づいて小樽市は同意する立場にはありません。しかしながら、福

島第一原発の事故を踏まえて、原子力発電はさらなる安全対策が求められるべきであり、これまでも国、

北海道や北電に対して安全対策に万全を期すこと、情報の提供に努めること、電力の安定供給確保のた

めエネルギー供給源の多様化を進めることなどの対応を求めてまいりました。私としても、原子力に過

度に依存することがないよう、今後、自然エネルギーを含む代替エネルギーなどの導入について、積極

的に取り組む必要があると考えております。 

○議長（横田久俊） 山口議員の会派代表質問を終結し、この際、暫時休憩いたします。 

休憩 午後 ３時２５分 

―――――――――――――― 

再開 午後 ３時４９分 

○議長（横田久俊） 休憩前に引き続き、会議を再開し、会派代表質問を続行いたします。 

              （「議長、４番」と呼ぶ者あり） 

○議長（横田久俊） ４番、吹田友三郎議員。 

              （４番 吹田友三郎議員登壇）（拍手） 

○４番（吹田友三郎議員） 平成 23 年第４回定例会に当たり、一新小樽を代表して質問させていただ

きます。 

 日本の景気低迷は深いやみの下に沈んだ状態の中、３月 11 日の東日本大震災、そして東京電力福島第

一原発の事故があり、日本じゅうを震撼させております。 

 地震が発生してから 10 か月目に入ろうとしておりますが、復興計画の具体的なものは被災地、被災者

には示されず、あきらめの厳しい冬を迎えようとしております。国は、これらの復興財源は現段階で十
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数兆円と見積もり、この財源を国民の所得税を主に 25 年間、臨時徴収する考えであります。財源の確保

だけが最優先の取組となっており、国の補助制度のやり方は、事業が完了しなければ資金の手当てをし

ないもので、さまざまな復興をさせるためにはつなぎ資金が必要となり、そのことにめどが立たないま

ま進んでいるものと思われます。私たち戦後の第１次ベビーブームの者たちなどは、死ぬまで払い続け

ることとなるようです。 

 国民の所得は生活に十分なものとなっていない中、新たに徴収するやり方は問題であると考えており、

今回の大規模な復興財源の捻出には、国及び全国の自治体は各所管の責任の社会資本整備を一時凍結し、

その余裕な人、物、金を投入して復興させることにより、復興財源を捻出し、増税を行わない方法もあ

るものと考えております。現在、復興の足かせとなっているものは行政の体制にあり、市町村は都道府

県に、都道府県は国に、国は地方自治体にと、たらい回しが続いており、被災民は持っていくところが

ない状態になっているように思います。 

 現状を聞くにつけ、被災者、弱者に対する対応に、豊かな生活に守られている官僚では無理かという

思いがあります。先日は、小宮山厚生労働大臣が福島県のために特に配慮して進めているという発言が

ありましたが、地元福島では、それは何を言っているのかと、厳しい反発を買っているとも聞いており

ます。厳しい環境に暮らす人たちは目に見える温かい対応が必要であり、本市におきましても、行政は

市民が真に必要としているサービスを安価で適時に提供することを踏まえて、質問をさせていただきま

す。第４回定例会では、市長より 17 本の議案と２本の報告が提出されておりますが、この中のものを中

心に取り上げ、質問をいたします。 

 まず、認定こども園についてであります。 

 今、国は、税と社会保障の一体改革の中に、少子化対策、待機児童解消に向けた子ども・子育て新シ

ステムの議論が終盤を迎えており、野田総理大臣は次回通常国会に法案の提出を目指しております。こ

のシステムは、幼稚園、保育所の一体化の下で進めることを目指しておりますが、その内容は幼稚園型

のこども園、保育所型のこども園、幼保連携型のこども園、地方裁量型、そして幼稚園、乳児保育所と

議論の中でさまざまな形態が出現し、単なる待機児童解消であれば、このような難しい、利用者にとっ

てもプラスになるようではないものに大変な労力を費やし、整理がつかないような状態となることが懸

念されております。 

 保育所待機児童の現状については、平成23年度当初で過去１年間を見ますと、定員の拡大は４万6,000

人、保育所定数は 220 万 4,000 人となっており、保育所利用者は４万 2,837 人増加し、保育所利用児童

数は 212 万 2,951 人で、年齢区分では３歳未満児が３万 1,226 人の増、３歳以上児は１万 1,611 人の増

となっております。待機児童数は２万 5,556 人と前年より 719 人減少し、４年ぶりに増加がとまってい

るものです。しかし、少子化が進む中で若い世代の所得が低く、どうしても２人が働き続けることが必

要となっていることがこのような現象として現れているものと思われ、乳幼児の保育所利用率はますま

す高まることが予想されます。 

 現在、幼稚園型のこども園、学校法人の幼稚園が無認可の保育所を併設する形が全国各所でつくられ

ておりますが、現場ではさまざまな問題が出ており、また利用者からも指摘される事業者は、事業の継

続に及び腰となっていることも聞いております。 

 このたび、本市での第１号となる幼保連携型となりますこども園は、安心こども基金を活用すること

となります。国は、安心こども基金を都道府県に分配しており、通例の事業費負担金は道の基金財源か

ら総事業費の２分の１、国の補助金が４分の１、そして事業者が４分の１の負担となり、今回は認定こ

ども園整備事業費補助金は２億 671 万円となりますが、これは幼稚園園舎の建替え分へも補助金が加算



平成２３年第４回定例会 本会議録 

－69－

されていることが、このような大きな予算となっているものと考えております。 

 社会的要望のゼロ歳から２歳児の乳児の待機児童の解消が主たる目的となりますが、本市はこのたび

の 55 名定員の施設設置により、市内の保育サービスの供給体制に対して、どのような現状と将来像を持

っておりますか。 

 また、銭函保育所の改築の実施時期を延期されましたが、今後、地域性の中で規模の縮小、将来的に

は民間への移行がありますか、お伺いいたします。 

 次に、公の施設の指定管理者の指定について伺います。 

 このたびは、塩谷児童センター管理代行業務費 2,124 万円（平成 24 から 26 年度）、いなきた児童館

管理代行業務費 2,116 万 5,000 円（24 から 26 年度）、さくら学園管理代行業務費１億 3,800 万円（24

から 26 年度）、総合体育館管理代行業務費等１億 7,085 万 6,000 円（24 から 26 年度）の債務負担行為

の下、指定管理者の指定が提案されております。 

 このたびの委託業務契約にかかわる施設等の管理経費は、自前で運営するときとどれほどの財政的効

果、サービスの内容の向上が見られますか、委託先選定における公募制度になじむ環境づくりはどのよ

うに進めておりますか、お伺いいたします。 

 次に、市営住宅条例の一部を改正する条例案についてですが、本市では一人一人の収入が減少し、家

庭をつくり２人で働いても余裕のある生活ができない状態となっており、個人住宅の取得が難しいこと

から、賃貸の住宅の要求が高いものと考えております。このような情勢から、市営住宅の必要性は常に

あると考えております。 

 本市の市営住宅の供給について、特に若年層の低所得者を考えるとき、若年層向けの住環境の整備は

本市の人口動態の改善に大きく影響があるものと考えますが、このたびの条例の一部改正を踏まえて、

今後の政策はどのように進めますか、お伺いいたします。 

 次に、職員給与条例の一部改正にかかわり、本市の職員の労働構成は２重構造となっております。本

市の職員は、正規職員として就労している方と非正規職員となっているからです。 

 近年、正規職員の削減が行われてきましたが、業務を補う人材としての非正規職員の採用はどのよう

な傾向で進んできましたか。10 年前と比較してお知らせください。 

 また、非正規職員で臨時職員として就労している、例えば事務職員や保育士の、週の労働時間と１人

当たりの年収ベースについてをお知らせください。 

 非正規職員は、職務給的に年齢にかかわらず同一賃金となっていると思いますが、このたびの職員の

給料表で示されているように正規職員は年功序列型の給与体系を続けるものか、職務給、職能給への移

行を視野に進めているものか、お伺いいたします。 

 年金問題をとっても、非正規職員は国の日本年金機構の厚生年金に加入しており、厚生年金は大変難

しいものとなっておりますが、本市も事業主として社会保険料の半額を負担し、非正規職員の福利厚生

にかかわっております。本市雇用の非正規職員のためにどのようなことを日本年金機構に対してかかわ

っているのでしょうか、お伺いいたします。 

 次に、病院事業会計補正予算が示されました。このたびは、病院耐震化補助金８億 219 万 9,000 円を

受けるためには、平成 23 年度中に着工することが条件であり、本定例会の補正予算として継続費及び債

務負担行為の設定を行うことで、病院建設予定地内小学校解体工事費１億 3,500 万円の債務負担行為、

市立病院統合新築建設工事 88 億 4,000 万円の継続費、市立病院統合新築外構工事３億 2,000 万円の継続

費、医療コンサルタント業務委託費 2,500 万円の継続費と、本定例会での補正予定額は 93 億 9,000 万円

となっております。 
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 この予算の額の見方はどのような観点から見ることが正しいものとなりますか。建設工事の積算につ

いては、国、道が示しているもののほか、見積り等の徴取も行ったと思いますが、どのような積算方法

で算定されたものですか。 

 また、入札価格はどのような過程を経て決定をされるのですか。お伺いいたします。 

 新市立病院の建設にかかわっても、ＩＴにかかわるシステムの開発が進められますが、11 月 30 日付

け読売新聞にも取り上げられ、「省庁ＩＴ費、高どまり」の指摘が会計検査院からありました。この中

で注目することは、抽出調査結果によると、2008 年度から 10 年度のＩＴ調達計約 1,677 件、金額にし

て 9,334 億円のうち随意契約が 43.4 パーセント、入札者が１者だけの１者応札が 37.6 パーセントに上

り、全体の８割で競争性が不十分だったとのことです。06 年の調査では、約８割であった随意契約は減

ったものの、かわって競争入札での１者応札が増えたと指摘しているとのことです。ある省庁では競争

入札を導入しているが、１者応札が多発しているとのことです。特に、大手業者同士が競合するのは極

めてまれと言っていいとのことです。業者間で不文律のようなすみ分けがあるのではと言っているとの

報道がなされております。このような問題は、地方自治体においても同様のことが行われていると考え

ることが普通であると思います。 

 本市においては、ＩＴに係るシステムの開発、改修、業務管理等において、これら指摘された問題に

ついてどのような方策を行ってきましたか。また、今後どのように対処することを考えておりますか。

ＩＴ関連予算は少額ではなく、業務費用の削減のポイントともなるものです。このことについて、現状、

そして今後の取組についてお尋ねいたします。 

 次に、教育委員会についてお尋ねいたします。 

 北海道の小・中学校の教育レベルは全国的にはワーストレベルにあり、本市におきましても同様とな

っております。 

 現在、全国的に、学力の向上の第一は、教職員の指導力の向上が必要十分条件となっていると言われ

ております。学力が全国トップとなっております秋田県では、特にこのポイントを重要としてさまざま

な取組を行っているとのことです。教職員同士の指導力向上のための内部研修、そして外部研修、また

学校現場には一般住民など、だれもがいつでも授業参観をすることができ、教員の指導についての意見

を言うことができ、その意見を現場に役立てることにより、より指導力の向上に寄与していると言われ

ております。 

 本市におきましても、児童・生徒の学力向上のための指導力について、今後どのような取組のお考え

がありますか、お伺いいたします。 

 このたびは本市の教科書の選定が行われ、教育出版から光村出版に変わり、内容的にはより充実した

と聞いておりますが、小学校では導入されている中で、例えば国語の教科書の内容の指導が教科書の意

図する内容の教育レベルに達していないと関係者の中で言われていると聞いております。教職員の指導

力不足が原因となっているのではないかとのことですが、教育委員会としては、この点についてどのよ

うな認識でおられますか、お伺いいたします。 

 国語などでは、家庭での読書の機会をつくることが必要でありますが、学校におきましても、朝読又

は昼読として 30 分程度の時間をとることが必要と思われます。教育委員会ではこれらについてどのよう

に考えられますか、お伺いいたします。 

 各学校現場では、教育にかかわるさまざまな活動をするに当たり、ある程度の予算が必要となる場合

があります。 

 近隣の町村では、首長を含め、臨機な対応ができていると言われておりますが、本市では大変融通性
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に難があると言われており、各学校の創意工夫をした教育活動ができない状況にあると言われておりま

すが、本市の教育予算の中ではどのように対応されておりますか。事例を含めその内容をお聞かせくだ

さい。 

 本市では現在、小・中学校の学校再編が進められておりますが、教職員の指導力の向上の中で中学校

などでは、各教科において複数の教科担任教諭による内部研修が必要と思われますが、小さな町村では

少人数校におきましては、各教科に１人しかいない場合とか、また教科の免許以外の指導、つまり資格

のない教科の授業を担当することがあるとのことです。本市におきましては、どのような状況となって

おりますか、お伺いします。 

 景気の低迷による所得格差がますます厳しい状況であり、塾通いをすることなく、学校で確かな学力

をつけられる教育を受けられることが必要であり、教育委員会はこの問題について今後どのように取り

組むこととなるか、お伺いいたします。 

 次に、小樽市姉妹都市提携委員会などの活動内容の一部についてお尋ねいたします。 

 この委員会は、昭和 45 年４月６日に小樽市と姉妹都市関係又は友好都市関係にある都市との友好親睦

事業を推進するために設け、事務局を小樽市役所内に置くことになっております。 

 この委員会の事業は、一つ目、都市提携に関する諸事業の企画立案及び実施、二つ目、都市提携の趣

旨普及及び姉妹都市、友好都市の紹介、三つ目、都市提携に関する情報及び資料の収集、四つ目、市及

び関係団体との連絡調整、五つ目、親善使節団の派遣及び受入れ、六つ目、貿易促進に関する事業など

であります。 

 この委員会の委員長は、通例どなたがされておりますか。事務局は市のどの部門にありますか。実務

的運営責任者はどなたですか。お伺いいたします。 

 市では、過去にこの委員会にどのような財政措置をしておられましたか。お聞きした内容では、市部

局の方々がこの委員会の予算を使用して、業務としての旅費を使用しているのですが、この委員会のど

の事業に本庁の公務出張では行くことができないものがあるのでしょうか。お伺いいたします。 

 この委員会の事業は、前年度末には事業予算がついているのであり、市の職員の旅費の使用に二つの

財布があると思いますが、どのような理由で使い分けているものか御説明をいただきます。 

 通常、この委員会で出張した場合では、旅費の支給については市の旅費規程が使われているとのこと

です。別の旅費の支給であれば、また一つの考えともなりますが、わざわざ資金の異動をして使うこと

ではないと考えられますが、なぜこのようなやり方を 40 年間も続けてこられたのかお聞きします。また、

このやり方に疑問なり変更の検討はなかったのですか。そして、今後、改める考えはありますか。お伺

いいたします。 

 このような方式は他にもあるように思われますが、市から財政措置をし、市職員がその資金の一部で

も使っての出張が行われているものは、過去に、そして現在にもありますか、お伺いいたします。 

 やめられた市議会議員にお聞きしましたところ、そのようになっていたということはわからなかった

とのことでした。通常であれば、外部に流れた資金は議会では詳細な内容の確認ができないと思います。 

 質問の最後になります。市職員による議員の質問事項についての情報が事前に密告されたことがあり、

その者たちの摘発、その処分についての質問をいたします。 

 私は、「人は過去と他人を変えることはできない。しかし……」という言葉を踏まえた人生を送って

います。つまり、人は自身の行ったことは、どのようにしても変えることはできない。そのことによる

結果はすべて自身の責任であるということです。 

 本市は、さきのパーティー券問題のときも市部局においてしっかりとした調査を行い、適切な解決を
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したものと思います。このたびの問題については、なぜそのようなことをする必要があったのか。だれ

が行ったのか。そして、その処分についてどのようにされるのか、お尋ねいたします。 

              （「具体的に言わないとわからないことだ」と呼ぶ者あり） 

 私は、このような諸君がいる組織とは仕事はできまいと考えております。 

              （「だから、具体的に言いなさい」と呼ぶ者あり） 

 最低でも、関係部署より排除することを要求したいと考えております。市長はどのようにお考えにな

りますか、お伺いいたします。 

              （「質問の内容がわからないよ」と呼ぶ者あり） 

 このたびの質問の基本は、今後、本市が直面する人口減少と高齢化社会の中で、いかに早い段階で解

決に向かってのかじを切るための財源をつくり出すことを念頭に置き、人、物、金のそろわない限り政

策が進まないものであり、その闘いに挑戦するしっかりとした答弁を期待し、再質問を留保し、質問を

終わります。（拍手） 

              （「質問の意味わからないから答えようがないよ」と呼ぶ者あり） 

              （「市長、答えようがないのではないですか」と呼ぶ者あり） 

○議長（横田久俊） 理事者の答弁を求めます。 

              （「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（横田久俊） 市長。 

              （中松義治市長登壇） 

○市長（中松義治） 吹田議員の御質問にお答えいたします。 

 初めに、認定こども園について何点かお尋ねがありました。 

 まず、市内の保育サービスの現状でありますが、本年４月に５か所の市立保育所及び２か所の民間保

育所において定員の見直しを行い、また、新たな乳児保育所の開設もあり、３歳未満児の定員を増やし

たものですが、現在では定員を超過し、さらに入所待ちの児童も生じている状況にあります。 

 また、将来像とのことでありますが、今回の認定こども園は桂岡町に建設されることから、銭函地区

における保育サービスの供給体制の拡大につながるものと考えております。 

 今後におきましても、小樽市次世代育成支援行動計画を踏まえ、入所待ちの児童が生じることのない

よう努めてまいりたいと考えております。 

 次に、銭函保育所の規模についてでありますが、銭函保育所の建替えに当たっては、認定こども園開

設後の銭函地区の保育需要の動向を見て、定員、規模を定めてまいりたいと考えております。 

 また、民間への移行については、市立保育所の規模、配置に関する計画において、銭函保育所は地域

における保育施策の推進及び総合的な子育て支援の役割を担う拠点施設と位置づけており、民間への移

行は考えておりません。 

 次に、公の施設の指定管理者の指定についてお尋ねがありました。 

 初めに、指定管理者を指定することによる財政的効果とサービス内容の向上についてでありますが、

市が管理していた時点と指定管理者制度の導入後との財政的効果でありますが、それぞれ指定前の年度

と直近の平成 22 年度の決算額で申し上げますと、まず、いなきた児童館につきましては、17 年度 990

万円、22 年度が 1,138 万円で 148 万円の増、塩谷児童センターは 17 年度 1,293 万 8,000 円、22 年度が

1,089 万円で 204 万 8,000 円の減、総合体育館は 16 年度 6,106 万円、22 年度が 5,437 万 7,000 円で 668

万 3,000 円の減、さくら学園は 15 年度 5,791 万円、22 年度が 4,340 万円で 1,451 万円の減となってお

ります。 
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 また、サービス内容の向上についてですが、いなきた児童館、塩谷児童センターにおいては、とみお

か児童館を含め輪投げなどのゲームで成績を競う児童館オリンピックを実施するようになったこと、総

合体育館では、民間のノウハウを取り入れることにより、子供から高齢者まで多様化するスポーツ教室

の開催が可能になったこと、さくら学園では、送迎自動車の充実により、きめ細やかな送迎体制が可能

となったことなど、それぞれの施設において、多様化する市民ニーズに対応したサービスの向上が図ら

れているものと考えております。 

 次に、指定管理者に応募しやすい条件づくりでありますが、各施設における目的や性格が異なるため、

それぞれの施設が円滑に運営管理できるよう、例えば児童や障害者などの方が利用する施設は安全・安

心に利用できるよう同種の運営実績のある法人であること、体育館の場合は、体育指導を行える者を配

置できることなど個別の応募条件を設定しております。 

 その結果、指定管理者の募集に当たっては対応できる法人が限られ、任意により選考となることもあ

りますが、広報おたるへの掲載、ホームページでの公表、報道機関への報道依頼などで広く周知を図り

ながら、原則公募としているところであります。 

 次に、市営住宅の供給についてでありますが、本市では平成 22 年３月に策定した小樽市公共賃貸住宅

長寿命化計画により、オタモイ住宅の建替え事業や若竹住宅の全面的改善事業などを行い、単身者やフ

ァミリー向けの住宅を整備しています。今後につきましても、この計画に基づき、若年者や高齢者など

の世帯が安心して快適な生活を送れるよう、市営住宅の適切な供給に努めてまいります。 

 次に、職員給与条例の一部改正について何点か御質問がありました。 

 まず、非正規職員の採用について、過去 10 年の傾向でありますが、10 年前の平成 13 年４月の人員は

市全体で正規職員を含め 3,037 人であり、そのうち臨時職員は 175 人で全体の 5.7 パーセント、嘱託員

は 640 人で全体の 21.1 パーセント、正規職員は 2,222 人で全体の 73.2 パーセントでありました。 

 これに対して、23 年４月は市全体で 2,483 人であり、そのうち臨時職員は 158 人で全体の 6.4 パーセ

ント、嘱託員は 585 人で全体の 23.5 パーセント、正規職員は再任用職員を含めて 1,740 人で全体の 70.1

パーセントとなっております。 

 この 10 年間で途中、多少の増減はありますが、それぞれの職で全体的に減少傾向となっており、10

年前との比較では嘱託員及び臨時職員を合わせた構成比率は３パーセント程度の増となっております。 

 また、臨時職員のうち、事務補助職員と保育士の週の稼働時間と年収についてでありますが、１週間

の就労時間につきましては正規職員と同じ 38 時間 45 分であり、年収につきましては通勤費を除き、事

務補助職員で 150 万円程度、保育士で 200 万円程度となっております。 

 次に、正規職員の給与体系についてでありますが、職員の給与については、その職務と責任あるいは

勤務成績に応じて支払われるものであり、それが結果として年功的なものになっていると認識しており

ます。 

 また、能力、実績に基づいた人事管理を進めることは、組織の活力を維持する上でも大切なことであ

ると考えており、これまでもこのような観点で適切に昇任等を行ってきたところでありますが、今後に

おきましても、こうした考え方に基づき給与体系を維持してまいりたいと考えております。 

 次に、非正規職員の厚生年金に関する御質問ですが、嘱託員及び臨時職員の将来の安定的な年金受給

のために、市が日本年金機構に対して何か特別の働きかけをするということはしておりませんが、市と

いたしましては、加入資格がありながら、届出漏れなどにより、将来的に年金を受給する際に不利益が

生じないよう、これまで同様に適正な事務処理に努めてまいりたいと考えております。 

 次に、小樽市姉妹都市提携委員会についての御質問ですが、この委員会は本市の姉妹都市交流推進に
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当たり、市内の経済団体や文化団体、国際交流団体などの御意見を反映し、協力して事業を実施するた

め設置しているもので、市、市議会並びに各団体の代表で構成しており、委員長は委員会規約に基づき

委員の互選により私が務めております。 

 また、事務局は総務部国際交流担当に置き、実務的運営責任者であります事務局長は総務部長が務め

ております。 

 次に、姉妹都市提携委員会に対する財政措置についてでありますが、委員会に対しましては、姉妹都

市の訪問事業や姉妹都市からの使節団の歓迎事業など、各年度において交流事業の実施に必要と認める

事業費及び事務費を交付金として支出してきたところであります。 

 次に、委員会からの市職員への旅費の支出についてでありますが、委員会が支出する旅費につきまし

ては、姉妹都市の訪問など姉妹都市提携委員会の事業実施に必要な経費を委員会予算から支出している

ところであり、この取扱いを改めることは考えておりません。 

 次に、姉妹都市提携委員会と同様の事例についてですが、平成 22 年度の道外出張の実績でお答えしま

すと、市職員の旅費を全額負担していた団体は、北海道新幹線建設促進後志・小樽期成会、北海道横断

自動車道黒松内・小樽間建設促進期成会、小樽国道協議会、小樽・余市間国道新設改修期成会、小樽港

貿易振興協議会、中国及びロシアでの市場調査事業等実行委員会、小樽国際観光客誘致実行委員会の７

団体であり、また市が旅費の一部を負担している団体はありませんでした。 

 なお、過去の実態につきましても、おおむね同様に行われていたものと考えております。 

 次に、議員の質問事項の取扱いについて適切さを欠いていたのではないかという御質問についてです

が、今回の件について、詳細は承知しておりませんが、私としても通告前の質問事項につきましては、

内容にもよりますが、十分注意を払い慎重に取り扱わなくてはならないものもあると思いますので、し

かるべき場面で、私からも、より適切に対応するよう指示をしてまいりたいと考えております。 

              （「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（横田久俊） 病院局長。 

○病院局長（並木昭義） 吹田議員の市立病院についての御質問にお答えいたします。 

 最初に、新市立病院の建設工事に係る予算額について、どのような方法で積算したのかということで

あります。 

 新市立病院は、延べ床面積が約３万平方メートルという大規模な建物であり、使用する建設資材の数

量も多くなることから、資材の単価については、ほぼすべてについて道内外より数量に見合った見積り

を徴収しております。この見積りの単価と通常市長部局で準拠している北海道建設部営繕工事積算標準

単価表の単価や、市販されている刊行物による単価を比較し、最も安価なものを採用し、積算を行った

ところであります。 

 また、経費等につきましても、同規模病院での実績を参考にするなど、民間工事での積算方法も取り

入れ、算定をしたものであります。 

 次に、予定価格はどのような過程を経て決定されるのかについてであります。 

 予定価格が決定される過程につきましては、今回、予算額をお示ししましたが、現在進めております

実施設計の中で、今後、設計者において、さらなる工事費の積算精度を高め、これを建築技術職員等が

精査、検証して設計工事費を算出します。その後、この金額を基本として取引の実例価格なども参考に

しながら、小樽市病院事業管理者である私が、設計担当者などの専門的意見も聴取した上で、工事の発

注時期をめどに予定価格を決定することになります。 

 次に、病院のＩＴシステムに係る現状と今後の取組についてお尋ねがありました。 
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 両市立病院におけるＩＴシステムであります電子カルテ・オーダリングシステムの整備につきまして

は、平成 20 年度に「市立小樽病院及び市立小樽第二病院医療情報システム導入に係るシステム選定委員

会」を設置し、９社に提案依頼を行い、最終的に３社から提案を受け、提案内容と見積価格の評価に基

づいたプロポーザル方式により契約業者を選定いたしました。 

 この業者選定により、基本システムについてはいずれも随意契約で、20 年度に第１期として医事会計

システムを更新し、21 年度に第２期として基本オーダリングシステムを導入しました。本年度、第３期

として電子カルテシステムの導入を進めているところであります。 

 なお、電子カルテ・オーダリングシステムと連携する放射線画像などの各部門システムにつきまして

は、個別に価格や機能を評価し、基本システム同様プロポーザル方式でそれぞれ契約業者を決定してシ

ステムの導入や更新を行っております。 

 今後の取組につきましては、新市立病院建設時に第４期として、フルオーダリングシステムの導入を

行い、一連のシステム整備は完了いたします。それらのシステム運用につきましては、院内に委員会な

どを設置し、問題点などを協議しながら運用していく予定であります。 

              （「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（横田久俊） 教育長。 

○教育長（上林 猛） 吹田議員の御質問にお答えいたします。 

 初めに、本市における教員の指導力の向上にかかわる取組についてでありますが、各学校において、

広く地域に授業を公開して、保護者や地域から多くの声を聞くことは、教員の指導力を向上させる上で

も大切なことであると考えております。 

 本市におきましても、全小・中学校が授業公開日を設けており、その機会に直接、学校評議員や保護

者、地域の方々から御意見をいただいており、また保護者に対してアンケートを実施するなどの取組を

通して、保護者、地域からの声を学校の教育活動に生かしております。 

 教育委員会といたしましては、各学校の状況を把握した上で、実際の授業を基にした教員の指導力の

向上に結びつく実践的な研修講座の実施や、地域の方々が自由に授業を参観できるような授業公開日を

各学校が積極的に開催するよう指導してまいりたいと考えております。 

 次に、国語の教科書が変わったことによる教員の指導力についてでありますが、どの教科書も学習指

導要領に基づいて編集されておりますが、教科書が変わったことで新しい教材開発や板書の工夫などが

求められていることから、各小学校では、校内研修において教員が共同で教材の分析を行ったり、国語

の公開研究会を開催するなど、指導の改善に取り組んでおります。 

 教育委員会といたしましては、教員が新しい教科書を使った授業力を高めることができるよう、校内

研修への指導主事の派遣や、実践力向上を図る研修会を行うことも必要であると認識しております。 

 次に、学校における読書指導についてですが、小樽市学校教育推進計画２次計画では、全校一斉の読

書活動の取組を実践項目として位置づけており、市内の各学校におきましては、朝の 10 分間読書、図書

委員会活動を活用した取組など、さまざまな読書活動が行われております。学校における読書活動の充

実は、子供が読書の楽しさを知り、読書習慣を身につける上で大切であることから、教育委員会といた

しましても、実践事例を紹介するなど、各学校で積極的に読書活動が推進されるよう啓発を図ってまい

ります。 

 次に、各学校現場での予算についてでありますが、本市の教育予算のうち、学校関連予算については、

教育委員会で一括執行される予算と各学校に配分する予算があります。 

 教育委員会で一括執行する予算には、大規模な工事や修繕費、警備委託料などの委託料、燃料費、光
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熱水費、パソコンリース料などがございます。 

 学校に配分される予算には管理運営費と教育活動経費があり、それぞれ学級数や児童・生徒数により

配分されるもので、それぞれ学校の裁量により執行されております。管理運営経費には、少額の修繕費

や備品購入費、書籍刊行物、医薬品などの購入費、コピー料金などがございます。教育活動経費には、

教材費、クラブ・部活動費、体育用具等整備費、学校行事費、学校図書館図書整備費や校外学習等活動

事業費などがございます。 

 なお、校具購入や理科教育教材の備品などについては、３年から５年の間隔で各学校に重点的に配分

される経費もございます。 

 次に、中学校での各教科の教員と免許外教科の状況についてでございますが、学校の教員の定数は学

級数に応じて決められており、授業時間数は教科によって異なります。このようなことから、担当する

教科の教員の不足や担当する教科の免許所持者がいない場合、免許外教科を担当することになります。

免許外教科を担当する場合は、免許教科外教科担任の許可を受けて授業を行っておりますが、今年度、

中学校における状況では、免許外担任が受け持っている割合は家庭科が 51.3 パーセント、技術科が 14.4

パーセントと高い割合になっており、主要５教科については国語が 4.3 パーセント、数学が 4.0 パーセ

ント、理科が 3.4 パーセントと免許外の割合が低くなっております。 

 最後に、学校における確かな学力の育成についてでございますが、義務教育では子供が成長、発達し

ていく上で不可欠な学力、体力、道徳性を養うことが求められており、本市においても、子供たち一人

一人に確かな学力を身につけさせることは、喫緊の課題であると考えております。 

 各学校では、どの子供にも確かな学力をはぐくむために、加配教員を習熟度別少人数指導に活用する

とともに、放課後や長期休業中の学習会を行うなどの取組を行っているところであります。 

 教育委員会では、児童・生徒が授業時間以外での学習する機会を増やすことが大切であると考えてお

り、家庭学習習慣の確立に向けた保護者への啓発を行うとともに、各学校に対しては、放課後などに学

習内容のつまずきを解消する補習学習や家庭学習の課題を与えるなどの取組を一層充実させるほか、外

部人材などを活用した放課後の学習サポートについても、積極的に実施するよう働きかけてまいりたい

と考えております。 

○議長（横田久俊） 再質問ございますか。よろしいですか。 

              （「議長、４番」と呼ぶ者あり） 

○議長（横田久俊） ４番、吹田友三郎議員。 

○４番（吹田友三郎議員） 大変済みません。先ほどの質問のときに再質問を留保ということを言って

いなかったものですから、これにつきましては、今後の予算特別委員会又は常任委員会で質問したいと

思いますので、よろしくお願いします。 

○議長（横田久俊） 再質問の留保がなかったということでありますが、ただいまの吹田議員の最後の

質問に密告者の摘発と処分についてという質問がございました。 

 御質問をお聞きしましたところ、代表質問の項目でありますが、ここで席を同一にしているほかの議

員にはちょっと内容がわかりづらかったと思います。 

 我々は議員ですから、代表質問の内容を全議員にやはり周知しないとならないものと思います。それ

が議会としての一つの機能だと思いますが、理事者は答弁されていたようですけれども、私は聞いてい

てちょっと不自然な状態と思いますので、もし吹田議員がこれに関して再質問があれば、私の権限で再

質問しても構いませんので、もう少し具体の内容にわたっておっしゃることがあればお聞きをいたしま

す。なければ、また予算特別委員会でということにしますけれども、よろしいですか。 
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              （「議長、４番」と呼ぶ者あり） 

○議長（横田久俊） ４番、吹田友三郎議員。 

○４番（吹田友三郎議員） この件につきまして、私は基本的に議会内のことについては議会と、議員

の関係については別の形だと思いますし、市職員がそういうことにかかわった部分についてだけ市長か

らお聞きしたいと、こう考えておりました。 

 先ほども、私が話した最中に内容がわからないというお話がございましたのですけれども、これにつ

きましては、概略を簡単に言いますと、私のほうで、あることにつきまして、いろいろと市の職員と情

報交換をさせていただいて、内容も聞いていましてということでやっていたのですけれども、その内容

につきまして、私のほうで質問する前に、ある関係の方からその内容についてということでこちらのほ

うに来ましたものですから、私はそのことは一応そういう、こちらの活動について知っていてのことか

なと、こう考えまして、こういう形の一応私はここに実はその者についてあるので、私はこれについて

は、私のほうで市の職員に何か所かにその話をしましたので、その件についてはどういう内容の件かと

いうことはわかっていると考えて、市のほうにそのことを質問したということでございまして、それ以

上については、こちらのほうで大変失礼なのですけれども私はきちんとした、市の方々は、ここで一言

話しますと、やはり基本的に我々が活動するものについては、表に出していいときと出してだめなとき

というのは、これきちんと踏まえていただきたいと、こう考えていまして、だからそういう面では、そ

ういうものにつきまして、私はここで一つ石を置いておきたいと考えまして、このような形をさせてい

ただいたということでございます。 

 あとは、また予算特別委員会の席でこのことについてはもう少しやりたいと思いますので、ぜひよろ

しくお願いいたします。 

              （「わからないよ」と呼ぶ者あり） 

○議長（横田久俊） 吹田議員に申し上げますが、私が今申しましたのは、吹田議員が言われた事案が、

いつ、だれが、どこで、何を、いわゆる六何の原則だとか、そういうことをはっきりおっしゃって、そ

れでこれについてどうなのだということであれば、ほかの議員も質問の内容がわかるのかなと思います

が、今の御説明でもややわかりづらかったのかと思います。 

 ただ、この後、予算特別委員会等々でというお話でありますので、理事者の答弁はよろしいですか。 

 以上をもって、会派代表質問を終結いたします。 

              （発言する者あり） 

○議長（横田久俊） 御静粛に。 

 ただいま上程中の案件のうち、議案第 18 号について先議いたします。 

 本件につきましては、佐々木茂議員の一身上に関する事件でありますので、地方自治法第 117 条の規

定により同議員の退席を求めます。 

              （２３番 佐々木 茂議員退席） 

○議長（横田久俊） これより、討論に入ります。 

              （「議長、21 番」と呼ぶ者あり） 

○議長（横田久俊） 21 番、新谷とし議員。 

              （２１番 新谷とし議員登壇）（拍手） 

○２１番（新谷とし議員） 日本共産党を代表して、議案第 18 号小樽市監査委員の選任に当たり、不

同意の討論を行います。 

 ４月の統一地方選挙、市議会議員選挙後の議席数は自民党９議席、公明党と日本共産党はそれぞれ５
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議席、民主党・市民連合が４議席、一新小樽は当選した議員の話合いで４議席、無所属は１議席でした。 

 日本共産党は、議会人事民主化の立場から議長は第１党から選出に同意しましたが、副議長と監査委

員については議席数に応じ第２党の公明党か日本共産党から選出するように主張しました。しかし、こ

れまでどおり与党会派が議会の中枢人事を握り、議会人事の公平さを踏みにじりました。 

 このたび、監査委員であった自民党成田晃司議員の御逝去で改めて監査委員を選出しなければならな

いときに、またもや与党会派が監査委員になり、議会の中枢人事を占めるのは、与党会派がいかに非民

主的であるかをみずから告白したものです。 

 地方自治法第 89 条「議会の設置」に対する逐条解説によると、議会は普通地方公共団体の意思決定機

関であって、普通地方公共団体の意思は住民にかわって議会によって決定されるとあります。住民は議

会の中枢人事を与党会派で独占するのをその意思としているでしょうか。そうではないはずです。 

 かつては、与党で独占していた常任委員会や特別委員会の正副委員長を会派の議席数に応じて比例配

分するようになりました。この点は前進です。 

 これまで与党会派は、過大な朝里ダム、２年半で倒産し固定資産税を大きく滞納しているマイカル誘

致、石狩湾新港での過大な投資など重要問題で市長提案に賛成し、市財政を圧迫、その結果、さまざま

な市民サービスを削減してきました。 

 地方自治法第１条の２では、地方公共団体の役割を「住民の福祉の増進を図ることを基本として、地

域における行政を自主的かつ総合的に実施する役割を広く担うものとする。」とうたっています。何で

も賛成の与党からの監査委員選出でしっかりと行政のチェックをすることができるのでしょうか。これ

までの議会でのオール与党体制は緊張感を欠き、政治資金規正法違反事件の背景になったことは、外部

委員会の調査報告書でも指摘されています。 

 外部委員会の報告書では、五者体制と今回の政治資金規正法違反事件との関連として５点ほど挙げて、

総じて、五者体制は共産党を除くほぼ全与党体制ともいうべきもので、これが過去 24 年間にわたって継

続するなか、与党議員、市長、市役所職員及び五者に関係する市民の相互間に、本来あるべき緊張感や

法令遵守に対する感覚を鈍磨させている可能性が高いと判断されると述べています。 

 議会人事について話し合った各会派代表者会議において、「確かに外部委員会の意見については重く

受け止めなければならないのは事実だ。ただ、五者体制について原因なのだということについては、納

得もしていないし認めていない。そういう前提に立っての議論は受け入れられない。」「与党３会派で

正副議長、監査委員を担ってきたという事実も認めている。外部委員会の報告書について否定するつも

りはない。指摘があったにしても、この人事案件に関して引き続き自民党でお願いしたい」旨の発言が

ありました。総論賛成、各論反対の見本のようなものです。 

 この際、外部委員会の報告を真摯に受け止め、選挙で示された主権者である有権者の判断に従って民

主的な人事の選出を行うべきです。議会は要らない、役立たないなどの風潮が台頭する中、小樽市議会

は人事についても民主的に、かつ公正に行っていることを明確に示すべきです。 

 本年第１回臨時会で川畑議員が討論で述べたとおり、旭川市、函館市、苫小牧市、帯広市、江別市な

どでは、それぞれのやり方はあっても、議会の中枢人事は与野党の区別なく選出しています。このよう

な他市の選出方法を見習い、小樽市議会で公明党と同数議席の日本共産党に監査委員を配分すべきです。 

 以上の理由で、議会制民主主義と公正を壊すやり方で提案された監査委員に不同意の討論といたしま

す。（拍手） 

              （「議長、５番」と呼ぶ者あり） 

○議長（横田久俊） ５番、成田祐樹議員。 
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              （５番 成田祐樹議員登壇）（拍手） 

○５番（成田祐樹議員） 一新小樽を代表しまして、議案第 18 号に棄権の態度を表明する討論をした

いと思います。 

 本件に関しましては、本来であれば我が会派から監査委員を出せればよいのですが、それよりもやは

り多くの議員を輩出されている会派、そして多くの民意を得ているところから出すというのが非常に賢

明であり、理にかなっていることだというふうに考えます。 

 そう考えますと、最少会派である私たちは、これについては多数の会派の皆さんのところで決定して

いただければと思い、話合いを進めていただきたかったのですが、その部分がうまくまとまりませんで

した。 

 それで、本来であれば前回同様、投票採決になると思われましたが、そういった形ではなく、同意、

不同意という形になりまして、我が会派としましては各会派代表者会議でも是々非々で個人を見て選び

たいというふうに申し上げましたが、我が会派がみずからの会派の議員を選べるわけでもない状態で投

票採決を主張するのは、これもまたおかしなことでございますので、我が会派としましては、今回に関

しまして、自席にて棄権の態度を表明させていただき、討論とさせていただきます。 

○議長（横田久俊） 討論を集結し、これより採決いたします。 

 議案第 18 号について、同意することに、賛成の議員の起立を求めます。 

              （賛成者起立） 

○議長（横田久俊） 起立多数。 

 よって、さように決しました。 

              （２３番 佐々木 茂議員着席） 

○議長（横田久俊） 本日は、これをもって散会いたします。 

散会 午後 ５時０４分 
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開議 午後 １時００分 

○議長（横田久俊） これより、本日の会議を開きます。 

 本日の会議録署名議員に、佐々木秩議員、上野智真議員を御指名いたします。 

 日程第１「議案第１号ないし第 17 号並びに報告第１号及び第２号」を一括議題といたします。 

 これより、一般質問を行います。 

 通告がありますので、順次、発言を許します。 

              （「議長、８番」と呼ぶ者あり） 

○議長（横田久俊） ８番、川畑正美議員。 

              （８番 川畑正美議員登壇）（拍手） 

○８番（川畑正美議員） 一般質問を行います。 

 まず、新幹線札幌延伸に伴う並行在来線経営分離問題についてです。 

 道は、新幹線着工に当たって、沿線自治体が並行在来線の経営分離に同意することが基本条件として、

該当する自治体に対して経営分離に同意するよう求めました。道は、幹部を先頭に、後志管内８市町村

を含む沿線 15 市町村に対して圧力をかけ、ＪＲ北海道の並行在来線の経営分離に同意するよう働きかけ

てきました。 

 市長は、経営分離に同意する方向ですが、経営分離に同意しないよう強く求めます。 

 市長が、道に対して経営分離の意向を伝える前に、少なくともその旨を全市民に明らかにし、市民の

意思を確認すべきです。そしてまた、市議会にその旨を報告し、議論の上、市議会の意思を確認すべき

です。市長の見解をお聞かせください。 

 北海道新幹線札幌延伸に伴う建設費は、国土交通省が 2003 年に行った試算では、新函館－札幌間の

211 キロメートルで約１兆 800 億円、その内、北海道負担分は 18 パーセントとされていました。現時点

では、沿線自治体や地域住民への負担は明らかにされておりませんが、はかり知れない負担を強いられ

ることが予想されます。駅が設置される市町村は、駅舎とその周辺の建設費の一部を負担することにな

ります。当然ながら小樽市も負担を受けることになり、将来、市民に大きな負担となり、禍根を残すこ

とになるのではないでしょうか。 

 新幹線の小樽駅は、当初、新光に建設が予定されていました。時速 300 キロメートルで走る車両は、

その時速に達するまで数十キロの距離が必要とのことです。札幌に近すぎることからか、天神に建設す

ることになったと言われています。 

 このように、道は、沿線自治体への財政の負担をはじめ、諸問題が多くある中でも、沿線自治体に対

して強引とも言える手法で同意を求めています。新幹線延伸を担保として、先に在来線の経営分離あり

きで沿線自治体にＪＲ北海道の経営分離を迫る道の姿勢は異常です。小樽－札幌間は、通勤・通学など

から高い乗車率を保っております。ＪＲ北海道は、小樽－札幌間については経営分離しないとしていま

す。利益の上がっている部分は確保するという、まさにいいとこ取りであります。 

 市長は、新幹線の建設で経済効果を期待しているようですが、財政的負担、新幹線の将来的利用の見

通しなどの心配もあります。これらを対比してみた場合、小樽市民にどれだけのメリットがあるのでし

ょうか。市長の見解をお聞かせください。 

 ＪＲ北海道は、並行在来線でも黒字の札樽間は分離せず、赤字が見込まれる小樽－函館間について経

営分離としています。小樽から余市方面にかけての在来線は、北しりべし定住自立圏構想ビジョンから

も貴重な公共交通機関であり、通学や通院などに利用される住民生活に不可欠な公共交通機関です。小

樽市内においても、塩谷駅周辺では唯一の公共交通機関であり、蘭島地域の住民にとっても通勤や通学、
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通院などで貴重な交通機関であります。並行在来線がＪＲ北海道から経営分離されることで、地域の衰

退を招き、住民の貴重な足を奪うことになります。 

 市長は、今、同意しなければ新幹線延伸は実現しないと言いますが、経営分離を認めさせる言いわけ

であり、おどしと受け止めざるを得ません。それまでして経営分離を認めようとする市長の見解をお聞

かせください。 

 次に、ふれあい見舞金について伺います。 

 ふれあい見舞金制度は、昭和 50 年度に小樽市の単独事業として福祉灯油助成事業を実施しています。

平成元年には、灯油価格が安定したことから福祉灯油助成を廃止し、この事業をこのまま終わらせるこ

となく、低所得者に冬期支援対策として、共同募金会と共同事業のふれあい見舞金を新たに創設してき

た経過があります。 

 小樽市は、平成 20 年度に、ふれあい見舞金を社会福祉協議会・共同募金会の単独事業、福祉灯油は市

の事業と仕分けし、整理しました。小樽市が、ふれあい見舞金を社会福祉協議会・共同募金会の単独事

業として整理していることから、社会福祉協議会は共同募金会の原資が減少している中で、今後ふれあ

い見舞金の制度をどのようにしていくのかが大きな課題になっています。今年度の対応については検討

中とのことでありますが、年齢を区切り、かつての敬老祝い金に類似した内容を検討しているとのこと

です。 

 さきに述べてきましたが、福祉灯油の助成に始まり、冬期支援対策としてふれあい見舞金がつくられ

た経過、そして低所得者世帯への冬期支援制度という本来の趣旨からいっても、敬老祝い金事業とは性

格と目的が根本的に違っております。 

 これまで、市の厳しい財政を立て直しするためとして、市民サービスをはじめ職員給与や手当、管理

経費などの削減を強力に進め、財政改善を図ってきました。財政が好転してきたこの時期に、低所得者

への冬期支援をやめることは、市民への冷たい仕打ちであり、福祉政策を切り捨てる行為です。市長と

して、低所得者に対する、越冬支援に対する助成が必要ないと考えておられるのでしょうか。市長の見

解をお聞かせください。 

 次に、福祉灯油についてです。 

 平成 19 年から灯油価格の高騰が続き、100 円を超え、翌年 11 月時点で 91 円 80 銭の高値になり、平

成 19 年度と 20 年度に福祉灯油を実施してきました。本年は、灯油価格の高騰が続き、今後も値上がり

が予想され、販売店によっては既に 90 円を超えています。 

 後志管内の多くの自治体では、金額設定や灯油消費量の設定などで実施内容に多少の違いがあります

が、福祉事業の一環として、低所得者への福祉灯油の支援を毎年実施しています。 

 福祉灯油の実施について、灯油単価の動向、国や道の財政支援、市の財政状況を勘案して判断すると

していますが、支給基準として灯油価格を明確にすべきです。その上で、灯油価格が高騰した場合は上

乗せすることが必要です。福祉灯油事業を福祉政策の重要な事業として毎年定着させることを求めます。

市長の見解をお聞かせください。 

 再質問を留保し、質問を終わります。（拍手） 

○議長（横田久俊） 理事者の答弁を求めます。 

              （「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（横田久俊） 市長。 

              （中松義治市長登壇） 

○市長（中松義治） 川畑議員の御質問にお答えいたします。 
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 北海道新幹線の札幌延伸に伴う並行在来線の経営分離について、何点かお尋ねがありました。 

 まず、市民の意思を確認すべきとのお尋ねですが、平成 15 年第３回定例会において、北海道新幹線の

建設促進を求める意見書を全会一致で可決いただいており、新幹線の札幌延伸につきましては、市民の

総意であるものと考えております。 

 また、議会の意思を確認すべきとの御指摘ですが、北海道に対し、速やかに市の考え方について回答

しなければならないことから、12 月１日に開催した総務常任委員会に本市の意向について報告し、御議

論をいただいたところでございます。 

 次に、新幹線の経済効果と財政負担についてですが、経済効果につきましては、平成 18 年に北海道経

済連合会がまとめた報告書によりますと、新幹線の開業を契機に新たに生じる交流だけを見ても、北海

道・東北エリアにおいて、毎年 1,436 億円もの経済効果が及ぶものとされております。 

 本市においても、駅舎などにかかる固定資産税などの税収の増加や、工事に係る直接的な効果のほか、

観光入込客数の増加など、観光や産業振興に大きな効果が期待されるものであると考えております。 

 一方、本市の財政負担につきましては、新駅設置に伴い、整備する施設や規模などについて、今後整

理されていくことになるため、現時点では試算するまでには至っておりません。 

 次に、並行在来線の経営分離の同意についてですが、新幹線開業に当たっては、並行在来線のＪＲか

らの経営分離に沿線自治体が同意することが認可、着工の基本条件の一つとなっており、同意しなけれ

ば札幌までの延伸が見送られることになります。昭和 47 年の北海道新幹線建設促進後志・小樽期成会設

立以来、後志管内の全市町村、議会、経済団体等で長年にわたり要望してきておりますので、まずは札

幌延伸の認可をいただくことが重要であります。 

 また、経営分離後については、北海道が中心となり、沿線自治体で構成する並行在来線対策協議会が

設置されると聞いておりますので、私としても、その中で地域住民の足を確保するため、最大限努力し

てまいります。これらのことから、札幌延伸に伴う並行在来線の経営分離については、同意いたしたい

と考えております。 

 次に、ふれあい見舞金についてでありますが、この事業は、平成 20 年度において、社会福祉協議会と

共同募金会の単独事業として整理されておりますので、今年度から市の補てんは行いませんが、灯油が

高騰した場合の低所得世帯の方への支援として、灯油購入経費の一部助成する、いわゆる福祉灯油につ

いては、市が行う事業ということで考えております。 

 本年度につきましては、現在のところ、灯油の価格は若干高めで推移しておりますが、価格の動向や

他市の状況、国・道の財政支援、また本市の財政状況等を総合的に勘案し、実施の有無について判断し

てまいりたいと考えております。 

 次に、福祉灯油について、支給に当たっての灯油価格の基準を明確にし、毎年実施すべきとのことで

ありますが、先ほども説明しておりますとおり、灯油の価格だけではなく、他の要素も勘案しなければ、

この事業の実施は困難であることから、これまでどおり総合的な検討を行い、実施について年度ごとに

判断してまいります。 

              （「議長、８番」と呼ぶ者あり） 

○議長（横田久俊） ８番、川畑正美議員。 

○８番（川畑正美議員） 再質問いたします。 

 我が日本共産党は、並行在来線の存続が担保されないうちは新幹線の札幌延伸計画を凍結すべきだと

主張しているわけです。これは、本年の道議会議員選挙においても、市民の皆さんにお約束してきたと

ころです。 
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 市長は、新幹線建設促進後志・小樽期成会の会長の立場で建設推進を強調されておりました。本日の

答弁でもそういうふうになっておりますけれども、そのことは新聞にも写真入りで報道されておりまし

た。 

 しかしながら、小樽市民には、新幹線を懸念し、並行在来線の経営分離に反対している声も多くある

わけであります。市長は、期成会の会長の立場で経営分離に同意しない自治体に要請や説明の働きかけ

をしているのではないでしょうか。これまでの市長の話を聞いていますと、並行在来線については、札

樽間が残ればよいと考えていませんでしょうか。小樽市は、後志における唯一の市であり、後志全体を

勘案しなければならない立場だと思います。札幌に目を向けて、後志管内を大切にしていないとしか私

には見えません。そういうことでは後志の沿線自治体に対して裏切りではないかと思うのですが、市長

の考えをもう一度聞かせてください。 

 実は、12 月４日の新聞報道では、３月の震災で函館港は、地震発生で最大 2.4 メートルの津波が押し

寄せ、床上・床下浸水が 666 棟、車両の浸水被害が 800 台に上ったとのことです。こういう被害を減ら

すために、国土交通省は来年度予算に 304 億円を要求していました。 

 しかし、施設整備が計画されるのは、東海、南海、そして東南海の大地震で被害が懸念される関東か

ら九州にかけての太平洋沿岸だけです。こういう中で、国土交通省は、道内の港湾は津波対策が不十分

と言いながらも、財源が限られている中で、地震の発生確率が高いところを重視せざるを得ないと新聞

にも書いておりました。函館住民には到底不安をぬぐえない状況だと思います。このように、大震災被

害対策、原発の過酷事故対策を差しおいて、新幹線の札幌延伸を先行させようとしていると思うのです。

国民や道民の感情を無視してはいないでしょうか。これもあわせて意見を聞かせてください。 

 それから、新幹線の建設着工条件として、在来線の経営分離に対して沿線自治体の首長の同意を求め

る根拠は、1996 年に合意された整備新幹線の取扱いについてでありますが、これは政府・与党間の合意

事項であって、法律ではないわけです。政府の意向としながら、道が法律違反かのように沿線自治体に

対して強引に経営分離の同意を求めていることが問題なのです。 

 これまで、新幹線建設の討議には長い期間をかけてきています。私は、今ここに来て結論を急ぐべき

ではないと考えています。このような道の強引な姿勢に対して、市長は不満を持っていないのでしょう

か。そのことを質問させていただきたいと思います。 

 それから、ふれあい見舞金と福祉灯油の関係ですけれども、平成 22 年度の決算では、11 億円以上の

黒字を出しています。例えば１世帯当たり２万円の福祉灯油を実施したとしても、6,000 世帯と見て１

億 2,000 万円です。黒字額の約１割程度の金額であります。近隣の町村を見た場合、後志管内には 19

町村があるわけですけれども、その中の 13 町村で福祉灯油を毎年実施しているわけです。現金支給では

8,000 円から３万円程度、そして現物支給のところでは 100 リットルが最低で、最高は 400 リットルと、

額や形式に違いはあるのですけれども、各町村独自の福祉事業として定着させています。町村の段階で

実施している福祉事業が、この小樽市で行えないのは非常に残念です。本市ができない理由を改めて教

えてください。 

○議長（横田久俊） 理事者の答弁を求めます。 

              （「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（横田久俊） 市長。 

○市長（中松義治） ただいまの川畑議員の再質問に私から答弁いたします。 

まず並行在来線の問題につきましては、先ほど答弁させていただきましたが、昭和 47 年に北海道新幹

線建設促進後志・小樽期成会が成立して以来、40 年近くにわたって、何としても札幌までの延伸につい
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て、この後志管内の皆さんは強く望んでいるわけでございます。したがいまして、私は、この期成会の

会長として、単に小樽のことだけではなくて、後志全体のことについて判断をしたつもりでございます。 

 それから、経営分離することによって、何としても同意しなければ札幌までの延伸を認められないと

いうことでございますので、くどいようですけれども、やはり札幌延伸までが第一だろうというふうに

思っております。 

 それから、東日本大震災にかかわって、新幹線よりももっと先に整備すべきものがあるのではないか

というような御質問かと思いますけれども、これにつきましては、国におかれましても、今回の東日本

大震災における道路網あるいは交通網といったことについて、やはり新幹線が大変大事なのだと、重要

なのだと、このように判断をしたものと考えております。一つは、物流の問題であるとか、いろいろな

状況の中で言うと、この新幹線が必要だということですから、今回、今年になって、24 年度予算の中で、

何とか北海道、北陸、九州、この三つの新幹線については早期に整備をしていく必要があるのではない

かと、このように思って、このような状況になったというふうに私は判断をしております。 

 それから、福祉灯油の問題でありますけれども、先ほども答弁をさせていただきましたとおり、灯油

の価格の問題であるとか、いろいろな財政の問題であるとか、その実施については、総合的に判断をし

ていきたいというふうに思っております。 

 ただ、今、議員がおっしゃるように、平成 22 年度決算で黒字を出しているから、あの黒字を考えたと

きには、これぐらいの負担は軽いのではないかというふうな御趣旨かと思いますけれども、一方では、

何度も申し上げておりますけれども、他会計から、他の基金からの借入れを 50 億円以上も抱えている状

況の中において、本当に健全な財政かというと、私は決してそうは思っておりません。これらを早く解

消することが、本市における健全な財政だというふうに考えておりますので、そういった面も含めてト

ータル的に判断をしてまいりたいというふうに思っております。 

              （「議長、８番」と呼ぶ者あり） 

○議長（横田久俊） ８番、川畑正美議員。 

○８番（川畑正美議員） 並行在来線の分離については、市長の答弁には、なかなか私も納得できない

ところがあります。この後も、今後、委員会等でまた質問を詰めていきたいと思います。 

 福祉灯油については、今、11 億円の黒字が出たから、それをしろと言っているのではなくて、福祉事

業として定着させるべきだということなのです。このことを、何としても努力する、検討してもらいた

いと、そのことを強く要望して、再々質問を終わらせていただきます。 

○議長（横田久俊） 理事者の答弁を求めます。 

              （「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（横田久俊） 市長。 

○市長（中松義治） 並行在来線の分離については、繰り返しになりますけれども、まずは札幌までの

延伸について認可をいただくということを、最初に考えていかなければいけないのではないでしょうか

ということを申し上げております。それから、認可をいただいたからといって、５年、10 年で新幹線は

来るとは思っておりません、札幌まで。したがいまして、その後、もう少しみんなで知恵を出しながら、

沿線住民の皆さんとともに、何とかその足を確保するためにもう少し議論してまいりたい、こういうこ

とでございますので、御理解をいただきたいというふうに思っております。 

 それから、福祉灯油の問題につきましては、私も、総合的に、トータル的に判断をしてまいりたいと

いうことですから、その福祉灯油はやめてしまうとか、そういうことを決して申し上げているつもりは

ございません。ですから、価格の動向であるとか、国や道の支援の問題だとか、当市の財政の問題です
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とか、そういったことをトータル的に考えて判断してまいりたいということでございますので、御理解

をいただきたいと思います。 

○議長（横田久俊） 川畑議員の一般質問を終結いたします。 

              （「議長、６番」と呼ぶ者あり） 

○議長（横田久俊） ６番、安斎哲也議員。 

              （６番 安斎哲也議員登壇）（拍手） 

○６番（安斎哲也議員） 一般質問いたします。 

 小樽市内では、毎年４月から８月にかけて、石狩湾の蜃気楼、高島おばけが 10 回程度観測されます。

市内で観測される蜃気楼は、物体の上に反転像が見える上位蜃気楼で、高島岬や石狩湾新港のタンク群

などが刻一刻と姿形を変え、神秘的な現象です。富山湾やオホーツク海、苫小牧など、６か所でしか観

測されない、全国的にも珍しいものです。この高島おばけを 14 年間研究してきた小樽市総合博物館の大

鐘卓哉学芸員が、高島おばけの発生のメカニズムや普及活動に尽力されたことで、このたび日本気象学

会の奨励賞を受賞しました。私は、ネット記者時代に、大鐘さんとともに高島おばけを追いかけ、市民

をはじめ全国の方々へＰＲしてきましたので、大鐘さんの受賞を大変うれしく思っております。 

 この高島おばけについては、大鐘さんの研究発表、博物館での企画展、民間の北海道・東北蜃気楼研

究会によるメーリングリストでの情報発信が行われてきました。これにより、一定程度の市民への普及

を担うことができましたが、会員数がまだ 50 人規模で、蜃気楼発生予告が出されても、市民の方が蜃気

楼スポットに大勢集まるような、先進の富山県のような現状にはなっておりません。 

 蜃気楼のまちとして有名な富山県魚津市では、蜃気楼を観光資源の一つとして有効活用をしておりま

す。市のトップページの観光スポットのメニューボタンに蜃気楼の画像を選び、観光ページの初めに見

逃せない三大怪奇として紹介しております。蜃気楼専用ページも設けて、市民に周知するとともに、ガ

イドブックにも載せて観光客にも広くアピールしています。 

 蜃気楼の発生には条件が限られており、見に来る人たちはそのまちに滞在し、発生を待つ人もいるほ

どといいます。これにより、宿泊施設や飲食店などにも経済効果があるようです。蜃気楼を見た人には、

市として証明書を配付し、特典を用意するという力の入れようです。さらに、今年は、今までよりも全

国に広くアピールするとして、３月下旬から６月下旬にかけてを蜃気楼シーズンと名づけ、蜃気楼を見

にわざわざ来られた観光客の皆様へ感謝の意も含め、蜃気楼を見ることができなくても、展望地へ来ら

れた記念に証明書を、「蜃気楼見られんだちゃ証明書」を発行し、特典もプレゼントしています。 

 小樽市では、博物館と民間研究会によるアピールが行われていますが、蜃気楼を観光資源として有効

活用する魚津市と比べると、まだまだ情報発信が弱いと感じます。運河周辺の日帰り滞在型の観光を脱

却する一つの取組として、長時間の滞在が見込まれる北の蜃気楼が見えるまち小樽として、市のホーム

ページに蜃気楼の特設ページを設けて、市民をはじめ全国にアピールしてはいかがでしょうか。 

 蜃気楼の発生予告については、研究会のメーリングリストで会員 50 人に配信されていますが、ホーム

ページの新着情報に載せるとともにツイッターや、最近若手職員によって開設されたフェイスブックの

小樽市役所ページでつぶやき、フォロワーや友達にリツイートしてもらったり、「いいね！」ボタンで

シェアしてもらうような取組をしてはいかがでしょうか。 

 以前は、小樽の観光ガイドマップにも掲載されていたようですが、今回の学芸員の受賞を機に、次回

の再編集の際にもう一度掲載するように、観光協会などに向けて働きかけてもらえないでしょうか。 

 小樽は、運河やガラス、すしのまちで有名ですが、それ以外にも海もあり山もあり、専門家からする

と、知床並みの自然がある札幌に近いまちとの評価があるほど豊富な自然のあるまちですので、この機
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会にぜひ周知活動に力を入れていただけないでしょうか。 

 小・中学生の情報モラル対策について伺います。 

 携帯電話のメールやインターネットを悪用したネット上のいじめが社会的に大きな問題となっている

ことから、小樽市教育委員会は、平成 20 年３月に、携帯電話の利用のあり方を検討するため、校長、教

頭、有識者からなる情報モラル対策委員会を立ち上げました。各校での指導の強化に努めるとともに、

実態把握、問題発生時の相談窓口の設置、保護者との連携強化に向けて取り組んでいるとのことです。 

 私は、11 月 26 日に開かれた小樽市教育支援活動推進事業運営委員会による「学校支援ボランティア

研修会～ネットパトロールを体験しませんか？～」に参加してきました。北海道教育庁学校教育局参事

主査を講師に招き、学校関係者、保護者、地域の方への現状理解を深めるとともに、ネットパトロール

を体験して、必要な専門的知識・技能などを研修する目的で開かれました。 

 実際にネットパトロールを行うことで、小樽の中学生や高校生のネット利用の実態を実感させられる

とともに、保護者の方からネットいじめの現状を知らされ、学校と保護者の連携、行政としての支援策

が大変重要だと感じました。 

 そこで伺いますが、平成 20 年度から直近の３年間の市内の小・中学校のネット上のいじめの件数と内

容についてお示しください。 

 また、平成 20 年に設置された情報モラル対策委員会の具体的な活動内容と、成果、課題についてお聞

かせください。 

 学校支援ボランティア研修会に参加した保護者からは、道教委のサイバーパトロールが終了した後は

どうなるのか、学校支援ボランティア事業独自でネットパトロールをしていくのかなど、不安視するさ

まざまな声が聞かれました。小樽市教育委員会としての御見解をお聞かせください。 

 研修会の講師からは、学校だけでの解決は難しく、保護者と共通理解で取り組んでいく必要があると

の御提言をいただきましたし、保護者からは、現状では保護者と情報を共有しているとは思えないとの

不安の声とともに、厳しい声が聞かれています。今後のネットパトロールでは、学校支援ボランティア

と学校、保護者の協力関係をどのように構築していくのか、お示しください。 

 第３回定例会での佐々木秩議員の給食食器についての質問に対する教育委員会の答弁を受けて質問し

ます。 

 教育委員会は、新共同調理場で、保護者や教職員の要望で、茶わんに導入されている磁器食器を廃止

し、ＰＥＮ（ポリエチレンナフタレート）食器を導入するとのことです。私は、健全で豊かな食生活の

実践や伝統的な食文化を継承するとの小樽市食育推進計画に沿い、また佐々木秩議員同様、強化磁器の

使用を続けることを求めます。改めて食器選定についての御見解を伺います。 

 磁器食器を廃止する理由として、大量に食器を扱うということからＰＥＮ食器を検討しているとのこ

とですが、全国の自治体にはリサイクル強化磁器を導入するところがあります。まず、この導入の動き

についての御見解をお示しください。 

 リサイクル強化磁器は、壊れてもまたリサイクルできることから、第３回定例会で教育部長が懸念さ

れていた子供が扱うという部分での割れの部分についてを考慮しても、リサイクル強化磁器の導入を検

討する余地があると思いますが、いかがでしょうか。 

 次に、新・市民プール建設についてですが、小樽市教育委員会は、中心地で公共交通機関の利便性に

すぐれ、5,000 平方メートルの土地を確保するのは困難との認識をされているようです。現在、学校適

正配置計画が進行している中で、適正配置で統合校としないとの方針が示された学校跡地が、プール建

設の候補地の検討対象となるのか、御見解をお聞かせください。 
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 最後に、小樽の観光名所の一つ、小樽運河の浅草橋街園の活用方法ですが、現在は観光案内所とベン

チが４台設置され、団体、個人客の記念撮影場所とされております。観光客の方は、この場所で記念撮

影し、少し運河と倉庫群を眺めて散策路を歩くか、堺町通りへお土産を買いに行くようなスタイルとな

っています。 

 ここで一つ提案なのですが、浅草橋街園は小樽の歴史を見て感じることができる運河と倉庫群が眺め

られる場所なのですから、運河に背を向けるベンチだけでなく、オープンテラスのようにコーヒーや紅

茶、軽食をゆったり楽しめるテーブルやいすを設置してはいかがでしょうか。 

 以上、再質問を留保し、質問を終了します。（拍手） 

○議長（横田久俊） 理事者の答弁を求めます。 

              （「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（横田久俊） 市長。 

              （中松義治市長登壇） 

○市長（中松義治） 安斎議員の御質問にお答えいたします。 

 最初に、学校跡地がプール建設の候補地の検討対象になるのかとの御質問でありますが、学校跡地の

利用に当たっては、まずは地域の御意見や、避難所としての位置づけなどを考慮しなければならないと

考えております。その上で、立地場所や面積など、プール建設に必要となる諸条件が満たされる場合に

は、検討対象になるものと考えております。 

 次に、浅草橋街園の活用方法についてでありますが、浅草橋街園は小樽で最も人気のある観光スポッ

トの一つであり、個人、団体を問わずたくさんの観光客が訪れ、記念写真を撮影するほか、観光案内所

に立ち寄るなどしており、いつも多くの人でにぎわっております。このように、混雑する場所であるこ

とから、観光客の安全確保に支障が生じるおそれがあるため、オープンテラスとしてテーブルやいすな

どを設置することは難しいものと考えております。 

              （「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（横田久俊） 教育長。 

○教育長（上林 猛） 安斎議員の御質問にお答えいたします。 

 初めに、蜃気楼の観光資源としての活用についてでございますが、高島おばけと呼ばれる、石狩湾に

主に春から夏に発生する蜃気楼については、博物館の学芸員が中心となって、平成９年度から蜃気楼に

関心を持つ方々と北海道・東北蜃気楼研究会を立ち上げ、共同研究を行ってまいりまして、毎年発生時

には報道機関に情報を提供するなどにより、その都度アピールを行ってまいりました。 

 また、平成 20 年度には、特別展「蜃気楼の神秘を探る」を開催し、蜃気楼に関する科学的な側面だけ

ではなく、文化・歴史についても展示をし、広く市民に公開したところでございます。蜃気楼の発生率

が高くなる来年春には、市のホームページに掲載するなど、広く市民にアピールをしてまいりたいと考

えております。 

 次に、市ホームページなどの具体的な活用方法についてでありますが、議員御指摘のとおり、現在は

蜃気楼の研究会会員がメーリングリストで蜃気楼の発生予告を行うなど、対象者が限られている状況に

あります。今後は、この発生予告をより広く知らせる手段として、市のホームページのトップに総合博

物館の蜃気楼コーナーへのボタンを掲示し、そこから発生予告ページにリンクすることを検討してまい

ります。 

 また、研究会から提供される蜃気楼の情報の中で、特に蜃気楼発生の確率の高いときには、市のツイ

ッターやフェイスブックを活用し、市民の関心を喚起してまいりたいと考えております。 
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 次に、観光ガイドマップへの掲載についてですが、今後、小樽観光協会に働きかけてまいりたいと考

えております。 

 また、広報おたるにも掲載したことがありますので、市で発行するさまざまな印刷物にも取り上げて

もらうよう、関係機関と情報の共有を図ってまいりたいと考えております。 

 次に、小樽の豊かな自然の周知活動についてでございますが、小樽は、海あり山あり、多様な地形と

相まって豊かな自然に恵まれたまちであります。自然は、総合博物館の調査活動のメーンテーマの一つ

であります。その調査活動の結果を基に、平成 20 年度には「花の山 塩谷丸山の自然」、23 年度には

「花と潮風の路－小樽海岸自然探勝路の植物」をテーマとした企画展を開催しておりますし、また春の

植物観察会、冬の海鳥観察会などをテーマに毎年、自然観察会を開催しております。今後も、博物館ボ

ランティアとともに自然に関する調査活動を行い、蜃気楼のように、これまであまり知られていなかっ

た小樽の自然の魅力を発見し、その結果を、ホームページなどを活用し、情報発信をしてまいりたいと

考えています。 

 次に、市内小・中学校のネット上のいじめの件数などについてでございますが、文部科学省が毎年行

っている調査によると、平成 20 年度は、小学校６件、中学校３件、平成 21 年度は、小学校はありませ

ん。中学校２件、平成 22 年度は、小学校２件、中学校４件であります。いじめの内容は、名前など、個

人のプライバシーにかかわる情報を勝手に流されたことや、個人を誹謗中傷するような書き込みをされ

たことであります。 

 次に、情報モラル対策委員会の活動についてでございますが、委員会は、市教委、学校関係者、保護

者で構成されており、各学校における情報モラル教育の指導方法の検討、携帯電話などの利用実態アン

ケートの実施とその分析などを行っております。 

 また、市教委主催のネットパトロール体験会に、この委員会のメンバーを講師として活用し、教職員

及び保護者に対して、子供たちのネット利用の危険性について啓発を図るなどの取組を行っております。 

 次に、成果でありますが、各学校においては、さまざまな事例に臨機に対応できるようになったこと、

保護者においては、ネットパトロール体験会を通して、子供たちのネット利用について課題意識を持っ

て見守るようになったことなどであります。 

 一方、小学校の早い段階でネット上のいじめについての対策が必要であることや、携帯電話などの使

用について家庭でのルールづくりが必要となることなどが、課題として挙げられると思っています。 

 次に、ネットパトロールについてでありますが、11 月 26 日に行われた学校支援ボランティア研修会

は、小樽市教育支援活動推進事業運営委員会が、学校支援ボランティアに関心のある方やＰＴＡ関係者、

教育関係者などを対象に、子供たちをネット上のいじめなどのネットトラブルから守るための研修と、

あわせてボランティアの拡大を目的に開催されたものでありまして、本事業がネットパトロールを担う、

そういう性格のものではないというふうに思っております。 

 教育委員会としては、教職員及び保護者を対象としたネットパトロール体験会の実施、また子供たち

のネット利用の実態に詳しい講師を招いた講演会の開催を通して、ネットトラブルの実態を周知させ、

教職員や保護者に危機意識を喚起する取組を進めてまいります。 

 また、学校教育においては、児童・生徒が出会い系サイトなど、安易な気持ちで利用して犯罪トラブ

ルに巻き込まれることのないよう、情報モラル教育を充実させてまいります。 

 また、保護者に対しては、有害サイトへの接続の危険性や防止策、親子で携帯電話の利用ルールにつ

いて話し合うことなどについて、各種パンフレットなどを配布し、啓発を図ってまいります。 

 今後、これらの取組を通して、子供たちをネットトラブルから守る取組を進めてまいりたいと考えて
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おります。 

 次に、学校と保護者との協力関係についてでございますが、教育委員会としては先にも答弁いたしま

したとおり、教職員や保護者を対象としたネットパトロール体験会を開催するとともに、「携帯電話利

用について、もう一度考えましょう」と題したリーフレットを保護者に配布するほか、学校だよりや学

級だよりなどを通して学校と保護者の情報共有を図り、それぞれの立場でネットトラブルの未然防止に

努めてまいりたいというふうに考えております。 

 次に、給食用食器の選定についてでございますが、教育委員会では、本年８月、「新・学校給食共同

調理場整備方針（案）」をとりまとめ、その中でＰＥＮ樹脂製食器を導入する方向を示し、９月の総務

常任委員会で御議論をいただいたところでございます。その後、学校給食共同調理場運営委員会での審

議を経て、11 月に教育委員会議で、同様の趣旨で整備方針をとりまとめたところでございます。ＰＥＮ

樹脂製食器の導入は、使用原料の安全性、食器としての耐久性、洗浄・消毒作業の効率性、さらには経

済性の観点からも最も適切であると判断したものでございます。 

 次に、リサイクル強化磁器食器についてでありますが、リサイクル強化磁器は、学校給食で使用され

る強化磁器食器が大量に割れ、廃棄物として処理されることへの対策として製造メーカーが開発した製

品と承知しております。強化磁器を含む陶磁器の食器については、文部科学省の平成 18 年度の調査によ

ると、公立小・中学校では、使用状況が 32.6 パーセントとなっております。食器の導入に当たって各自

治体では、食器の材質のほか、食数や洗浄設備、調理施設の形態など、さまざまな観点から検討を行い、

それぞれ選定されているものと考えております。 

 最後に、リサイクル強化磁器の導入についてでありますが、第３回定例会本会議で申し上げました強

化陶磁器の割れにつきましては、強化磁器食器とＰＥＮ食器を比較し、ＰＥＮ食器は割れにくく、耐久

性にすぐれ、経済的であるとの趣旨で答弁したものでございます。 

 なお、ＰＥＮ食器もリサイクル強化磁器と同様に、使用済みの後はトレーあるいははしとしてリサイ

クルされているものと承知しております。 

              （「議長、６番」と呼ぶ者あり） 

○議長（横田久俊） ６番、安斎哲也議員。 

○６番（安斎哲也議員） 再質問させていただきます。 

 高島おばけについては、大変前向きな御答弁をいただきまして、本当にありがとうございます。ぜひ

対応していただいて、市民をはじめ全国の人にアピールしていただけたらと思っています。ちょっと私

の力不足で、この高島おばけについて教育長から御答弁いただきましたけれども、本当は小樽市長から

も御答弁をいただきたかったところだったのです。というのは、あちらにメディアの方がいらっしゃる

のですが、今まで議会の取材をさせていただいた中で、やはり市長からメディア受けするというか、話

題性のある答弁が出ると、記事とは別枠で、全道版とか、そういったことに取り上げられますので、本

当は、もしよろしければこれから蜃気楼のまちとして売り出しますぐらいの熱のこもった答弁をいただ

ければと思ったのです。でも、教育長としてもかなり前向きに取り組んでいただけるということですの

で、まずはそれを私も全面的にサポートしていきたいと思っています。これは要望です。 

 次に、給食の食器なのですけれども、ＰＥＮ食器のほうが割れにくくて経済的という趣旨で答弁され

たということだったのですが、ちょっと偏りがあるかもしれないのですけれども、リサイクル食器をつ

くっている製造会社の資料がありまして、その中ではＰＥＮ食器を導入したところでも、数年に１回は

交換しないといけないということだそうです。それで、リサイクル強化磁器と破損した部分と比較する

と、ＰＥＮ食器が５年に１回入れ替えるのと、例えばリサイクル強化磁器が破損して５年に１回交換す
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るというのを金額で表すと、400 万円ぐらいリサイクル食器のほうが安いというデータが出ているので

す。そのほかにも、全国の自治体の給食センターなどで、いろいろとリサイクル食器などのデータが出

ているのですけれども、割れにくいといったところで破損の枚数がそんなに多くはないのです。それで、

現在、茶わんに使っている強化磁器の割れている枚数というか、破損率がどれくらいなのかというのを

お答えいただけるのであれば、お示しいただきたいと思います。 

○議長（横田久俊） 理事者の答弁を求めます。 

              （「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（横田久俊） 教育部長。 

○教育部長（山村幹雄） ただいま、リサイクル磁器食器の耐久性についての再質問でございます。 

 リサイクル強化磁器という部分での、小樽市が採用しているものは、リサイクルという肩書きがない

ものですから、強化磁器ということで答弁をいたしますと、毎年 16 パーセント程度の破損に対応する買

替えを行っているということでございます。 

              （「議長、６番」と呼ぶ者あり） 

○議長（横田久俊） ６番、安斎哲也議員。 

○６番（安斎哲也議員） 16 パーセントの破損対応数ということなのですけれども、全国の調査で、強

化磁器の年間の平均破損率というのが 15 パーセントと言われていまして、これは強化磁器の数字なので

すけれども、今回私がいただいた資料では、リサイクル強化磁器では、全国平均の 15 パーセントよりも

さらに低く、10 パーセントという数字が出ているのです。それで、先ほど御答弁されていた、割れにく

い、経済的という観点からＰＥＮ食器を選ばれたということなのですが、もしこのリサイクル食器を選

ぶとすれば、確かにＰＥＮ食器よりは割れやすいのかもしれないのですが、破損率が低くて、さらにリ

サイクルもでき、ＰＥＮ食器も何年間に１度交換しなければいけないということを考えれば、そんなに

経済的にも高いものではないかと思うので、できればいろいろと運営委員会などでその考え方を示され

ていますけれども、当時、茶わんを磁器食器にするといっていろいろ奔走された担当職員や保護者、教

育指導者の方などのお気持ちをいま一度考えていただいて、リサイクル食器という観点からもう一度御

検討いただきたいと思うのですが、いかがでしょうか。 

○議長（横田久俊） 理事者の答弁を求めます。 

              （「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（横田久俊） 教育部長。 

○教育部長（山村幹雄） リサイクル強化磁器の採用についてでございますけれども、先ほど教育長か

ら答弁申し上げましたように、ＰＥＮ樹脂製食器の導入を考えている際には、使用原料の安全性、食器

としての耐久性、洗浄消毒作業の効率性、さらには経済性というさまざまな観点から検討させていただ

いてございます。そういう意味では、総合的に判断をして、ＰＥＮ樹脂製食器の導入ということで考え

ているところでございます。 

○議長（横田久俊） 安斎議員の一般質問を終結いたします。 

              （「議長、３番」と呼ぶ者あり） 

○議長（横田久俊） ３番、中村岩雄議員。 

              （３番 中村岩雄議員登壇）（拍手） 

○３番（中村岩雄議員） 一般質問を行います。 

 中松市長が７つの重点公約のトップに挙げておられる、グルーバル化時代の国際観光への挑戦に関し

て何点か伺います。 
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 本年３月 11 日に発生した東日本大震災は、数多くの犠牲者を発生させるとともに、社会資本から個人

の資産に至るまで甚大なる損害をもたらし、さらには我が国の産業に深刻な影響を与える未曾有の大災

害となりました。中でも、観光につきましては、日本国民による国内・海外旅行はもちろんのこと、国

家戦略であるビジット・ジャパン・キャンペーンの展開などにより、この 10 年、比較的順調な伸びを見

せていた海外からの訪日旅行、いわゆるインバウンドの分野に大変な打撃を与えました。地震や津波、

原発事故などの影響を直接受けていない地域においても、外国人旅行者が全くと言っていいほどに姿を

消し、キャンセルや予約の激減など、直接的な損害を受けるホテルなどの宿泊業や旅行業だけでなく、

飲食業、物販業、運送業など、さまざまな業界に連鎖的に影響が波及し、深刻な状態となったわけであ

ります。 

 本市におきましても、日ごろは多くの観光客の皆さんでにぎわいを見せる運河周辺や堺町通り周辺が

すっかり閑散とした状態になってしまい、だれもがこのままでは小樽の観光は一体どうなってしまうの

かという危機感を抱くに至りました。幸いゴールデンウイークごろから少しずつ観光客が戻り始め、最

近では、見た目にはかなりの回復を見せておりますが、先日、市長から発表された、本年上期の観光入

込客数によりますと、前年同期との比較で、人数にして 55 万 9,400 人減の 329 万 4,400 人、割合では

85.5 パーセントにとどまっているとのことでありました。この数字は、小樽を訪れた日本人と外国人の

旅行客の総数で、これを外国人の宿泊者に限ってみると、昨年に比べて５割を超える減少という非常に

深刻な数字になっていると聞いております。 

 そこで、本年上期における本市の外国人の宿泊者数について、特に小樽を訪れることの多い香港、台

湾、韓国、中国の、いわゆる東アジア圏４か国の前年同期と比較した人数と割合をまずお知らせくださ

い。 

 次に、日本人旅行客の減少については、震災により旅行を手控えるという意識が働いたことが大きな

要因であると考えられますが、これら４か国の観光客の減少については、日本人同様、それぞれの個人

的なレベルにおいて旅行自粛の動きが広まっていったことが主たる要因であるのか、それとも、そのほ

かに何らかの要因があるのか、それぞれの国ごとの傾向なども含めて、わかる範囲で結構ですので、教

えていただきたいと思います。 

 また、外国人にとっては、単に震災の影響だけでなく、原発事故とその後の対応による我が国の安全

神話に対する不信感の広がりや長引く円の高止まり状態が、訪日旅行への意欲を著しく低下させている

ものと推察しておりますが、市長は、実際に海外の旅行会社や観光関係者などと内外でお会いになる機

会がたびたびあった中で、それらの皆さんから今後の東アジア圏の観光客の動向や傾向などについて聞

いておられるようなことがありましたら、公式な情報でなくても構いませんので、お知らせいただきた

いと思います。 

 次に、本市における日本人観光客を回復させるための対策につきましては、東日本大震災による市内

経済への影響に関する調査特別委員会や経済常任委員会におきまして、10,000 万人ウエルカム事業や観

光振興券事業などを中心とした事業を実施してきたことを伺ったところであります。一方、外国人観光

客をいち早く復活させるための方策については、観光立国を標榜する我が国において、観光庁など、国

レベルはもちろんのこと、地方自治体のレベルでも、各地で官民が協働してさまざまな取組が既に進め

られていることは、報道などを通じて承知しております。 

 本市におきましても、中松市長が、９月に、姉妹都市である韓国ソウル市の江西区を訪問され、先月

は台湾に行かれるなど、観光のトップセールスを実行されており、今年度内には、さらに中国訪問も予

定されていると伺っているところであります。 
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 そこで、これらのトップセールスや、前回の議会で補正予算として提案された外国人観光客ダイレク

トアクセス実証実験事業の進捗状況なども含めて、下期に向けた外国人観光客誘致対策の取組はどのよ

うに行っていかれるのか、これまでに実施してきた内容と今後に実施する予定などもあわせて教えてい

ただきたいと思います。 

 次に、国際観光の中でも、近年非常に重要視されているＭＩＣＥ（マイス）誘致について伺いたいと

思います。 

 ＭＩＣＥにつきましては、国際会議や企業の社員報奨旅行、スポーツ・文化イベントを誘致して、一

般の観光客とは別に大規模な集客を図っていくという国際観光の戦略であると伺っておりますが、正直

言いまして、議会での質疑などでこの言葉を聞いたときには、私も含めてまだまだ一般的にはほとんど

馴染みのない言い方なのかと思っておりました。しかし、国際観光にかかわる記事などでも、ＭＩＣＥ

についてよく取り上げられているのを目にして、認識を新たにしたところであります。 

 国も、観光庁や政府観光局が中心となって、ＭＩＣＥの誘致には非常に積極的な姿勢を見せていると

いうことであり、このような中で、本市が、昨年３月にお隣の札幌市と、それぞれのまちの持つ特性を

十分に生かしながらＭＩＣＥに取り組んでいく連携協定についての覚書を交わしたことは、評価されて

よいことであると考えております。 

 そして、先般、市内版の新聞記事にも、ＭＩＣＥに関連した内容が取り上げられていたように記憶し

ておりますが、札幌市との連携により、具体的にはどのような取組がなされ、どういった進展があった

のか、さらに、その成果はどのような形で表れているのかをお知らせいただきたいと思います。 

 それでは、私の質問の最後になりますが、本市における今後のＭＩＣＥへの期待について、ＭＩＣＥ

が本市観光に与える効果の面なども含めてお聞かせいただきたいと思います。 

 市長が、国際観光への挑戦を公約とされ、みずからトップセールスへ出向かれて実践されていること

は、日本人観光客と比べて外国人観光客が震災の影響から減少したままなかなか回復できずにいる中で、

確かに明確な効果についてははかることは難しいとしても、極めて大切な役割を果たしておられると思

います。もちろん日本人観光客をないがしろにすることはできませんし、外国人だけを優遇してほしい

などということは申しませんが、外国人観光客のマーケットは、今後の本市観光を安定的に持続してい

くための重要な柱の一つであることは疑いのないことだと考えております。どうか今後とも、本市の国

際観光の進展に向けて、関係業界の皆様などと力を合わせて御尽力されることを切に希望いたしまして、

今回の私の質問を終わらせていただきます。 

 なお、再質問は控えるつもりでおりますので、どうか明快なる御答弁をよろしくお願いいたします。

（拍手） 

○議長（横田久俊） 理事者の答弁を求めます。 

              （「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（横田久俊） 市長。 

              （中松義治市長登壇） 

○市長（中松義治） 中村議員の御質問にお答えいたします。 

 国際観光について何点かお尋ねがありました。 

 まず、本年上期の外国人宿泊客数についてでありますが、香港は 5,091 人、対前年比 51.3 パーセント

で 4,829 人の減であります。台湾は 1,566 人、対前年比 49.2 パーセントで 1,620 人の減であります。韓

国は 1,381 人、対前年比 35.5 パーセントで 2,506 人の減であります。中国は 742 人、対前年比 30.8 パ

ーセントで 1,664 人の減となっております。 
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 次に、東アジア諸国の観光客の減少についてでありますが、各国とも東日本大震災とその後の福島第

一原発の事故により、国レベルでの渡航注意勧告などが出され、訪日ツアーの中止や販売の自粛、それ

に伴う航空便の運休などが主な要因と考えております。 

 日本政府観光局が発表しております国別の傾向としては、香港、台湾では、いち早く訪日ツアーが再

開され、風評被害の払拭が進んでいる一方で、韓国は、放射能への懸念が強く、依然として観光客の回

復に影響を及ぼしています。また、中国本土では、特に子供連れや富裕層が放射能被害を心配し、訪日

旅行を敬遠する傾向が続いております。 

 次に、今後の東アジア圏観光客の動向についてですが、長引く円高の影響により、次第に回復傾向に

あった外国人観光客数が伸び悩んでいるというのが観光関係者の共通の認識であります。このような状

況の中で、台湾キャンペーンでの旅行会社との意見交換では、台湾は資産形成のため、個人で株式への

投資を行っている比率が非常に高く、株式市場の低迷が観光客の動向に及ぼす影響が大きいと伺ってお

ります。また、首都圏で訪日旅行の取扱いをしている旅行会社からは、中国人観光客の本格的な回復が、

１月下旬の春節から来春以降にずれ込む見込みとお聞きしております。 

 次に、外国人観光客誘致対策についてですが、これまでの取組として、９月には中国のメディアや旅

行会社を招聘し、小樽・ニセコ地区の魅力を体感していただいたほか、姉妹都市であるソウル特別市江

西区では、小樽は震災の影響がないことをアピールしてきました。さらに、10 月には、台湾を訪問し、

大手旅行会社に対するトップセールスと、観光説明会を開催したところです。 

 また、今後の取組といたしましては、12 月 21 日から開始する外国人観光客ダイレクトアクセス実証

実験事業に向けて、現在、新千歳空港での受付から誘導などの最終確認を行っているほか、年が明けま

したら、回復が遅れております中国人観光客の誘致に向けて、中国を訪れトップセールスを実施してま

いりたいと考えております。 

 次に、ＭＩＣＥ誘致に向けた札幌市との連携についてでありますが、これまで両市でＭＩＣＥ受入れ

に活用できる特色ある施設や体験プログラム、視察コースなどの情報を発信するための資料を作成し、

国内外における誘致活動を展開してまいりました。その成果といたしましては、韓国の大手保険会社の

報奨旅行が決定し、10 月から 12 月までの間で約 200 人が来樽しております。その後も、小樽を立ち寄

り先とした報奨旅行についての問い合わせがあることから、今後に向けて期待を寄せているところであ

ります。 

 次に、今後のＭＩＣＥへの期待についてですが、ＭＩＣＥには一般の観光客に比して購買単価が高く、

平均的な滞在期間が長いといった高い経済効果や季節による影響を受けにくい、安定した通年需要など

の利点があるものです。本市といたしましては、経済波及効果や観光閑散期における誘客が期待される

ことから、本市はもとより、北しりべし定住自立圏の各町村が持つ自然や食といった魅力や観光資源な

どもメニューに取り入れながら、引き続き札幌市と連携してＭＩＣＥの誘致に取り組んでまいりたいと

考えております。 

○議長（横田久俊） 中村議員の一般質問を終結し、この際、暫時休憩いたします。 

休憩 午後 ２時１５分 

―――――――――――――― 

再開 午後 ２時４０分 

○議長（横田久俊） 休憩前に引き続き、会議を再開し、一般質問を続行いたします。 

              （「議長、21 番」と呼ぶ者あり） 

○議長（横田久俊） 21 番、新谷とし議員。 



平成２３年第４回定例会 本会議録 

－97－

              （２１番 新谷とし議員登壇）（拍手） 

○２１番（新谷とし議員） 初めに、放課後児童クラブについて伺います。 

 平成 19 年厚生労働省雇用均等・児童家庭局通知により、放課後児童クラブガイドラインが示されまし

た。小樽市の放課後児童クラブは、このガイドラインに基づき改善されてきたと思いますが、何点か伺

います。 

 職員体制についてです。放課後児童指導員は、児童福祉施設最低基準第 38 条に定める児童の遊びを指

導する者の資格を有する者を選任することが望ましいと規定しています。現在の児童指導員は 74 人と聞

いていますが、資格内容と人数についてお知らせください。そのうち、３か月単位の雇用が 26 人、土曜

日の指導員は 29 人ということですが、資格についても伺います。 

 また、資格要件を満たしていない指導員への研修はどのように行っているか、お聞かせください。 

 次に、保護者への支援、連携について、保護者会等の活動についても積極的に支援、連携し、放課後

児童クラブの運営を保護者と連携して進めるとともに、保護者自身が互いに協力して子育ての責任を果

たせるような支援を行うこととされています。保護者会はどの程度開かれているのか伺います。 

 次に、開所日、開所時間についてお聞きします。 

 現在、土曜日の開設場所は、幸小学校、緑小学校、量徳小学校、桜小学校、朝里小学校、銭函小学校

の６校が拠点校で、塩谷・長橋ブロックと高島・手宮ブロックには開設されていません。４月、５月の

み、土曜日開設は、長橋小学校、高島小学校はじめ 11 校ですが、６月には拠点校に通わなければなりま

せん。当初の利用状況と、その後それぞれどこの放課後児童クラブに通っているか、お知らせください。 

 平成 24 年度には量徳小学校が花園小学校と潮見台小学校に統合されます。現在、量徳小学校の放課後

児童クラブには、１年生から３年生まで 10 人が入所しており、量徳小学校は土曜日開設の拠点校でもあ

ります。量徳小学校を小樽市の都合で閉校にするのですから、市が責任を持って量徳小学校の代替とし

て花園小学校と潮見台小学校に開設すべきではありませんか。ほかにも、少なくとも４月、５月の利用

が多い奥沢小学校での開設や他校での開設が必要と考えますが、いかがですか。 

 また、保護者の就労状況に合わせて開所時間を早めるべきですが、お考えをお示しください。 

 次に、要望、苦情への対応として、要望、苦情を受け付ける窓口を子供や保護者に周知するとともに、

要望や苦情への対応をはじめ、手順や体制整備、苦情解決責任者、苦情受付担当者、第三者委員の設置

など示されていますが、現状をお知らせください。 

 学校統廃合との関係でお聞きします。 

 統合の実施計画では、平成 24 年度の統合後の花園小学校は、通常の学級 12 学級と特別支援学級４学

級となっています。現在の花園小学校では、多目的室や児童会室、生活科室をなくさなければ 16 学級は

できません。このような中、統合により定員を超える放課後児童クラブに入所できないのではないか、

という保護者の心配がありますが、２クラス設置はできるのですか。同様に、25 年度の統合後の潮見台

小学校は、２クラス設置はできますか。学校の統廃合により、花園小学校も潮見台小学校も、多目的室

やふれあい教室をなくさなければ放課後児童クラブを増やせません。多目的室は、児童の学習道具を置

いたり、総合学習のまとめや児童の集会の場に、ふれあい教室は、絵本の読み聞かせや児童の集会場所

として活用されています。学校再編の目的を、小・中学校の児童・生徒の教育環境の向上を図るとして

いるのに、子供たちの自発的活動やゆとりの場をなくして、この目的は達せられるのでしょうか。放課

後児童クラブの増設は当然ですが、学級がつぶされ、子供の学校生活に影響を与える現状の開設場所な

ど、考え直さなければならないのではないでしょうか。見解を伺います。 

 次に、水道問題について伺います。 
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 初めに、家事用水道料金についてです。 

 単身世帯の市民から、「基本水量に達しないのに基本料金分の水道料金を払っている。安くしてもら

えないのか。」という要望が寄せられています。 

 小樽市の水道料金の基本料金は、２か月分、水量 20 立方メートルで 2,667 円です。水道料金を一番多

く使う二月で、使用料が 20 立方メートル未満の件数と割合はどれくらいですか。 

 水道事業は、平成９年度から純利益が出ている状態で推移しています。全体の水道料金を上げずに、

20 立方メートルに達しない世帯の負担軽減をすべきと思いますが、いかがですか。 

 次に、石狩湾新港小樽市域の水道料金にかかわって伺います。 

 平成 25 年度から、当別ダムの供用開始に伴い、石狩湾新港地域の企業は当別ダムの水を使用すること

になります。この地域で、地下水を水源とした事業用水で事業を行っている 11 社の食料品製造企業地下

水利用組合から、当別ダム上水道の料金の低減を図る要望が出されています。当別ダムの水使用に当た

っては、平成４年に設立され、小樽市も構成員になっている石狩西部広域水道企業団から買うことにな

りますが、小樽市には人口 20 万人の水を供給する目的で建設された朝里ダムもあり、十分な水があるの

に、なぜ石狩西部広域水道企業団に参加しなければならなかったのか、御説明ください。 

 当別ダムの水が供給されるまでの間、食料品製造企業地下水利用組合が小樽市の簡易水道を利用でき

なかった理由についてもお聞きします。 

 次に、水道料金にかかわってです。 

 平成 22 年度決算の石狩西部広域水道企業団の企業債の発行総額は 169 億 8,630 万円、未償還残高は

154 億 9,651 万 9,254 円です。企業債は、水道料金設定に反映されます。また、供給単価算出に当たっ

ては、各受水団体の年間の給水量で決めるといいますが、この基になっているのが 19 年度の事業再評価

です。事業再評価は、企業団により、11 年度、16 年度、19 年度と３度の見直しが行われ、小樽市分は、

11 年度１日 6,000 立方メートルから 19 年度 3,100 立方メートルに下方修正されています。 

 しかし、22 年度の簡易水道の給水量は、年間 17 万 2,184 立方メートル、１日 472 立方メートル、小

樽市域にある食料品製造企業地下水利用組合８社の年間使用量は約 35 万立方メートル、１日約 959 立方

メートルで、石狩湾新港小樽市域の総計は１日約 1,431 立方メートルです。計画量の 46 パーセントにし

かすぎません。事業計画自体過大なものであり、水道料金引下げのため、事業再評価をやり直すべきで

す。同時に、19 年度の事業再評価での計画水量は認められません。見解を求めます。 

 企業団の用水供給単価は、来年１月までに料金体系の基本方針を確定し、24 年９月に、石狩西部広域

水道企業団議会に料金に関する条例案を提案するとのことですが、11 年度事業再評価で 93 円 68 銭と示

されています。現在の見込みではおおよそ幾らになりますか。 

 現在、食料品製造企業地下水利用組合の水道料金は、１立方メートル当たり 80 円です。地下水利用組

合から、「現状の上水道の料金では、この地域で事業活動ができない。特に最近は製造する商品が値下

がりしているのにもかかわらず、原材料は値上げ傾向にあり、事業用水にかかる費用が増加することは

企業の経営に重大な影響を与え、場合によっては、上水道料金改定の機会に、この地での操業を断念せ

ざるを得ない企業も出てくる可能性を否定できない。水道水大量使用者の料金の低減を図っていただき

たい。」との要望が出ています。操業断念になると、小樽市にとっても痛手です。市長は、この声をど

う受け止めていますか。 

 北海道の指導の下で地下水を利用してきたのですから、水道料金低減のため、北海道の補助を要請す

べきと思いますが、いかがですか。 

 次に、簡易水道事業にかかわって伺います。 
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 石狩開発株式会社の倒産によって、平成 16 年度から簡易水道事業費は小樽市の負担になり、22 年度

まで一般会計から４億 52 万 3,000 円の繰出しをしています。簡易水道事業の起債総額は 12 億 3,290 万

円、償還は 38 年度まで続き、残り 10 億 3,534 万 2,454 円を負担しなければなりません。石狩湾新港小

樽市域の水道料金は、簡易水道の起債償還分に新たに受水費が加わると料金が高くなり、ますます地下

水利用組合の企業の撤退が危惧されます。25 年度石狩西部広域水道企業団の水道水供給に伴い、小樽市

から企業団への出資金等は終了し、出資金３分の２を補助していた北海道の補助金もなくなるとのこと

ですが、これまでの歴史的経過から小樽市の水を使わせず、わざわざ広域企業団に組み入れてきた北海

道の責任で、引き続き小樽市への補助を行うよう北海道に強く申入れ、水道料金を安くするべきです。

市長の見解を伺います。 

 次に、農業の新規就農者支援について伺います。 

 小樽市の農家戸数の減少に加え、農業従事者の高齢化や減少などで、小樽市農業の先行きが心配され

ています。地産地消や、学校、保育所などでの食の安全を図る上でも、小樽市の農業支援が必要です。

これまで、議会でも新規就農者の問題が議論されてきましたが、新規就農者は小樽の地域の農業者の手

伝いをしながら新規就農に結びつけている方がほとんどという報告です。 

 しかし、現在、新規就農の希望者がいて、指導する農業者もいるが、農地を貸してくれる農家が見つ

からないということを聞いています。せっかくの就農の希望があっても、これでは新規就農の機会を失

ってしまいます。 

 小樽市の行政財産に、塩谷３丁目に１万 2,897 平方メートルのブドウ栽培の試験場敷地があります。

現在は原野となっているとのことですが、ここを整備して農業研修の場にすることはできないでしょう

か。仁木町では、新規就農などのために、あいている農地を登録、あっせんし、ホームページでも情報

提供しています。小樽市としても、新規就農希望者のために農地情報の提供を行うなど、支援策を考え

ていかなければならないと思いますが、市長のお考えをお聞かせください。 

 再質問を留保して、質問を終わります。（拍手） 

○議長（横田久俊） 理事者の答弁を求めます。 

              （「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（横田久俊） 市長。 

              （中松義治市長登壇） 

○市長（中松義治） 新谷議員の御質問にお答えいたします。 

 水道料金などについて何点か御質問がありましたが、まず家事用水道料金に関して、水道料金を一番

多く使う二月における使用量が 20 立方メートル未満の件数と割合についてでありますが、平成 23 年８月

及び９月の二月の実績で申し上げますと、１万 8,155 件であり、検針を行っている家事用件数５万 1,499

件のうち、35.3 パーセントの割合となっております。 

 次に、20 立方メートルに満たない世帯の水道料金の負担軽減についてでありますが、まず水道事業を

取り巻く経営環境は、事業の主たる収入である水道料金が人口減少や景気低迷などにより減少し続けて

おり、さらに今後の適正な維持・管理や老朽施設の更新や耐震化などを考えると、経営はますます厳し

さを増すものと思われます。確かに、平成９年度以降、純利益を計上しておりますが、22 年度末で累積

欠損金が約 5,166 万円あり、現時点において料金値下げをできる状況にはないと考えております。 

 また、仮に 20 立方メートルに満たない世帯の負担軽減を図るとすると、基本水量と基本料金の両方を

下げることになります。しかしながら、新たな基本水量を上回る世帯にとっては超過料金が増え、逆に

水道料金が高くなり、負担が増えることも想定されることから、全体の水道料金を上げないで、基本水
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量と基本料金のみを下げることは難しいものと考えております。 

 次に、小樽市が石狩西部広域水道企業団に参加した経緯でありますが、昭和 47 年に国が策定した石狩

湾新港地域開発基本計画に、この地域の開発に伴う上水道用水は石狩川水系から用水することが位置づ

けられていること、また、当時北海道から企業団への参加要請があったことから、小樽市も参加したも

のであります。 

 次に、食料品製造企業地下水利用組合が小樽市の簡易水道を利用できなかった理由についてでありま

すが、地下水利用組合は、平成 11 年に小樽・石狩両市域の食料品製造企業 11 社により、事業用水を供

給する目的で設立されましたが、地下水利用組合からは、簡易水道の料金が支障となって利用できなか

ったと聞いております。 

 次に、石狩西部広域水道企業団の小樽市域分の計画水量が過大であり、見直すべきではないかという

ことについてでありますが、平成 19 年度の再評価に当たりましては、石狩湾新港地域における将来的な

土地利用に基づき、工業統計のデータや実績値による原単位により業務用水量を推計いたしました。そ

のほかに、生活用水量や船舶用水量などを推計して、計画水量を 3,100 立方メートルとしたところであ

ります。現在、地域内の工場用地面積 236.4 ヘクタールのうち、立地企業が操業している面積が 61.5

ヘクタールとなっており、面積比率で約 26 パーセントの操業状況となっております。今後、地域内で操

業する企業が増えることにより需要水量が増加していくものと期待しており、計画水量を見直す時期で

はないと考えております。 

 次に、石狩西部広域水道企業団の用水供給単価の見込みについてでありますが、平成 25 年度より企業

団から用水供給が開始されることから、これまで企業団において財政計画や用水供給単価について検討

を行っているところであります。最終的なものは、24 年度において示されることになりますが、企業団

から、あくまでも現時点における概算単価として、１立方メートル当たり、税込みで 120 円の単価が示

されております。 

 次に、地下水利用組合からの水道料金の低減要望についてでありますが、食料品製造企業地下水利用

組合の水道料金と市の簡易水道料金とでは開きがあり、また、組合に加盟している企業は多くの水道水

を使用していることから、水道料金によるコストの増加は企業の収支に大きな影響を与えることになり、

地下水利用組合からの要望については重く受け止めているところであります。 

 次に、地下水の利用を指導してきたことに対する北海道への補助要請についてでありますが、現在、

市では、石狩西部広域水道企業団からの用水供給後の簡易水道料金に関してシミュレーションを行って

おり、料金の体系ごとに発生する市の財政負担などについて試算を行っているところであります。また、

給水企業の数によっては市の財政負担も変化するなど、さまざまな角度から検討を行う必要があり、北

海道に対する財政支援の要請については、これらの検討を行った後、判断いたしたいと考えております。 

 次に、北海道からの補助の継続についてでありますが、これまでの補助は、石狩西部広域水道企業団

から求められている出資金、負担金の一部に対して行われているものであり、水道料金の値下げに対す

る補助とは性格が異なるものであります。ただいま申し上げましたとおり、北海道に対する財政支援の

要請については、一定の検討を行った後、判断いたしたいと考えております。 

 次に、新規就農者支援についてのお尋ねがありました。 

 まず、ブドウ栽培の試験場敷地を整備して農業研修の場にすることができないかについてであります

が、ブドウ試験場敷地につきましては、事業を廃止してから 20 年以上経過し、現在、現地は原野化して

おり、再び農地として利用するための造成費やその後の維持・管理を考えますと、困難なものと考えて

おります。 



平成２３年第４回定例会 本会議録 

－101－

 次に、新規就農希望者への農地情報の提供などの支援策についてでありますが、農業委員会において、

毎年、農業者へのアンケートを実施しており、数件ではありますが、農地を貸してもよいとの回答をさ

れている農家もあることから、当面、支援策として、次年度に向け、本人の了解を得られるものについ

て、農地情報を小樽市のホームページに掲載してまいりたいと考えております。 

              （「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（横田久俊） 教育長。 

○教育長（上林 猛） 新谷議員の御質問にお答えいたします。 

 初めに、放課後児童指導員の資格内容と人数についてでありますが、放課後児童クラブガイドライン

においては、指導員は児童福祉施設最低基準第 38 条に規定する「児童の遊びを指導する者の資格を有す

る者が望ましい」とされております。現在、教育委員会が所管する放課後児童クラブでは、児童福祉施

設最低基準第 38 条第２項第２号に該当する保育士は 13 名、第４号に該当する、高卒などで２年以上児

童福祉事業に従事する者が 30 名、第５号に該当する教諭が 22 名、要件を満たさない者が９名となって

おります。 

 次に、指導員の研修についてでありますが、本市におきましては、指導員の資格要件にかかわらず、

全員を対象とした研修会を年４回行っており、そのテーマは、発達障害児及び処遇困難児童とのかかわ

り方について、ネグレクトなど児童のＳＯＳについて、子供の見方、とらえ方、事故防止についてなど、

このような放課後児童クラブ運営上必要なテーマを選択し、指導員の資質能力の向上に努めております。 

 次に、保護者会の開催についてでありますが、現在、放課後児童クラブにおいて、保護者会は結成さ

れておりませんが、保護者との連絡は主に連絡ノートを通じて行っており、その中に記載されている保

護者からの御意見、御要望を伺いながら、円滑な運営に努めているものでございます。 

 次に、４月、５月のみの土曜日開設クラブについてでありますが、利用状況は日々変わることから、

登録者数でお答えいたしますと、長橋小学校のクラブでは、３名の登録者のうち２名が幸小学校に行き、

１名はどこへも行っておりません。高島小学校のクラブでは、３名の登録者がありましたが、全員がど

こへも行っておりません。手宮西小学校のクラブでは、６名の登録者のうち１名が量徳小学校へ行き、

５名はどこへも行っておりません。花園小学校のクラブでは、４名の登録者のうち２名が量徳小学校へ

行き、１名が桜小学校へ行っており、１名はどこへも行っておりません。最上小学校のクラブでは、５

名の登録者全員が緑小学校へ行っております。入船小学校のクラブでは、４名の登録者のうち、緑小学

校へ３名、量徳小学校へ１名行っております。奥沢小学校のクラブでは、15 名の登録者のうち 14 名が

量徳小学校へ行き、１名はどこへも行っておりません。天神小学校のクラブでは、６名の登録者のうち、

緑小学校へ１名、量徳小学校へ２名行っており、３名はどこへも行っておりません。潮見台小学校のク

ラブでは、４名の登録者のうち、緑小学校へ１名、量徳小学校へ３名行っております。若竹小学校のク

ラブでは、当初から登録者はおりません。望洋台小学校のクラブでは、４名の登録者がおり、桜小学校

と朝里小学校にそれぞれ２名行っております。 

 次に、平成 24 年度閉校となる土曜日拠点校としての量徳小学校放課後児童クラブの代替についてであ

りますが、24 年度から花園小学校と潮見台小学校の両放課後児童クラブを土曜日拠点校として開設する

予定であります。 

 次に、土曜日拠点校の新たな開設についてでありますが、確かに奥沢小学校のクラブでは 15 名の登録

がありますが、６月以降は量徳小学校に 14 名が登録となっておりますので、量徳小学校閉校後は、新た

に花園小学校、潮見台小学校を拠点校と位置づけ、拠点校を６校から７校に１校増やすなど、利用者の

ニーズにもこたえていく予定となっております。 
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 次に、放課後児童クラブの開所時間についてでありますが、冬休みなどの長期休業期間中には、保護

者から開所時間を早めてほしいとの要望がありましたので、教育委員会といたしましては、今月１日よ

り、土曜日及び長期休業日並びに学校休業日の開所時間を、10 分早めて８時 20 分からとしております。 

 次に、要望、苦情への対応についてでございますが、小樽市では、社会福祉施設等苦情解決実施要綱

に基づいて対応しており、教育委員会における苦情解決責任者として生涯学習課長が、また苦情受付担

当者として生涯学習課主査が担当しております。これまでもさまざまな要望、苦情に対処しているとこ

ろでありますが、今後、窓口となる苦情解決責任者及び苦情受付担当者などについて入会のしおりに明

記するなど、周知徹底に努めてまいりたいと考えております。 

 次に、統合校における放課後児童クラブの設置についてでありますが、教育委員会では、量徳小学校

の閉校に伴い統合校となる花園小学校及び潮見台小学校の放課後児童クラブに入所が予定されている児

童の推計から、それぞれ２クラスの設置を見込んでおり、現在、施設の状況などについて学校と調整を

行っておりますが、おおむね設置は可能と判断をしております。 

 最後に、放課後児童クラブ増設に伴う児童への影響についてでありますが、花園小学校及び潮見台小

学校ともに、当初 18 学級規模で建てられた学校でありまして、統合後においても、花園小学校は通常の

学級が 12 学級、特別支援学級が４学級の計 16 学級、潮見台小学校は通常の学級が 11 学級、特別支援学

級が１学級、計 12 学級を想定しておりますので、それぞれ放課後児童クラブを２クラス設置しても、学

校運営上支障を来すことはないものと考えております。 

 なお、現在、各学校では、教員、保護者、地域の方々などで構成する統合協議会において教育目標や

教育課程の編成、学校行事などについて検討をし、新しい学校づくりに向け鋭意取り組んでおります。 

 今後とも、保護者や地域の方々の御意見を伺いながら、適切に対処してまいりたいと考えております。 

              （「議長、21 番」と呼ぶ者あり） 

○議長（横田久俊） 21 番、新谷とし議員。 

○２１番（新谷とし議員） 再質問をいたします。 

 放課後児童クラブですが、まず保護者会について、今、開催していないということですけれども、保

護者も子供たちの様子を知りたいのではないかと思います。子供たちの健やかな成長のために、ぜひこ

の保護者会を今後検討していただきたいと思います。 

 それから、土曜日開設についてですけれども、量徳小学校閉校により花園小学校、潮見台小学校に開

設されることはよかったと思います。しかし、奥沢小学校なのですが、15 名の登録のうち 14 名が量徳

小学校に通っているということです。潮見台小学校と花園小学校に通ってくださいということになるの

かなと思いますけれども、これだけの人数がいるわけですから、ぜひ、奥沢小学校での開設を検討して

いただきたいと思います。 

 一昨日、我が党の小貫議員の代表質問では、放課後児童クラブでの障害児の受入れについて、それは

ブロックごとに拠点校をつくってやっていくということで、奥沢小学校もその中に入っていると思うの

ですけれども、そういうことでブロックごとに拠点校を増やしていくこととあわせて、この奥沢小学校

は多いわけですから、ぜひ開設すべきだと思いますので、再度御答弁をお願いいたします。 

 それから、水道問題について何点かお聞きします。 

 まず、家事用の水道料金ですけれども、いろいろできない理由をおっしゃいました。しかし、この 14

年間、純利益が出ている状態で推移して、一般会計に貸し付けていたぐらいです。市民の反対を押し切

って給水人口 20 万人の朝里ダムを建設したことも水道料金が高くなった原因ではないのでしょうか。基

本料金は、全道９市で上から２番目に高いです。このように、純利益が出ている状態で推移しておりま



平成２３年第４回定例会 本会議録 

－103－

す。そして、今、市民所得が減っておりますから、35 パーセントの方が 20 立方メートルに達しないと

いう、こういう状況の中で、どういう方法でほかの人に迷惑というか、負担にならないように、基本水

量に達しない方の負担を軽減するか、全体の収益は減るかもしれません。しかし、市民の生活を守って

いくために、ぜひこれも検討していただきたいと思います。 

 それから、石狩西部広域水道企業団の問題ですけれども、北海道の要請で企業団に参加したというこ

とですけれども、朝里ダムが建設されて、その水を銭函まで引いて来ているわけですから、その水を持

ってくれば、このようにならなかったのではないかと思うのです。わざわざ簡易水道をつくって、その

起債の償還がまだ残っているわけですよね。そして、簡易水道自体の料金も高いわけですよ。そういう

点で、市長も、北海道のほうには何らかの補助をしてもらうように要請するということでしたけれども、

改めてこの問題では、北海道には少しの補助ではなくて、たくさんしていただくようにお願いしたいと

思います。 

 それから、石狩西部広域水道企業団の事業再評価なのですけれども、１日 3,100 立方メートル、これ

は最終年度、平成 48 年度の数字です。これは、小樽市域が 100 パーセント分譲されて、企業が張りつく、

操業することが前提となっていると思います。先ほども答弁の中にありましたけれども、26 パーセント

の企業しか操業されていないという中で、産業振興課でも一生懸命誘致をしておりますけれども、なか

なか企業立地、操業が進まない状況です。最終年度まで分譲が進んで、企業の操業が増える見込みがあ

るのか、そして１日 3,100 立方メートル使う、そういう見込みがあるのか、その辺はどうでしょうか。 

 先ほど、朝里ダムのことを言いましたけれども、平成 35 年まであと 27 億 5,950 万円も元利償還が残

っております。このような過大な計画で、企業債のツケを水道料金にはね返して高い料金を押しつける

のは認められません。事業再評価をやり直すように申し入れるべきだと思います。 

 それから、簡易水道の起債の問題ですが、内容が違うと、北海道の補助とは性格が異なるということ

ですけれども、確かにそうなのですが、これで一切北海道の補助がなくなるわけですよね。だから、名

目はともかくとして、簡易水道をつくって、石狩開発が全部負担するのだから、小樽市の負担はないと

して、このように無理やりやらせてきたという経緯があるわけですから、名目は違っても、これに対し

てやはり補助を求めるべきだと思います。いかがでしょうか。この点について伺います。 

○議長（横田久俊） 理事者の答弁を求めます。 

              （「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（横田久俊） 市長。 

○市長（中松義治） 新谷議員の再質問についてお答えいたします。 

 私が答弁しない部分については、水道局長のほうから答弁をさせていただきたいと思いますので、よ

ろしくお願いいたします。 

 最初に、家事用水道の値下げの話でありますけれども、先ほどもお話しさせていただきましたように、

平成 22 年度の時点で累積欠損金が約 5,166 万円あるということでございますので、現状、なかなかその

ようにはならないのだろうと思っております。 

 それから二つ目には、北海道に対する財政支援の問題でありますが、これも先ほど答弁をさせていた

だきましたように、今後いろいろな角度、トータル的に判断をした上で検討していきたい、判断をして

いきたい、このように思っておりますので、御理解をいただきたいと思います。 

              （「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（横田久俊） 水道局長。 

○水道局長（原田憲男） 私から、まず石狩西部広域水道企業団の事業再評価の点についてお答えした
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いと思います。今、3,100 トンという水量を平成 19 年度のときに再評価しておりますけれども、そのと

きにはやはり全体の面積に対してそれぞれの土地利用がどうなされるのか、生活関連であるとか、流通

であるとか、機械金属であるとか、それぞれの土地利用の実態、計画に合わせて、それぞれの従業員の

生活用水であるとか、生産活動に必要な水量であるとか、そういう水量を足し合わせて、いろいろな依

存率だとか負荷率なども考えながら算出した水量であるというふうに思っておりまして、この水量を、

今、この時点ですぐ見直すというのは適切な措置ではないというふうに考えてございます。 

 あと、今後の立地でございますが、いろいろな対策を練ってそれぞれ企業誘致等も図られているとい

うふうに思っておりますけれども、そこの部分をさらに北海道であるとか石狩開発、それぞれの立場で

小樽市域への企業の誘致というものを進めていただいて、水道局で計画をした水量にできるだけ近づい

ていただきたいというふうに考えてございます。 

 家事用水道の基本水量の部分で申し上げますと、本市では、一月 10 立方メートルで単価、基本水量を

設定しておりますけれども、他都市においては、基本水量を低く設定して料金を下げている都市も多く

ございます。水道料金そのものを見直す場合は、それぞれの使用実態、まずはその地域で必要な、総括

的な原価、これは営業費用であるとか資本費、こういうものをすべてまず押さえた中で、それをどのよ

うに御負担していただくかということを考えていかないと、部分的な単価の見直しというのは、収支不

足になるとか、過度に公平性を欠いた料金の徴収ということも生じかねるということが言われておりま

すので、全体的に見直すときに、その基本水量であるとか基本料金、これを見直していくのが適正であ

るというふうに考えてございます。 

              （「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（横田久俊） 教育長。 

○教育長（上林 猛） 放課後児童クラブにおける保護者会の件でございますが、放課後児童クラブに

預ける保護者の日にち又は時間がそれぞれまちまちだということが一つありますし、また子供の年齢が

小学校１年生から４年生までばらばらと、こういう状況もあり、また、これまでは保護者が大変忙しい

状況があって、なかなかまとまりづらいという状況があって保護者会ができていなかったというふうに

聞いております。今後、保護者会結成の要望があるかどうか、１回アンケートなどをとって、もし要望

が多いという状況があれば、その方向も考えてみたいと思います。 

 それから、放課後児童クラブの土曜日開設について、奥沢小学校の児童クラブの登録者のうち、14 名

が量徳小学校に行っていたということですが、これは、登録ベースで申し上げましたので、実際に何名

が行っているかという実態について、もう一度掌握しながら、基本的には花園小学校と潮見台小学校に

行ってもらうということになろうかと思いますが、もう一度調べてみたいというふうに思います。 

              （「議長、21 番」と呼ぶ者あり） 

○議長（横田久俊） 21 番、新谷とし議員。 

○２１番（新谷とし議員） 再々質問を行います。 

 放課後児童クラブの保護者会は、実態調査なりアンケートなりをしてやっていくということですので、

ぜひよろしくお願いしたいと思います。 

 奥沢小学校での土曜日の開設についても、これは実態把握というのは、アンケートなどをとってやる

ということなのでしょうか。もう一度、その辺お願いします。 

 それから、新規就農者支援について、再質問で言い忘れましたので、今、質問いたしますが、来年か

らホームページなどで農地情報を掲載するということは、大変前進だと思います。 

 ブドウ試験場敷地なのですけれども、整備するのにはそんなにお金がかからないという農業者もいら
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っしゃいます。せっかく新規就農の希望者がいるわけですから、それが小樽市の土地でもあり、せっか

くある土地を生かすべきだと思います。まず、土地を整備するのにどれぐらいの経費、費用がかかるの

かぐらいは試算をするべきではないかと思います。 

 それから、石狩湾新港関連なのですけれども、今の段階で石狩西部広域水道企業団の用水供給単価、

１トン 120 円ということですが、これは 100 パーセント企業が張りついた場合のことだと思うのです。

今、26 パーセントという状況の中で、これはそうしたらもっと高くなるのかどうなのか、その辺はいか

がでしょうか。 

 地下水利用組合は、今、１立方メートル 80 円ということで、大変安い料金で営業しているわけですけ

れども、高くなれば企業が撤退せざるを得ないと言っているわけですから、これはぜひ考えていただか

なければなりませんし、本年の第２回石狩西部広域水道企業団議会定例会の会議録を見させていただき

ましたけれども、ほかの自治体の議員が、１円でも安く供給されることを切に願っていると、このよう

な発言をしております。同じ石狩湾新港地域で、石狩市では、家庭用もあるからだと思うのですけれど

も、当別ダムの供給開始では今よりも水道料金を安くすると、こういう話も聞いております。ですから、

こういうことを踏まえて、小樽市が異常に高くならないようにしていかなければならないと思います。

そういう点で質問いたします。 

 それから、石狩湾新港西地区に進出が予定されている北電のＬＮＧ火力発電所は、どの水を使う予定

なのでしょうか。 

 それと、簡易水道事業に市の財政負担を行っているという答弁がありました。それはおおよそどのぐ

らいの金額なのかわかりますか、教えていただきたいと思います。 

○議長（横田久俊） 理事者の答弁を求めます。 

              （「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（横田久俊） 水道局長。 

○水道局長（原田憲男） まず、石狩西部広域水道企業団の供給単価、小樽市からいうと受水単価にな

ります。企業団がつくった水を小樽市がいただくと、そのときの値段は現時点で１立方メートル当たり

120 円ほどというふうに伺ってございます。そのことによって今後、小樽市の簡易水道料金というのを

条例で定めておりますけれども、この部分をどうするのかというのは、今、検討しており、それを上げ

るのか下げるのかというのは、今はまだ決まっていないという状況でございます。しかし利用組合のほ

うからいろいろと要望が出されておりまして、新谷議員が言われたとおり、地下水利用組合では１立方

メートル当たり 80 円という形で製造業用水として使われていると伺っておりますので、それと現状の簡

易水道料金とは大きく乖離しているということは認識をしております。 

 それと、財政負担というのは、現状の簡易水道事業特別会計がさまざまな経過の中で、一般財源から

繰入れをいただいて収支を合わせているということでの御質問かと思いますが、その点については、確

かに石狩開発の旗揚げ以来、当然その収支不足というのは生じておりますので、そこの部分への繰入れ、

それと企業団への出資金、負担金、これの３分の１については小樽市の負担になったということです。

この二つの部分が、一般会計から繰り入れなければ収支が合わなくなったということでございます。 

             （「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（横田久俊） 総務部長。 

○総務部長（迫 俊哉） 北海道電力が建設します、火力発電所でどれくらいの水を使うのかというこ

とのお尋ねでございましたが、現在、私どものほうで、どれぐらいの水量を使用するかということにつ

いては把握いたしておりませんけれども、この火力発電所で使う水につきましては、企業団からの水で
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はなくて、豊平川からの工業用水を使うということで聞いておりますので、料金には反映されてこない

ということになっております。 

              （「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（横田久俊） 産業港湾部長。 

○産業港湾部長（工藤裕司） ブドウ栽培の試験場敷地の整備につきまして、その整備費について試算

をしてみないかという御質問でございますので、これにつきましては試算をしてみたいと、そのように

考えております。 

              （「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（横田久俊） 教育長。 

○教育長（上林 猛） 先ほどの確認だと思いますが、放課後児童クラブにおける保護者会の結成につ

いては、アンケートをとってみたいと、意向を確認したいということでございまして、それから奥沢小

学校の件については、奥沢小学校が 15 名のうち 14 名が量徳小学校に行っているというのは、登録ベー

スの話ですので、その辺は実際に実態を調べてみるということで申し上げました。 

○議長（横田久俊） 新谷議員の一般質問を終結いたします。 

              （「議長、16 番」と呼ぶ者あり） 

○議長（横田久俊） 16 番、林下孤芳議員。 

              （１６番 林下孤芳議員登壇）（拍手） 

○１６番（林下孤芳議員） 一般質問を行います。 

 まず、国勢調査の結果を受けて質問いたしたいと思います。 

 総務省が 2010 年に実施した国勢調査の結果が、このたび発表されました。その結果は、小樽市は５年

前の調査より１万 233 人減少し、人口は 13 万 1,928 人となり、減少率は 7.2 パーセントで、減少数は全

国で７番目に、道内でも函館に次いで２番目になる急速な人口減少が進んでいることが明らかになりま

した。 

 その内訳は、死亡数が出生数を上回る自然減が 5,000 人弱で、転出者が転入者より多い社会減が 5,000

人強とされ、65 歳以上の高齢化率は 31.5 パーセントで、全国の平均値の 23 パーセント、全道の 24.7

パーセントの平均値をも大きく上回る結果となっています。 

 この結果は、これまで小樽市が将来推計としている数字をも上回る早いペースで人口減少が進んでお

り、大変衝撃的な内容でありますが、市長は、この調査結果をどのように受け止め、またどのような対

策をお考えなのか、お示しください。 

 私も、この調査結果はある程度予測されていたものの、これほどの早いペースで人口減少が進んでい

ることには大変衝撃を受けました。しかし、冷静にこの調査結果を受け止めますと、日本社会全体が直

面する近未来の姿であります。少子高齢化が進む小樽市だからこそ、全国に先駆けて先進的な対策を示

し、断固とした人口減少に歯止めをかける決意を示す必要があるときだと考えます。 

 まず、社会減の対策としては、何といっても若者が小樽市に定着できる雇用の場をつくることです。

これまでも、この課題は多く場で議論をされてきましたが、現状の市場経済の流れに任せるだけでは雇

用の場を確保することは極めて困難であります。したがって、若者の雇用の場は、小樽市があらゆる施

策を通じてつくる必要があると考えます。さまざまな知恵を出し合えば、必ず結果は出せると考えます。 

 次に、住環境の整備としては、これもいろいろな角度から議論がありましたが、小樽市内には多くの

空き家があり、中にはわずかなリフォームで活用できる物件が数多くあるとのことであります。小樽市

に定着してもらうためには、安く借りられる住宅の条件整備も急がれます。 
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 また、子育て支援については、小樽市はもともと恵まれた環境にあることから、もっとアピールを工

夫すればまだまだ理解は深まるものと思います。 

 自然減の対策としては、いかに出生率を高めるかは、社会減の対策の正否に大きくかかわるものだと

いうふうに思いますが、市民全体が少子化の影響を受け止め、子育て世代に対する理解と協力を惜しま

ない風土をつくっていかなければと考えています。 

 また、高齢者が生き生きと活動できる社会資本の整備も大切であります。そのことによって、社会保

障費全般の削減と、小樽市の経済の活性化にも必ず貢献し、自然減の対策として効果が期待できると確

信しています。 

 人口減少は、今後、大都市でも確実に進行すると言われる中で、小樽市が対策を打ち出すことに無駄

な努力だといった厳しい声もありますが、小樽市が衰退していくことを望む市民はだれ一人いないと思

います。少子高齢化と過疎化に苦しみながらも、さまざまな対策を打ち出して人口減少に歯止めをかけ

た自治体の例もあります。今こそ市民力を結集し、知恵を出し合い、力を出し合って人口減少に歯止め

をかける対策を打ち出し、小樽市再生の第一歩とすべきときだと考えますが、市長の決意を伺いたいと

思います。 

 次に、デマンドバスの対策について質問をいたします。 

 私どもの会派は、小樽市経済の活性化や社会保障費の縮減、少子高齢化社会を踏まえた対策として、

小樽市の特徴を生かした公共交通の必要性を検証するために、愛知県江南市の「いこまいＣＡＲ」の視

察を行いました。この選定理由は、愛知県の公共交通は極めて恵まれている中で、江南市がタクシーを

活用した「いこまいＣＡＲ」やデマンドバスの運行がなぜ求められたのか、また運行の実態と利用者の

負担と江南市の負担について調査したいと考えたからであります。当日は、市長をはじめ副議長までも

出迎えをいただき、大変親切丁寧な御説明をいただきました。心より感謝しております。 

 愛知県江南市は、皆さん御承知のとおり、名鉄の鉄道やバス、ＪＲなどの公共交通に大変に恵まれた

環境にありましたが、近年、バス路線は赤字を理由に撤退が相次ぎ、最初は高齢者の通院の足を確保す

るために検討が始まり、平成 14 年１月５日から試験運行を始め、運行コースはバス路線と競合しない、

主に市内の各公共施設間を結ぶ路線が設定され、その後も、15 年、試験運行の見直し、16 年 10 月の定

期便の本格運行を開始するため、費用対効果や行政サービスの公平性の観点から幹線中心の定期便運行

として現在に至っています。 

 また、乗り合いタクシーを活用した予約便は、19 年 10 月１日から試験運行を始め、21 年 10 月１日か

ら本格運行となっています。江南市の「いこまいＣＡＲ予約便」は、国からの半額補助が受けられる制

度を利用し、利便性も高く、市民に大変に好評とのことでありました。 

 一方では、市の負担が、年間 1,950 万円が翌年には 2,800 万円、またその翌年には 3,500 万円と増加

し、最近は利用者が毎月 50 人ずつ増加しているとのことであります。また、乗り合いで利用すれば負担

が軽減されるシステムでも、単独利用が多く、特に通院などでは規制が難しいという悩みもあるようで

あります。 

 江南市は、財政的に豊かで、大きな企業も立地されており、小樽市の条件とは大きな差があったこと

も事実でありますが、昭和 29 年６月、人口４万 3,716 人で市制発足以来、人口は微増し、平成 15 年１

月 28 日に 10 万人を達成し、現在も微増しているとのことであります。 

 そうしたことから、社会資本の充実、とりわけ公共交通の役割は極めて大切であり、小樽市として専

門に担当する部局の設置を急ぐべきと考えますが、市長の見解をお伺いいたします。 

 このシステムは、利便性はいいものの、通勤・通学には利用できず、自治体の負担が大きく、他の自
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治体の実施例を見ても規制が難しいといった課題もあると思います。以上の理由から、相乗りタクシー

を小樽市に導入することは大変難しい課題が多いことも判明いたしましたが、最近多くの自治体で導入

をされているオンデマンド交通システムは、利便性や効率性、費用対効果など、あらゆる比較に高い評

価がされているものです。最近のＮＨＫの朝の番組で放送された経緯もありますから見た方も多いと思

いますが、三重県玉城町と東京大学新領域創成科学研究科の共同研究で実証実験が進められている玉城

町を支えるオンデマンド交通システムは、少子高齢化が進む人口１万 5,223 人のまちで、まちの活性化

と社会保障費全体を削減するための目標を明確にして導入され、高齢者がインターネットや携帯電話で

「元気バス」の予約にチャレンジし、毎日出かけるのが楽しみになった、「元気バス」のおかげで毎日

安心して出かけられるといったインタビューに答えている姿が大変に印象的でした。 

 オンデマンド交通システムは、導入している自治体によって少しずつ運行方法などに違いはあるもの

の、あらかじめ利用登録した利用者が事前に乗車場所、時間、目的地を予約して、効率性を高め、無駄

を省き、国の支援策などを活用して運行されているのが一般的に定着しているようであります。 

 小樽市は、山坂が多く、坂の上まで住宅が建ち並び、大変特徴あるまち並みが有名でありますが、少

子高齢化が進む小樽市にとっては、オンデマンド交通システムの導入こそ緊急に取り組むべき優先施策

であると確信をいたしているところであります。 

 これまでの議論では、市内全域に広い路線バス網を持つ中央バスの理解と協力が欠かせないことや収

益性が低い事業への協力を求めることなどから、勉強会を通じて一歩前進していただきたいと要請して

きたところでありますが、現状はどのようになっているのか、お答えをお願いしたいと思っています。 

 次に、ＮＰＯ法の改正に伴う条例改正と、新しい公共の実現について質問をいたします。 

 大変時間が経過しておりますが、民主党政権が発足し、当時の鳩山総理は新しい公共という理念を打

ち出し、ＮＰＯ法を改正し、増加する一方の国や自治体への要望や業務を実現するためにはＮＰＯによ

る新しい公共を担ってもらうことが望ましいとしたものの、当時の所管である内閣府は、認証審査が煩

雑で時間がかかることや認証ＮＰＯの活動実態の把握が難しく、さまざまな問題が生じていたことなど、

またＮＰＯ法制定以来、多くの団体が資金不足や人材不足に陥り、活動が困難になっていることなども

踏まえて議論が行われてきたものと承知しております。 

 新寄附税制とＮＰＯ法改正は、平成 23 年６月 15 日に成立し、24 年４月１日の施行となっています。

主な改正点は、１、活動分野の追加としては、観光の振興を図る活動が追加され、２、所管庁は、内閣

府から都道府県又は政令指定都市に改正され、３、ＮＰＯ法人認証制度の柔軟化、簡素化、４、ＮＰＯ

法人会計基準の導入、５、ＮＰＯ法人の信頼性向上のための措置、６、認証ＮＰＯ法人制度をＮＰＯ法

へ、７、認定ＮＰＯ法人の認定機関の移管、８、３年間の仮認定制度の導入となっています。 

 また、新寄附税制は、23 年６月 22 日に成立し、23 年７月１日の施行となっております。その内容は、

１、所得税の税額控除制度の導入、２、認定ＮＰＯ法人の認定要件の緩和、３、地域において活動する

ＮＰＯ法人などの支援、４、日本版認定寄附信託税制の創設などが主な改正内容と理解しているところ

でありますが、現在、小樽市内で活動しているＮＰＯ法人は幾つありますか。また、その活動内容は把

握されていますか。 

 新寄附税制は、既に７月１日から施行されていますが、個人住民税や所得税などにかかわる問題は、

市民やＮＰＯ法人に周知されなければならない問題だと考えております。私たちも過日、地方議員の勉

強会で新寄附税制とＮＰＯ法改正について意見交換をいたしましたが、全道の各自治体では一部で先進

的な取組がなされているものの、多くの自治体はこれから取組を進めるといった動きのようであります。 

 小樽市では、今後どのような取組を考えておられるのか、周知方法なども含めて考え方をお示しくだ
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さい。 

 私は、このたびの新寄附税制とＮＰＯ法改正で、これまで問題とされている課題がすべて解決される

とは思いませんが、新しい公共という理念は、これからのＮＰＯ法人や自治体にとって大変大切な課題

であると思います。 

 小樽市にとりましても、市民の多様なニーズや要望にこたえることは、法的な観点や公平性の観点か

ら不可能な部分もありますが、ＮＰＯ法は、このすき間を埋めることができるのではないかと考えます。 

 例えば一つの例として、最近、私道の除雪を小樽市にお願いしたいとの相談が相次いで寄せられるよ

うになっております。その実態を調査すると、今までは住民の平均年齢も若く、隣同士が協力し合いな

がら道路も除雪してきたところでありますけれども、高齢者が多くなり、空き地も増えると除雪が追い

つかず、トラブルが絶えなくなったなどの声が多くなっています。こうしたケースでは、小樽市内でも

増加していると思いますが、小樽市としては町会などで貸出しダンプなどの活用を促すなどのアドバイ

スしかできないのが現状です。札幌市では、町会単位で排雪などを業者と契約することが進んでいると

言われていますが、最近はトラブルが多く、課題も多いと聞きます。市民にとって冬期の除雪は最大の

関心事でありますが、小樽市が担うことのできない市民の要望をＮＰＯができれば、新しい公共の理念

が生かされると考えますが、市長はどう思われますか。 

 以上、再質問を留保し、質問を終わります。（拍手） 

○議長（横田久俊） 理事者の答弁を求めます。 

              （「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（横田久俊） 市長。 

              （中松義治市長登壇） 

○市長（中松義治） 林下議員の御質問にお答えいたします。 

 まず、国勢調査の結果についてでありますが、今回の結果は、全国で７番目、また道内でも２番目の

減少数となり、中でも 20 歳代から 30 歳代前半にかけての減少が顕著となっております。この年代の減

少は、出生数や税収の減少、消費の低迷など、さまざまな面で本市に与える影響が大きいことから深刻

に受け止めております。 

 また、対策としては、若者の市外流出を防ぎ、地元への定着を図らなければならないものと考えては

おりますが、有効求人倍率が低迷する中、まずは地域経済の活性化を図り、雇用の場の確保をすること

が重要であると考えております。 

 次に、人口減少対策に対する決意についてでありますが、私としては、特に若者の雇用の場を確保す

るため、地場産業への支援や企業の誘致などにより地域経済の活性化を図ることが最重要課題と考えて

おります。また同時に、北しりべし定住自立圏を構成する町村との連携を図り、圏内の魅力をＰＲしな

がらさらなる移住促進に取り組むとともに、医療や住宅などの生活環境の整備や子育て支援の充実に努

めるなど、人口対策には時間はかかりますが、これらの施策を着実に進めてまいりたいと考えておりま

す。 

 次に、デマンドバスの対策について御質問がありました。 

 まず、公共交通を専門に担当する部局の設置についてでありますが、人口の減少や少子高齢化による

社会状況が変化する中で、将来バス事業者の経営状況が悪化し、サービスの著しい低下や地域の公共交

通に空白地帯を生じるなど、交通環境の悪化が懸念されることから、専門に担当する部局の設置につい

て、引き続き検討してまいりたいと考えております。 

 次に、オンデマンド交通についての勉強会についてでありますが、現在、他都市の導入状況などの情
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報収集を行っているところでありますが、将来の交通対策に向けて、必要に応じバス事業者との意見交

換を行ってまいりたいと考えております。 

 次に、ＮＰＯ法改正に関する御質問ですが、初めに、小樽市内におけるＮＰＯ法人の数とその活動内

容についてですが、現在、小樽市に主たる事務所を設置し、活動している団体は、本年 10 月末現在にお

いて 23 団体となっております。また、その活動内容についてですが、北海道職人義塾大学校は、日本の

伝統である職人技の振興、発展について、小樽・朝里のまちづくりの会は地域の文化、スポーツ、地域

の自然保護について、おたる祝津たなげ会はニシン漁繁栄期の遺跡や文化の保存、水産業を中心とした

産業活性化など、それぞれの法人が幅広い分野で活動を行っているものと認識しております。 

 次に、ＮＰＯ法人への新寄附税制についての今後の取組でありますが、これまで国税庁の認定を受け

た、いわゆる認定ＮＰＯ法人のみが寄附金税額控除の対象であったものが、市の条例で指定されたＮＰ

Ｏ法人であれば同様の税額控除を受けられることから、条例に指定するための基準づくりなどについて、

北海道や他都市と歩調を合わせながら検討しているところであります。その内容が固まり次第、市税条

例の改正案を市議会に提案する予定であり、また具体的な寄附控除の手続などについてホームページで

周知するほか、市内で活動している各ＮＰＯ法人に対しお知らせすることとしております。 

 次に、新しい公共としてのＮＰＯ法人の役割についてですが、ＮＰＯ法人は、地域社会の課題解決に

向けて市民が連携し、自発的に社会貢献活動を行う非営利団体で、新しい公共を支える担い手の一つと

して期待されております。このため、近年多様化する市民ニーズへの対応が求められる中にあって、Ｎ

ＰＯ法人が、市民の皆さんが有する多くの知識やアイデアを活用したまちづくりを進めることは、私が

公約で掲げる市民力を生かしたまちづくりにも重要な役割を果たすものと考えております。 

              （「議長、16 番」と呼ぶ者あり） 

○議長（横田久俊） 16 番、林下孤芳議員。 

○１６番（林下孤芳議員） 答弁をよく勉強させていただきまして、予算特別委員会で再度質問させて

いただきます。 

○議長（横田久俊） 林下議員の一般質問を終結し、この際、暫時休憩いたします。 

休憩 午後 ４時０１分 

―――――――――――――― 

再開 午後 ４時３０分 

○議長（横田久俊） 休憩前に引き続き、会議を再開し、一般質問を続行いたします。 

              （「議長、13 番」と呼ぶ者あり） 

○議長（横田久俊） 13 番、酒井隆行議員。 

              （１３番 酒井隆行議員登壇）（拍手） 

○１３番（酒井隆行議員） 平成 23 年第４回定例会に当たり、一般質問をさせていただきます。 

 初めに、港湾に関連してお聞きします。 

 私は、経済常任委員会で伏木富山港と京都舞鶴港を、先日視察してきました。伏木富山港の 2010 年度

の入港船舶数と貨物取扱量の合計は、内外航路合わせて 2,116 隻、総貨物取扱量で 687 万 7,082 トン、

また定期コンテナ航路は、ロシア極東航路、韓国航路、中国航路、東南アジア航路と、対岸航路が数多

く結ばれています。加えて、今回の日本海拠点港の選定では、機能別のほか、総合的拠点港に選定され

ています。同じく、京都舞鶴港の 2010 年度の入港船舶数と貨物取扱量の合計は、内外航路合わせて 4,547

隻、総貨物取扱量で 1,014 万 3,551 トン、同じく定期コンテナ航路は、韓国航路、中国航路、ロシア航

路が就航しています。加えて、小樽とは、昭和 45 年８月の就航以来、フェリー航路で結ばれています。
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両港とも、関東、関西の主要都市を背後圏に抱え、主要都市とは高速道路などで結ばれており、日本経

済を支えている港として日々発展していることが肌で感じ取れる港湾でした。 

 一方、小樽港の 2010 年度の実績を見ますと、入港船舶数と貨物取扱量の合計は、内外航路合わせて

4,630 隻、総貨物取扱量で 1,082 万 9,503 トン、定期航路は、新潟、舞鶴の国内フェリー航路と、外航

では中国定期コンテナ船が就航しています。 

 そこで、３港を比較してみますと、フェリーで定期航路が結ばれている小樽港と京都舞鶴港の入港船

舶数と総貨物取扱量が伏木富山港より多いことがよくわかり、港湾にとって定期航路の開設、重要性を

強く感じた経済常任委員会での視察でした。 

 これまで小樽港は、北海道の日本海側流通拠点港として、戦前、戦後を通して発展してきました。近

年は、政治・経済の中心地である札幌を中心とする道央圏を背後に持ち、重要な役割を担って今日に至

っています。今後、さらに小樽港を発展させるためには、銭函工業団地や石狩湾新港地区の企業にも小

樽港を利用してもらうことが一層強く求められると考えています。 

 そこで、お聞きします。 

 銭函工業団地や石狩湾新港に立地している企業の小樽港の利用状況と、今後の利用促進に向けた取組

についてお聞かせください。 

 あわせて、第６次小樽市総合計画の中に、国内貨物の誘致、対岸諸国や北米地域などとの貿易拡大に

努めるとあります。現在施行されている施策について、検討中も含め、小樽港に限らず、どのように推

進されていくのか、お聞かせください。 

 次に、先般、11 月 11 日に国土交通省が支援する日本海側拠点港に小樽港が選ばれました。このこと

は、港背後の観光地を生かした外航クルーズの主要港に位置づけられたことを意味します。現下、対岸

諸国、アジア圏は経済発展が著しく、今後も経済成長が見込まれ、訪日外国人観光客は増加することが

予想されています。今後、港を生かしたまちづくりに向けた港湾整備促進に国の補助など支援が得られ

ることから、港町小樽のイメージアップを図り、海外からの観光客増加につながると期待しています。 

 現在、クルーズ客船は、九州、沖縄方面に集中して寄港しており、同選定を受け、日本を代表する観

光地を背後に有する日本海側港湾の潜在能力が試されます。 

 そこで、お聞きします。 

 まず、今回、本港が拠点港に選ばれたことで、港湾整備に向け、従前と違う利点について具体的にお

聞かせください。 

 また、選定された計画を実現するために、今後、ハード面、ソフト面を含め、どのような整備、取組

を予定されているのか、港湾計画も触れてお示しください。 

 次に、防災計画についてお聞きします。 

 今年の日本は、３月 11 日に東北地方を襲った大震災、台風被害と、災害の１年となりました。特に３

月 11 日 14 時 46 分 18 秒、日本国内観測史上最大級のマグニチュード 9.0 の東日本大震災においては大

津波が東北地方を襲い、未曾有の被害をもたらしました。 

 震災後行った調査によりますと、地震発生から避難開始までの時間について、生存者は、平均 19 分後

に避難を開始したそうです。一方、お亡くなりになった方は、平均して 21 分後に避難を開始したという

調査結果が出ています。わずか一、二分違いの避難開始の判断が生死を分けたと調査結果が示していま

す。津波被害から身を守る避難の判断は、まさに１分１秒を争うということが改めて明らかになりまし

た。また、避難するまで何をしていたかとの調査では、テレビ、ラジオ、携帯などで情報の収集、確認

をしていたが最も多かったこともわかりました。同じく、避難はしたが、避難した場所自体が安全では
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なかったなど、新たな問題点を生じた調査結果が示しています。災害が起きたときには、正確で速やか

な情報の周知徹底が人命を救うことにつながります。 

 そこで、小樽市地域防災計画を見てみますと、災害広報計画が示されています。その中に、災害時の

広報の方法の一つとして、ＦＭおたるとの間で緊急放送に係る協定が結ばれています。しかし、この協

定でカバーできる地域は、市内中心部を含め一部にすぎません。銭函地区や忍路地区など、ＦＭおたる

の放送を受信できない地域も散見されます。同じく、消防署の広報車による周知においても、交通網が

遮断された場合、住民への周知は徹底できません。銭函地区では、消防署のサイレンによる警戒信号に

ついても、特に海岸線の地域では全く聞こえない実態にあります。災害はいつ発生するかはわかりませ

ん。明日起きるかもしれません。現下、このような地区において、どのような対策をとっているのか、

検討中の施策も含め、具体的にお聞かせください。 

 また、今回の震災を受け、小樽市地域防災計画の見直しも必要かと思います。特に津波を想定した場

合、避難場所の選定用件が従前の考え方と異なってくるかと思います。 

 そこで、新たな選定要件と見直しが求められる避難場所について、地域を示し、具体的にお聞かせく

ださい。 

 次に、風力発電についてお聞きします。 

 本市銭函地区において風力発電事業が計画されています。 

 我が党は、平成 22 年第４回定例会において、銭函地区での風力発電事業について、一般質問の中で、

本市の同風力発電事業に対する基本的な姿勢、認識、現況についてお聞きしています。その際には、地

域住民に対する説明会などが既に終了し、当初計画の風車 20 基でのスタートが、環境面などを考慮し、

５基減の風車 15 基での事業開始に向け、事業者が調整中との答弁をいただいています。 

  震災以降、クリーンエネルギーは風力発電に限らず、全国的に注目を集めており、大企業も、その地

域、環境に合致したクリーンエネルギー事業参入に注視しています。 

 銭函地区での風力発電事業は、ここに来てまさに的を射たクリーンエネルギー事業です。早急に実現

に向け、事業を進めていただきたいと願っています。 

 そこで、現在、どのような状況になっているのか、現況についてお聞かせください。 

 また、当初の予定どおり平成 24 年 12 月完成で進んでいるのか、実現の見通しについて、解決しなけ

ればならない問題点などを含めお聞かせください。 

 次に、本市を含め、市内の障害者の雇用状況についてお聞きします。 

 先般、知的障害者の安定雇用や雇用拡大に向け、研修会や従業員表彰などの活動を行っている小樽市

知的障害者職親会に関係する方とお話をする機会がありました。 

 要約しますと、障害者がいまだに差別を受けている。障害者がつくった食品など食べられるかと忌み

嫌う人がいる。昨今の長引く不景気で、就労しようにも就職先がない。特に震災以降、その傾向は顕著

に表面化している。もって地方の職親会が解散したケースもあるなど、まだまだ社会の理解が不足して

いるとのことで、障害者を取り巻く就労に向けた環境は大変厳しい状態にあると痛感しました。 

 明後日、12 月９日は障害者の日です。障害を持つ人たちのことを一般の人に理解してもらい、ともに

市民として地域で歩んでいこうとすることを目的に制定されました。国においては、障害者が人生のす

べての段階において全人間的復権を目指すリハビリテーションの理念の下、その推進に努めています。 

 本市においても、障害者の住みよいまちづくりに向け、障害者団体をはじめ、関係団体との連携を深

めながら障害者福祉の推進に努められていることは承知しています。 

 しかし、前述しましたように、長引く不況、倒産やリストラなどで障害者を雇用してくれる企業はな
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かなか多くはありません。私の住む地域にも、先日開校した北海道小樽高等支援学校や、同じく北海道

高等聾学校、山間部には社会福祉法人が経営する障害者施設があり、同問題には日々関心を持っている

一人です。 

 そこで、全国的な障害者に対する雇用について、直近の状況を数値を持ってお示しください。 

 また、障害者の雇用傾向についてもお聞かせください。 

 また、障害者の雇用促進と安定のために法定雇用率が定められています。小樽管内の民間企業と地方

公共団体の法定雇用率及び実雇用率についてお聞かせください。 

 また、民間企業における雇用率達成企業の割合を踏まえ、今後の障害者雇用対策のあり方について、

市長としての御所見をお答えください。 

 最後の質問になります。 

 平成 23 年度の除雪体制についてお聞きします。 

 今年度の除雪予算は、昨年度と同額の９億 5,000 万円とされています。毎年のことですが、除雪する

量によって同予算も過不足を生じ、年度によっては補正予算を組み、対応してきたところです。今冬の

降雪量が気にかかる季節となりました。本市の除雪業務も、平成 13 年度には地域総合除雪方式となり、

早いもので 10 年が経過しました。 

 そこで、この地域総合除雪方式の主な契約内容、実施方法における開始当初と現時点との差異につい

てお聞かせください。 

 また、地域総合除雪方式がよい市民サービスにつながっているのか、総括的にお聞かせください。 

 また、平成 22 年度に市民から受けた除雪・排雪、置き雪、路面管理などの苦情、要望について、主な

内容と件数についてお聞かせください。 

 あわせて、23 年度の除雪計画について特徴的なところと、これらの苦情、要望に対応し施行された施

策、改善点についてお聞かせください。 

 再質問を留保して、私の質問を終わります。（拍手） 

○議長（横田久俊） 理事者の答弁を求めます。 

              （「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（横田久俊） 市長。 

              （中松義治市長登壇） 

○市長（中松義治） 酒井議員の御質問にお答えします。 

 初めに、港湾についてお尋ねがありました。 

 まず、銭函工業団地や石狩湾新港地域に立地している企業の小樽港の利用状況についてでありますが、

食品関連や建設資材を中心に複数の企業が中国定期コンテナ航路やフェリー航路を利用しております。 

 今後につきましても、引き続き港湾業界と連携しながら荷主懇談会への参加を呼びかけ、小樽港の利

便性をＰＲするとともに、必要に応じて企業訪問を行うなど、小樽港の利用促進に取り組んでまいりた

いと考えております。 

 次に、貨物誘致や貿易の拡大についてでありますが、小樽港貿易振興協議会の活動の一環として、例

年、東京と札幌において小樽港セミナーや荷主懇談会を開催し、小樽港のＰＲと情報収集を行うととも

に、道内外の荷主訪問を実施しております。貨物誘致には、こうした活動を地道に積み重ねることが重

要でありますので、今後とも官民一体となって取り組んでまいりたいと考えております。 

 また、これまで海外への販路拡大に対する地元企業の支援として、経済成長の著しい中国をはじめ香

港、台湾、ロシア極東などの市場調査を実施するとともに、商品輸出手続の費用や商談会等の参加費用
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の補助制度を創設し、貿易促進を図ってきたところであります。引き続き、これらを継続しながら貿易

の拡大に努めてまいりたいと考えております。 

 次に、日本海側拠点港についてお尋ねがありました。 

 まず、日本海側拠点港の利点についてでありますが、現時点で国から具体的な支援策については示さ

れておりませんが、去る 10 月 27 日の参議院国土交通委員会において、前田国土交通大臣が、必要な予

算や税制、規制緩和などの支援について、港湾管理者とともに今後適切に実施できるよう取り組んでま

いりたいと発言していることもありますので、今後、応募計画に沿った機能強化を具体的に進めていく

中で、幅広い支援が得られるものと期待しております。 

 次に、計画実現のための取組についてでありますが、ハード面につきましては、現在、第３号埠頭周

辺利用高度化事業として実施している道路整備やエプロン舗装の更新などを順次進め、クルーズ客船の

受入れ環境の向上を図るとともに、客船の大型化に対応するため、第３号埠頭における桟橋や係船くい

の追加整備について、今後、改訂予定の港湾計画に位置づけ、計画実現に向けた前提条件を整えてまい

りたいと考えております。 

 また、ソフト面につきましては、多彩な観光メニューの提案や乗船客の満足度を高める交流イベント

の企画など、寄港地としての魅力づくりに努めるとともに、京都舞鶴港、伏木富山港との協議会を設立

し、３港連携による誘致活動にも取り組んでまいりたいと考えております。 

 次に、防災について幾つかの質問がありました。 

 初めに、災害時の広報についてですが、現在は地域の実情を考慮し、消防車両や放送設備整備車両に

よる広報、ＦＭ放送を使用した緊急非常放送システムによる広報のほか、避難勧告などの伝達について

は、ＮＨＫ札幌放送局との連携によるテレビ・ラジオの放送や、消防本部、支署、出張所のサイレン信

号、各地区の消防団員などによる伝達などの中からいずれかの方法により行うものとしております。 

 また、道路網が遮断された場合は、車両による広報以外の方法を二つ以上用いて住民への周知を行う

こととしております。 

 今回の東日本大震災を踏まえ、住民への広報、伝達は市民の安全を守るためにも重要であり、災害情

報は速やかに、かつ的確に伝える必要があると考えております。そのためにも、ＦＭ放送が受信できな

い地域や消防のサイレンが聞こえない地域など、災害情報が伝わりにくい地域への対策として、現在、

手続を進めておりますエリアメールによる伝達のほか、今後、防災行政無線の整備についても早急に検

討を進めてまいりたいと考えております。 

 次に、津波を想定した場合の避難場所についてですが、特に海岸に近い地域については、新たな選定

用件として、避難所の標高が重要であると考えております。現在、津波ハザードマップ作成の基礎調査

の中で、比較的低い場所に位置する避難所の標高の調査を進めているところであります。この調査の中

で、比較的標高が低い避難所としては、塩谷地区では塩谷サービスセンター、手宮地区では手宮保育所、

稲穂地区では小樽市民センター、銭函地区では銭函市民センターと北海道職業能力開発大学校があり、

今後、津波と津波以外の災害で使い分けるなどの見直しが必要と考えております。 

 次に、風力発電について御質問がありました。 

 まず、銭函風力開発株式会社が計画する風力発電事業についての状況ですが、本年９月に自主アセス

である環境影響評価書の縦覧を終え、現在は風力発電施設の設計を行っていると聞いております。 

 次に、風力発電事業の見通しと問題点についてでありますが、問題点として環境影響評価法の改正で、

風力発電施設がアセスの対象となったことから、それによる再アセスが必要となるのかどうか、さらに

は再生可能エネルギーの固定価格買取制度の価格や期間などが決まっていないことから、来年 12 月に予
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定していた事業の完成は遅れることになりますが、事業者としては、これらの動向を注視しながら工事

の着手に向けて準備を進めていると伺っております。 

 次に、障害者の雇用について御質問がありました。 

 まず、全国的な障害者に対する直近の雇用状況についてでありますが、厚生労働省によりますと、平

成 23 年６月１日現在、公的機関における実雇用率は、国の機関では 2.24 パーセント、都道府県の機関

では 2.39 パーセント、市町村の機関では 2.23 パーセントと法定雇用率 2.1 パーセントを上回っており、

民間企業における実雇用率は 1.65 パーセントで、法定雇用率 1.8 パーセントには届かないものの、雇用

障害者数は 36 万 6,199 人と過去最高を更新しております。 

 また、障害者雇用の傾向につきましては、平成 15 年度以降、雇用障害者数は毎年増加しており、障害

者雇用は着実に進展しているものと考えております。 

 次に、小樽管内の障害者の法定雇用率と実雇用率についてでありますが、平成 23 年６月１日現在で、

民間企業では法定雇用率 1.8 パーセントに対して実雇用率 2.07 パーセント、地方公共団体では法定雇用

率 2.1 パーセントに対して実雇用率 2.24 パーセントとなっております。民間企業において、全体の実雇

用率は上回っているものの、雇用率達成企業の割合については 44.3 パーセントとなっていることから、

今後とも小樽公共職業安定所や各種関係機関などと協力し、事業主への周知と理解を得ながら未達成企

業の減少はもとより、障害者の雇用拡大に努めていかなければならないものと考えております。 

 次に、除雪について何点か御質問がありました。 

 初めに、地域総合除雪方式の開始当初と現時点での差異についてでありますが、実施方法に関しまし

ては、平成 13 年度の開始当初から 17 年度までは、市内を４地域に分けて除雪ステーションを設け、地

域ごとに除排雪業務や市民からの問い合わせなどに対応しておりましたが、平成 17 年度の豪雪を契機

に、18 年度からは市内を６地域に細分化して対応しております。 

 また、契約内容に関しましては、平成 22 年度より、除排雪業者の経営の安定と円滑な除排雪業務の提

供を目的として、当初契約金額の 70 パーセントを保障する最低保障制度を導入しております。 

 次に、地域総合除雪方式による市民サービスの向上についてでありますが、当該方式の導入前は、除

雪、排雪、凍結路面管理の作業を分割して、各除雪業者に委託しておりましたが、導入後はこれらの作

業を一括して委託する方式に移行したことにより、地域ごとの積雪や道路の状況に合わせたきめ細かな

道路管理が可能になるとともに、住民ニーズに迅速に対応できるようになったものであります。 

 次に、平成 22 年度の除排雪等に関する苦情、要望の主な内容と件数についてでありますが、生活道路

などの除雪依頼が一番多く 978 件、次に自宅周辺や見通しの悪い交差点などの排雪依頼が 496 件、置き

雪など、除雪後の処理が 356 件、砂箱への砂補充が 203 件などとなっており、合計で 2,582 件寄せられ

ております。 

 次に、平成 23 年度の除雪計画の特徴などについてでありますが、昨年度に寄せられた苦情、要望等を

踏まえ、交差点部分の雪山の排雪による見通しの確保や通行量の多い歩道などのでこぼこの解消の強化

に努めるとともに、平成 19 年度より試行している置き雪対策では、今年度は市道の第１種、第２種路線

に新たに第３種路線に面している世帯も加え、昨年度より 70 世帯ほど増の約 200 世帯に対して、人力に

よる置き雪処理を引き続き実施したいと考えております。 

              （「議長、13 番」と呼ぶ者あり） 

○議長（横田久俊） 13 番、酒井隆行議員。 

○１３番（酒井隆行議員） この後は、また予算特別委員会などでお聞きしていきたいと思います。 

 終わります。 
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○議長（横田久俊） 酒井議員の一般質問を終結いたします。 

              （「議長、１番」と呼ぶ者あり） 

○議長（横田久俊） １番、秋元智憲議員。 

              （１番 秋元智憲議員登壇）（拍手） 

○１番（秋元智憲議員） 一般質問をします。 

 本年最後の一般質問になりますので、１年間の出来事をかみしめながら質問に入らせていただきます。

なお、再質問はいたしませんので、明快な答弁をお願いいたします。 

 教育に関連し、質問いたします。 

 初めに、教職員の勤務実態調査について伺いたいと思います。 

 会計検査院は、昨年 11 月から、道内の公立小・中学校の一部を対象に、2006 年度から 2009 年度の教

職員の勤務実態を調査した結果、2009 年度には 209 校で教職員が申請した２万 3,000 件に上る校外研修

について、約 78 パーセントを自宅研修が占めており、一人で複数回の自宅研修を申請した教職員もいた

ことが判明したとのこと。また、研修の中身の確認にも着手した結果、図書館での研修をチェックする

と、研修したとされる日が休館日だった例が数多く発見されました。会計検査院の事情聴取に対し、対

象者５校の６人は、研修時間としていた計 60 時間について、休館日だったので研修はせず、自宅で過ご

すなどしたと回答し、43 校の 75 人は、計 946 時間について、別の場所で研修したが証明できないなど

と驚きの回答をし、会計検査院は、この時間に支払われた給与約 194 万円について返還が必要と指摘も

しているところです。 

 このような実態を踏まえ、文部科学省は、北海道教育委員会に対し、教職員の勤務実態を調査するよ

う指導したとの報道に、子供を持つ保護者からも当然ながら不安な思いとともに、教職員への疑念の声

が聞かれております。 

 初めに、報道によれば、道教委は文部科学省の指導を受け、道内公立小・中・高校教職員の実態調査

を行う旨、市町村教委等へ通知したとのことですが、その通知の内容、調査期間と方法、調査項目につ

いてお知らせください。 

 次に、通知に添付した調査実施要領には、提出された資料から、欠勤が疑われる教職員には事情聴取

を行うと記されているようですが、この事情聴取についてはどのように行われるのか。また、以前行わ

れた道教委の調査では１割以上が無回答だったとされております。万が一このように無回答や事情聴取

に応じない場合の指導方法や罰則などはあるのか、伺います。 

 小樽市において、平成 21 年度、22 年度は何件の研修参加が承認されているのか、その研修場所につ

いてもお知らせください。 

 これまで、不正や不適切と疑われるようなケースはなかったのかについても伺います。 

 教育公務員特例法第 22 条の研修の機会についての第２項、「教員は、授業に支障のない限り、本属長

の承認を受けて、勤務場所を離れて研修を行うことができる。」とありますが、もしこの法の趣旨をね

じ曲げ、悪用していたとすれば、これほど教育に対する信頼を損ねる行為はありませんし、もし本市に

おいて、先に述べたような不適切な行為が行われていた場合は、小樽市教育委員会としてどういう対応

をするのか、お聞きいたします。 

 一部の不適切な行為を行ってきた教職員のおかげで、まじめに指導に当たる教職員まで疑われ、まし

てや子供や保護者に余計な心配や誤解を招くのは本当に情けなく、絶対にあってはならないことです。

教職員の服務規律徹底のために、今後どう指導していくのかについてお考えを伺います。 

 次に、北海道社会福祉協議会が行っている学童・生徒のボランティア活動普及事業について何点か質
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問いたします。 

 先日、11 月 26 日に総合福祉センターで、この事業に関連した福祉教育懇談会があるとのことで参加

してまいりました。私が子供のころには、ボランティア活動も今ほど私の周りには定着しておらず、私

がみずから率先してボランティア活動に参加をしたのは大人になってからだと記憶しております。子供

のころから自発的な意思により、人や社会に貢献することの大切さを知ることは、大変重要なことと考

えます。 

 そこで、道社協が行っているこの事業の目的の一つには、地域社会へボランティアの啓発を行うこと

とされているようでありますけれども、詳しい目的、内容と対象者についてお知らせください。 

 本市からも複数の学校がこの事業に参加をしていますが、参加するに至った経緯、学校名と活動内容、

目的に照らしてどのような効果、結果であったととらえているのか、お答えください。 

 グループ懇談の場では、町会、ＰＴＡなどの方からさまざまな意見があり、今後のボランティア活動

の継続についての意見がありました。現在は、予算的な面での支援があるものの、この支援が受けられ

なくなってからはどう活動していったらいいのかなどの声がありました。この事業に参加している学校

や生徒は、非常に積極的に活動に取り組んでいますし、生徒からも、後輩にしっかりこの活動を引き継

いでいきたいという頼もしい声も聞かれました。 

 これまで培ってきた経験やノウハウを、学校はもちろん、地域や小樽市民に広げていくことが課題で

あると考えますが、今後の市としてのかかわり方について伺います。 

 次に、闘病記文庫と図書館について伺います。 

 近年、全国の公立の図書館や医療や看護系の大学図書館で、闘病記文庫を設置するところが増えてい

るようです。闘病記は、その名前のように、病と闘った記録でありますが、闘病記には医学書にはない

患者の気持ちや病とともに生きるための生活のあらゆる情報が含まれているといい、もちろん固有の体

験であるため、すべての人に当てはめられるわけではないものの、同じような病を抱える人への精神的

な支えや治療のヒントとなる場合もあるようです。患者のみならず、医療に携わる人への教材にもなっ

ていると言われますし、現に医学部がある大学では、学生からの要望で文庫の設置をしたところや、学

生に患者の心を知ってもらうということから設置をした大学もあります。今や私たちの意識も、今まで

の医師任せの医療から、いかに病にかからないかとの予防の医療へと変わる中で、今後は一人一人の主

体的な行動が求められております。 

 この闘病記文庫の設置に至る経緯については、各自治体やその施設によってさまざまであるようです

が、市民の皆さんが安心して暮らせる生活の一助になることは間違いないものと考えます。 

 そこで、初めに闘病記文庫への認識を伺います。 

 また、現在の蔵書の中で、医療関係書と闘病記に分類されるものはそれぞれ何冊あるのか、その貸出

し状況とあわせてお知らせください。 

 闘病記は、その題名によって病気を判別しにくい、どんな病気の闘病記なのかわからないということ

でありますが、既に設置されている図書館では、闘病記を病気ごとに分類し、がん、心と神経、循環器、

骨、筋肉、皮膚、血液、小児などと並べることで、自分の病気についての本を書棚を見れば一目瞭然で

探すことができるサービスも行われております。 

 そこで、現時点での本市の、これらの書架の表示方法はどのように行われているのか、お知らせくだ

さい。  

 また、インターネットで検索する際、小樽市図書館のホームページの分類に、医療といったジャンル

を追加することはできないものでしょうか。私も、ホームページから蔵書を検索してみましたが、なか
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なか目当ての書籍に行き着かないですし、ホームページ上での病気ごとの分類がされれば、なお使いや

すい、利用しやすい図書館になるのではないかと思いますが、この点での御見解を伺います。 

 インターネット利用者が増える中で、直接、図書館に来なくても、図書館ホームページで自分が必要

とする本があるのかを検索する市民の方も増えているのではないかと感じますが、アクセス数の推移を

お知らせください。 

 また、検索キーワードまではわかるのでしょうか。わかるとすれば、検索キーワードのヒット率とい

いますか、探している本があったのか、なかったのか、そこまでわかるものなのか、お知らせください。

このことは、蔵書を増やす上での重要な問題になると思いますが、この点での御見解を伺います。 

 さらに、これまで本の購入をする際の選定方法、基準についてもお知らせください。 

 今後、本市でこの文庫を設置するとした場合のハード、ソフト面での課題があれば、お知らせくださ

い。 

 平成 13 年には、図書館法第 18 条の規定に基づき、公立図書館の設置及び運営上の望ましい基準が定

められておりますが、その中の図書館サービスの計画的実施及び自己評価等では、一つ目として、「公

立図書館は、そのサービスの水準の向上を図り、当該図書館の目的及び社会的使命を達成するため、そ

のサービスについて、各々適切な『指標』を選定するとともに、これらに係る『数値目標』を設定し、

その達成に向けて計画的にこれを行うよう努めなければならない」とのことですが、図書館サービスの

指標の選定と数値目標は、近年どのように推移しているのか、お示しください。 

 また、二つ目として、「公立図書館は、各年度の図書館サービスの状況について、図書館協議会の協

力を得つつ、前項の『数値目標』の達成状況等に関し自ら点検及び評価を行うとともに、その結果を住

民に公表するよう努めなければならない」とあります。点検評価の結果と課題、改善点をお知らせくだ

さい。 

 この項の最後に、本市図書館がさらに市民に愛され、利用者数が増えるため議論されている施策など

がありましたらお答えください。 

 次に、本年第１回定例会の一般質問で取り上げた買い物弱者について質問したいと思います。 

 本年 10 月末までの人口は 13 万 1,377 人で、65 歳以上の人口は４万 1,795 人、全人口の 31.81 パーセ

ントを占めており、高齢化は一層進んでおります。これまで、市民と対話する中で、高齢者の不安を聞

く機会が多くあり、その一つが生活必需品の買物が思うようにできないとのことで、買い物弱者対策を

小樽市でも早急に取り組んでほしいと要望し、町会長やモデル地区へのアンケート調査も提案してきま

した。この提案に対する答弁でも、前市長からは、第５次高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画を平

成 23 年度中に策定するとのことで、これに向けて高齢者を対象とした生活全般に対するアンケート調査

を実施することにしており、この中で買い物弱者に対する調査も実施するとのことであり、調査も既に

本年５月 25 日から６月 15 日の間で行われたようですが、まず、このアンケート調査の結果と、高齢者

のニーズをどう分析しているのか、伺います。 

 抽出方法は無作為抽出とのことですが、調査方法は郵送とのことですので、大まかで構いませんが、

地域別の調査数は掌握されているのか、お知らせください。 

 今回行った調査は、対象者が 65 歳以上の高齢者で、要介護認定者は除かれているとのことであり、私

が求めた調査とは若干趣旨が異なるものの、私が注視したいものが買物サービスに関する問いで、「買

物代行などのサービスを利用したいと思わない」との回答が 346 件の 50.1 パーセントと一番高かったも

のの、「利用したいと思う」と「既に買物サービスを利用している」を合わせると 293 件で 42.4 パーセ

ントと、それほど差がなく、比較的健康な高齢者の方でも買物サービスに対するニーズは高いのではな
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いかと感じますし、ましてや介護認定を受けている方にとっては、このニーズははるかに高くなるので

はないでしょうか。 

 また、このサービスを利用したいと答えた理由は、「お店までの距離が長い」が圧倒的に多く、望む

買物サービスはという問いに、「家まで配達」が圧倒的に多い結果です。 

 利用したいと思わないとの回答の理由は、「近くにお店がある」「自家用車でできる」でありますが、

将来的なことを考えると、市として早急に対策を講じる必要があると思うものです。 

 全国にはさまざまな買い物弱者支援の取組があり、本市の実情に合った支援を行い、安心して暮らせ

るまちの構築のために最大限の努力を望みます。 

 第１回定例会でも、「今後、商店街をはじめ関係団体と連携を図り、可能な支援を行ってまいりたい

と考えております」とのことでしたが、その後、関係団体とはどのような連携を図ってきたのか、また

可能な支援について具体的にお知らせください。 

 次に、平成 22 年第１回定例会で質問、提案した生活保護の自立支援プログラムの進捗状況などについ

て伺います。 

 1992 年度以降、不況による失業等により生活保護世帯が増え続け、本年７月時点で生活保護受給者は

205 万人を突破し、過去最高を更新しました。このような厳しい状況は、小樽市においても同様と感じ

ておりますが、私は、現時点では生活保護を受けているものの、一日も早く生活保護から抜け出したい

と思っている方の自立を進めるために、また貧困の連鎖を断ち切るためにも、本市独自の自立支援プロ

グラムをつくり、自立支援をするべきだと訴えてきました。ちょうど１年がたった今年度に入り、担当

課長より、小樽市においても４月１日より自立支援プログラムを実施することになったとのうれしい報

告をいただいたわけですが、このプログラムは実施とともにすぐに効果が出るというわけではなく、継

続的に行っていくことが重要と考えます。 

 初めに伺いますが、従来ある就労支援プログラムでの参加人数、就労者数、自立者数をお知らせくだ

さい。 

 また、五つある自立支援プログラムごとの対象人数と具体的な支援内容をお答えください。 

 実施後、半年が過ぎますが、これまでの課題や問題点についても伺います。 

 以前に質問した際には、効果的な就労支援策を進めるためには、ＮＰＯ法人や各種ボランティア団体

との連携、協力が必要であるとのことでしたが、連携、協力については、現在、どう進めているのかに

ついてお知らせください。 

 次に、求職者支援制度に基づく職業訓練に関係し、伺います。 

 厚生労働省は、この求職者支援制度に基づき、職業訓練を受けている生活保護者が理由なく訓練を中

断した場合、生活保護を打ち切ることを検討するという報道がされました。あまりにも唐突で、驚くべ

き内容であり、万が一このようなことが行われれば、まさに暴挙としか言いようがありませんが、これ

まで小樽市でこの制度を利用した方はいるのでしょうか。制度利用者数と、途中で訓練を中断したよう

な事例があったのかについてお答えください。 

 最後に、近年、生活保護費の不正受給の報道も、以前に増して耳にするようになってきました。厚生

労働省は、この不正受給対策について告発を増やす基準を策定するといいます。 

 本市において、これまで不正受給で廃止になった件数と通報件数、また不正受給の主な内容と廃止に

至るまでの手続、それに要する期間についてお知らせください。 

 以上で質問を終わります。（拍手） 

○議長（横田久俊） 理事者の答弁を求めます。 
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              （「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（横田久俊） 市長。 

              （中松義治市長登壇） 

○市長（中松義治） 秋元議員の御質問にお答えいたします。 

 教育に関連して御質問がありました。 

 初めに、北海道社会福祉協議会が実施している学童・生徒のボランティア活動普及事業の目的と内容、

対象者についてでありますが、小・中学校及び高等学校の児童・生徒に対し、福祉教育・学習の機会を

提供し、体験・交流活動等を推進することにより、社会福祉への理解と関心を高め、ボランティアの心、

社会連帯の精神を養うとともに、家庭や地域社会へのボランティアについて、その啓発を図ることとさ

れております。 

 また、事業の内容につきましては、北海道社会福祉協議会が、この事業の協力校を３年間指定し、助

成を行い、それぞれの協力校は、地域の実情に合わせて独自の工夫と計画に基づき近隣地域との連携を

図り、各種のボランティア活動や関係行事への参加など、社会福祉に関する活動を行うというものであ

ります。 

 次に、学校として学童・生徒のボランティア活動普及事業に参加するに至った経緯でありますが、事

業の協力校には発表の場があり、子供たちの活動の意欲の増進につながると考えたことや、資金の助成

があるので、活動内容の充実が図られることなどがあったと聞いております。 

 また、協力校に指定された学校名でありますが、今年度で申し上げますと、中学校では、松ヶ枝、末

広の２校、小学校では、潮見台、桂岡、花園、緑、稲穂の５校であり、計７校となっております。 

 それぞれの活動内容の主なものを申し上げますと、地域のお年寄りとの交流、グリーンロードの清掃

活動、桜再生プロジェクトなどがありますが、その効果、結果につきましては、相手に喜んでもらえ、

認められたことで子供に自信が生まれ、成長を実感できたことや、他人のためにという意識が実感とし

て理解できたことにより、学校全体が落ちついてきたこと、また、最初は生徒会を中心に活動を行って

いたが、校内全体に広がりを見せているなどと聞いております。 

 次に、この事業を通して子供たちが培ってきた経験やノウハウを地域や小樽市民に広げるために、市

として、今後、どのようなかかわりを持つかというお尋ねについてでありますが、事業内容について広

報等により広く市民に周知し、啓発を図るとともに、この事業により新たなボランティアの動きにつな

がった場合には、小樽市社会福祉協議会内の一つの組織でありますボランティア市民活動センターが、

市の補助金を基に行っている助成事業を活用していただくことなどにより、これまでどおり支援してま

いりたいと考えております。 

 次に、高齢者の、いわゆる買い物弱者についてのお尋ねがありました。 

 まず、要介護や要支援の認定を受けていない 65 歳以上の高齢者を対象に、今年度実施いたしました高

齢者一般調査の結果についてでありますが、主な項目で申し上げますと、健康につきましては、何らか

の健康に対する取組をしている方が回答者の７割以上を占め、健康に対する関心が高く、また認知症や

介護予防に興味がある方が多いことがうかがえます。 

 買物サービスの設問につきましては、これを利用したい方は 27.2 パーセントと４分の１を超え、その

理由としては、店までの距離が遠いことが 33.2 パーセントと最も多くありました。生きがいにつきまし

ては、家族とのふれあいと回答した方が 25.7 パーセントと最も多く、次いで趣味や仕事が 15.4 パーセ

ントとなっております。将来の不安に対しましては、自分の健康と答えた方が 35.5 パーセントと最も多

く、次いで家族の健康が 24 パーセントとなっております。 
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 今後あるとよいサービスにつきましては、定期的な安否確認を希望された方が 38 パーセント、高齢者

施設に対する要望につきましては、健康づくりが 19.1 パーセントと最も多く、次いで介護予防が 16.9

パーセントとなっております。これらの結果から分析いたしますと、将来の自分の健康に対する不安に

より、認知症や介護予防なども学ぶ機会を求める方が多く、また期待する福祉サービスとして安否確認

のニーズが高いことがうかがえます。高齢者の増加に伴い、今後ますますこれらのニーズが増えていく

ものと考えております。 

 次に、調査対象者の地域別の件数についてでありますが、小樽市総合計画において大別されている三

つの地域で申し上げますと、北西部地区が 210 件、中部地区が 525 件、東南部地区が 265 件となってお

り、合計 1,000 件の方に調査票を郵送しております。 

 次に、関係団体との連携及び支援についてでありますが、商店街や市場と宅配サービスについて意見

交換を行ったところ、個々の店は宅配サービスを行っているが、幾つかの商店街や市場では、検討した

ものの、費用負担などの課題があることから実現には至っていないと伺っております。今後、高齢化の

進展とともに買い物弱者対策の必要性は増してくると思いますので、全国の事例を参考としながら、本

市に適した対策について商店街団体と話合いを行い、その中で具体的な計画が示されれば支援を検討し

てまいりたいと考えております。 

 また、市といたしましては、直接の買い物弱者対策ではありませんが、高齢者の方を対象に週１回の

食事宅配サービスを行っており、民間事業者にも広がりを見せております。その事業者の中には、商品

の宅配も同時に行っているケースもありますので、これを参考に買物サービスの拡大に向けて市内の事

業者に働きかけをしてまいりたいと考えております。 

 次に、生活保護の自立支援プログラムについて何点かお尋ねがありました。 

 まず、就労支援プログラムの参加人数等についてでありますが、平成 23 年度の実績として 10 月末現

在で、参加人数は 632 人、就労者数は 100 人、自立者数は２世帯２人となっております。 

 次に、五つある自立支援プログラムについてでありますが、一つ目は、ひとり親世帯等自立支援プロ

グラムです。これは、ひとり親世帯等について、関係機関との連携により、子供の養育、規則正しい生

活リズムの確立及び就労の支援を行うもので、現在の対象人数は 22 人です。二つ目は、高校等進学就学

支援プログラムです。これは、高校等進学の動機づけなど、必要な支援を対象児童とその親に行うこと

により子供の社会的自立へとつなげるもので、対象人数は２人です。三つ目は、就業体験的ボランティ

ア事業です。これは、さまざまな事情から一般的な就労が困難である方に対し、就業体験の場を提供す

ることにより社会参加意識と就労意欲の向上を図るもので、対象人数は３人です。四つ目は、精神障害

者等社会参加促進支援事業です。これは、精神障害等でひきこもりがちな方に対して、不安原因を把握

するともに、各種制度やサービスの利用、社会参加を支援するもので、対象人数は４人です。そして、

五つ目は、キャリアカウンセリング事業です。これは、稼働能力があるにもかかわらず長期間離職して

いる方や、就労はしているが、その内容が著しく不十分な方などに対し、年齢、性格、職歴、資格など

の特性に着目し、就労や自立を支援するもので、対象人数は３人です。 

 次に、新たな五つの自立支援プログラムにおける課題や問題点についてでありますが、これまで就労

への支援が重視されており、その成果は経済的自立という形ではっきりとわかるものでしたが、新たな

自立支援プログラムである就労に至るまでの日常的、社会的な自立に対する支援については成果が見え

にくいことがあります。また、現在、生活保護を受給している、子供が将来的に保護を受けずに暮らせ

るための、いわゆる保護の連鎖の断ち切りには非常に時間がかかることも挙げられます。したがいまし

て、今後とも継続的に支援をしていくことが必要であると考えております。 
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 次に、ＮＰＯ法人などとの連携・協力についてでありますが、現在、市内ＮＰＯ法人とは支援対象者

についての情報交換など、より効果的な支援を行うための連携を図っており、また就業体験に参加させ

ていただくなどの協力も得ているところであります。このほか、ＮＰＯ法人やボランティア団体ではあ

りませんが、道内の民間の職業紹介会社と就労に関する情報交換や求職者の紹介を随時行うなどの連携

を図っており、２名が就労に至ったという成果も上がっているところであります。 

 次に、求職者支援制度の利用者数などについてでありますが、求職者支援制度は、平成 23 年 10 月か

らスタートした制度であり、現在の利用者数は９人でありますが、途中で中断した方はおりません。 

 次に、これまで本市において不正受給で廃止になった件数と通報件数についてでありますが、不正な

手段で保護費を受給したため、保護費を徴収することになった保護廃止者数ということで数字を述べさ

せていただきますと、平成 21 年度は８件、22 年度は８件、23 年度は 11 月末現在で３件となっておりま

す。 

 また、通報件数につきましては、平成 22 年度からの記録となりますが、22 年度は 104 件、23 年度は

11 月末現在で 66 件となっております。 

 次に、不正受給の主な内容についてでありますが、生活保護受給者には、収入があった場合にはそれ

を届け出る義務がありますが、不正受給のほとんどは収入があったにもかかわらず届出をせずにいたこ

とにより、生活保護費を本来よりも多く受給していたというものです。 

 次に、廃止に至るまでの、手続とそれに要する期間についてでありますが、不正受給の疑いが生じた

場合には、勤務先や金融機関などへの調査を行い、事実確認をいたします。その後、本人への聞き取り

調査や指導・指示なども行った上で、保護費の徴収や廃止も含めた世帯の処遇、警察への届け出等につ

いて、会議を行った上で決定いたします。調査から廃止までに要する期間につきましては、個々のケー

スにもよりますが、必要な調査や手続のため、数か月かかることもございます。 

              （「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（横田久俊） 教育長。 

○教育長（上林 猛） 秋元議員の御質問にお答えいたします。 

 初めに、小・中学校教職員の実態調査についてでありますが、通知内容は、会計検査院による教職員

の給与支給に係る検査の結果、義務教育費国庫負担金の対象となっている教職員の一部に、負担金の算

定に疑義にあることから、文部科学大臣から、会計検査院が実施した検査と同様の調査を全道的に実施

するよう北海道教育委員会に対して指導があり、北海道教育委員会が給与支給者として調査を実施する

もので、調査期間は、平成 18 年度から平成 22 年度までの５か年であります。 

 調査の方法は、出勤簿、休暇等処理簿や校外研修処理簿などの原本を突合し、その結果、事情を聞か

なければならない本人や所属長から事情を聴取することとされております。 

 調査項目は、勤務時間中の職員団体活動に関する調査、勤務時間中の職務専念義務の遵守に関する調

査、長期休業期間中における校外研修に関する調査、勤務時間の遵守に関する調査、主任手当の算定誤

りに関する調査、この５項目となっております。 

 次に、事情聴取についてでありますが、市町村教育委員会の職員立会いの下、北海道教育委員会職員

が事情聴取を行うこととされており、その際、服務監督権者である市町村教育委員会が被聴取者に対し

て、誠実に回答するよう事前に文書で職務命令を発することとされております。また、万が一無回答や

事情聴取に応じないといった場合についてでありますが、通知の中では触れられておりませんが、当面

そのような事態が生じないよう十分に説明をし、理解を求めた上で実施してまいりたいと考えておりま

す。 
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 次に、研修参加の状況などについてでありますが、研修参加状況については、長期休業期間中の延べ

人数で申し上げますと、平成 21 年度は、小学校 311 人、中学校 88 人でございます。平成 22 年度は、小

学校 307 人、中学校 67 人でございます。また、研修場所は、各種の研修会会場、図書館、自宅などであ

ります。 

 次に、不正や不適切と疑われるようなケースについてでありますが、11 月７日に会計検査院が公表し

た資料によりますと、校外において行ったとしていた研修を実際は行っていなかったものなどとして、

北海道全体では 47 校 81 人、延べ 1,006 時間となっており、給与支給額は 194 万 1,000 円、これに対応

する国庫負担金相当額は 64 万 7,000 円となっております。この不適切なものの内容は、研修実施日が図

書館等の休館日で、校外研修を行った事実が確認できなかったものなどとしており、現在のところ、小

樽市関係分については道教委のほうから通知は来ておりません。なお、会計検査院が行われなかった学

校、及び平成 22 年度分については、現在、道教委において調査を行っております。 

 次に、不適切な行為が行われた場合の対応についてでありますが、市教委としては、任命権者である

道教委の指示に基づいて適切に対処してまいりたいと考えております。 

 次に、教職員の服務規律の徹底についてでありますが、服務規律の確保につきましては、これまでも

校長会や、機会あるたびに注意を喚起してきておりますが、今回の調査を正すべきものは正すという観

点に立って厳正に実施し、今後一層服務規律の徹底を図ってまいりたいと考えております。 

 次に、闘病記文庫への認識についてであります。 

 近年、健康や医療に関する興味や関心が高まっている中で、病気を抱えた患者の記録を書いた闘病記

の出版物が増えてきており、主に医科系大学や看護系の大学図書館でこれらに関する蔵書を集めて、闘

病記文庫として設置されているものと認識しております。 

 次に、市立図書館における医療関係書と闘病記の所蔵数と貸出し状況などについてでありますが、医

療関係書は約 3,000 冊、闘病記は約 200 冊を所蔵しております。貸出し状況については、現在の図書館

の情報システムでは特定の分野の貸出し状況を把握することはできない状況になっております。 

 次に、書架の内容表示、方法についてでございますが、現在、図書館では、日本十進分類法に沿って

図書を配置しており、そのうち冊数の多い分類についてタイトルを表示し、見出しとしております。 

 また、図書館ホームページ上での蔵書検索についてでありますが、現在の蔵書検索には簡易検索、蔵

書検索、分類参照検索、新着資料検索の四つの検索機能があります。簡易検索と蔵書検索は、書名や著

者名、出版社などのキーワードで資料を検索することができ、検索欄に「医療」と入力することで医療

に関する図書の一覧を検索することができます。また、分類参照検索は、医療に限らず、日本十進分類

法に沿ってあらゆるジャンルについて検索することができるようになっております。なお、新着資料検

索は、期間を限定して新刊本などの最近の図書資料を検索することができます。 

 次に、図書館のホームページにおける蔵書検索機能へのアクセス数の推移についてでありますが、こ

のアクセス数の統計は平成 21 年 11 月より取り始めておりまして、平成 21 年 11 月から平成 22 年３月ま

では 8,864 件ございます。平成 22 年度は２万 3,938 件であります。また、本年４月から 11 月までは１

万 2,114 件でございました。 

 次に、図書館のホームページにおける蔵書検索の検索キーワード及びそのキーワードによるヒット率

についてでありますが、現在の図書館の情報システムでは両方とも検証することはできないこととなっ

ております。 

 次に、図書の選定方法などについてでありますが、図書館では、市立小樽図書館業務処理の手引の中

で資料の選定方針・基準を定めており、市民の文化向上、調査研究、レクリエーション、その他生涯学
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習に役立つ資料を収集する。二つ目は、資料の範囲は各分野にわたり幅広く収集をする。三つ目は、市

民の要望をできる限り受け入れる。以上、三つの観点で資料の収集を行うこととしております。 

 毎年、予算の範囲内で図書の購入をしておりますが、購入に当たっては新刊書の案内、新聞の書評、

パンフレットのほか、利用者のリクエストなどを基に選書し、館内に設置する図書選定委員会に諮り、

購入図書を選定しております。 

 次に、闘病記文庫を設置する場合のハードとソフト面での課題についてでありますが、現在、図書館

所蔵の闘病記は 200 冊程度でありますので、常時文庫を設置できる状況にありませんが、今後一定の期

間、利用者の目につきやすいコーナーに闘病記を集め、展示、貸出しするなどの方法を検討してまいり

たいと考えております。 

 次に、図書館サービスの指標の選定と数値目標の推移についてでございますが、図書館は、第６次総

合計画の成果指標として、年間の市民１人当たりの図書貸出し数を示しており、平成 19 年度の実績値

3.11 冊を 30 年度には 3.42 冊にするという目標を掲げております。実績としては、平成 20 年度は 3.37

冊、21 年度は 3.24 冊、22 年度は 3.02 冊と推移しております。 

 次に、図書館の点検評価についてでありますが、平成 22 年度の点検評価の結果としては、小樽の郷土

資料や行政資料を拡大したこと、レファレンスサービスを重点的に取り組んだこと、ふれあいトークや

ブックスタートなどの事業を実施したこと、学校巡回文庫や貸出し文庫の事業を展開したことなどの実

績を挙げております。 

 また、課題としては、前年度と比較して入館者数及び貸出し数などが減少しており、蔵書の拡大や相

互貸借制度の活用を図るなど、利用の促進につながるサービスの強化が必要であると考えております。 

 最後に、図書館の利用者が増えるための施策についてでありますが、現在、実施しているテーマ別の

図書展示を工夫し、内容を充実させるほか、さまざまな展示を企画して来館者の増を図ること。また調

べ物やレファレンスに有用な参考図書を拡充し、暮らしに役立つ図書館として市民の利用促進を図るこ

と。さらには小・中学校と連携して総合的な学習への支援や学校図書室の運営相談などを行い、子供た

ちが図書館を身近に感じるような雰囲気をつくり、子供たちの利用促進を図ること、これらのことを通

して新たな利用者の拡大を図ってまいりたいと考えております。 

○議長（横田久俊） 以上をもって、一般質問を終結いたします。 

 お諮りいたします。 

 ただいま上程中の案件のうち、議案第１号ないし第６号及び第 11 号ないし第 16 号並びに報告第１号

及び第２号につきましては、議長指名による９名の委員をもって構成する予算特別委員会を設置し、こ

れに付託の上、審査することにいたしたいと思います。 

 これに、御異議ございませんか。 

              （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（横田久俊） 御異議なしと認め、さように決しました。 

 それでは、予算特別委員を御指名いたします。千葉美幸議員、吹田友三郎議員、小貫元議員、松田優

子議員、酒井隆行議員、濱本進議員、山口保議員、中島麗子議員、山田雅敏議員、以上であります。 

 なお、委員中、事故ある場合は、所属会派において補充することといたします。 

 次に、議案第７号、第８号及び第 17 号は総務常任委員会に、議案第 10 号は厚生常任委員会に、議案

第９号は建設常任委員会に、それぞれ付託いたします。 

 日程第２「陳情」を議題といたします。 

 お諮りいたします。 
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 陳情第 282 号につきましては、学校適正配置等調査特別委員会に付託いたしたいと思います。 

 これに、御異議ございませんか。 

              （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（横田久俊） 御異議なしと認め、さように決しました。 

 次に、その他の陳情につきましては、別紙お手元に配付の議事事件一覧表のとおり、それぞれ所管の

常任委員会に付託いたします。 

 日程第３「休会の決定」を議題といたします。 

 お諮りいたします。 

 委員会審査のため、明 12 月８日から 12 月 15 日まで８日間、休会いたしたいと思います。 

 これに御異議ございませんか。 

              （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（横田久俊） 御異議なしと認め、さように決しました。 

 本日は、これをもって散会いたします。 

散会 午後 ５時５２分 
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開議 午後 １時００分 

○議長（横田久俊） これより、本日の会議を開きます。 

 本日の会議録署名議員に、川畑正美議員、林下孤芳議員を御指名いたします。 

 日程第１「議案第１号ないし第 17 号並びに報告第１号及び第２号並びに平成 23 年第３回定例会議案

第５号ないし第 21 号並びに陳情及び調査並びに決議案第１号及び第２号」を一括議題といたします。 

 これより、順次、委員長の報告を求めます。 

 まず、予算特別委員長の報告を求めます。 

              （「議長、２番」と呼ぶ者あり） 

○議長（横田久俊） ２番、千葉美幸議員。 

              （２番 千葉美幸議員登壇）（拍手） 

○２番（千葉美幸議員） 予算特別委員会の報告をいたします。 

 当委員会における質疑・質問の概要は、次のとおりであります。 

 今回の補正予算には、現在、高島小学校温水プールで行われている水泳教室を市内中心部の民間プー

ルに委託するための経費が計上されている。このことにより、利用者の交通利便性が向上する一方、指

導員などとして長年勤務してきた嘱託員を解雇するというが、雇用情勢の改善の兆しが一向に見られな

い中、配慮に欠けるのではないか。 

 市教委は、高島小学校温水プール利用者に対し行ったアンケート調査を踏まえ決定したというが、実

際には、同校温水プールでの教室継続を望む意見の方が多く、矛盾している。そもそも新・市民プール

が早期に建設されていれば、こうした問題は起こっておらず、当面、市内中心部での実施に反対するも

のではないが、利用者の意見や雇用の観点からも、双方で教室を実施するよう再検討してほしいと思う

がどうか。 

 本定例会に計上されている海水浴場対策委員会補助金 318 万円については、市が同委員会へ貸し付け

た１億 4,600 万円の返済に充てるためのものであり、平成８年度から市営として開設した銭函３丁目駐

車場の収支差額そのものを原資としている。平成 16 年秋には侵食のために狭くなった砂浜を復元するた

め、すべての浜茶屋をセットバックせざるを得ない事態が生じ、翌年からは駐車場面積の半減により、

収入も大きく減少しているが、どのように返済財源を捻出してきたのか。 

 駐車場使用料は、天候に大きく左右されることから、毎年、安定的に収入の確保が図れないにもかか

わらず、近年は経費削減を徹底的に行い、着実に返済してきたことは評価できるが、複雑な背景のある

貸付金であることから、今後も適正な管理を行い、残高が約 4,000 万円となった借入れの早期返済に向

けて努力してほしいと思うがどうか。 

 本市では、新年度から在宅で介護を受けている高齢者への生活支援を目的に、24 時間対応の定期巡

回・随時対応サービス推進事業を実施することとしており、それに先駆け、来年２月からモデル事業を

行うという。道内では、既に４市がモデル事業を行っており、他都市に比べて試行期間が短い状況にあ

るが、事業を始めるに当たっては、支障を来すおそれはないのか。 

 先行する函館市の例を見ると、基本料金を月額 500 円にするなど利用料金を全体的に安く設定してお

り、本市も来年１月には、料金が決定されるという。しかし、４月以降に本格実施する際の料金が現状

では示されておらず、この見通しが立たなければ利用者としても申込みをためらうことになるのではな

いか。 

 市は、老朽化した銭函保育所の改築を行い、平成 25 年度に地域子育て支援センターを併設して開設す

る予定であったが、近隣の桂岡幼稚園が 24 年秋を目途に認定こども園を開設する計画を示したことか



平成２３年第４回定例会 本会議録 

－130－

ら、再度、地域の保育需要を見極め、規模を見直した上で、開設を２年先送りする旨、計画の変更を表

明している。しかし、現在の待機児童の状況から見ても、開設時には定員が満たされることは容易に想

像できるところであり、需要を確認するために改築を先送りする必要はないのではないか。 

 また、銭函地区では、本来、市が担うべき子育て支援の役割の多くを地域ボランティアに頼っている

現状にあり、今回の改築は、単に保育所としての機能だけではなく、地域子育て支援センターを核とし

た子育て拠点としての役割も大きく期待されていることから、計画を先延ばしすることなく、当初の予

定どおり整備するよう再検討してほしいと思うがどうか。 

 銭函保育所の改築を先延ばしする方針を突然打ち出したのは、急遽、認定こども園を過疎計画に追加

し、過疎対策事業債を充当するという財政的な理由によるのではないか。 

 また、認定こども園については、開設が可能となった平成 18 年以降も、十分な議論がされてこなかっ

たが、園と保護者との直接契約になると聞くことから、開設者側の裁量で入所が決定されることになれ

ば、施設が乳幼児を選別するような事態も想定され、公正な基準での選考が行われなくなることを懸念

する声がある。保育施設であるにもかかわらず、市とのかかわりが薄くなり、保育に対する自治体の責

任をなし崩しにする第一歩になりかねないと思うがどうか。 

 補正予算説明書によると、本市初となる認定こども園の建設に際しては、北海道から補助金の交付が

あるという。事業主体は民間であるが、仮に経営が立ち行かなくなり閉園した場合には、この補助金を

返還しなければならないのか。 

 認定こども園は、開設後、長きにわたり、地域の子育てを支援していく施設として期待されるもので

あるが、民間にその役割をゆだねるのであれば、開設者が安定した運営を続けていけるよう、行政が十

分な支援を行ってほしいと思うがどうか。 

 今定例会の補正予算には、小樽市立病院統合新築事業として総事業費 92 億 5,500 万円の補正予算が計

上されている。この工事の入札は、本市では初めてとなる応札金額のほかに、地域貢献度などの要件を

評価して落札者を決める「総合評価落札方式」で行われるとのことだが、仮に同点となった場合には、

どのようにして落札者を決定していくのか。 

 また、報道によれば、北海道発注工事の入札においては、非公表の最低制限価格に比べ 1,000 円以内

という僅差での落札事例が増えており、この調査に当たった道の入札監視委員会の委員の中には、予定

価格の外部漏えいを疑う意見もあったとのことである。本市においても、同様のケースは例年 10 件程度

あるとのことだが、新市立病院建設工事については、非常に大規模な事業であり、入札に当たっては、

市民から疑惑を持たれることのないよう、細心の注意を払ってほしいと思うがどうか。 

 本年、第２回定例会において、中松市長から「都市経営」という言葉が聞かれた。山田前市長を含め、

「経営」という言葉は、行政の側から初めて出たと思うが、どのような意図で使ったのか。 

 中松市長は、「自治体は総合サービス企業」と認識しているとのことだが、市長はまさに市の経営者

として、限られた経営資源を効率的に運用し、着実に成果を上げていくことが求められている。今後は、

本市の重要な産業である観光や、いまだ眠っている経営資源を掘り起こしながら、「市民力」を活用す

る中で、公共性と効率性のバランスがとれた都市経営をしてほしいと思うがどうか。 

 また、これまで市は、施策にかかわる経費の費用対効果について、検証が不十分であったと感じてい

ることから、今後は、金融機関出身の市長として、民間企業の感覚を持って取り組むことを望むがどう

か。 

 北海道新幹線の札幌延伸については、並行在来線をＪＲ北海道から経営分離することに沿線自治体が

同意することを着工の条件としている。しかし、分離することだけを先行させ、地域住民の足である在
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来線存続の見通しも示さないという国の方針は、決して許せるものではないと感じられるがどうか。 

 北海道は本市に対し、議会に意見を聞く間も与えず、経営分離の同意について一方的に回答を求めて

いるとのことだが、塩谷駅と蘭島駅は分離区間とされており、これら地域の市民にとっては生活に直結

する重大な案件である。市は、道に対して回答期限の延長を要求するとともに、少なくとも地元住民の

意見を聞いてから判断すべきと思うがどうか。 

 本市における防災会議の委員は、主に関係機関の長による充て職としているため、総勢 23 名のうち、

女性はわずか１名という状況である。しかし、東日本大震災の際には、着がえや授乳などといった女性

に配慮した対応が課題として浮き彫りとなり、防災対策を女性の視点から考えることが必要との声も上

がっていることから、委員の中に一定割合の女性が必ず登用される仕組みづくりを検討してほしいと思

うがどうか。 

 また、災害用備蓄物資の供給については、協定を結んでいる企業の保有商品が調達されるとのことだ

が、女性や乳幼児向けの物資はそろっているのか。 

 本市の学校図書館において、文部科学省が定める「学校図書館図書標準」を満たしているのは、小学

校で２校、中学校で３校しかなく、蔵書が極めて少ない上に更新もされておらず、非常に古い本が多い

のが実態である。子供が読書を通じてさまざまな情報に触れることは、知的好奇心をはぐくむために重

要であり、結果、学力向上などにもつながると考えられることから、学校図書館の充実に努めてほしい

と思うがどうか。 

 こうした状況を補うため、市立図書館では学校の要請を受け、移動図書館「わくわくブック号」によ

る学校巡回文庫を年２回実施しているとのことだが、当面は、運行回数を増やすなど、児童・生徒が本

をより身近に感じられる取組を進めていくべきではないのか。 

 文部科学省における全国学力・学習状況調査の分析では、就学援助を受けている生徒の割合が高い学

校の平均正答率は低い傾向にあるという。所得格差が教育格差につながる傾向にあるとの指摘もあるが、

市教委は、家計の収入と学力との関連について、どのように考えているのか。 

 家庭の経済状況にかかわらず、安心して教育を受けることのできる環境を整えるためには、医療費の

自己負担分を無料にするなど、市長部局とも連携して、小・中学生を養育する世帯への子育て支援策を

検討してほしいと思うがどうか。 

 市長は教育予算を編成するに当たっては、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第 29 条の規定に

基づき、教育委員会の意見を聞かなければならないとされている。市長は、教育予算に関して、教育委

員全員と毎年意見交換を行っているというが、年１回というのであれば、十分とは言えないことから、

もっと意見交換の機会を増やすことが必要と思うがどうか。 

 昨年、文部科学省が実施した学力・学習状況調査の結果を分析したところ、特に幼児教育を受けた子

供の正答率が高かったと聞く。来年４月、市内の小学校に入学する児童の 60 パーセント弱が、現在、幼

稚園に通園しているとのことから、市は、さらに幼児教育への支援を手厚くしていくことにより、本市

児童の学力向上に寄与することができるのではないか。 

 昨年、会計検査院が道内の公立小・中学校の一部を対象に、教職員の勤務実態を調査したところ、校

外研修では図書館で研修したとされる日が、実際には休館日であるなど、届出と異なる事例が多数指摘

されるという、驚くべき実態が明らかとなった。このような教職員は、本市にも存在しているとのこと

だが、市教委はその内容を把握しているのか。 

また、報道等により不信感を募らせている保護者に対しては、どのように説明するつもりなのか。 

 自宅で研修を行うのは、授業で使う教材の作成に必要なパソコンソフトが、学校にないためとも聞く
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が、そうであれば、教職員が業務しやすい環境の整備を怠っている市教委にも問題があると思うがどう

か。 

 群馬県桐生市では、10 月上旬に給食食材から放射性セシウムが検出されたにもかかわらず、公表して

いなかったことが問題となっているが、本市では、このことについて調査すら行っていない状況にある。

これは、夏場に道産食材を使用することが多かったためと思うが、これから冬場に向けて本州産の食材

を使用する機会が多くなると思われることから、安全・安心な給食を提供するためにも、本市において

食材の検査を実施するべきと思うがどうか。 

 食育の観点として重要なことは、日々の食事を残さず、おいしく食べ、恵みに感謝することであり、

学校における給食は、そのことを学ぶための大切な場である。現在、給食の献立は、各学校の給食担当

教員からの意見や喫食状況を踏まえ決定しているというが、食生活を取り巻く環境の変化に伴い、子供

の味覚は変わっていることから、メニューに児童・生徒の要望を取り入れ、給食時間が子供たちにとっ

て楽しく充実した時間となるよう取り組んでほしいと思うがどうか。 

また、今後は給食食材の地産地消を進めていくとのことだが、小樽産の食材を使用する際は、給食時

間に紹介するといった方法も考えるべきではないのか。 

 現状としては、保護者や地域に対し、給食に関する情報提供が進んでいないため、広く給食に対する

理解を深め食育をさらに推進するためにも、ホームページに調理方法や食材を載せるといった取組が有

効であると思うがどうか。 

 本市の消防団は、数年前まで、警戒線の設定や被災住民の保護、使用したホースの撤収作業など、火

災現場において後方支援的な活動を中心に行ってきたが、最近では、路上からの放水作業や建物の破壊

活動の補助など常備消防と何ら変わりない活動を行っており、その重要性はますます高まっている。し

かし、昨今、長期間にわたる活動が期待される若年層の団員確保に苦慮しているとも聞くが、市は、団

員募集のためにどのような対策を考えているのか。 

 今後も引き続き市民の安全・安心を守るための活動を行えるよう、行政としての団の活性化を図る施

策を積極的に講ずるとともに、装備品の充実など、環境整備に努めてほしいと思うがどうか。 

 新千歳空港から市内宿泊施設まで片道直行バスを運行する、外国人観光客ダイレクトアクセス実証実

験事業は、８宿泊施設の参加により今月から開始される運びとなった。市内の宿泊業者は、一様に原発

事故の風評被害と過度の円高による外国人宿泊者の減少に苦しんでいる中、参加業者を限定した理由は

何か。 

 これは一部の協力団体が参加施設の取りまとめを行い、ほとんどの中小宿泊施設には案内すらなかっ

たとの話も聞くが、行政がかかわる事業でありながら、一部宿泊業者への支援としか受け取られかねな

いやり方は、業界の足並みを乱す結果になり、好ましいことではない。今後、同様の事業を実施する際

には、全市が一丸となって課題解決に取り組めるよう、公平性には十分配慮すべきと思うがどうか。 

 落ち込む外国人観光客の回復に向け、市ではこの事業を実施することとしているが、この直行バスの

中では、本市で初めて外国人を対象としたアンケート調査を行うとのことである。これは、国により異

なる旅行形態や目的などを把握する貴重な機会なので、調査結果の分析をしっかりと行い、各国旅行者

のニーズに応じた戦略を立てるなど、今後の誘致施策に十分生かしていくべきと思うがどうか。 

 また、外国人観光客を呼び込むにはＭＩＣＥ誘致も重要な手だてと考えている。本市には、海や歴史

的なまち並みなど独自の魅力ある観光資源が多く、特にインセンティブ面での優位性が期待されること

から、今後は、観光事業者の人材育成など対応面での質的向上を図るとともに、受入れ基盤の整った札

幌市との連携の下、積極的な誘致活動に努めてほしいと思うがどうか。 
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 観光入込客数は、減少傾向にあり、特に、天狗山ロープウェイとスキー場の利用者はその傾向が顕著

であるが、山頂からの雄大な眺望や夜景は目を見張るものがあり、市の観光基本計画においても、天狗

山地区における「夜景ＰＲによる夜の観光の推進」などの展開方策を掲げており、重点地域の一つに位

置づけている。今後、市としては、このようなポテンシャルの高い天狗山地域について、本市の次世代

観光を担う重要な資源であることを再認識するとともに、市内観光業者はもちろんのこと、市民に対し

ても、より積極的に天狗山地域のすばらしさをアピールしていくことが重要と思うがどうか。 

 また、天狗山のブランド力を最大限に生かすためには、庁内に専門部署を設置するなど、より戦略的

に取り組んでいくべきと思うがどうか。 

 自宅で寝たきりの高齢者を介護する家族に対して支給される家族介護慰労金については、昨年度は１

件、今年度は２件の実績しかないという。市は、広報等に掲載し、申請を促しているとのことだが、支

給件数の状況からしても、市民が認識しているとは考えられないため、今後は周知方法の見直しが必要

と思うがどうか。 

 また、この制度は、介護サービスを利用していないことが条件であるにもかかわらず、申請には介護

認定が必要であるなど、支給要件が厳しいと感じる。家族だけで介護に当たることに対する慰労が目的

であることから、より多くの市民に支給できるよう要件を緩和することも必要ではないか。などであり

ます。 

 付託案件の結果は、次のとおりであります。 

 まず、議案第１号、第５号及び第 16 号につきましては、採決の結果、賛成多数により、いずれも可決

と決定いたしました。 

 次に、その他の各案件につきましては、議案はいずれも可決と、報告はいずれも承認と、全会一致に

より決定いたしました。 

 以上をもって、報告を終わります。（拍手） 

○議長（横田久俊） これより、一括討論に入ります。 

              （「議長、20 番」と呼ぶ者あり） 

○議長（横田久俊） 20 番、中島麗子議員。 

              （２０番 中島麗子議員登壇）（拍手） 

○２０番（中島麗子議員） 日本共産党を代表して、議案第１号平成 23 年度一般会計補正予算及び議

案第 16 号小樽市過疎地域自立促進市町村計画の変更について否決の討論をします。 

 一般会計補正予算のうち児童福祉総務費に認定こども園整備事業費補助金が計上されており、その財

源は道の補助金１億 3,973 万 7,000 円と市債として 6,690 万円、合計２億 671 万円です。 

 認定こども園は幼稚園と保育所の両方の役割を持つ施設で、小樽市では初めて設置されます。銭函地

域で桂岡幼稚園を経営している小樽桂岡学園が現在地で園舎を建て替え、平成 24 年秋をめどに幼稚園

145 名、保育所 55 名の認定こども園を開設します。桂岡幼稚園は現在定員 160 名ですが、新たに保育所

部分を 55 名拡大し、定員 200 名にします。 

 認定こども園は全国で 762 か所、道内には 41 か所あり、入所手続は市役所を通さず、私立幼稚園と同

じように施設と利用者の直接契約であり、保育料の決定や徴収も施設が行います。 

 保育所設置の根拠となっている児童福祉法は、「児童の保育に欠けるところがある場合において、保

護者から申込みがあったときは、それらの児童を保育所にて保育しなければならない」と市町村の実施

責任を明確にしています。しかし、政府は、市町村が施設に入所児童を割り当てているために、施設間

で切磋琢磨し、利用者本位でサービスを向上させようというインセンティブが働きにくい、直接契約方
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式を導入して、よりきめ細かいサービスを提供すると直接入所方式を進める方針です。しかし、直接入

所方式は市町村の保育実施の責任をなくす方向であり、公立保育所設置の法的責任を薄め、民間保育所

に対する保育責任も形骸化される心配があります。 

 認定こども園の事業者はこれまで市内で幼稚園を運営してきた学校法人であり、質問の中では保育料

は市と同額に設定し、入所実態も市当局と情報交換して他の保育所と同様に把握するという対策がとら

れることはわかりました。しかし、市の保育料減免制度が適用になるのか、幼稚園と保育所の一体運営

に問題はないのか、不明な点も少なくありません。 

 全国的には少子化の中で経営難を抱える私立幼稚園の認定こども園化が進んでいます。国も安上がり

な待機児童解消策としてこの制度を利用しようとしています。認定こども園の設置により保育所入所方

式に直接契約制が導入され、公的保育制度の解体に道を開くことになるため反対です。 

 また、市は、認定こども園の開設で銭函地域に新たに保育所が 55 名分できるため、平成 25 年７月開

設予定だった市立銭函保育所の改築を２年間遅らせ、平成 27 年度開設に延期すると方針転換していま

す。認定こども園が開設した平成 24 年９月から 25 年６月まで８か月間、保育需要の動向を把握すると

言いますが、地域の保育の必要度を把握するためになぜこのような時間が必要なのか、納得できる説明

がされていません。保育所の定数を見直して改築を進めることができるはずです。 

 市立保育所の規模・配置に関する計画では、銭函保育所は昭和 43 年 10 月に建設された木造平家建て

の建物で、建設後 40 年以上が経過し老朽化が著しいことから施設整備するとあり、当初、平成 25 年度

から着手する予定をこの間の議会のやりとりで、前倒しで来年度から着手する予定になっていました。 

 既に現在地での改築を決定し、工事中に園児を受け入れる仮施設建設予定地を確保し、基本設計を始

めていた段階での突然の延期は理解できません。子供たちの安全面を考えても、老朽化した施設は計画

どおりに改築することを求めます。 

 次に、社会教育費の水泳教室開催経費ですが、平成 19 年に駅前の市営プールが廃止されて高島小学校

温水プールが代替で利用されてきました。補正予算は、そのうち水泳教室事業を市内中心部にある民間

プールに委託事業として移行するもので、878 万 4,000 円計上されています。しかし、本年１月から２

月にかけて水泳教室利用者 160 人に対して実施した教室開催場所に関するアンケートでは 92 人、57.5

パーセントが高島小学校温水プールを希望し、60 人、37.5 パーセントが市内中心部を希望、８人、５パ

ーセントはどちらでもよいとの回答で、アンケート結果だけを見ると高島小学校温水プールが多いので

す。 

 また、高島小学校温水プールの水泳教室には指導員が３名、監視員が４名配置されていましたが、今

回の事業委託に伴い全員解雇するということです。とりわけ、指導員３名は嘱託員として 20 年以上勤務

してきた 40 代から 50 代の方々であり、現在の劣悪な雇用状況の下で再就職先が確保できるのか。市の

事業の民間委託で職員を直接解雇することは問題です。 

 利用者からは、「民間プール利用者と一緒に水泳教室を行うには狭すぎるのではないか」「これまで

教室で親しくなってきたメンバーが中心部に集約されることで参加できなくなり、利用者が減少するの

ではないか」「市営プールなら教室が終わった後に個人利用で仲間と泳いでいくことができたけれども、

民間になればそれもできなくなる」などの意見が聞かれています。 

 平成 18 年度、駅前の市営プールでは年間利用者数は約４万 2,000 人、事業費は約 4,700 万円でした。

高島小学校温水プールの平成 22 年度利用者数は約２万 9,000 人、事業費は概算で 2,070 万円です。この

４年間で利用者は１万 3,000 人、事業費は 2,600 万円減少しています。 

 市は、取り壊した駅前プールの補償金６億円余りを他に転用し、新たな市営プールの建設については
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第６次小樽市総合計画の前期実施計画に基本設計、実施設計を位置づけていますが、建設地も決まって

おらず計画は遅々として進んでいません。この間、市民からは、新「小樽市室内水泳プール」の早期建

設を求めて継続的に陳情、署名が議会に提出されてきました。平成 23 年４月末に任期満了を迎えた市議

会では継続審査中の 905 件の陳情がそのまま消滅していますが、そのうち 873 件はプールの早期建設を

求めるものでした。本定例会までに、既に新「小樽市室内水泳プール」の早期建設を求める陳情は 281

件、署名 2,218 筆が寄せられています。改選前のように継続審査のまま４年間放置することはあっては

ならないことだと思います。 

 今、求められることは新・市民プールの一日も早い実現ですが、それまでの間はできる限り市民の便

宜を図るべきではないでしょうか。市内中心部に水泳教室を開設することは評価しますが、教室利用者

の要望がありますから、高島小学校温水プールでも指導員を解雇することなく、並行して水泳教室を継

続させることを求めます。 

 よって、補正予算には反対します。 

 議案第 16 号は過疎地域自立促進計画に項目を追加するものですが、認定こども園を含んでいるため、

反対です。 

 以上、各会派、議員の皆さんの御賛同を訴え、討論といたします。（拍手） 

              （「議長、５番」と呼ぶ者あり） 

○議長（横田久俊） ５番、成田祐樹議員。 

              （５番 成田祐樹議員登壇）（拍手） 

○５番（成田祐樹議員） 一新小樽を代表しまして、議案第５号に対し否決の討論を行います。 

 新市立病院の建設という方針自体には何も問題なく、医療の質を高めるためにも経営の効率性からも

早期の統合新築が望まれるところではありますが、人口減少が著しい小樽にとって、その規模や財政負

担額については非常にシビアに考えなければならない一件であるのは間違いありません。 

 国立社会保障・人口問題研究所では、小樽の人口は 24 年後の 2035 年には８万 3,945 人になると予想

されています。現在のおよそ 64 パーセント程度の人口です。著しい人口の減少とともに患者数が比例し

て減少するのは当然の原理です。 

 しかしながら、今の新市立病院計画では将来的な小樽市内全体の医療体制や患者数を考慮されてでき

た計画とは思えず、またその説明の資料もなければ、将来のことはわからないという説明を繰り返すば

かりで、根拠に乏しく満足できるものではありませんでした。 

 今、計画として出されているのは病床利用率 90 パーセントがずっと続く計画で、その利用率で市立病

院が運営されているのであれば、そのときは小樽市の人口に対して相対的に非常に罹患率が上がり、人

口に対する病人の多いまちになっているか、若しくは現在ある医療機関が淘汰される格好になります。 

 前者であれば市の医療費負担が重くのしかかり、後者であれば小樽にどのような医療体制が残るのか

はっきりしません。いずれにしても問題が残る結果になります。その説明がされないことに対して、会

派としては責任を持ってこの議案を可決するに至りませんでした。 

 また、築港に建設される済生会病院は、建設費約 35 億円で落札されたそうです。病床数は市立病院と

比べて 100 床小さいぐらいですが、費用は約３分の１でした。たとえ免震化や堅牢な病院をつくるので

あっても 92 億 5,500 万円という、果たしてこれだけの予算額が必要なのでしょうか。民間病院と比べて

建設費用に対する努力が少なかったのではないでしょうか。 

 また、予算特別委員会での答弁にもありましたが、過疎対策事業債の来年度以降の動向も非常に不透

明で、市民の負担額が増えることも考えられます。結果的にこの負担をするのは、病院の医療スタッフ
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と市民なのです。この過大な見積りには違和感を強く覚えざるを得ません。 

 以上のことから、議案第５号は否決をし、病院の建設反対ではなく費用の見直しを強く求め、各会派

の御賛同をお願いしまして、討論といたします。（拍手） 

○議長（横田久俊） 討論を終結し、これより順次、採決いたします。 

 まず、議案第１号及び第 16 号について、一括採決いたします。 

 委員長報告どおり決定することに、賛成の議員の起立を求めます。 

              （賛成者起立） 

○議長（横田久俊） 起立多数。 

 よって、さように決しました。 

 次に、議案第５号について、採決いたします。 

 委員長報告どおり決定することに、賛成の議員の起立を求めます。 

              （賛成者起立） 

○議長（横田久俊） 起立多数。 

 よって、さように決しました。 

 次に、ただいま決定いたしました以外の各案件について、一括採決いたします。 

 委員長報告どおり決定することに、御異議ございませんか。 

              （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（横田久俊） 御異議なしと認め、さように決しました。 

 次に、決算特別委員長の報告を求めます。 

              （「議長、23 番」と呼ぶ者あり） 

○議長（横田久俊） 23 番、佐々木茂議員。 

              （２３番 佐々木茂議員登壇）（拍手） 

○２３番（佐々木茂議員） 決算特別委員会の報告をいたします。 

 当委員会における質疑・質問の概要は、次のとおりであります。 

 平成 22 年度決算では、職員給与や手当、管理経費などの歳出削減はもとより、他会計からの借入れな

どの財源対策を行い、一般会計の累積赤字を解消したところであるが、近年、決算時では、多額の不用

額が生じている。予算現額に対する不用額の割合は、以前の２パーセント台から、21 年度、22 年度は３

パーセント台に増えてきており、これは、予算編成において適正な見積りができていないからではない

のか。 

 また、他会計からの借入金を上回る黒字額となっていることから、来年度予算の編成に当たっては、

他会計から借り入れる必要はないと思うがどうか。 

 一般会計の決算では、累積赤字が解消されたものの、今後も、他会計や基金からの多額の借入金を返

済し続けていかなければならず、本市財政は、いまだ、再建の途上にあるという。こうした中、市民か

らのあらゆる要望は「財政再建」という言葉で片づけられ、総合計画の前期実施計画で位置づけられて

いる新・市民プールの建設事業についても、現時点では、建設候補地すら決まっていない状況にある。

今後の財政運営の見通しとして、一体どこまで改善すれば事業に着手するかというラインが全く見えな

いが、その見極めについてはどのように考えているのか。 

 一般会計は累積赤字が解消され、黒字となっているが、職員給与や市民サービスの削減が続いている

ほか、他会計からの借入金も多額にあるなど、予断を許さない状況に変わりはない。人口減少のスピー

ド以上に市内の経済規模が加速度的に縮小している感もあり、このままでは、市税収入がますます落ち
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込み、苦しい財政状況が続いていくのではないのか。 

 この財政構造を変えるには、小樽の強みである観光産業をさらに発展させ、市税収入を増やす必要が

あると思うが、その政策立案に当たっては、所管の部局だけで担当するのではなく、全庁から有志を募

るとともに、市民の代表である議員も参加して議論の場を設けるべきと思うがどうか。 

 市税については、ここ数年、課税標準額が下がっていることに加え、平成 22 年度には滞納繰越額も主

たる税目だけで約 39 億円に上るなど、収入率も減少を続けている。余裕のない財政状況からしても、収

入率向上対策は必要不可欠であるが、どのような取組を行っているのか。 

 また、決算説明書では、財政構造の記載について、大きな科目ごとの一覧表と数行の説明があるだけ

で、一読して滞納繰越しなど歳入の現状を把握することは極めて困難である。民間の金融機関出身の市

長としては、情報開示という観点からも、より丁寧かつ詳細な記載に努めるべきと考えるがどうか。 

 本市の教育費は、総額に占める割合が 5.7 パーセントと道内他都市と比較して極めて低く、とりわけ、

学校図書館に係る経費は低い状況にあると聞く。そのため、小・中学校の図書室には、蔵書数があって

も図鑑や辞典などが更新されていないため、内容が古く学習に使えないものも多いという。「読み・書

き・計算」は学力の基礎と言われており、全国学力・学習状況調査の結果をクロス集計した中でも、明

らかに正答率の高い子供たちは読書量が多いという結果が導き出されていることから、子供たちの学力

向上のためにも、読書環境を充実すべく、予算措置について十分配慮してほしいと思うがどうか。 

 教育振興費では、備品購入費や通学助成事業費などが当初の見込みを下回ったため、小学校費、中学

校費においてそれぞれ 400 万円程度の不用額が生じている。過去の決算においても、教育振興費は多く

の不用額を出している傾向にあるが、この費目には、教材購入費や図書整備費など、子供たちの教育に

直結するものも含まれているため、必要な予算については手厚く措置するなど的確な振り分けを行い、

教育環境整備や学力向上に役立ててほしいと思うがどうか。 

 また、体育施設費では、望洋シャンツェの電気料の基本料金として約 40 万円が支払われているが、こ

こ数年はジャンプ台としての使用がない。市民の税金を投入し続けている現状を踏まえ、教育委員会と

しては、今後のあり方について、どのような考えを持っているのか。 

 全国学力・学習状況調査により、小樽市の学力が全道でも下位であることが明らかとなったが、これ

は子供たち自身の問題であるとともに、教員の指導力不足にも一因があると思われる。近年、学力向上

に関する研修を受講する教員が急増しているが、これは授業力向上を図るという教員自身の意識の高ま

りと考えてよいのか。 

 また、５年前と比べ子供の数が大幅に減少しているにもかかわらず、学校災害と呼ばれる児童・生徒

のけがについては減少していない。将来の小樽を担う子供たちを事故から守ることは大人の責任である

ため、真剣にその防止対策を講じてほしいと思うがどうか。 

 平成 22 年度に図書館本館で除籍となった図書数は 4,946 冊にも及び、近年では最も多かった 18 年度

の２倍以上となっている。蔵書数の増加により書庫の収容能力に限界を来しつつあることも廃棄処分し

た要因の一つというが、図書館の命である蔵書を単に手狭だからとの理由で処分したというのであれば、

将来的な課題と重く受け止めるべきであり、書庫の拡大について、抜本的な検討を行う必要があるので

はないか。 

 また、図書館業務の一つに、利用者の求めに応じて必要な資料や情報を提供するレファレンスサービ

スがあるが、電話や文書による照会を含めて、利用者の満足度はどの程度得られているのか。 

 図書館は、いわば小樽市民の知恵の源であり、知的財産や文化の集積地であるので、今後も、より一

層充実したものとなるよう尽力してほしいと思うがどうか。 
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 市立小樽美術館と文学館では、本年３月の東日本大震災があったにもかかわらず、特別展などの成功

により有料入館者が増加したため、予算を上回る使用料収入があったとのことである。本市は多くの芸

術家や作家を輩出してきた風土があるにもかかわらず、札幌市と比べると文化施設に対する市民の関心

が薄いと言われているが、この実績からも、展示内容の充実や広告により、多くの集客を得られること

は明らかである。今後も、すぐれた企画を打ち出して、本市の芸術文化の振興に努めてほしいと思うが

どうか。 

 旧丸井今井小樽店跡地は、２回目の競売も買受けの申込みがなく、特別売却に移行していたが、それ

も不調に終わった。札幌地裁では物件の再評価の上、年末にも３回目の競売手続に入るというが、これ

とは別に、現在、破産管財人が探している任意売却先の見通しはどうなのか。 

 今後、新たな取得者が現れた際、市はリーダーシップを発揮し、競売対象外である地権者の持分を調

整していくことはできないのか。 

 市は、事態の推移を見守るという消極的な姿勢ではなく、破産管財人や商工会議所とも連携を密にし、

動きがあった場合には、可能な限り即応できる体制を構築しておくべきと思うがどうか。 

 市内中心部に位置する産業会館は、杜のつどいや郵便局、商業施設などさまざまな機能を有している

ことから利用者も多いが、２階ホールについては、エレベーターがないなどの理由により、利用が年々

減少していると聞く。築 50 年以上を経て施設や設備も老朽化が進んでいるため、平成 22 年度には約 360

万円をかけて修繕を行っているが、どの程度の補修であったのか。 

 市は区分所有者の一人にすぎないことや財政的な面からしても大規模改修は難しいと思うが、長く市

民から親しまれている施設であるため、引き続き有効に活用していくためには、トイレの洋式化や水回

りの改修など、利便性の向上を図ることが必要であり、今後、施設のあり方を検討していく必要がある

のではないか。 

 小樽市新規高等学校卒業者雇用奨励金については、昨年度、40 事業所 71 名に対して交付されたとの

ことだが、高卒者の市内定着や雇用促進という観点から、どの程度の成果があったと考えているのか。 

また、事前に申請があったものの、交付条件である６か月を待たずに退職や解雇となった例はあった

のか。 

 企業からは、給与の一部や研修費用が賄えるとして、非常に有効な制度との声があるが、基金を活用

した事業であり、その残高から来年度以降の実施は難しいとのことである。しかし、市内の経済情勢は

厳しい状況が続いていることから、雇用促進を図るための施策を切れ目なく打ち出していく必要がある

と考えるが、その具体的な検討は行っているのか。 

 勤労青少年ホームは、働く青少年の健全な育成と福祉の増進を図ることや、仕事の後の余暇にクラブ

活動などを通じて有意義に過ごし、勤労意欲を喚起することを目的として設置しているが、施設の性格

上、利用は夜間に集中し、日中は極めて少ないと聞く。現在、若年者の就職状況は依然として厳しい状

況が続いており、若年者の就業能力の向上や職業紹介など、就業を促す総合的な取組が必要となってい

ることから、この施設が比較的あいている日中に、ジョブカフェの要素を取り入れた若者向けの就業相

談コーナーを設置してはどうか。 

 また、小樽には就職先がないため定住が難しいという若者の声をたびたび耳にすることからも、将来

小樽を背負って立つ若者が、しっかりと自立し幸せに暮らしていくことができるような就労支援策を打

ち出すべきではないか。 

 市が実施する小樽ブランド普及事業では、地場産品の普及や振興を通じて地域経済の活性化を図るこ

とを目的に、国や北海道などから表彰や認定を受けたさまざまな商品や技術を「お墨付きの小樽ブラン
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ド」として、市のホームページで紹介しているが、３年間ホームページ上に掲載される以外に、事業者

にとって何かメリットはあるのか。 

 また、小樽物産協会が運営するインターネットショッピングサイト「小樽家族」の取扱商品と、市ホ

ームページの掲載商品では、双方のサイトで取り上げられている商品に多く重複が見られるものの、お

互いにリンクが張られていないため、市のホームページからは直接購入できない現状にあるという。小

樽ブランドのさらなる販路拡大に向け取り組むという共通認識であれば、官民一体となって、両サイト

の連携について早急に協議を行い、実現を図るべきと思うがどうか。 

 本年の小樽がらす市では、出店 32 店舗のうち市内業者は 20 店舗であり、小樽のガラスを求めて訪れ

た観光客からは、市外業者が多いことに驚きの声も聞かれた。全国の職人と直接競い合う場を設けるこ

とで、小樽のガラス技術向上につなげたいという実行委員会の考えは理解できるが、地場産業振興の観

点からは、市内業者みずからが日ごろの創作活動の成果やガラス職人の技術を披露するための催しでも

あり、もっと市内業者にがらす市への参加を促していく必要があるのではないか。 

 また、過去３回、潮まつりと同時開催することで知名度もかなり上昇したことと思われるが、今後、

雪あかりの路のように、小樽を代表するイベントに育てていくためには、市民が一丸となって協力でき

る体制や独立した期間の開催など、これまでの形態を抜本的に見直していく必要があるのではないか。 

 沿岸漁業に打撃を与えているいそ焼け対策として忍路地区で行われている藻場造成事業については、

剝石灰藻を 離した部分に新たな藻の育成が確認されるなど、一定の効果が確認されているとのことであ

る。しかし、道が上ノ国町で 650 万円をかけて同様の事業を実施しているのに比べ、本市の対象面積が

わずか 100 平方メートルで、事業費も 100 万円と、まだまだ限定的な取組と言わざるを得ない。本市に

おける沿岸漁業を発展させていくためには、本事業を継続的に実施するとともに、対象範囲を拡大して

いく必要があると考えるがどうか。 

 一般会計の決算では、民生費の不用額が他の歳出科目と比較しても、極めて突出している。予算の見

積りに当たっては、前年度の決算額を基に、実績の推移や経済情勢などを十分勘案し算定しているとい

うものの、現実に大きな見込み違いが生じており、全く不適切な予算づけと言わざるを得ない。財政状

況が厳しいと言いながら、著しい不用額が生じていること自体、市民の要望にまだまだこたえられる余

裕があることの裏づけではないのか。 

 今後、乳幼児等医療助成制度の拡大やふれあいパス事業の負担軽減をはじめ、非課税世帯への福祉施

策の支援強化に努めることで、より市民の声にこたえていくべきと思うがどうか。 

 国民健康保険事業特別会計の単年度収支は、平成 21 年度、22 年度の２年間で 10 億円以上もの黒字と

なっている。しかし、これは、中低所得者の負担を緩和させる名目で、高所得者世帯の保険料を２年間

にわたり５万円ずつ引き上げたことによるものであり、単に加入者への負担を押しつけた結果ではない

のか。 

 自治体の国保会計がこれ程までに厳しくなった背景には、国庫支出金が大幅に削られてきた経過があ

ることから、国に対して、はっきり申入れを行っていくべきではないのか。 

 また、小樽市の法定外繰入額は１人当たり 200 円と非常に少ない金額であるが、保険料軽減のために

も他都市の例を参考に法定外繰入れの増額を検討してほしいと思うがどうか。 

 メタボリックシンドロームの該当者や予備群を早期に発見し、生活習慣の改善へ結びつけることを目

的とした「特定健診」の受診率について、国は、平成 24 年度までの目標を 65 パーセントと定め、受診

率に応じたペナルティーを保険者へ課すことを検討していると聞く。現在、本市の受診率は 10 パーセン

ト前半と非常に低い状態で推移しているが、その理由をどのようにとらえているのか。 
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 保健所が実施した市民意識調査では、「心配なときはいつでも受診できる」との回答が多いというが、

予防医学の観点からも健診の重要性は明らかであり、受診率の向上に積極的に取り組むべきと思うがど

うか。 

 置き雪対策について、今年度から市道の第３種路線まで範囲を拡大するとともに、すべてを人力作業

により対応すると聞くが、試行開始から５年目を迎えており、事業の課題を整理した上で、本格実施の

目途を示す時期に来ているのではないか。 

 この事業の平成 22 年度実績は１世帯当たり平均で年 15 回であるが、社会福祉協議会で実施する福祉

除雪サービス事業では平均 1.2 回にとどまっている。両事業は、除雪弱者とされる高齢者などの冬季間

における日常生活の安全確保という同一の視点から実施されている施策でもあるが、利用実績の違いを

考えると、福祉除雪の制度自体に問題があるのではないか。 

 現在は無料であるため、一冬の利用回数が２回程度と制限されているが、利用者アンケートなどを実

施し有料化の可否や降雪ごとの除雪など、この制度のあり方を根本的に検討していくべき時期と思うが

どうか。 

 北後志地域における周産期医療体制を維持するため、周産期母子医療センターの指定を受けている小

樽協会病院に対して、北しりべし定住自立圏を構成する６市町村では財政支援を行っており、小樽市に

あっては 770 万円の補助金を支出している。この額は、基本割と出生数に応じた利用割とで算出してい

るとのことだが、少子化が進む中で減少傾向にある出生数に比例し補助金も減るという積算方法では、

周産期医療体制の継続が困難になるのではないか。 

 本来、市が果たすべき役割を小樽協会病院に担ってもらっている以上、実際に必要な経費を算出した

積算方法とするなど、補助金の増額を視野に入れた検討をしてほしいと思うがどうか。 

 100 パーセント公費負担で実施された子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進事業による子宮頸がんワク

チンの接種率は、平成 22 年度で約 67 パーセントと極めて高い数字を示している。本年 10 月には、ピン

クリボンファミリー月間として、全国的に乳がん検診啓発活動が展開されており、本市においても、小

樽市がん予防講演会が開催されるとのことだが、がんの予防と早期発見のために一番必要なことは、み

ずから進んで検診を受けることである。保健所としては、多くの市民にがん検診の重要性を認識しても

らい、受診率がより一層向上するよう、今後も関係関連団体との連携を密にし、啓発に努めてほしいと

思うがどうか。 

 広報おたる 10 月号では、平成 22 年度病院事業会計決算において、一般会計から繰入れを受けて不良

債務が解消し、単年度資金収支も黒字になったとの記事が掲載されているが、交付税措置のある「基本

的な繰入金」については説明しているものの、「財政支援に係る繰入金」や「過去の不良債務解消に係

る繰入金」といった全額市民の税金で賄われている部分については、ほとんど触れられていない。不良

債務が解消されず、単年度資金収支が赤字のままでは、病院の統合新築に向けた実施設計分の起債許可

がおりないため、一般会計から多額の繰入れを行ってきた実態について、しっかりと市民に伝えるべき

ではないのか。 

 しかし、他会計から借り入れて病院事業会計に繰り出すという現在のやり方は、その場しのぎであり、

若い世代の将来への負担につながることから、きちんと市民の納得が得られるよう十分に説明すべきと

思うがどうか。 

 公営企業会計の損益計算は、内部留保資金に当たる非現金支出も含めての計算となるため、病院事業

会計では、一般会計からの負担金を除く医業損失、いわゆる真水部分の赤字は８億円となっている。し

かし、キャッシュフロー的には２億円であるということを市民が理解するのは極めて難しいので、新市
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立病院建設に向けた理解を得るためにも、赤字が確実に圧縮されていることを広報誌で周知するなど、

わかりやすい情報公開に努める必要があると思うがどうか。 

 また、監査委員の提出する企業会計決算審査意見書に掲載されている決算の概要や参考資料は、決算

の補足説明書とも言える内容なので、決算書に一緒に掲載するといった検討をしてほしいと思うがどう

か。 

 町会が維持・管理する街路灯については、市が設置費用の一部を助成しているが、昨今の地球温暖化

に向けた取組を背景に、省エネ型灯具への転換を希望する地縁団体も増えている。現状、市としては、

次年度以降に大規模な改修を計画している町会について、どの程度把握しているのか。 

 また、小樽市街路防犯灯組合連合会に支払われている市の街路灯維持費補助金は、平成 22 年度決算で

4,600 万円となっているが、その額は、全町会の街路灯電気料金の６割程度にしかなっていない。年々、

町会の財政状況も厳しくなってきていることから、この問題の解決に向けて、単に市の補助率をアップ

することよりも、むしろ省エネ型街路灯の導入を促し、町会の費用軽減につなげていく施策を検討して

いくことが必要と思うがどうか。 

 老朽化したロードヒーティング施設の更新事業として、市道千秋通線の約 410 メートルのうち、もが

み公園から頂上に向かう部分約 160 メートルの整備を平成 22 年度に実施しており、残りは 23 年度に実

施するとのことである。この路線にある最上団地停留所は、現在、急坂を理由に、夏期限定で下り線に

設置されているが、ロードヒーティングの更新事業に合わせて道路幅員も若干拡張されるとのことから、

改めて、通年での設置をバス業者に要請してほしいと思うがどうか。 

 昭和の時代に整備された市道の側溝は、雨水を流すためだけの施設であるとの理由で、ふたが設置さ

れていないと聞く。設置を求める住民の要望に対して、市は、歩行者の安全確保ができているかという

基準で判断しており、直接、要望者には会って説明しているとのことだが、口頭による説明だけで住民

の理解は得られているのか。 

 あいまいな基準だけでは、住民の不満が一層募ると考えられることからも、市としては、判断基準が

明確にわかる文書を、早急に作成するべきと思うがどうか。 

 本市における公共工事の入札執行結果によれば、建設部発注工事では、予定価格に対する落札率が 80

パーセント台前半であるのに比べ、水道局にあっては、ほとんどの工事で落札率が高どまりの状況にあ

る。同じ市の工事でありながら、企業努力が全く感じられないこの現状を改善するため、水道局として

は、今後、落札率を下げる手だてを講じることはできないのか。 

 水道工事は、厚生労働省の工事積算基準を準拠して算定しているため、国土交通省の基準を用いてい

る建設部所管の工事と比較した場合に、利潤となる経費率が極めて低いため、落札率が高くなる傾向に

あるというが、工事費がかさむことは、将来的に水道料金の値上げにつながるのではないか。 

 市が一丸となり人口減対策に取り組む中で、水道料金の高いことが人口減少にさらなる拍車をかけ、

ひいては、市税収入の著しい減収につながることのないよう、水道局としても、より一層のコスト削減

に努めていくべきではないのか。などであります。 

 付託案件の結果は、次のとおりであります。 

 まず、平成 23 年第３回定例会議案第５号ないし第 16 号及び第 18 号ないし第 21 号につきましては、

採決の結果、賛成多数により、いずれも認定と決定いたしました。 

 次に、平成 23 年第３回定例会議案第 17 号につきましては、採決の結果、全会一致により、認定と決

定いたしました。 

 以上をもって、報告を終わります。（拍手） 
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○議長（横田久俊） これより、一括討論に入ります。 

              （「議長、８番」と呼ぶ者あり） 

○議長（横田久俊） ８番、川畑正美議員。 

              （８番 川畑正美議員登壇）（拍手） 

○８番（川畑正美議員） 日本共産党を代表して、平成 23 年第３回定例会に付託された議案第５号な

いし第 16 号及び第 18 号ないし第 21 号については、いずれも不認定の討論を行います。 

 議案第５号の平成 22 年度一般会計決算は実質収支が 11 億 8,394 万 1,170 円の黒字となり、単年度収

支と実質単年度収支はいずれも 12 億 1,466 万 8,980 円の黒字になりました。市長の提案説明では、黒字

決算となった要因として、歳入では市税収入や特別交付税などが予算を上回り、歳出では職員給与費、

生活保護費、介護基盤緊急整備等交付金や他会計への繰出金などにおいても不用額が生じたこととして

います。 

 長引く不況に３月 11 日の東日本大震災、原発事故が重なり、景気低迷はより一層深刻化しています。

市民生活は税制改悪と医療、介護などの社会保障制度の改悪で苦境に立たされており、個人市民税の納

入済額が年々減少していることからも厳しい状況が伺われます。 

 この間の財政健全化に向けた財源対策は、決算特別委員会で我が党が指摘したように、歳出での総務

費や民生費などで大幅な不用額をつくり、市民サービスの抑制と職員給与の大幅削減が行われています。 

 また、企業会計や基金からの借入れが主要な内容となっており、22 年度決算が黒字といっても大きな

課題が残ります。中小零細企業への支援や国民健康保険料の引下げなど直接市民生活を応援することで、

地域経済の活性化と雇用の拡大を進めていくという限られた財源の中でもこうした政策を実現していく

ことが必要であります。 

 議案第６号港湾整備事業特別会計です。 

 平成 22 年の一般貨物取扱量が小樽港は 111 万 3,608 トンでこれまでの最低となり、10 年前と比較す

ると 55 万 2,480 トン減少しています。一方、石狩湾新港は 327 万 8,476 トンに達し、10 年前との対比

で 37 万 6,563 トン増え、取扱量は小樽港の約３倍になっているわけであります。石狩湾新港を認めてき

たからこうなったというのです。こういう決算は認められません。 

 議案第９号国民健康保険事業特別会計では、平成 21 年度末の収支不足額の約２億 900 万円を解消し、

約 7, 007 万円の剰余金を出しました。歳入が予算より２億 3,964 万円未達成とはいえ、歳出で３億 971

万円の黒字を出しています。療養諸費の不用額は１億 9,317 万円に達し、不用額の 62 パーセントを占め

ています。療養諸費を過大に見積もり、多額の不用額を生み出し、累積赤字を解消していると、我が党

の指摘どおりとなっています。 

 これまでも例年このようにして多額の不用額を生み出して、平成 13 年度に 33 億 8,700 万円あった累

積赤字を９年間で解消しました。この間、市民は、医療や介護、後期高齢者支援分のほかに累積赤字分

を含めた高い国保料を課せられてきました。 

 国保料の限度額は平成 21 年度に引き続いて平成 22 年度も５万円引き上げたため、この２年間で 10

万円の引上げとなり、最高限度額に達する市民所得がさらに低くなっています。最高限度額の保険料を

支払う世帯の所得はおおむね 380 万円以上、給与収入で 540 万円以上ということですが、所得や収入の

１割以上の重い負担となっています。保険料の未納世帯の割合が 15 パーセント以上、16 パーセント台

に達していることからも負担の大きさを推しはかることができるわけです。 

 高い国保料を課して累積赤字を解消し、保険料が払いきれない世帯に資格証明書や短期保険証を発行

してきた国保特別会計は認定できません。 
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 議案第 12 号住宅事業特別会計は指定管理者制度導入により市営住宅の管理を民間企業に委託し、毎年

8,000 万円を超える市民の税金がつぎ込まれております。これは個人情報保護の観点からも重大な問題

を含んでいます。 

 また、指定管理者になってから修繕は１社に限られ、そこから修繕仕様書に記載された仕事が、実際、

どこに請け負わせているのかわからないという実態も明らかになっています。 

 議案第 19 号水道事業会計では、水道料金徴収業務について地元業者を排除して民間委託しています。 

 また、住宅事業特別会計と同様に、個人情報保護の観点からも重大な問題を含んでおり、認定できま

せん。 

 議案第 16 号後期高齢者医療事業特別会計では、保険料を 75 歳以上の高齢者の年金から天引きなどを

して納入率は 99 パーセント以上とのことです。このように、勤勉な高齢者に対して差別医療費を導入し、

粗悪医療や病院追い出しを迫り医療費を削減する保険制度は認定できません。 

 議案第 18 号小樽市病院事業決算認定は新市立病院建設で基本設計を株式会社久米設計と随意契約し

ていますが、建設場所も建設規模も変更になっていたわけですから、公募型プロポーザル方式にすべき

でした。 

 ほかの議案については、手数料などに上乗せする消費税収入と物品購入や工事請負などで支払った消

費税の差額がゼロという理論で、納付しなくともよい消費税を転嫁し受益者負担としているため不認定

といたします。（拍手） 

○議長（横田久俊） 討論を終結し、これより順次、採決いたします。 

 まず、平成 23 年第３回定例会議案第５号、第 18 号及び第 20 号について、一括採決いたします。 

 委員長報告どおり決定することに、賛成の議員の起立を求めます。 

              （賛成者起立） 

○議長（横田久俊） 起立多数。 

 よって、さように決しました。 

 次に、平成 23 年第３回定例会議案第６号ないし第 16 号、第 19 号及び第 21 号について、採決いたし

ます。 

 委員長報告どおり決定することに、賛成の議員の起立を求めます。 

              （賛成者起立） 

○議長（横田久俊） 起立多数。 

 よって、さように決しました。 

 次に、平成 23 年第３回定例会議案第 17 号について、採決いたします。 

 委員長報告どおり決定することに、御異議ございませんか。 

              （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（横田久俊） 御異議なしと認め、さように決しました。 

 次に、総務常任委員長の報告を求めます。 

              （「議長、27 番」と呼ぶ者あり） 

○議長（横田久俊） 27 番、前田清貴議員。 

              （２７番 前田清貴議員登壇）（拍手） 

○２７番（前田清貴議員） 総務常任委員会の報告をいたします。 

 当委員会は 12 月１日と 13 日の両日にわたって開催されており、１日に開催の委員会では、北海道新

幹線の札幌延伸に係る並行在来線の経営分離に限っての質問が行われました。 
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 当委員会における質疑・質問の概要は、次のとおりであります。 

 まず、継続審査中の陳情第 149 号についての質疑といたしましては、道は原子力防災計画の見直し検

討を行う中で、原子力防災対策を重点的に充実すべき範囲を、これまでのＥＰＺの半径 10 キロメートル

圏内から、国際基準のＵＰＺ、半径 30 キロメートル圏内を目安として拡大する方向とのことである。今

後、本市がこうした原子力防災重点区域の範囲内に位置づけられるとなると、甲状腺がんの予防に効果

がある安定沃素剤など、原子力防災関係資機材の備蓄に対しては、国からの財源措置がなされることか

ら、市は道に対し、原子力防災上の重点地域に位置づけるよう働きかけるとともに、市が単独で防災資

機材を整備していくことも、前向きに検討する必要があると思うがどうか。 

 福島第一原子力発電所の事故では、半径 50 キロメートルの範囲でも子供たちの尿から放射性物質のセ

シウムが検出されるなど、健康被害が広範な地域に及んでいることが明らかとなった。本市は、泊発電

所から 50 キロメートル範囲内に位置しており、保護者からは、原子力災害が発生した場合の子供たちへ

の体内被曝を懸念する声がある。こうした保護者の不安にこたえるためにも、放射線沃素からの被曝を

未然に防止する効果が認められている安定沃素剤を、防災備蓄品として配備できるよう、市としても早

急に結論を出してほしいと思うがどうか。 

 次に、北海道新幹線の札幌延伸に係る並行在来線の経営分離についての質問につきましては、新幹線

着工に当たっての基本５条件の一つに、並行在来線の経営分離についての沿線自治体の同意が上げられ

ているが、国は、分離後の鉄道存続のスキームを一切示しておらず、同意しなければ認可しないという

のでは、あまりにも横暴な態度と思うがどうか。 

 市は、道から早急な回答を求められたため、急遽分離予定区間の塩谷・桃内と蘭島のそれぞれの連合

町会長に説明を行い同意を得たとのことだが、一方では、分離後の鉄道が廃止されることを懸念する声

もあったという。新幹線の着工を急ぐあまり、分離ありきでの議論が先行しているが、鉄路の存廃は沿

線住民の生活に直結する問題であり、道への回答に当たっては、一部関係者の意見だけではなく、沿線

住民をはじめ、広く市民から意見を聞いて判断すべき問題と思うがどうか。このことから、あくまで在

来線は存置し、経営分離には同意すべきではないと思うがどうか。 

 札幌延伸は市民の悲願であり、また、東日本大震災の経験からも、日本海側における新幹線整備は急

務との考え方があるため、早期着工が望まれるところである。仮に並行在来線の経営分離に同意せず、

認可が得られない事態となれば、延伸自体が白紙になることも十分に想定されるため、同意せざるを得

ないと思うがどうか。 

 沿線住民にとって、並行在来線が存続するかどうかは大きな課題であり、今後、ＪＲ北海道に対して、

鉄路存続に向けた協力を依頼していくことが必要と考えるがどうか。 

 札幌延伸に係る並行在来線といえば函館－札幌間を指すものであるが、ＪＲ北海道は、黒字が見込ま

れる小樽－札幌間については、分離しない方針を示している。本来は、鉄路の赤字や黒字にかかわらず、

函館－札幌間全線を分離すべきと思うがどうか。 

 また、並行在来線については、経営分離に同意した場合でも、実際に分離されるのは新幹線が開業す

る二十数年後となることから、その段階での小樽・後志地域におけるまちづくりの方向性を十分に踏ま

えた上で、在来線のあり方を議論すべきと思うがどうか。 

 次に、その他の質問といたしましては、第３回定例会で購入するとしていた放射線量測定器は、機器

の需要増から品不足となっており、いまだ納入されていない。市民の間には、万が一、泊発電所で事故

が発生した場合の放射線被曝の影響を危惧する声が高まっていることから、早期に導入の上、日々の線

量を公表するなど、市民の不安解消に努めてほしいと思うがどうか。 
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 市としては最低でも年度内に１台を確保するとしているが、福島第一原発事故の影響から、関東でも

場所によってはスポット的に線量が高い地域もある。原発で事故が発生した場合には、市内全域にわた

る測定が必要となるのは明らかであり、今後、さらに台数を増やしていく必要があるのではないか。 

 福島第一原発の事故による放射線問題を受けて、現在、国やＮＰＯなどが継続的に食品中の放射性物

質を測定し公表しているが、農畜産物以外にも、粉ミルクといった想定外の製品から放射性物質が検出

される結果となっており、放射能被害の深刻さが浮き彫りとなっている。自治体でも、住民の不安解消

のため独自に検査を行う動きがある中、このほど倶知安町では、学校給食用食材の検査を行うため、専

用機器を購入するとの報道があった。この際、本市においても、安全で安心な学校給食を提供するため

に、同様の検査機器を購入し、独自に検査を実施すべきではないか。 

 東日本大震災後９か月が経過し、現在、防災計画などの見直しが進められているが、いつ何どき、発

生するかわからない災害から、市民の命を守る防災計画の策定などに当たり、被災地の現状を何もわか

らない職員が従事するというのであれば、真に実効性のあるものとなるかは極めて疑問である。災害時

に即応できる体制を確立するためには、実際に職員を被災自治体に派遣し、より実践的な支援などにつ

いて研修することが、非常に重要な手だてと思うがどうか。 

 また、被災地の支援活動に赴いた陸上自衛隊第７師団の担当者からは、防災に対する自治体ごとの準

備の度合いや住民の訓練の習熟度により、実際問題として、支援の効果が大きく異なるとの話を伺った。

特に現実に即した「宿泊」を伴う訓練は、災害時、市の対応能力に大きな差が生じるとのことであり、

24 年度に「宿泊」を伴う訓練の実施を検討する考えはないか。 

 先月、会計検査院が実施した教職員給与費の義務教育費国庫負担金に係る勤務実態の検査結果による

と、勤務終了時間前に退勤している教職員がいるなど、職務専念義務が遵守されていない実態が明らか

となっている。保護者からは、教育に対する使命感と高い倫理観を持つべき教職員が、服務の基本を軽

視している現実に対して不信の声が寄せられており、また、教職員は児童・生徒に規律の遵守を指導す

べき立場にあることにかんがみ、今回の問題について、その経過や再発防止策などを、保護者や児童・

生徒に対して説明する責任があると思うがどうか。 

 本来、教職員の服務は、服務監督責任者である学校長の承認を要するものと思うが、当該校の学校長

は、教職員の勤務実態を掌握していないということになるのではないか。 

 中には、学校長の指導に従わない教職員もいるとの話を耳にするが、服務規律を遵守しない教職員に

対しては、直接、教育委員会が指導に当たるべきではないのか。 

 本市には、多くの歴史的遺産や伝統文化が長きにわたり継承され、保存されているものの、子供たち

がそれらに触れる機会が非常に少ないと感じている。本市の将来を担う児童・生徒が、小樽について認

識を深め、郷土に愛着と誇りを持つことができるよう、観光ガイドボランティアの方などをゲスト・テ

ィーチャーとして小・中学校に招き、学ぶ機会を設けてほしいと思うがどうか。 

 この取組は、子供たちにとって社会的な知見を広め、地域人材との交流による学校の活性化にもつな

がることが期待されることから、この制度を今後とも、各学校において積極的に活用してほしいと思う

がどうか。などであります。 

 付託案件の結果は、次のとおりであります。 

 まず、議案第 17 号につきましては、採決の結果、賛成少数により、否決と決定いたしました。 

 次に、陳情第２号ないし第 145 号、第 151 号ないし第 280 号及び第 283 号ないし第 289 号につきまし

ては、採決の結果、賛成多数により、いずれも継続審査と決定いたしました。 

 次に、その他の各案件につきましては、議案はいずれも可決と、陳情はいずれも採択と、所管事務の
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調査は継続審査と、全会一致により決定いたしました。 

 以上をもって、報告を終わります。（拍手） 

○議長（横田久俊） これより、一括討論に入ります。 

              （「議長、５番」と呼ぶ者あり） 

○議長（横田久俊） ５番、成田祐樹議員。 

              （５番 成田祐樹議員登壇）（拍手） 

○５番（成田祐樹議員） 一新小樽を代表しまして、陳情第２号ないし第 145 号、第 151 号ないし第 280

号及び第 283 号ないし第 289 号について、いずれも採択とする討論をいたします。 

 我が会派は、これまで本件に関しては継続審査とする態度を表明しておりました。しかしながら、新・

市民プールの計画を総合計画にあわせてかんがみると、今回の平成 23 年第４回定例会までに具体的な案

が示されなければ計画に比べて遅れが生じると判断するに至りました。総合計画に記載されているとい

うことは、本市の最も基本的かつ重要な計画であります。 

 その一方で、現在において適地がないことや予算措置の面で難しい状況ということは考慮すべき点で

もあります。 

 また、学校跡地利用の可能性などを考えると学校適正配置のことも考えなければならず、一筋縄でい

かないのは百も承知です。 

 ただ、そうは言いながらも総合計画における決定を何よりも尊重しなければならないのは、この議場

におられる議員の皆様が一番よく御理解されていることと存じます。 

 よって、新・市民プールの建設計画の迅速な遂行をお願いするとともに、進捗があった場合には素早

い報告ができるように理事者には申し上げ、また各会派の御賛同をお願いしまして、討論とさせていた

だきます。（拍手） 

              （「議長、７番」と呼ぶ者あり） 

○議長（横田久俊） ７番、小貫元議員。 

              （７番 小貫 元議員登壇）（拍手） 

○７番（小貫 元議員） 日本共産党を代表して、ただいまの委員長報告に反対し、議案第 17 号の小

樽市非核港湾条例案については可決、陳情第 283 号ないし第 289 号、継続審査中の陳情第２号ないし第

145 号及び第 151 号ないし第 280 号については採択を主張して、討論を行います。 

 最初に、新幹線の札幌延伸に伴う並行在来線の経営分離の同意について、中松市長は並行在来線の経

営分離に同意する方針です。この問題は、当初各会派への報告のみで北海道に返事する方向でした。し

かし、議会への説明を求められ、総務常任委員会を急遽開催し、同意方針が報告されました。 

 日本共産党は、経営分離後の姿が明確に示されていない上、経営分離されれば鉄路が失われる危険が

あるのに市民への説明が不十分であることを指摘してきました。その後、貞村副市長が塩谷・桃内地区

連合町会長、蘭島地区連合町会長に報告しましたが、これだけの重要問題について市民への説明、意見

交換をしない市民軽視の態度だと言わなければなりません。 

 期限が短く、急いで返事をしなければならないといいます。しかし、それならば市民の合意をかち取

るために期限を延ばしてもらうよう北海道に求め、市民に説明をして議会での十分な議論を経てから返

事をするということが、市民力を生かすことができるのではないでしょうか。 

 並行在来線の経営分離は、与党合意に基づき新幹線の条件とされています。法律で決まっているわけ

ではありません。佐賀県鹿島市は、最後まで経営分離に反対し、九州新幹線の長崎ルートの並行在来線

は 20 年ＪＲが経営することとなりました。 
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 日本共産党は、市民の足を奪うことにつながる経営分離には反対です。ＪＲは責任を持って並行在来

線を経営すべきです。 

 次に、議案第 17 号小樽市非核港湾条例案についてです。 

 福島第一原発からの放射能汚染が広がっており、市民にも不安が広がっています。既に７月の時点で

広島の原爆 20 個分の放射能が大気中に放出されていると、国会の論戦でも言われています。 

 12 月３日ベネズエラで開かれていた中南米カリブ海諸国共同体設立首脳会議で、核兵器をどのように

廃絶するのかを話し合う国際会議を緊急に開催するよう呼びかける特別声明を採択しました。声明では、

核兵器の存在とその使用が人類にとって脅威となっていることに深い憂慮を表明し、「可能な限り早い

期日に核兵器を廃絶する方途を確認するための高級レベルの国際会議を呼びかける活動を行う」と宣言

しました。 

 このように、世界では核兵器の廃絶を求める声とともに、具体的にその方策について論じるようにな

ってきています。戦後、世界の人々の力もあり、核兵器は長崎を最後に使用されていません。 

 小樽港に入港する外国の船に核兵器が搭載されているかどうかを確かめることは、小樽港の管理者と

して当然のことだと考えます。入港してくる船が核兵器を搭載していないなら堂々とその証明を出せま

す。平和を願う小樽市民の立場に立ち、条例案の可決を呼びかけます。 

 続いて、陳情第 283 号ないし第 289 号、継続審査中の第２号ないし第 145 号及び第 151 号ないし第 280

号の新「小樽市室内水泳プール」の早期建設についてです。 

 北海道内の 10 万人以上の主要都市で市営水泳プールがないのは、小樽市だけです。高島小学校温水プ

ールには市内各地から、スポーツとしてだけではなく、健康維持やリハビリで多くの愛好者が通ってい

ます。 

 小樽市総合計画でも平成 25 年度までに新・市民プール建設の実施設計を行うとされています。多くの

陳情が提出されているように、市民の思いにこたえることが議会としての役割ではないでしょうか。願

意は妥当であり、採択を求め、各会派の皆さんの御賛同を呼びかけて、討論といたします。（拍手） 

              （「議長、17 番」と呼ぶ者あり） 

○議長（横田久俊） 17 番、佐々木秩議員。 

              （１７番 佐々木秩議員登壇）（拍手） 

○１７番（佐々木秩議員） 民主党・市民連合を代表し、委員長報告に反対、議案第 17 号小樽市非核

港湾条例案に賛成の立場で討論します。 

 小樽市が核兵器廃絶平和都市を宣言してから 29 年、来年でちょうど 30 年が経過しようとしています。

そうした中で、福島第一原発事故により日本でそして世界で今年ほど原子力、エネルギー問題について

議論された年はなかったのではないでしょうか。 

 そうした議論の中に、原発は日本の安全保障上必要。原発を維持するということが核兵器をつくろう

と思えば一定期間のうちにつくれるという、核の潜在的抑止力になっているとのいわゆる核による核抑

止、それを根拠にした原発維持論があります。本当に今この日本に核兵器、若しくはそれをつくる技術

が安全保障上必要なのでしょうか。 

 確かに、米ソ冷戦時代は、２大国の核戦争を防ぐ役割はあったかもしれません。しかし今、安全保障

上の脅威は大きく異なります。脅威の多くが核テロ、サイバーテロなどによるゲリラ的な攻撃であり、

核抑止では防ぐことができない、核報復によるおどしでは抑え込めないものです。核の役割削減、核に

頼らなくても済む地域安全保障整備の段階的な積み重ねを経て、グローバルな核ゼロを実現しようとい

う、オバマ大統領も唱える「核のない世界」を今こそ目指すべきですし、私たちのまちからも、そのメ
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ッセージを発信するべきです。 

 また、私は、経済常任委員の立場として、この小樽市、小樽港が平和で安全・安心なまち、港である

ことは、このまちに住む市民にとって、また、このまちを訪れる国内外の観光客の皆さんにも大変意味

のあることと確信しています。 

 そもそも小樽港は商業港、観光の玄関口としての役割を一層高め、発展していくことを目指し、日本

海側拠点港にも応募し、選定されたのではありませんか。核搭載の疑いを完全に払拭できない米国艦船

の寄港ではなく、拠点港計画が目指す外国クルーズ船が１隻でも多く、また安全・安心に楽しく寄港で

きる港にするためにも、小樽市非核港湾条例の制定を求め、議員各位の御理解をお願い申し上げまして、

討論を終えます。（拍手） 

○議長（横田久俊） 討論を終結し、これより順次、採決いたします。 

 まず、議案第 17 号について採決いたします。 

 委員長報告は否決でありますので、原案について採決いたします。 

 可決と決定することに、賛成の議員の起立を求めます。 

              （賛成者起立） 

○議長（横田久俊） 起立少数。 

 よって、議案は否決されました。 

 次に、陳情第２号ないし第 145 号、第 151 号ないし第 280 号及び第 283 号ないし第 289 号について、

一括採決いたします。 

 委員長報告どおり決定することに、賛成の議員の起立を求めます。 

              （賛成者起立） 

○議長（横田久俊） 起立多数。 

 よって、さように決しました。 

 次に、ただいま決定いたしました以外の各案件について、一括採決いたします。 

 委員長報告どおり決定することに、御異議ございませんか。 

              （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（横田久俊） 御異議なしと認め、さように決しました。 

 発言中は私語を慎んで静粛に願います。 

 次に、経済常任委員長の報告を求めます。 

              （「議長、３番」と呼ぶ者あり） 

○議長（横田久俊） ３番、中村岩雄議員。 

              （３番 中村岩雄議員登壇）（拍手） 

○３番（中村岩雄議員） 経済常任委員会の報告をいたします。 

 当委員会における質疑・質問の概要は、次のとおりであります。 

 まず、陳情第 290 号国定公園「ニセコ・積丹・小樽海岸」の中心地区「オタモイ海岸」の早期整備方

についてに関する質疑といたしましては、市が開設するオタモイ海岸遊歩道は、平成 18 年３月末に発生

した岩盤の崩落により大量の土砂で埋め尽くされ、通行止めの措置がとられているが、同年秋に市が実

施したオタモイ海岸急傾斜地調査によれば、安全確保と景観保全を両立できる工事方法は見当たらない

ことや、周辺一帯が国定公園の第２種特別地域に指定されるため、復旧にはさまざまな法的規制がある

との理由から、現在まで整備が行われないままとなっている。オタモイ地区の観光開発については、昭

和 50 年代前半に至るまで同地区の土地所有者が二転三転するなどの経緯があったが、最終的に市が所有
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者となってからは、市営スキー場の天狗山開発は北海道中央バスが担い、観光地としてのオタモイ開発

は市が行うとのことで決着した。市は、これまで落石防止網や転落防止さくの設置などの整備を実施し

てきたものの、同時期に策定された同地区の観光レクリエーション計画は全く手つかずの状態であり、

本格的な観光開発は一切実現を見ていない。市としては、このような経緯を踏まえた中で、本市の重要

な観光資源であり、観光基本計画にも保全が位置づけられていることからも、オタモイ海岸のあるべき

姿について、今後、どのような整備を行い、観光活用していく考えなのか。 

 風光明媚な景勝地であるオタモイ海岸の遊歩道は、全面通行止めの措置が講じられているため、従前

のように陸側から日本海を眺めることはできなくなっている。当委員会では、本年夏にマリンウェーブ

小樽のクルーザーに乗船して海上からオタモイの現地視察を行ったところであるが、目線を変えての海

から臨むオタモイの景観は、陸上から見渡す眺望と比較しても、まさるとも劣らない大変に美しいもの

であった。しかしながら、現在就航する観光遊覧船やクルーザーなどの海上交通手段を活用したオタモ

イ海上観光については、ＰＲが十分に行き届いていないこともあってか、観光客の利用が伸び悩んでい

るという。市としても、観光基本計画にうたう海を活用したオタモイ観光の推進を積極的に図るべく、

今以上に関係する観光関連団体との連携を密にする中で、観光客に対して海の魅力を体感できる機会の

提供に努めてほしいと思うがどうか。 

 積丹町の神威岬自然公園遊歩道の環境整備においては、公益団体からの宝くじ収益金を原資とした交

付金を用いて実施したものと聞くが、市もオタモイ遊歩道の復旧工事に向けて、国や道などのさまざま

な補助金や交付金メニューが利用可能かどうかの調査、検討を積極的に行ってほしいがどうか。 

 現状、遊歩道の整備は困難としても、市としてオタモイ観光の重要性にかんがみた場合には、弁天食

堂跡地部分の海側に展望施設などを整備するといった考えはないのか。 

 次に、その他の質問といたしましては、来年２月で第 14 回目を迎える小樽雪あかりの路については、

今や多くの観光客が訪れる本市の冬の一大イベントとして、すっかり定着した感がある。メーンとなる

運河会場や手宮線跡地会場以外にも、市内の各所では地域の方々の手によって雪のオブジェが作成され、

「あかりの路会場」として開催されているところであり、また地域コミュニティの醸成の場ともなって

いるが、近年、町会などでは、参加者の高齢化が進むなど、会場づくりに大変苦慮しているところであ

る。そもそもの雪あかりの路の精神は、まち全体をろうそくの明かりで満たすことにあり、今後とも、

市内の数多くの「あかりの路会場」が継続されていくことが必要と思うが、人手の足りない会場にあっ

ては、例えば実行委員会からボランティアを派遣するなどといった手厚い対応を前向きに検討するよう

要望できないのか。 

 震災対応の経済対策の一環として行われた 10,000 人ウエルカム事業と連動する形で、市内のスイーツ

店をめぐるスイーツスタンプラリーが実施された。これは観光客の呼び込みを目的とした食のイベント

ＰＲ事業であり、市は１万 5,000 部のパンフレットを作成し配布したというが、通常この種の事業は、

配布数に対して１パーセント未満の反応でも成功と言われるところ、1.5 パーセントもの応募があった

と聞く。また、応募に当たっては、１店舗当たり 500 円以上の買物をし、かつ複数の店舗のスタンプを

集めて応募する仕掛けとなっているため、一定程度の経済効果はあったとのことである。しかし、応募

者の内訳を見ると、目的としていた市外からの応募者は４割にも満たず、当初期待したものとは、大き

なずれが生じている。本市の観光を推進する上では、食の部分に着目した取組は極めて効果的であり、

来年度以降もこの種の事業実施について、内容を再確認の上、積極的に推進していくべきと思うがどう

か。 

 市では、毎年、春と秋の２回、商業立地動向などの変化を把握することを目的に、市内中心商店街の
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歩行者通行量調査を実施している。提出された報告書を見ると、都通り商店街をはじめとする中心商店

街７地点における平日・休日別の時系列的な通行量の変化について追うことができる内容となっている

が、単なる数字の羅列が中心であり、分析結果については何ら説明がされていない。前年同期との通行

量の比較や調査日時の特徴的な事象について簡単なコメントを記載することで、調査結果が読み取りや

すくなり、商業者にとっても、より利用価値の高い基礎資料になると思うがどうか。 

 小樽商業高校における新規高卒予定者の就職内定状況について聞き取りしたところ、11 月末現在、就

職希望者 63 名のうち、内定者は 21 名であるという。これら内定者の市内での就職先は、食品製造業な

どがほとんどであり、大半がせっかく高校で学んだ情報処理などの専門知識を生かせるような業種に就

職できていないのが現状である。これら生徒が身につけた専門知識を活用できるような業種、例えば、

ＩＴ関連企業やコールセンターなどへの就職を望んでいるが、今後、市の雇用対策として、現在、空き

店舗が目立つウイングベイ小樽の建物内に誘致する考えはないのか。 

 東日本大震災の発生を受け、市は、本年４月に中小企業者に対して運転資金の確保を図るべく、震災

対応の経営安定短期特別資金を設けているが、９月末までの融資実績はわずか１件にとどまっている。

市は、中小企業が利用しやすいよう、融資期間を１年から２年に延長し、融資要件の緩和も行ったとこ

ろであるが、この程度の内容の制度融資を設けたとして実効性があるものとは言えないのではないか。 

 長引く景気低迷など中小企業を取り巻く環境は非常に厳しく、加えて震災の影響により売上げが著し

く減少し、資金繰りに窮する状況にあっては、現行のマルタル資金などの制度内容の見直しを行い、金

利の一部補助や据置期間の延長などの緩和措置を講じるほうが極めて現実的であり、市としては、中小

企業者にとって、より利用しやすい制度内容となるよう検討すべきと思うがどうか。などであります。 

 付託案件の結果は、次のとおりであります。 

 まず、陳情第 290 号につきましては、採決の結果、賛成多数により、継続審査と決定いたしました。 

 次に、所管事務の調査は継続審査と、全会一致により決定いたしました。 

 なお、当委員会におきましては、陳情第 290 号について、今後の審議の参考に資するため、委員会の

休憩中に陳情者から趣旨の説明を受けたことを申し添えます。 

 以上をもって、報告を終わります。（拍手） 

○議長（横田久俊） これより、討論に入ります。 

              （「議長、22 番」と呼ぶ者あり） 

○議長（横田久俊） 22 番、北野義紀議員。 

              （２２番 北野義紀議員登壇）（拍手） 

○２２番（北野義紀議員） 日本共産党を代表し、ただいまの委員長報告に反対、国定公園「ニセコ・

積丹・小樽海岸」の中心地区「オタモイ海岸」の早期整備方についての願意は妥当、採択を求める討論

を行います。 

 オタモイ海岸の観光開発は、歴史的経過と事実に照らして小樽市の責任であるということを最初に申

し上げます。 

 オタモイ海岸は、小樽市史によれば「波打ち際より頂上まで 200 メートルに及ぶ断崖奇岩を連ねた入

り江で、海岸線は波浪の侵食によって安山岩とその集塊岩が露出した断崖絶壁と変化に富む景観である。

駐車場に立てば、右に赤岩などの奇岩怪石が手近に望まれるほか、左側に見る水平線の落日の眺めの雄

大さは筆舌に尽くしがたい美しさと評価される」とあります。この景勝の地として知られていたオタモ

イに、戦前小樽市内で料亭「蛇の目」を経営していた加藤秋太郎氏が、断崖中腹に竜宮閣、弁天閣、弁

天食堂など、おとぎ話に出てくる竜宮城に模した唐風の建物を５年の歳月をかけて完成させ、唐門など
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その他の建物とあわせ、当時の人々の憩いの場所、オタモイ遊園地として開設しました。これがオタモ

イを一大観光地として一挙に広く知らしめることとなりました。 

 次に、この 13 日の経済常任委員会に先立ち、観光振興室の説明を受けた件に関して述べます。 

 昭和 30 年代以降、土地所有の複雑な関係でオタモイの整備は進まず、荒れ放題となっていました。 

 小樽市史にあるように、遊歩道などの安全対策の必要から警察の呼びかけで小樽市、土地所有者の話

合いを行っても、がけ崩れの安全対策さえ一切進まない実態でした。ここからが大事なのです。当時日

本共産党議員団に所属していた革新無所属の故岩坂英市小樽市議が、札幌つばめ商事の安斎社長と知り

合いだったので、この困っているオタモイの話をしたら、「私なら上島珈琲と話ができるかもしれない」

との返事をいただきました。これを当時の志村市長や渡辺政虎助役、大谷経済部長に話をし、小樽市は

わらをもつかむ思いで、札幌つばめ商事の社長に「小樽市が土地を取得して観光開発を行うのでぜひ土

地の購入に尽力していただきたい」と依頼したのです。市議１期目から２期目にかけての私はその使い

走りをしていたので、よく覚えています。 

 小樽市史でも明らかなように、土地所有者と小樽市が話合いできる状況になかった中で、昭和 53 年に

札幌つばめ商事が北海道上島珈琲から土地を購入し、小樽市に転売する形をとることによって、オタモ

イ開発は一挙に進むことになりました。 

 このように、小樽市と土地所有者との難しい関係から、オタモイ開発をするために土地購入は必要不

可欠であると、札幌つばめ商事に土地購入をできるように依頼したのは小樽市であったことは歴史の事

実です。 

 それでは、小樽市のその後と現在に至る取組についてはどうであったか。 

 昭和 52 年から 58 年にかけて、小樽市はオタモイ海岸環境整備事業を行い、弁天閣食堂解体、遊歩道

整備と遊歩道崖地落石防止網の設置、展望所造成、七曲道路整備等を実施してきました。また北海道が

昭和 54 年から 61 年にかけ、２期にわたり復旧治山事業で駐車場山側の土どめ、暗渠、ブロック積み、

水路確保、植栽などを実施してまいりました。 

 その後、平成 18 年以降、駐車場からオタモイ地蔵尊までの約 500 メートルの遊歩道への岩盤の崩れや

落石などがあったため、立入禁止措置を講じ、オタモイ海岸急傾斜地調査業務でボーリング、３次元レ

ーザースキャナー、クライミング調査を行いました。その結果は「現地全体が脆弱な岩盤で覆われ、国

定公園の景観を保全しながら遊歩道の安全性を確保することは困難である。景観を犠牲にした恒久的な

安全対策は莫大な費用がかかる」との結論になりました。その後、現在に至るまで崩落の事後処理や立

入禁止などの安全対策を講じています。 

 これらの安全対策は、いずれも小樽市の主導で行ってきたものであり、評価できるものです。しかし、

観光開発という点では本格的取組とはなっていないことも事実であります。 

 次に、こういう歴史的経過に照らして現時点でのオタモイ開発の問題点は何かということです。 

 小樽市は、オタモイ海岸急傾斜地調査業務の結論に立ってがけ崩れの危険があるから開発できない、

こういう態度をとっていることです。これは先ほど紹介した昭和 50 年代初頭に、小樽市がオタモイの土

地を購入した開発の原点を忘れた態度と言わなければなりません。 

 オタモイ海岸急傾斜地は、昭和 11 年の弁天閣、竜宮閣などの完成直後からも、絶えずがけ崩れが頻発

しておりました。経済常任委員会の開催に先立って、観光振興室から当時の写真集をはじめ資料を見せ

ていただき説明を受けましたが、昭和 11 年の弁天閣、竜宮閣完成の式典の写真の中にも、歓迎アーチの

横に落石防止の金網が見られ、その金網の中に落石した石がたまっている写真もありました。経済常任

委員の方はごらんになったと思うのです。 
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 また、弁天閣など完成の４年後の昭和 15 年には大規模な崩落があり、せっかくの弁天閣などが海岸ま

で押し流され、崩壊する事故まで起きています。その後も同様の崩落が続いていました。問題はこうい

う危険な地区であることを承知の上で、オタモイ開発をするから土地が必要だと購入したのではなかっ

たでしょうか。だからこそ、土地を小樽市が購入することになった昭和 53 年第４回定例会で当時の志村

市長が、問題はあそこのがけ崩れであると答弁しているのです。 

 この歴史的経過を無視して、がけ崩れがあるから観光開発できないというのは理由にはなりません。

当時オタモイの土地購入に協力していただいた関係者、例えば土地購入の代金 7,000 万円を小樽市に寄

附してくれた中央バスの責任者であった松川嘉太郎さんや、土地購入に尽力してくれた札幌つばめ商事

の安斎允さんへの約束を踏みにじる背信行為と言わなければなりません。 

 その後、運河論争を契機に新たな観光資源がつくり出されたから仕方がないとの言いわけも聞こえて

きますが、現在の小樽観光の課題の一つに小樽での宿泊客の増大が上げられていることは、皆さんも御

承知のとおりです。オタモイの観光開発は宿泊客増大のためにも基本的な課題であると考えます。 

 陳情第 290 号を採択し、オタモイ自動車学校の奥の断崖絶壁からの光景もあわせて売り出し、オタモ

イを、オタモイ海岸を改めて観光地として売り出すことは、小樽観光に新たな勢いをもたらし、経済活

性化に貢献するものと確信し、各位の賛同をお願いして、討論といたします。（拍手） 

○議長（横田久俊） 討論を終結し、これより順次、採決いたします。 

 まず、陳情第 290 号について採決いたします。 

 委員長報告どおり決定することに、賛成の議員の起立を求めます。 

              （賛成者起立） 

○議長（横田久俊） 起立多数。 

 よって、さように決しました。 

 次に、所管事務の調査について、採決いたします。 

 委員長報告どおり決定することに、御異議ございませんか。 

              （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（横田久俊） 御異議なしと認め、さように決しました。 

 この際、暫時休憩いたします。 

休憩 午後 ３時２２分 

―――――――――――――― 

再開 午後 ３時４５分 

○議長（横田久俊） 休憩前に引き続き、会議を再開いたします。 

 次に、厚生常任委員長の報告を求めます。 

              （「議長、20 番」と呼ぶ者あり） 

○議長（横田久俊） 20 番、中島麗子議員。 

              （２０番 中島麗子議員登壇）（拍手） 

○２０番（中島麗子議員） 厚生常任委員会の報告をいたします。 

 当委員会における質疑・質問の概要は、次のとおりであります。 

 議案第 10 号について、これは市立病院に入院した際、10 日ごとに請求していた個人負担分を「診断

群分類支払方式」、いわゆるＤＰＣ制度の導入に合わせて月１回の請求に変更するために条例改正を行

うものである。ＤＰＣ制度について厚生労働省としては、医療の標準化や質の向上を図るためとしてい

るのに対し、日本医師会は、患者にとって真に必要な医療が提供されるとは限らず、医師の裁量権も失
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われるおそれがあることを危惧しているが、患者にとって不利益をもたらす心配はないのか。 

 また、出来高払よりも医療費が高くなるケースもあると聞くことから、患者の負担増が懸念されるた

め、今回の制度導入に伴う条例変更については、到底容認できるものではないと思うがどうか。 

 平成 25 年度からの第５期介護保険料の中間値は介護療養病床の存続などの影響により、現在に比べ月

額で約 1,000 円高い 5,406 円になると試算されている。 

 値下げは、国や道との負担が変わらない限り難しいというが、これは、そもそも国が介護に対する責

任を国民に押しつけたことから始まっている問題であることから、この際、国に対して負担割合の見直

しを求めるべきと思うがどうか。 

 また、平成 21 年度の介護給付費財政調整交付金の申請誤りにより、最終的に交付金が 2,157 万 3,000

円少なくなった件については、介護給付費準備基金から補てんするとのことである。しかし、この基金

については、介護保険料の引下げを目的としたものであり、値上げが確実に見込まれる中、こうした目

的外の活用をすることは納得できるものではなく、本来、一般会計が責任を持って補てんすべきではな

いのか。 

 市は、平成 24 年秋に銭函地区で認定こども園が開設される計画がにわかに浮上したことにより、地域

の保育需要の変化を見極める必要があるとして、老朽化した銭函保育所の改築を２年延期する方針を表

明している。しかし、先日の委員会において、地域の強い要望と再編計画全体への影響を考慮すべきで

あるとして、市長に再検討を求めたところ、時期の明言は避けたものの、前向きな姿勢が示されたとこ

ろである。実際、２年を置かずとも認定こども園の募集を始めた段階や、翌年３月には新年度における

保育需要の傾向は十分把握できると思うが、こうした市長の意向を踏まえ、福祉部としては具体的にど

のようなスケジュールで進めていく考えなのか。 

 高齢者がインフルエンザに罹患すると重症化しやすいことから、65 歳以上のワクチン接種は予防接種

法に基づく定期接種の対象とされている。小樽市では、市民税課税世帯は自己負担が 1,000 円であり、

非課税世帯には無料券が交付されるが、市外の医療機関等で料金を支払った場合は、保健所において償

還払いの申請をすることとなる。側聞するところによると、高齢者みずからが申請する場合、必要書類

の不備から、何度も窓口に出向くケースがあるというが、少しでも利便性が高まるよう、各サービスセ

ンターで受付ができる仕組みを検討してほしいと思うがどうか。 

 定期接種と定められている予防接種については、病気の重さや社会的な重要性を考慮したものであり、

一定の年齢に達したら受けることが望ましいとされている。乳幼児を対象とする３種混合等の受診率は

90 パーセント以上とのことであるが、就学後にも接種が必要な麻しん等については 70 パーセント台と

なっており、年齢とともに受診率の低下が見受けられる。しかし、子供が集団生活をする上で、予防接

種の果たすべき役割は大きいことから、保健所としては、努力義務とされる予防接種については年齢に

応じて積極的に勧奨を行い、受診率の向上に努めてほしいと思うがどうか。 

 「心豊かで健康なまち」を目的とした「健康おたる 21」については、平成 15 年度から 24 年度までを

計画目標年次としているが、25 年度以降の計画策定に向けて、市民公募による委員２名を含め、学識経

験者などで構成された策定委員会が設置されたとのことである。１回目の会議では、次期計画の策定に

向けた議論を行ったというが、まずは現計画の目標達成率や評価についての検証を行うべきではないの

か。 

 また、次期計画は個別の疾病予防に特化したものに移行する向きもあるが、計画の継続性という観点

からも、前期の検証結果をどう反映させるかについての検討が必要と思うがどうか。などであります。 

 なお、閉会中の 11 月 18 日に開催されました当委員会におきましては、ふれあい見舞金について、銭
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函保育所改築年次の延期について、夜間急病センターの移転に伴うこれまでの経過について、それぞれ

報告がなされ、質問が交わされております。 

 付託案件の結果は、次のとおりであります。 

 まず、議案第 10 号並びに陳情第１号及び第 148 号につきましては、採決の結果、賛成多数により、議

案は可決と、陳情はいずれも継続審査と決定いたしました。 

 次に、所管事務の調査につきましては、全会一致により、継続審査と決定いたしました。 

 以上をもって、報告を終わります。（拍手） 

○議長（横田久俊） これより、一括討論に入ります。 

              （「議長、８番」と呼ぶ者あり） 

○議長（横田久俊） ８番、川畑正美議員。 

              （８番 川畑正美議員登壇）（拍手） 

○８番（川畑正美議員） 日本共産党を代表して、委員長報告に反対し、議案第 10 号小樽市病院事業

使用料及び手数料条例の一部を改正する条例案は否決、継続審査中の陳情第１号及び第 148 号はいずれ

も採択を主張して、討論します。 

 議案第 10 号は患者が負担する入院費について、現在 10 日ごとに月３回と退院時に請求しております

が、ＤＰＣすなわち診断群分類包括支払方式導入によって月１回と退院時に請求する方式に改正する内

容です。そもそもＤＰＣは、平成 15 年から厚生労働省が推進し、大学病院、国立病院を中心に施行され、

全国の病院に拡大されてまいりました。市立病院調査特別委員会や厚生常任委員会でも議論されてきた

ところであります。 

 現在の医療費の計算は出来高払方式となっており、検査や注射、投薬などの量に応じて医療費が計算

されているわけです。導入されるＤＰＣでは病名や手術、処置などの内容に応じた１日当たりの定額の

医療費を基本に、全体の医療費の計算が行われることになります。しかし、現在実施されている出来高

払制度のどこに問題があってＤＰＣを導入しなければならないかが明らかではありません。 

 導入に当たっての主な要因は、国が医療費抑制を実現するために厚生労働省が後押ししており、病院

経営の効率化を進め収益向上を見込んでいます。医療者は急性期病院においては経営的安定が確保でき

ること、医療情報が標準化されることで医療の質を高めるとしています。 

 また、患者には診断結果に対する診療報酬の透明性、全国一律の治療の標準化で安心・安全を確保で

きるとしています。医療情報が標準化されるとしていますが、ＤＰＣ参加病院によって平均化されたも

のです。患者には個別治療が必要であり、標準化された一律的な治療体制には問題があります。 

 日本医師会は、「管理医療そのものであり、医師の裁量権が失われる。新たな医療、高度な医療への

インセンティブがなくなり、むしろ医療の平均水準が下がる」と言っています。患者にとっては包括治

療のため一つの病気が完治したとしても、退院後改めて入院となるケースもありえます。 

 また、入院途中で病名が変わり、病名が確定した時点で高額な治療に変わることになれば、入院日ま

でさかのぼって確定された病名で医療費を請求されることにもなります。例えば、月の途中に入院し翌

月まで在院することになりますと、月末時点で精算し翌月病名が確定して医療費が高くなった場合、前

月の医療費に加えてさらに追加調整されることになります。医療制度が大きく変化している中でＤＰＣ

参加病院が年々増えているとのことですが、ＤＰＣを導入する問題点や患者にとってのデメリットの多

くが解消されておりません。 

 したがって、ＤＰＣ導入に反対であり、議案第 10 号は否決を主張します。 

 本委員会には介護給付費財政調整交付金の申請誤りの報告がされました。これは平成 21 年度の介護保
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険制度で国から受け取る交付金の申請手続を誤ったものです。申請ミスは国が定めた６段階に分けて被

保険者数を報告するものを、本市は低所得者に配慮して独自に８段階に分けて徴収していたため、区分

を誤って高所得者の人数を実際より多く報告したことで発生したものです。 

 国は特別調整交付金として７割相当分を補てんし、残り３割に相当する 2,157 万 3,000 円は小樽市の

介護給付費準備基金から拠出して処理するとのことです。 

 国は自治体が過剰申請した場合にはその全額を請求するわけでありますが、今回のように過少申請し

た場合には全額戻さないということは不当な対処であり、強く返還を求めるべきです。 

 事務処理ミスによる補てんの対処方法としてやむを得ないものと思いますが、介護給付費準備基金は

本来介護保険料に充当されるべき財源であります。第５期の介護保険料が月額 1,000 円以上の引上げが

試算されているときであり、市民感情からしても介護の基金を使うのではなく、一般会計で補てんすべ

きです。 

 継続審査中の陳情第１号天狗山ロープウェイ線における最上団地停留所利用時の料金設定改善要請方

について、第 148 号朝里・新光地域における多目的コミュニティセンター設置方については、これまで

も繰り返し述べてきたとおりいずれも願意は妥当であり、採択を求めます。 

 他会派の皆さんの御賛同をお願いいたしまして、討論を終わらせていただきます。（拍手） 

○議長（横田久俊） 討論を終結し、これより順次、採決いたします。 

 まず、議案第 10 号並びに陳情第１号及び第 148 号について、一括採決いたします。 

 委員長報告どおり決定することに、賛成の議員の起立を求めます。 

              （賛成者起立） 

○議長（横田久俊） 起立多数。 

 よって、さように決しました。 

 次に、所管事務の調査について採決いたします。 

 委員長報告どおり決定することに、御異議ございませんか。 

              （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（横田久俊） 御異議なしと認め、さように決しました。 

 次に、建設常任委員長の報告を求めます。 

              （「議長、10 番」と呼ぶ者あり） 

○議長（横田久俊） 10 番、高橋克幸議員。 

              （１０番 高橋克幸議員登壇）（拍手） 

○１０番（高橋克幸議員） 建設常任委員会の報告をいたします。 

 当委員会における質疑・質問の概要は、次のとおりであります。 

 小樽市公共賃貸住宅長寿命化計画において、平成 25 年度に用途廃止することとなっていた最上Ｂ住宅

については、若竹住宅２号棟の供用開始により住み替えが可能となったことから、計画を前倒し、廃止

が決定されたとのことである。同時期に建設された市営住宅は市内各所に見られるが、入居戸数の減少

で管理上の非効率も生じている。将来に市が引き継ぐことになる道営若竹団地３号棟の全面的改善を早

期に実現させるなど、一日も早く住み替え先の確保を進める中で、市営住宅の入居者が良好な住環境を

得られるよう努めてほしいと思うがどうか。 

 平成 24 年度から施行予定の小樽市屋外広告物条例については、本市が景観行政団体になったことで制

定可能となったものであるが、現在の道における許可基準と比べて、より都市景観に配慮した内容とな

ったことは評価できる。しかしながら、条例により厳しい基準を設けたとしても、路上にはみ出したの
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ぼり旗など無許可の広告物については、設置と撤去のイタチごっこを繰り返すことが想定され、根本的

な解決には至らないと考えられる。このように、違反行為と知りながら設置を繰り返す悪質なケースに

ついては、特に重い罰則を科す旨の規定を設けるなど、実効性のある条例となるよう検討すべきと思う

がどうか。 

 本市においては、いまだ民間の建築物の中で、吹きつけアスベストの使用が確認されていない建築物

が多く残っていることから、新年度からアスベスト分析調査費用に対する補助制度を創設するというが、

市民の健康のためにも、単に調査にとどめるという姿勢ではなく、アスベストの除去を目的とする制度

の検討が必要なのではないか。 

 このことについては、国の優良建築物等整備事業を活用し、除去を含め補助している自治体もあると

聞くが、分析調査の補助金は全額が国から交付金措置されているのに対し、除去については地方公共団

体の負担分があるとのことである。財源だけの問題であれば、国に対して補助割合の引上げを要望して

いくべきであると思うが、補助制度の拡大を図るべく、前向きに取り組んでほしいと思うがどうか。 

 現在、奥沢水源地については、ダムに流入する二股沢川の水を勝納川に合流させるため、ダムの堤体

をＶ字状に掘削する工事が進められている。今後、ダム内を流れる同河川の整備に当たっては、護岸を

コンクリートブロックで固めてしまうという工法ではなく、ダムに敷き詰められている石を再利用して、

自然河川のように蛇行させるなど、周辺の自然景観とマッチするような配慮が必要なのではないか。 

 ダム廃止後は、本市の重要な歴史的資産にふさわしい記念公園としての整備を強く望むものであるが、

既存の森や水辺の魅力をさらに高め、いやし効果が十分に得られる市民の憩いの場となるような整備を

検討してほしいと思うがどうか。 

 奥沢ダム廃止後の跡利用については、市民から水道施設を保存しながら、桜を植樹するなど、公園と

しての整備を図ってほしいとの声が多い。市としても、整備に向けては、今後設置する検討委員会の意

見を聞きながら検討していくとのことであり、大いに評価するものであるが、駐車場のさくや、とりわ

け老朽化した水道施設の整備については安全性の確認や診断を十分に行うなど、市民が安心して憩える

公園となるよう、くれぐれも配慮の上、実現に向けて取り組んでほしいと思うがどうか。 

 近年、高齢化の進展などにより家を手放す人が増え、空き家が目立つようになっており、市民からは、

防犯の面からも何とかしてもらいたいとの相談が増えている。空き家といっても、第三者が私的財産を

勝手に処分することができないため、どこの自治体でも対策に苦慮している。しかし、空き家の放置は、

屋根からの落雪などで隣家とのトラブルを引き起こしかねず、市としても早急な対策が必要と思われる

が、これまでどのような対応を行ってきたのか。 

 埼玉県所沢市やふじみ野市では、空き家の所有者が適切に管理する責務はもとより、市の改善命令に

従わない場合は氏名を公表できるなど、相当に踏み込んだ内容の条例を制定したと聞いている。今後、

市としても、他都市の事例を参考にしながら、積極的に条例化の検討を行ってほしいと思うがどうか。 

 町会等が街路防犯灯を設置するに当たっては、市の助成はあるものの、近年の人口減少などにより町

会費も落ち込み、町会の持ち出し分が大きな負担となっている。老朽化で支柱が腐敗しても、費用の問

題から交換がままならない箇所もあるが、市は、実態をどの程度把握しているのか。 

 本市の財政はいまだ再建途上にあり、直ちに補助金の増額は行えないというのであれば、あまり費用

をかけずに補修できる工法を積極的に広報するなど、市民の安全・安心の暮らしが確保できるよう、努

めてほしいと思うがどうか。などであります。 

 付託案件の結果は、次のとおりであります。 

 議案第９号は可決と、所管事務の調査は継続審査と、いずれも全会一致により、決定いたしました。 
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 以上をもって、報告を終わります。（拍手） 

○議長（横田久俊） これより、一括採決いたします。 

 委員長報告どおり決定することに、御異議ございませんか。 

              （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（横田久俊） 御異議なしと認め、さように決しました。 

 次に、学校適正配置等調査特別委員長の報告を求めます。 

              （「議長、22 番」と呼ぶ者あり） 

○議長（横田久俊） 22 番、北野義紀議員。 

              （２２番 北野義紀議員登壇）（拍手） 

○２２番（北野義紀議員） 学校適正配置等調査特別委員会の報告をいたします。 

 当委員会における質疑・質問の概要は、次のとおりであります。 

 まず、陳情第 282 号についての質疑につきましては、少子化等に伴う市内の小・中学校の再編として、

中央・山手地区ブロックでは中学校を３校から２校にするとしており、市教委は、ブロック別再編プラ

ンの中で、中学校に改修する最上小学校と菁園中学校を統合校とすることが適切であるとしている。陳

情は、西陵中学校がなし崩し的に廃校となることを危惧し提出されたものであり、地域から学校がなく

なることに反対の意思を表明することは心情的に理解する。しかし、プランは客観的な分析に基づいた

ものであるため、その優位性をきちんと説明し、計画を円滑に進めるための理解を求めるべきではない

のか。 

 基本計画では、「厳しい財政状況にあっても、限りある資源を有効に活用」するとうたっているが、

耐震改修の必要がない西陵中学校を閉校して、最上小学校の改修に多額の費用をかけることは矛盾して

いるのではないか。 

 プランはあくまで検討資料であり、方向性は地域との協議により決定するというが、この間、具体的

な話合いは全くなされておらず、早急に協議を開始すべきと思うがどうか。 

 この陳情では、市内中心部の西部地区から学校がなくなるなどといった多くの問題点が指摘されてお

り、市教委はその意見を真摯に受け止め、市全体におけるまちづくりの観点から、この問題を考えてい

くべきではないのか。 

 西陵中学校は、小樽で唯一、自校給食とプールを備えているなど、特色ある教育を実践できる素地を

持っており、また、本市の人口動態の傾向に反して、生徒数の減少が少なく、適正な学校規模が維持で

きる学校と考える。中央・山手地区の学校再編計画では、同校を含む中学校３校が２校に再編されると

のことだが、市教委は西陵中学校の取扱いをどのように考えているのか。 

 昭和 48 年の文部省通達では、学校統合に際して、十分に地域住民の理解と協力を得ながら行うことや、

現に適正規模である学校については、慎重に考慮するよう求めている。市教委は同地区における再編の

方向性を示していないとのことだが、今後、同校を含めた再編計画の実施に当たっては、保護者や生徒、

地域住民から意見を聞き、地域における同校の役割を踏まえた上で判断すべきと思うがどうか。 

 市内の各小・中学校には、それぞれに歴史と地域とのつながりがあることから、学校再編の中で、地

域住民が地元の学校の存続を望む気持ちはいずこも同じであり、西陵中学校の存続を求める陳情提出者

の思いは十分に理解できる。しかし、この地区の再編について市教委は、一切未定であると説明してい

るにもかかわらず、陳情が提出された背景としては、プランを示しながら具体的な説明がないことや、

他校での懇談会の話題がひとり歩きしていることなどが考えられ、地元住民の間に誤解が生じているよ

うに感じられる。今後、計画を進めるに当たっては、再編対象となる学校の保護者や地域住民の心情に
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配慮し、早めの情報提供や懇談会の開催など、きめ細かい対応に努めてほしいと思うがどうか。 

 次に、その他の質問といたしましては、学校再編に伴い統合される小学校の児童にとっては、仲のよ

い友達との別れを余儀なくされるなど、精神的な負担は大きいと思われる。そのため、統合校との事前

交流は非常に重要と考えるが、受入れ校では、どのように子供たちの心のケアに取り組んでいくつもり

か。また、事前交流を行ったことにより、どのような課題が明らかとなってきたのか。 

 統廃合は、ともすれば児童よりも保護者のほうが難色を示す場合が多いとも聞く。手宮地区の小学校

３校では、今後の統廃合を見据え、既にＰＴＡが交流事業を行っているとのことだが、今後の学校再編

を円滑に進めていくためにも、市教委として、こうした保護者間の親交が深まる取組を他ブロックにお

いても行ってほしいと思うがどうか。 

 本市を除く道内の人口 10 万人以上の都市には、小規模特認校が設置されており、地域の特色を生かし

た授業が行われていると聞く。本市においても、小規模校の存続を望む地域の声は多いが、市教委は、

適正化基本計画の中で、特定の学校を小規模特認校として存続していく考えはないという。しかし、学

校再編を急ぐべきではなく、一度、学校がなくしてしまってからでは、後戻りができないことから、小

規模特認校の設置は、適正化基本計画と切り離して検討すべきと思うがどうか。 

 先日、トラックに児童が巻き込まれた事故現場を目撃したが、地元住民によると、現場はふだんから

事故が多発している場所とのことであった。学校の統廃合が進むことに伴い、通学距離はこれまで以上

に長くなる場合も想定され、通学路の中には、事故の発生が懸念される場所が含まれることも考えられ

る。市教委としても、通学時における見守りボランティアの活用やガードレールの設置など、児童・生

徒の安全確保に全力を注いでほしいと思うがどうか。 

 本市の学校でアスベストを保有している施設は、小・中学校あわせて 12 校あるが、その措置方法は「囲

い込み」となっており、これでは大地震に耐え得る構造とは言いがたい。国の通知では、飛散の危険性

を示唆した上で、除去を検討すべきとしているが、なぜ学校再編で統合校とされている長橋中学校は、

今年度、耐震改修工事を行っているにもかかわらず、同時に除去作業を行わなかったのか。 

 市は現状として、危険な状況を認識しながら、同校を避難場所に指定しているが、万が一の際、アス

ベストの対策マニュアルすら作成していない。アスベストをすべて除去することを求めるものではない

が、学校規模から考え、統合受入れ校となる学校は既に絞られることから、学校現場の安全・安心のた

めにも早期に対策を講ずるべきではないのか。などであります。 

 付託案件の結果は、次のとおりであります。 

 陳情第 282 号につきましては、採決の結果、賛成多数により、継続審査と決定いたしました。 

 なお、当委員会におきましては、陳情第 282 号について、今後の審議の参考に資するため、委員会の

休憩中に陳情者から趣旨の説明を受けたことを申し添えます。 

 以上をもって、報告を終わります。（拍手） 

○議長（横田久俊） これより、討論に入ります。 

              （「議長、７番」と呼ぶ者あり） 

○議長（横田久俊） ７番、小貫元議員。 

              （７番 小貫 元議員登壇）（拍手） 

○７番（小貫 元議員） 日本共産党を代表して、ただいまの委員長報告に反対し、陳情第 282 号小樽

市立西陵中学校の存続方について採択を主張して討論を行います。 

 教育委員会が進める市内小・中学校 41 校を半分にする適正配置計画は規模優先であり、子供の教育に

とって適正かどうかという視点が欠けています。 
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 昭和 48 年、文部省通達公立小・中学校の統合についてでは学校規模を重視するあまり、無理な統合を

行うことは避ける、住民の理解と協力を得て進めるとあります。この通達は現在でも効力があることは、

教育委員会も認めているとおりです。 

 日本共産党は学校の統廃合を考える場合には３点を基準にしています。 

 一つは、統廃合が子供の教育にとってプラスかマイナスかです。西陵中学校は学校給食の自校方式を

実施しており、給食がおいしいと懇談会でも意見が述べられています。喜ばしいことです。プールも設

置されています。西陵中学校が廃校になれば、学校で行っていたプール授業を外で行わなければなりま

せん。給食施設とプール、この二つが設置されているのは小樽市内の全小・中学校でこの中学校だけで

あり、教育上恵まれた施設環境にあります。 

 二つ目には、学校が果たしている地域の役割から見てどうかです。市内中心部ではこの間、石山、東

山、住吉の３中学校が廃校になりました。駅周辺は陳情資料にもあるように人口動態から見ても地域で

の減少が少ない地域です。この学校が廃校になれば駅周辺の学校が一切なくなるという指摘は的を射た

ものです。 

 三つ目には、住民合意が欠かせないということです。教育委員会の方向性が明確に示されてはいない

ですが、地域の住民が学校を残してほしいと考え、1,600 人以上が陳情を提出するなど合意ができてい

ません。これらに照らしてみても存続を願う住民の願意は妥当であり、採択を主張し、各会派の御賛同

をお願いして、討論といたします。（拍手） 

○議長（横田久俊） 討論を終結し、これより採決いたします。 

 陳情第 282 号について、採決いたします。 

 委員長報告どおり決定することに、賛成の議員の起立を求めます。 

              （賛成者起立） 

○議長（横田久俊） 起立多数。 

 よって、さように決しました。 

 次に、東日本大震災における市内経済への影響に関する調査特別委員長報告及び決議案第１号の提案

趣旨の説明を求めます。 

              （「議長、21 番」と呼ぶ者あり） 

○議長（横田久俊） 21 番、新谷とし議員。 

              （２１番 新谷とし議員登壇）（拍手） 

○２１番（新谷とし議員） 東日本大震災による市内経済への影響に関する調査特別委員会の報告をい

たします。 

 当委員会は、東日本大震災が市内経済に与えた影響についての調査を行い、その対策を議論すること

を目的として第１回臨時会において設置されました。 

 初めに、６月１日に第１回の委員会を開催し、震災が市内経済に与えた影響について、理事者から分

野別に報告を受けました。 

 また、同日の委員会終了後、市内経済への影響について直接聞き取りするため、「堺町にぎわいづく

り協議会」と委員会主催による意見交換会を開催しました。 

 その後、６月 15 日は「小樽観光協会」、７月 20 日には「小樽建設事業協会・小樽電設会・小樽管設

備工業協会」と、同様に意見交換会を開催しました。 

 堺町にぎわいづくり協議会、小樽観光協会からは、今回の震災による影響もさることながら、震災以

前から、観光入込客数の落ち込みは続いており、東アジア圏を中心とした海外客に向けての対応はもち
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ろんでありますが、特にこれまで集客対策が手薄になってきていた国内客への対応が急務であるとの意

見がありました。 

 また、小樽建設事業協会・小樽電設会・小樽管設備工業協会からは、市内建設業界においても、震災

の影響が見られるものの、景気の低迷や公共工事の減少などへの対策が必要であるとの意見が寄せられ

ました。 

 ９月２日には、第２回の委員会を開催し、６月以降の状況の変化について報告を受けました。 

 分野ごとに振り返ってみますと、初めに、観光についてでありますが、震災直後には、宿泊予約のキ

ャンセルが相次いだことにより、観光客数が大きく減少しましたが、ゴールデンウィークを境に、旅行

先や研修先を東北から北海道へと変更した修学旅行生などを中心に、国内客が徐々に回復基調に転じて

おり、また、夏休み期間に入ると、道央圏を中心として観光客の増加が見られております。 

 しかしながら、東アジア圏を中心とした海外客は、台湾、香港がいち早く訪日ツアーを再開させたこ

とにより客足が戻りつつある一方で、中国、韓国については、本市が放射能に汚染されているとの風評

や原発事故に対する不安感から、依然として回復の兆しが見えてこない現状にあります。 

 また、観光客の激減に伴い、市内の新規求人数全体や「宿泊・飲食サービス業」の求人に大幅な減少

が見られたものの、入込客数が回復するにつれて、求人数も回復傾向にあります。 

 次に、その他の分野における震災による影響と現状についてでありますが、市内商業者の間で、震災

後に見られた来客数と売上げの減少については、多くの業種・業態において、７月までにほぼ回復した

ようでありますが、海外からの団体客の比率が高い店舗では、引き続き影響が見られております。 

 次に、市内中小企業においては、震災後３か月程度、被災地の代替生産の需要も一部業種で見られた

ものの、多くの業種において、資材や原材料などが調達しにくい状況が続き生産に影響が見られました

が、現在は、ほぼ通常の状態に戻っております。 

 次に、１次産業への影響についてですが、市内漁業につきましては、観光客の激減と外食の自粛傾向

により、沿岸で漁獲された水産物の需要が減少していましたが、現在は、前年並みにまで回復しつつあ

ります。 

 なお、市内農業においては、震災直後から現在まで大きな影響は見られておりません。 

 最後に、小樽港への影響についてでありますが、震災直後は、フェリー発着地の変更や臨時便の増発

をはじめ、東北地方の飼料工場の被災に伴う代替生産による増産体制がとられておりましたが、現在は

通常どおりの運航や操業が行われております。 

 以上、概括的に述べましたとおり、震災による市内経済への影響はおおむね終息の方向に向かってい

ると判断されますが、本市経済を取り巻く環境は、長引く消費低迷や急速な円高など、以前にも増して

大変厳しいものがあります。 

 この間、本市が実施した震災対応の経済対策としては、本市への誘客を図る観光振興策を打ち出して

いますが、期待された効果を発揮しているものもあれば、十分な成果が得られていないものがあるのも

実態となっております。 

 12 月１日に開催しました当委員会では、設置から今日までに行った調査や議論、関係関連団体からの

御意見・御要望等を踏まえ、「東日本大震災により影響を受けた市内経済の回復とさらなる活性化に向

けた諸施策の実現を求める決議案」を委員会として提出することについて、採決した結果、全会一致に

より、可決と決定いたしました。 

 次に、当委員会の設置目的であります「東日本大震災による市内経済への影響及びその対策に関する

調査」を終了することについて採決した結果、全会一致により、可決と決定いたしました。 
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 なお、当委員会は、閉会いたしますが、引き続き厳しい状況にある市内経済の底上げとさらなる活性

化に向け、今後は、経済常任委員会を中心に関係する常任委員会などの場においても、活発な議論が行

われることを期待いたします。 

 続きまして、決議案第１号の提案趣旨の説明として、本文を朗読いたします。 

 本年３月 11 日に発生した東日本大震災は、東北地方を中心に多くのとうとい人命が失われる未曾有の

被害をもたらしました。 

 また、おびただしい数の倒壊した家屋や車などが津波に押し流されていく光景は、私たちに強い衝撃

を与えました。この震災により被害を受けた東京電力福島第一原発では、放射性物質が大量に流出する

危機的事態が発生し、その影響は周辺地域のみならず首都圏にまで及び、今後、事態の収束までには、

なお相当の歳月を要するものと言われています。 

 本市経済においては、震災発生後、買い控えによる売上げの大幅な減少など市内商業者への影響が見

られましたが、とりわけ、基幹産業の一つである観光は、大きな打撃を受けました。 

 震災直後には、市内宿泊施設でキャンセルが相次ぎ、入込客の大幅な落ち込みが見られたものの、ゴ

ールデンウィークを境に、宿泊先や研修先を東北から北海道へと変更した修学旅行生などを中心に、国

内客が徐々に回復基調に転じたと聞いております。 

 しかしながら、東アジア圏を中心とした海外客は、台湾、香港がいち早く訪日ツアーを再開させ客足

を戻しつつある一方で、中国、韓国については、本市が放射能に汚染されているとの風評や原発事故に

対する不安感から、依然として回復の兆しが見えていない現状にあります。 

 この間、市は震災に係る経済対策として、観光都市小樽への誘客を図るためのさまざまな観光振興策

を打ち出していますが、期待された効果を発揮しているものもあれば、十分な成果が得られなかったも

のもあるのが実態です。 

 東日本大震災による市内経済への影響はおおむね終息の方向に向かっておりますが、本市経済を取り

巻く環境は、長引く消費低迷や急速に進行する円高など、以前にも増して大変厳しいものがあります。 

 このようなことからも、震災対応として取り組んできた諸施策については、再度十分な検証を行った

上で適宜実施するとともに、市内経済の回復と全体の底上げを図るため、当委員会が市内関係関連団体

と意見交換を行った際に、特に要望が多かった観光振興策をはじめ、商工港湾都市として再生に向けた

新たな商工業振興策など、本市経済のさらなる活性化に向けた諸施策を切れ目なく講じていくよう、強

く要望します。 

 以上、決議します。 

 本決議案は、当委員会のまとめとなりますことから、可決とすることに、議員各位の御賛同をお願い

いたしまして、提案趣旨の説明といたします。 

 以上をもって、報告及び決議案第１号の提案趣旨説明を終わります。（拍手） 

○議長（横田久俊） これより、採決いたします。 

 まず、本日提出されました決議案第１号について、採決いたします。 

 可決と決定することに、御異議ございませんか。 

              （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（横田久俊） 御異議なしと認め、さように決しました。 

 次に、お諮りいたします。 

 委員長報告どおり委員会における調査を終了することに、御異議ございませんか。 

              （「異議なし」と呼ぶ者あり） 
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○議長（横田久俊） 御異議なしと認め、さように決しました。 

 次に、政治資金規正法違反問題に関する調査特別委員長報告及び決議案第２号の提案趣旨の説明を求

めます。 

              （「議長、27 番」と呼ぶ者あり） 

○議長（横田久俊） 27 番、前田清貴議員。 

              （２７番 前田清貴議員登壇）（拍手） 

○２７番（前田清貴議員） 政治資金規正法違反問題に関する調査特別委員会の報告をいたします。 

 当委員会は、本年４月に執行された小樽市長選挙において、市職員が政治資金規正法違反により逮捕

された事件を受け、その「全容解明」と「再発防止」を調査目的として、第１回臨時会で設置されまし

た。 

 今日に至るまで、数多くの委員会、理事会等において調査、検討、協議を重ねてまいりましたので、

まずはその経過を時系列的に報告いたします。 

 ５月 23 日に委員会が設置され、正副委員長の互選を行い、その後に開かれた同委員会の理事会におい

て、今後の審査方法やスケジュールについて協議いたしました。 

 ５月 30 日の理事会では、６月３日に実質審議に入る初めての委員会を開くことを決めました。 

 また、当特別委員会に、地方自治法第 100 条の規定による議会の調査権限を委任してはどうかとの提

起がなされました。このことについては、この後の理事会でも断続的に協議し、また希望する議員全員

の参加により 100 条調査権に関する勉強会も実施するなど積極的に対応してまいりましたが、最終的に

は、この事件の経過や問題の性格に合わないとの判断から 100 条調査には至りませんでした。 

 ６月３日には委員会を開き、まずは市側から事件の概要等の報告を受け、「全容解明」の部分から調

査を始めました。 

 ６月 10 日には、市側も当特別委員会とほぼ目的を同じくした「小樽市職員の政治資金規正法違反事件

に関する調査委員会」、いわゆる外部委員会を立ち上げました。 

 これを受けて、６月 23 日に理事会を開き、市側から外部委員会に関する報告を受けるとともに、今後

の委員会の持ち方について協議いたしました。今後の方向性としては、「外部委員会や分限懲戒審査委

員会の動向を見据え、随時報告を受けながら、議会側としても調査、検討を進めていく。ただし、すべ

てが後追いになることのないよう、独自に調査を進めていく」ということが確認されました。また、ス

ピード感を持って進めるべきとの観点から、次回の委員会は６月 29 日に開催することを決めました。 

 ６月 28 日の理事会では、翌 29 日の委員会運営のほか、議会として、独自に市民から直接意見を聞く

場を持つことについての協議を行いました。 

 ６月 29 日の委員会では、外部委員会の調査検討状況の報告を受け、質問をするとともに、理事会では

昨日に引き続き「市民から意見を聞く場」についての協議を行いました。この日の議論としては、対象

団体を限定せず、広く市民から意見を聞くべきとの意見と、特定の思いのある人が大勢集まると、議論

が偏るとの意見に分かれておりました。 

 その後、７月４日に理事会を開き、市内各地区の町会長などを対象として、「市民から意見を聞く会」

を７月 20 日に開催することが確認されました。 

 ７月６日の理事会では、当特別委員会として、メールやファクスなどにより市民から直接意見を募集

することを確認いたしました。なお、本件につきましては、メールが 15 件、ファクスが３件、手紙が４

件の合計 22 件の御意見が寄せられました。 

 ７月 14 日の理事会では、意見を聞く会は一般の傍聴を認めることを確認し、具体的な運営については
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前日に協議することといたしました。 

 ７月 19 日の理事会では、意見を聞く会の運営方法について協議し、当日、アンケートをとることも確

認いたしました。 

 ７月 20 日には、公会堂大ホールにおいて、市内各地区の町会長などを対象に「政治資金規正法違反問

題に関して市民から意見を聞く会」を開催いたしました。当日の参加者は 58 名、寄せられたアンケート

の数は、町会長などからは 32 件、傍聴者からは１件でした。この日は、個別の質問に対して回答しない

ことや、人から話を聞く姿勢とは思えないなど、議会に対しても非常に厳しい御意見をいただき、その

後の審議に当たり、とても参考になる会でありました。聞く会を終えた後、直ちに理事会を開催し、８

月３日に委員会を開催することを決定するとともに、「市民から意見を聞く会」を再度開催することを

確認いたしました。 

 ７月 22 日の理事会では、第２回目の意見を聞く会の相手方を市内各校のＰＴＡ会長とし、８月下旬の

開催を目途に調整に入ることが確認されました。あわせて、８月３日の委員会運営についての協議も行

いました。 

 ７月 27 日には、略式命令を受けた部長職８人に対する懲戒処分が発令されるとともに、市長としての

追加の責任のとり方を表明され、８月１日には、当面留任とされていた７部長を、責任ある第一線から

外し、参事とする人事異動が発令されました。 

 このことを受け、８月３日の委員会では、先の懲戒処分等に関する報告と、今回の事件に関する管理

職へのアンケート調査結果についての報告を受けました。また、「市民から意見を聞く会」で寄せられ

た意見を踏まえた質問も交わされました。同日の理事会では、第２回目の意見を聞く会を８月 22 日に開

催することが確認されました。 

 ８月 22 日には、消防庁舎講堂において、市内各校のＰＴＡ会長などを対象に、第２回目の「政治資金

規正法違反問題に関して市民から意見を聞く会」を開催いたしました。当日の参加者は 30 名、寄せられ

たアンケートの数は、ＰＴＡ会長などからは 21 件、傍聴者からは６件でありました。会の運営方法に対

する苦情もいただき、急遽、参加者からの発案によるグループ討議を行うなど、活発な意見交換がなさ

れました。この日の主な意見としては、こうした事件により子供たちが小樽の未来に希望が持てなくな

るのではないかとの懸念や、議会として教育環境の整備に関する意見を聞いてほしいなど、子供を持つ

親の立場から、さまざまな御意見をいただき、今後の議会としてのあり方を議論していく上でも、とて

も参考になる会でありました。 

 ８月 26 日の理事会では、次回の委員会開催について協議し、９月上旬には外部委員会からの報告が出

される見通しであることから、９月７日に開催することを確認いたしました。 

 ９月７日の委員会では、意見を聞く会で寄せられた意見を踏まえた質問などが交わされましたが、外

部委員会からの報告はありませんでした。 

 ９月 12 日には、外部委員会から「小樽市職員の政治資金規正法違反事件に関する調査報告書」が提出

されました。「全容の把握」「原因の調査」「再発防止策の検討」を目的とした委員会からの報告には、

短期間の中で、関係者からのヒアリングも含め、15 回にわたり精力的に同委員会を開催したことや、本

件発生に至る踏み込んだ分析が記されておりました。さらに再発防止策では、「議会に関わっての提言」

として、勤務時間中の職員に対し、政党機関紙の購読やカンパの依頼を行わないことなどについての言

及もあり、議会みずからが行為規範を策定することが求められました。 

 これを受け、９月 16 日に理事会を開き、今後の委員会運営について協議いたしました。外部委員会の

報告を踏まえた市の再発防止策は、９月下旬でなければ示せないとの説明を受け、まずは次回の委員会
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を 10 月７日に開催することにいたしました。また、外部委員会からの「議会に関わっての提言」に対し、

各会派で検討することも確認いたしました。 

 その後、９月 29 日に、市の再発防止策となる「小樽市職員の倫理向上に向けたコンプライアンス推進

方策」の素案が示されました。内容としては、外部委員会からの報告を踏まえ、これまでの制度の見直

しと新たに取り組むものが示されておりました。 

 10 月５日には、今回の事件に「購入者」として関与した市幹部 108 人に対する措置が発表されました。

これをもって、事件に関係した職員に対する処分・措置はすべて終了しました。 

 10 月７日の委員会では、外部委員会の報告書、市のコンプライアンス推進方策、職員の処分について

報告がなされ、質問が交わされました。当委員会としては、市の最終的な再発防止策に、議会としての

意見を盛り込むことを前提に、これまで調査検討してきたことから、委員会終了後、直ちに理事会を開

催し、議会の質問を踏まえた市側の修正案を審議する委員会の開催日について協議いたしました。時間

を置かず詰めていくという観点から、10 月 14 日の開催が確認されました。 

 10 月 14 日の委員会では、市側から修正案が示され、質問が交わされました。委員会終了後、今後の

委員会運営について協議するため開かれた理事会では、当委員会としてのまとめや閉会時期について協

議いたしました。まず、コンプライアンス推進方策については、多数の会派が修正案で了解し、一部の

会派から納得はしないものの、市側の責任で進めることは差し支えないということなどが確認されまし

た。しかし、市長部局に対する要望決議や閉会時期については意見がまとまらず、会派に持ち帰り検討

することとなりました。 

 10 月 25 日の理事会では、改めて私の方から今後の進め方について、第４回定例会で委員会のまとめ

として決議を提出するとともに調査を終了し、委員会を閉じるとの提案をいたしました。多数の会派か

ら御賛同いただきましたが、一部会派から第４回定例会での閉会は反対との意見があり、次回の理事会

で委員長、副委員長で作成した決議案を見て判断するということになりました。 

 11 月８日に開催した理事会では、私と副委員長で作成した決議案を示し、協議を始めました。反対し

ていた会派からは、外部委員会から議会に対して提言のあった行為規範の策定について、議会として、

今後も引き続き協議していくことが各会派代表者会議で確認されれば、協議に応ずるとのことになりま

した。 

 翌 11 月９日には、私と副委員長で議長に対し、行為規範策定については引き続き協議することなどを

各会派代表者会議で確認してほしい旨の申入れを行い、11 月 17 日午前に開催された同会議において議

題に供され、確認されました。引き続き同日の午後、理事会を開催し、後ほど提案する決議文を全会一

致で確認するとともに、委員会としての調査を終了し、第４回定例会で閉会することが確認されました。 

 その後、12 月１日には、決議案を委員会で提出することと、当委員会の調査を終了することについて

の委員会を開催いたしました。 

 続きまして、この問題に対する各会派の主な主張につきましては、次のとおりであります。 

 まず、自民党といたしましては、１ コンプライアンス推進方策の内容については評価するが、この

とおり進められるかが重要である。担当副参事の配置はなされたが、今後はさらに体制を強化し、具体

的施策を進めてほしい。 

２ イベントチケットに関するガイドライン策など、できるものから、スピード感を持って取り組む

姿勢が必要である。 

 次に、共産党といたしましては、１ 外部委員会の報告にもあるとおり、いわゆる「五者共闘体制」、

共産党を除くオール与党体制が 24 年間にわたって続いたことによる、市職員の緊張感や法令遵守に対す
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る感覚の鈍磨が、この問題の原因である。 

２ 略式命令を受けた部長は、「小樽市職員希望降任制度実施要綱」を適用し、みずから降任の処分

を申告すべきである。 

３ 再発防止のためには、懲戒処分の上限を国家公務員に準じて重くする条例改正を行うべきである。 

 次に、公明党といたしましては、１ 本件は市職員の法の不知によることも大きな原因だが、この法

律を熟知しているはずの選挙管理委員会が、問題発生の抑止力に全くなっていない。今後は、あらゆる

ことに関し、詳しい部署が積極的に庁内の指導に当たるべきである。 

２ 管理職を対象としたアンケート結果では、今回の行為が違法であることを知っていた職員が８名

もいる。これは言語道断であり、市職員は改めて事の重大さを認識し、意識改革を図るべきである。 

 次に、民主党・市民連合といたしましては、１ 刑事処分を受けた部長職は十分に社会的制裁を受け

ており、処分が重すぎるという声もあるが、市民感情を踏まえ行ったことについては理解する。 

２ 以前から市職員は、議員からのカンパの要請などに応じていた経過があり、そういった風土も今

回の一因であると考える。今後は、この問題を契機に、お互いの関係を見直すべきである。 

 次に、一新小樽といたしましては、１ この特別委員会は、再発防止策の目玉である「職員倫理条例」

が提案される来年の第１回定例会まで、存置すべきと考える。それが、現実的に難しいのは理解するが、

議会として策定する行為規範については、「政治倫理条例」の制定も視野に入れ、今後も継続して協議

すべきである。 

２ 市から示された「コンプライアンス推進方策」は、政治資金規正法違反問題を念頭に置いた職員

個人に係るものであるが、今後は、官製談合の防止などを含め、幅広い問題に対応した取組も必要であ

る。などであります。 

 委員会の審査結果は、次のとおりであります。 

 まず、設置から今日までに行った調査や議論を踏まえ、「法令遵守の徹底と政治倫理に関する決議

（案）」を委員会として提出することについて採決した結果、全会一致により、可決と決定いたしまし

た。 

 次に、当委員会の設置目的であります「市職員の政治資金規正法違反問題の全容解明と再発防止に関

する調査」を終了することについて採決した結果、全会一致により、可決と決定いたしました。 

 なお、当委員会は閉会いたしますが、法令遵守の徹底がなされるよう、議会としては引き続き注視し

ていくことを改めて申し上げます。 

 続きまして、決議案第２号の提案趣旨の説明として、本文を朗読いたします。 

 本年４月に執行された小樽市長選挙に係る小樽市職員の政治資金規正法違反事件においては、市職員

から多くの刑事処分対象者が出るなど、市民の市政に対する信頼を大きく失墜させ、市政全般に与えた

影響ははかり知れないものであります。 

 この事件の全容の把握、原因の調査及び再発防止策の検討を目的とした、いわゆる外部委員会からの

「小樽市職員の政治資金規正法違反事件報告書」では、市職員の政治資金規正法の不知や公務員の政治

的中立性の問題などが事件の原因として指摘されており、再発防止策の提言は、これらの原因を踏まえ

たものとなっております。 

 市は、この内容を全面的に受け止め、「小樽市職員の倫理向上に向けたコンプライアンス推進方策」

を策定し、来年の第１回定例会には「（仮称）小樽市職員倫理条例」を提案するとのことです。 

 今後は、これらに基づき、より実効性のある再発防止システムを構築することで、着実に市職員の遵

法意識の向上を図るとともに、一日も早く失った信頼を回復すべく、市職員が一丸となり、全力で業務
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執行に取り組むよう強く要望します。 

 また、外部委員会の報告書では再発防止策の提言として、議会にかかわっての提言もなされています

が、市議会としては、これを真摯に受け止め、再びこのような不祥事が起こることのないよう、議員一

人一人が改めて襟を正し、取り組んでいくことをここに表明します。 

 報告にあるとおり、政治活動や選挙活動は、元来、自由たるべきものですが、市職員の勤務時間中に

政党機関紙の購読、カンパの依頼などを行うことや、たとえ時間外であっても、議員としての地位利用

とみなされる行為などは、厳に慎むべきと考えています。 

 そのため議会としても、議員の諸活動に対する行為規範の策定などについて引き続き協議することと

し、万が一、市職員から苦情の申立てがあった場合には、直ちに各会派代表者会議において議題に供す

るとともに、市議会において対応が必要と判断されるときは、議長は全員協議会などしかるべき場にお

いて、市議会全体としての機関意思を確認の上、当該議員に対し、適切な措置を講ずることとします。 

 以上、決議します。 

 本決議案は、当委員会のまとめとなりますことから、可決とすることに、議員各位の御賛同をお願い

いたしまして、提案趣旨の説明といたします。 

 以上をもって、報告及び決議案第２号の提案趣旨説明を終わります。（拍手） 

○議長（横田久俊） これより、採決いたします。 

 まず、本日提出されました決議案第２号について、採決いたします。 

 可決と決定することに、御異議ございませんか。 

              （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（横田久俊） 御異議なしと認め、さように決しました。 

 次に、お諮りいたします。 

 委員長報告どおり、委員会の調査を終了することに御異議ございませんか。 

              （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（横田久俊） 御異議なしと認め、さように決しました。 

 日程第２「議案第 19 号ないし第 21 号」を一括議題とし、市長から提案理由の説明を求めます。 

              （「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（横田久俊） 市長。 

              （中松義治市長登壇） 

○市長（中松義治） ただいま追加上程されました議案について提案理由を説明申し上げます。 

 議案第 19 号公平委員会委員の選任につきましては、小笠原眞結美氏の任期が平成 23 年 12 月 31 日を

もって満了となりますので、引き続き同氏を委員として選任するものであります。 

 議案第 20 号職員懲戒審査委員会委員の任命につきましては、佐々木茂氏から辞職の届出がありました

ので、後任として山田雅敏氏を任命するものであります。 

 議案第 21 号人権擁護委員候補者の推薦につきましては、北潟谷仁氏、高橋房子氏の任期が平成 24 年

３月 31 日をもって満了となりますので、引き続き両氏を委員の候補者として推薦するとともに、新たに

委員１名を増員し、加藤孝憲氏をその候補者として推薦するものであります。 

 なにとぞ原案どおり御同意賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（横田久俊） これより順次、採決いたします。 

 まず、議案第 20 号について採決いたします。 

 本件につきましては、山田雅敏議員の一身上に関する事件でありますので、地方自治法第 117 条の規
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定により除斥となります。 

 山田議員は退席を願います。 

              （２４番 山田雅敏議員退席） 

○議長（横田久俊） それでは、議案第 20 号について採決いたします。 

 お諮りいたします。 

 同意することに、御異議ございませんか。 

              （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（横田久俊） 御異議なしと認め、さように決しました。 

              （２４番 山田雅敏議員着席） 

○議長（横田久俊） 次に、議案第 19 号及び第 21 号について、一括採決いたします。 

 お諮りいたします。 

 いずれも同意することに、御異議ございませんか。 

              （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（横田久俊） 御異議なしと認め、さように決しました。 

 日程第３「意見書案第１号ないし第 22 号」を一括議題といたします。 

 意見書案第８号ないし第 22 号につきましては、提案理由の説明を省略し、意見書案第１号ないし第７

号について、順次、提出者から、提案理由の説明を求めます。 

 まず、意見書案第１号ないし第６号について、提出者から提案理由の説明を求めます。 

              （「議長、21 番」と呼ぶ者あり） 

○議長（横田久俊） 21 番、新谷とし議員。 

              （２１番 新谷とし議員登壇）（拍手） 

○２１番（新谷とし議員） 提出者を代表して、意見書案第１号ないし第６号の提案趣旨説明をいたし

ます。 

 意見書案第１号は、年金改悪に反対するものです。 

 政府は、年金の支給開始年齢を 68 歳に引上げを検討しています。現在 1994 年の年金改悪により厚生

年金の定額部分の支給開始年齢の先送りが実行されている最中で、男性は 2013 年度、女性は 2018 年度

に 60 歳から 65 歳への引上げが完了します。 

 2000年の改悪による厚生年金の報酬比例部分の60歳から65歳への先送りは定額部分の年齢引上げ完

了と同時に開始されます。男性は 25 年度、女性は 30 年度までに３年に１歳ずつ 65 歳に引き上げられる

ことになっています。 

 今回の厚生労働省案は３案あり、一つ、報酬比例部分の引上げペースを３年に１歳ずつから２年に１

歳ずつに加速する、二つ、2000 年改悪による報酬比例部分の引上げ完了後、厚生年金、基礎年金ともに

３年に１歳ずつ 68 歳まで引き上げる、三つ目に報酬比例部分の引上げを２年に１歳ずつに加速した上、

同じペースで厚生年金、基礎年金ともに 68 歳に引き上げるというものです。実行されれば老後の暮らし

への影響は極めて大きく、若い世代の将来不安と年金不信もますます深刻になります。 

 民主党政権は、社会保障・税一体改革成案に基づき、社会保障後退の議論を本格化させる中、今回の

支給開始年齢引上げの提案はその理由すら明確に説明できていません。社会保障は抑制すべきものとし

て年金改悪することは認められないものであり、これに反対するものです。 

 意見書案第２号は、後期高齢者医療の保険料値上げを行わないことを求めるものです。 

 北海道後期高齢者医療広域連合は、厚生労働省の基準に基づき、平成 24、25 年度の新たな保険料を試
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算し、剰余金 20 億円、財政安定化基金 82 億円を充当した場合でも６万 8,784 円になり、現行保険料よ

り約 4,200 円の値上げになるとしています。 

 道民所得は、全国平均 79 万 6,000 円に対し 62 万 9,000 円と 16 万 7,000 円も下回っている一方、保険

料は全国９番目と高く、生活実態と乖離しています。 

 後期高齢者医療制度の保険料は２年ごとに改定され、そのたびに値上げされています。保険料が払え

ないため、短期保険証交付は平成 23 年 10 月現在 716 人に及んでいます。多くの国民の反対を押し切っ

て始めた後期高齢者医療制度は、保険料値上げで高齢者にこれ以上の負担をさせるべきではありません。

そのため、北海道及び国は十分な財政措置を講ずるよう要請するものです。 

 意見書案第３号は、並行在来線の経営分離の強行をやめ、運行方針の作成を求めるものです。 

 北海道新幹線札幌延伸の年度内着工に向けて、国と北海道が並行在来線の沿線自治体にＪＲ北海道か

らの経営分離を迫り、沿線住民、首長から怒りと不安の声が上がっています。小樽市は本日同意の回答

をすると言いますが、わずか塩谷、桃内地区と蘭島地区の連合町会長の意見を聞いただけであり、沿線

住民の多数の声を聞いたものではありません。 

 もともと経営分離を着工の条件としているのは自民、公明政権時代からの政府与党合意にすぎないも

のであり、民主党政権が引き継いだだけで、閣議決定でもない国土交通省の政務三役で構成する整備新

幹線問題検討会議の基本方針で、法的根拠もなく進められているものです。並行在来線の将来さえ示さ

ず、新幹線運行を決めてから考えればよいというのでは、あまりに無責任です。 

 北陸新幹線のように県ごとに第三セクターができ、列車の運行方法さえ決められないでいる例もあり

ます。札幌延伸で経済効果が期待されるという財界の試算はあるものの、経営分離でＪＲ北海道が黒字

転換する保証もありません。第三セクターとなれば赤字経営は必至、自治体と沿線住民が赤字を背負う

ことははっきりしています。 

 新幹線の着工には並行在来線を切り捨てないこと、沿線自治体への過大な負担を負わせないことを基

本に、緊急に次のことを求めるものです。 

 １、国と道は北海道新幹線札幌延伸の並行在来線の経営分離を一方的に押しつけないこと。 

 ２、並行在来線の経営分離を新幹線着工の条件にしないこと。 

 ３、国と道は並行在来線の運行方針を明らかにし、道民に示すこと。 

 意見書案第４号は、介護保険料の負担増軽減などに関するものです。 

 高齢者社会の進行とひとり暮らし世帯の増加の下、家族介護力が低下する中で老後を支える介護保障

の確立が求められています。しかし、特別養護老人ホームの待機者の増大や高いサービス利用料、軽度

者のサービス利用の制限などで、介護保険制度の活用が狭められています。 

 その上、平成 24 年度からの第５期保険料は、給付費増などにより月額 1,000 円以上上がることが予測

されています。これでは、ますます介護サービスの利用抑制が起きます。保険料は国庫負担金を現在の

25 パーセントに、せめて５パーセント引き上げれば値上げは抑止できます。小樽市において、介護安定

化基金と介護準備基金を活用しても保険料の値上げを抑止できません。 

 国においては国庫負担割合の引上げを行い、国と北海道は安定化基金と準備基金を十分に活用して値

上げ抑制の指導を行うこと、介護予防の徹底で介護給付の抑制になるように求めるものです。 

 意見書案第５号は、泊原子力発電所１、２号機の再稼働反対とプルサーマル計画中止を求めるもので

す。 

 福島第一原発事故はいまだ収束のめどが立たず、住民は故郷に戻ることができません。粉ミルクから

のセシウム検出、焼却灰からの放射性物質検出など、放射能汚染に新たな問題が起きており、命と健康
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破壊で新たな不安が広がっています。 

 このように、原発は一たび事故が起きると、その被害は時間・空間に拡大することが改めて立証され

ています。政府は、泊原子力発電所において定期点検中の１、２号機の再稼働を、安全性を確保しなが

ら進めるとしていますが、東京電力は、原因究明に欠かせない過酷事故時の運転操作手順書を黒塗りで

出すなど、不誠実な態度に終始しており、福島第一原発事故の検証、究明はいまだされておりません。 

 政府は北電がストレステストを実施して、これにパスすれば再稼働を認める方向ですが、北電が行っ

たテスト結果を原子力安全・保安院が審査し、原子力安全委員会がチェックする仕組みは、原発を推進

してきた同じ体制側が実施するものですから、安全が保障されるものではありません。 

 北電は、泊３号機建設とプルサーマル導入でやらせを行い、道民の厳しい批判を受け、道の第三者検

証委員の報告でやらせは北海道の関与が指摘され、道もこれを受け入れています。 

 プルサーマル発電の危険性は既に何度も述べているとおりであり、この計画は中止すべきです。 

 意見書案第６号は、原発を輸出する原子力協定を撤回するものです。 

 12 月９日、参議院本会議において、ヨルダン、ロシア、韓国、ベトナムに原子力関連の資材や技術移

転を可能にする原子力協定承認案が民主、自民両党などの賛成多数で可決されました。原子力協定は、

本年３月に参議院で可決されたものの、衆議院外務委員会で日本共産党などの反対で、２度採決が見送

られました。 

 しかし、新興国への原発輸出をねらう財界は、協定承認を強く求めてきました。福島第一原発事故の

収束の見通しさえ立っておらず、ヨルダン協定の採決を見送った８月と状況は変わっていないこと、最

近の世論調査でも国民の 65 パーセントが原発輸出に反対していること、野田首相自身「すべてのスター

トの前提は事故調査と原因究明」と述べていることとともに、国会の事故調査委員会の立ち上げもこれ

からというときに可決したことは認められないものであります。国民世論に反する原子力協定は撤回す

べきです。 

 以上、意見書案の提案趣旨説明をいたしました。 

 全会派の賛同をお願いして終わります。（拍手） 

○議長（横田久俊） 次に、意見書案第７号について、提出者から提案理由の説明を求めます。 

              （「議長、12 番」と呼ぶ者あり） 

○議長（横田久俊） 12 番、鈴木喜明議員。 

              （１２番 鈴木喜明議員登壇）（拍手） 

○１２番（鈴木喜明議員） 提出者を代表し、意見書案第７号北海道新幹線の建設促進を求める意見書

案の提案趣旨説明を行います。 

 昨日、民主党は、整備新幹線計画の未着工区間、北海道、北陸、九州の３区間の着工について、年内

に認可することを来週、正式に決定する方針を固めたと報道されました。着工が認められるのは、北海

道新幹線の新函館－札幌間、北陸新幹線の金沢－敦賀間、九州新幹線の諫早－長崎間の三つの区間です。 

 当初から新幹線の開業により、航空機から新幹線への転移と潜在的な旅客需要の掘り起こしが期待さ

れ、北海道経済連合会では、関東－北海道間の年間交流量は 1,410 万人から新幹線が札幌まで延伸され

れば 1,609 万人になり、経済波及効果は北海道新幹線建設によるものが２兆 9,287 億円、運営によるも

のが 8,233 億円と試算しています。 

 また、航空機に比べて気象条件による運休、欠航の可能性が低く、環境政策や安定した輸送力の確保

という点でも有益だとその建設への期待は自民党政権時代から大変大きく、その認可着工は北海道新幹

線建設促進後志・小樽期成会の中心都市である当市にとっても悲願であります。 
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 民主党政権移行初期には国の大型公共工事の縮減政策により、一時はその着工すら危ぶまれていた同

整備新幹線計画でありましたが、東日本大震災後の東北新幹線の有用性が改めて実証されたことにより、

日本の経済の再生と地域の活性化を図るためにも、太平洋側で想定されている巨大地震時における津波

被害の対応にも同整備新幹線の新たな期待が高まりました。 

 新青森－新函館間は平成 17 年５月に着工され、平成 27 年度末の完成を目指し順調に工事が進められ

ています。しかしながら、新函館－札幌間はまだ認可に至っておらず、国土を縦断する高速交通体系の

骨格が未完成となっております。 

 前述の報道でも触れたように、着工の認可が目前に迫っている中、この機を逃さず新青森及び新函館

までの早期開業、そして新函館－札幌間の一日も早い認可着工と早期完成を強く切望し、その際の地域

住民の生活の足を確保するための鉄路なども含めた対応策も示しつつ、幅広い観点での建設財源の確保

及び地域負担に対する財源措置の拡充をここに改めて強く要望するものであります。 

 以上、意見書案第７号の提案理由といたします。 

 全会派の同意をよろしくお願いいたします。（拍手） 

○議長（横田久俊） これより、一括討論に入ります。 

              （「議長、９番」と呼ぶ者あり） 

○議長（横田久俊） ９番、松田優子議員。 

              （９番 松田優子議員登壇）（拍手） 

○９番（松田優子議員） 公明党を代表し、意見書案第１号年金改悪に反対する意見書案、意見書案第

２号後期高齢者医療の保険料値上げを行わないことを求める意見書案及び意見書案第４号介護保険料の

負担増軽減などに関する意見書案について、いずれも否決を求めて討論を行います。 

 まず、意見書案第１号年金改悪に反対する意見書案でありますが、年金の支給開始年齢を 68 歳に引き

上げることと過去の物価下落時に年金を下げなかった分として、現行の年金水準を 2.5 パーセント引き

下げることに反対するものであります。 

 年金の支給開始年齢引上げについては、民主党の社会保障・税一体改革成案に支給開始年齢の引上げ

が盛り込まれていたため、それに引きずられる形で厚生労働省も検討せざるを得なくなったもので、国

民の信頼を損ねるような民主党の唐突なやり方こそ問題であり、厚生労働省というよりは民主党の未熟

な政権運営こそが非難されるべきと考えます。現時点においては、支給年齢の引上げは議論すら時期尚

早であり、むしろ反対以前の段階と考えます。 

 次に、マクロ経済スライドによる年金水準の引下げの問題であります。 

 これは自民党、公明党の連立政権で行った 2004 年の年金改革で実現したもので、保険料水準の段階的

引上げ、国庫負担率の２分の１への引上げとともに、当時問題だった年金の財源不足を根本的に解決し

た画期的な政策であります。国民にとっては痛みを伴うものでありましたが、この改革によって年金の

負担と給付のバランスは長期間にわたって均衡できることとなったのであります。 

 したがって、経済は現在デフレ状況でありますが、デフレ下であってもインフレ下であっても年金財

政は足元の経済だけではなく、将来の経済をも見通した上で均衡を維持すべきものであり、水準引下げ

は適切に行われるべきであります。 

 次に、意見書案第２号後期高齢者医療の保険料値上げを行わないことを求める意見書案についてであ

りますが、北海道後期高齢者医療広域連合は平成 24、25 年度の保険料率の試算を行い、剰余金 20 億円、

財政安定化基金 82 億円を充当した場合、現行の保険料１人当たり約 4,200 円程度の値上げになるとして

います。 
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 被保険者にとって、できるだけ負担が重くならないようにすることは当然でありますが、広域連合自

体の財政が不安定になっては高齢者医療そのものが危機に瀕することとなります。広域連合の財政を安

定化しつつ、保険料の算定が適切に行われることを求めるものであります。 

 最後に、意見書案第４号介護保険料の負担増軽減などに関する意見書案でありますが、平成 24 年度か

らの第５期介護保険料の負担増については、小樽市では第４期保険料月額 4,387 円に対して 1,019 円値

上がりする 5,406 円という中間値が示されています。引下げ要素としての基金残を軽減のために充当し

ても、その効果は数十円程度にとどまる見通しと言われております。むしろ、介護報酬改定による値上

がり効果のほうが上回る可能性が高く、最終的には中間値を若干上回る可能性があります。 

 当然、保険料負担は低いことが望ましいわけでありますが、現行制度のまま国の負担率を引き上げる

だけでは地方の負担を国に移転するだけであります。 

 今は、国、地方を含めた社会保障の全体像を示すことが先決であり、社会保障と税の一体改革につい

て明確なビジョンを示さない民主党政権の姿勢こそ問われるべきであります。 

 以上の理由により、意見書案第１号、第２号及び第４号についてはいずれも否決の態度を表明し、す

べての議員の賛同を呼びかけ、討論といたします。（拍手） 

              （「議長、７番」と呼ぶ者あり） 

○議長（横田久俊） ７番、小貫元議員。 

              （７番 小貫 元議員登壇）（拍手） 

○７番（小貫 元議員） 日本共産党を代表して、意見書案第１号ないし第６号はいずれも可決、第７

号は否決することについて、討論を行います。 

 最初に、意見書案第１号についてです。 

 政府は、年金額の引下げと支給年齢の引上げをねらっています。年金額について、過去の物価下落時

に年金額を据え置いたことに伴う特例水準の解消と称しています。年金を払いすぎているように言いま

すけれども、国民年金、基礎年金は小樽市では平均月５万 1,000 円です。満額でも６万 6,000 円ですか

ら、もらいすぎるというより少なすぎるのが現状です。 

 そもそも、現在、物価が下がっているのでしょうか。私は、こういう主張をする人には日曜日の午前

中に生協にでも行ってもらいたいと思います。少しでも安いものを買い求めて列ができる。安物のコー

ヒーでは 400 グラム 298 円から 350 グラム 355 円に値上がり、小麦粉は 100 円前後から 175 円、ヨーグ

ルトはいつの間にか 500 グラムから 400 グラムに減らされました。灯油も値上がりしたままです。 

 このように、日用品はリニューアルといって量が減らされ値上げが続いています。それなら、価格が

下がっているのは何か。テレビが 26.3 パーセント下落、冷蔵庫は 28.5 パーセント下落というものであ

り、年金を受け取る高齢者が頻繁に買いかえることがないものが値下がりしているというのが現状です。 

 年金はほとんどが消費に回りますから、削減されればこの小樽市の経済にも大きな打撃を与えます。

しかも、開始年齢を引き上げれば定年退職後収入がなくなり、将来を見据え労働者階層も消費を控え、

経済を冷え込ませることにつながります。 

 2004 年、自民党、公明党政権は「100 年安心」とうたい年金改悪を実施し、2009 年には民主党が消え

た年金を問題にして政権につきました。ところが、政権についた途端に年金を消してしまう、国民への

裏切りです。 

 年金財政の悪化の理由は、雇用の減少と賃金の引下げで保険料収入が激減していること、年金積立金

の株式運用で昨年１年で 3,000 億円の赤字ということ、これらが原因です。安定した年金制度にはこれ

らの改善を図ること、そして大企業や大資産家に適正な負担を求めることです。 
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 前定例会で私は、この壇上で、アメリカのバフェット氏の「自分の社員より税負担率が低い」ことに

ついて、しんぶん赤旗の記事を紹介しました。日本の場合はどうなのか。続編を紹介いたします。トヨ

タの社長の場合、年収に対する負担率は 16 パーセント、トヨタの社員の平均は 30.7 パーセント、社長

が払う負担のほうが働いている社員よりも少ない、詳しくは、しんぶん赤旗 12 月３日付けをごらんくだ

さい。こういった税負担の矛盾を解消していく運動が世界的にも広がっています。 

 次に、意見書案第２号についてです。 

 「こんなに保険料が取られたらとても生きてはいけない。長生きは罪なのですか」。2008 年４月に当

時の自民党、公明党政権による後期高齢者医療制度の導入は、長寿医療制度と名を変えるほど多くの高

齢者から怒りを買いました。医療に年齢での差別と高齢者への新たな負担を持ち込み、長年社会に貢献

してきた高齢者に苦しみを強いる人道に反する制度だと言わなければなりません。 

 長寿の人が増えれば２年ごとの保険料見直しで、保険料が値上げになる仕組みがあります。世代間の

負担の公平と言って、現役世代の負担軽減になるかのように言っていますが、現役世代の健康保険から

後期高齢者支援金が徴収され、後期高齢者の保険料が上がれば現役世代の負担も増加していることは皆

さんも実感していることと思います。 

 このような制度への怒りがあり、2009 年夏、民主党が後期高齢者医療制度の廃止を公約に掲げました。

それが廃止にならずに、今回保険料の値上げが行われます。 

 今回の 6.49 パーセントの引上げは、さらなる高齢者の高負担を招きます。安定化基金の増額も含めて

低減に向けるべきです。 

 また当初、高齢者の人口増加分については国が責任を持って負担するとされていました。国に対して

財政支援をしっかり要請していくことが必要です。 

 次に、意見書案第３号及び第７号についてです。 

 先ほど総務常任委員会の結果に対する討論でも述べましたが、新幹線に係る在来線の問題では、国や

道の住民の意見を聞く機会や議会に諮る時間も与えずに決断を迫る強引なやり方は、民主主義にも反す

る行為です。議会の中でも新幹線の札幌延伸に伴う小樽市の経済効果の試算や経営分離後の財政負担、

運営状況など、今後のことが明確にされませんでした。国や道は経営分離後の展望を示すことが必要で

あり、そのことを強く求めていくべきです。 

 平成２年から与党合意を繰り返し、法的根拠もない並行在来線の経営分離を整備新幹線の条件として

います。この間、経営分離が行われたところでは、平成 14 年開業の青い森鉄道２億 6,600 万円、平成

14 年開業のＩＧＲいわて銀河鉄道３億 1,000 万円、平成９年開業のしなの鉄道１億 8,900 万円、平成 16

年開業の肥薩おれんじ鉄道８億 7,100 万円と、いずれも巨額の累積赤字を抱えています。経営分離が行

われれば鉄路の存続が危ぶまれます。 

 市民の生活への影響が明確でないのに、札幌延伸が実現できれば経済がよくなる、このようなバブル

の亡霊に取りつかれていては、それこそ木を見て森を見ずということになるのではないでしょうか。小

樽・後志の住民の生活を支え、足を守るためにも、並行在来線の経営分離をすべきではありません。北

海道新幹線の札幌延伸は並行在来線がＪＲで経営されることが担保されない限り、計画を凍結すること

を求めるべきであり、意見書案第７号については賛成することができません。 

 次に、意見書案第４号についてです。 

 小樽市も高齢化が進み、介護を受ける人も増えてきています。介護保険の第５期の計画では保険料が

アップする一方で、特別養護老人ホームや介護老人保健施設などの計画は一切ありません。受けられる

介護も狭まってきています。まさに、保険あって介護なしという状態があります。 
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 しかし、これらは一自治体の頑張りでは値上げを抑制し、施設の充実を図ることには限界があります。

介護費用の国庫負担の引上げが求められています。 

 最後に、意見書案第５号及び第６号についてです。 

 小樽市から四十数キロメートル先には泊原子力発電所があり、そこには無数の放射性物質が現に存在

しています。 

 福島の原発事故から９か月、福島の事故が私たちに示したことは、人類は原子力エネルギーとそれが

もたらす放射能を制御できる技術を持たず、ともに生きることができないということです。スリーマイ

ル島の原発事故、福島の事故にしても、冷却水が途絶えれば既存の原発は法則的に過酷事故に突き進む、

そういった危険を持つことを示しています。 

 泊１号機、２号機ともに定期点検に入っています。停止中の原発にストレステストを行い、電力会社

のテスト、原子力安全保安院の審査、原子力安全委員会がチェックする体制です。電力会社は保安院と

一体にやらせを行い、世論をつくり上げてきました。原子力安全委員会は放射能拡散の予測データを２

週間も隠し、住民を被曝の危険にさらすなど、これら三者が審査しオーケーを出すストレステストで原

発が安全だとは言えません。 

 日本の原発 54 基で１年間に 1,200 トンの使用済核燃料が生まれます。核兵器の原料となる使用済燃料

に含まれるプルトニウムを消費するために、プルサーマル発電が行われてきました。2007 年の実績では

世界で 57 基しかプルサーマル発電が行われていません。そして、そのほとんどが日本とフランスです。 

 そもそも、日本は原子炉だけではなく濃縮ウランも丸ごとアメリカからの供給に依存していました。

これらは核兵器の生産と密接に結びついています。1950 年、60 年代、アメリカは核兵器の生産、原子力

潜水艦の建造を急増させ、同時に濃縮ウランの製造もフル回転でした。しかし、原潜の建造と核兵器の

生産が一段落すると、濃縮ウランの生産体制をどう維持し拡大していくかが焦点となり、軽水炉と濃縮

ウランともに日本に持ち込まれたものです。そして、福島で事故が起きます。 

 今、政府が原発を輸出しようとしていることは、これと構造はそっくりです。原子力協定は新しい原

発建設が見込めない日本から発展途上国を中心に原発を輸出し、原発メーカーが原子力ビジネスを展開

するための法的枠組みを整備するものであり、危険な原発を世界に広げることはすべきではありません。 

 イタリアでは国民投票で原発ノーを決め、ドイツでは 2022 年、スイスは 2034 年に原発の廃止を決め

ており、これが世界の流れです。原子力協定は国会でも賛成、反対が拮抗した状態で可決であり、撤回

すべきです。 

 小樽の場合は、民主党・市民連合は原発反対、公明党も国会では反対をしています。可決に賛成して

もらえると期待をしています。 

 以上、各会派の賛同を呼びかけて、討論とします。（拍手） 

              （「議長、６番」と呼ぶ者あり） 

○議長（横田久俊） ６番、安斎哲也議員。 

              （６番 安斎哲也議員登壇）（拍手） 

○６番（安斎哲也議員） 一新小樽を代表して、意見書案第４号及び第７号についていずれも賛成の討

論を行います。 

 意見書案第４号は、介護保険料の負担増軽減などに関するものであります。 

 第５期介護保険料では、高齢者人口やサービス利用者の増加などを理由に大幅な値上げが予測されて

います。 

 小樽市の介護保険料は、高齢化都市小樽の状況を反映するように、道内主要 10 都市の中でも最高額と
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なっています。基金を活用したとしても、さらなる値上げを抑制することは不可能で、意見書では国と

道に値上げ抑制のため特別な対策をとるよう要求するものであります。特に、一新小樽では、介護予防

などの施策に努め、介護を必要とする人を減らし、介護給付の増加を抑制することを求めます。 

 次に、意見書案第７号は、北海道新幹線の建設促進を求めるものです。 

 中松市長は、12 月１日の総務常任委員会で、北海道新幹線の札幌延伸に向けて並行在来線の経営分離

について同意する考え方を示しました。 

 札幌延伸では国土交通省が 11 月に、函館から札幌までの未着工区間について年内にも着工の判断をす

ることを表明し、認可着工のために沿線自治体に５つの基本条件を求めました。そのうち一つが並行在

来線の経営分離についての延伸自治体の同意であります。 

 新函館－札幌間の早期完成を求める立場でありますが、原則として行われる経営分離については、函

館－小樽間だけを切り離す計画を前提としております。小樽－札幌間も一緒に経営分離する考えを主張

し、それができずに変則的な経営分離をするのであれば、小樽－函館間に十分配慮した経営分離をされ

るよう求めます。 

 よって、意見書案第４号及び第７号について議員各位の賛同を求め、私の討論を終わります。（拍手） 

○議長（横田久俊） 討論を終結し、これより順次、採決いたします。 

 まず、意見書案第１号ないし第３号について、一括採決いたします。 

 いずれも可決とすることに、賛成の議員の起立を求めます。 

              （賛成者起立） 

○議長（横田久俊） 起立少数。 

 よって、いずれも否決されました。 

 次に、意見書案第４号について採決いたします。 

 可決とすることに、賛成の議員の起立を求めます。 

              （賛成者起立） 

○議長（横田久俊） 起立少数。 

 よって、否決されました。 

 次に、意見書案第５号及び第６号について、一括採決いたします。 

 いずれも可決とすることに、賛成の議員の起立を求めます。 

              （賛成者起立） 

○議長（横田久俊） 起立少数。 

 よって、いずれも否決されました。 

 次に、意見書案第７号について採決いたします。 

 可決とすることに、賛成の議員の起立を求めます。 

              （賛成者起立） 

○議長（横田久俊） 起立多数。 

 よって、さように決しました。 

 次に、ただいま決定いたしました以外の意見書案について、一括採決いたします。 

 いずれも可決とすることに、御異議ございませんか。 

              （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（横田久俊） 御異議なしと認め、さように決しました。 

 以上をもって、本定例会に付託されました案件は、すべて議了いたしました。 
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 閉会に先立ちまして一言ごあいさつを申し上げます。 

 本年も残すところあとわずかとなりました。この１年を振り返ってみますと、世界規模での金融経済

危機以降、各国は財政出動により経済の悪化を克服しようとしましたが、一方でこれが財政状況の大幅

悪化を招く一因ともなりました。 

 特に、ＥＵ諸国では、ギリシャを発端とし各国で財政危機が表面化し、アメリカにおいても雇用環境

の悪化や世界的なドル安が進行するなど、世界経済は深刻な状況にあります。 

 このような中にあって、昨年に続きインドや中国といった新興国、特に中国は世界第２位の経済大国

に躍進し、今後の動向が注目されるところであります。 

 一方、国内では、３月 11 日に国内観測史上最大の巨大地震と大津波が発生し、東北地方沿岸をはじめ

とした東日本各地に未曾有の被害をもたらし、歴史的な大災害となったわけであります。この震災によ

る死者、行方不明者は２万人に上り、日本国内が深い悲しみに包まれました。 

 また、この震災により発生した大津波が福島第一原発を直撃したことで、原子炉が停止するなど制御

不能に陥り、大量の放射能が外部に漏れ出す深刻な事態となりました。原発から 20 キロメートル圏内の

住民は、今もなお避難生活を余儀なくされております。 

 首都圏では電力不足となったことで、37 年ぶりに政府が電力使用制限令を発令し、東北・関東圏では

節電の夏となりました。 

 悲しく重苦しい話題が続く中、スポーツ界では女子サッカー日本代表のなでしこジャパンがドイツで

開かれたワールドカップで初優勝し、彼女たちの試合をあきらめない心は日本じゅうに勇気と希望、そ

して感動を与えました。 

 ９月には、民主党政権で３代目となる野田新内閣が誕生しました。被災地の復興をはじめ、外交・安

全保障など国内外の山積している課題にどう対応していくか、その手腕が問われているところでありま

す。 

 本市におきましては、東日本大震災の発生後、被災地へ緊急消防援助隊及び水道局、保健所及び市立

小樽病院の職員を派遣し、救助、医療及び復旧支援活動に従事いたしました。 

 ４月には統一地方選が行われ、中松新市長が就任し、市議会も元職２名を含む９名の新議員が誕生し、

総勢28名で新たなスタートを切りましたが、大変残念ながら療養中であった成田晃司議員が 10月 22日に

御逝去なされました。議員各位は日ごろから市政発展のため、それぞれの立場で議員活動に取り組んで

いることと思いますが、今後はここにおられる議員各位、それぞれが故成田晃司議員の小樽に対する熱

い思いを引き継ぎ、小樽のさらなる発展に御尽力いただくことが何より故人の供養になるものと確信す

るところであります。 

 経済では、特に小樽の基幹産業である観光において、東日本大震災の影響で減少した観光客を呼び戻

そうと、７月に 10,000 人ウエルカム事業、８月に観光振興券配布事業が行われました。 

 国際交流の面では、９月に姉妹都市提携を行っているソウル特別市江西区使節団に私も参加させてい

ただき訪問してまいりました。その際、小樽では福島第一原発事故の影響がないことを強くＰＲしてま

いったところであります。 

 11 月には、小樽港が伏木富山港、京都舞鶴港とともに、外航クルーズの日本海側拠点港に選定され、

今後、豊かな観光資源を背景としたクルーズ客船の寄港が期待され、観光客の回復が待たれるところで

あります。 

 市議会におきましては、前任期に引き続き、学校適正配置や新市立病院の統合新築問題について議論

を行う一方、３月の未曾有の大震災、原発事故による国内外の観光客の減少という事態を受けて、新た
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に東日本大震災による市内経済への影響に関する調査特別委員会を設置し、観光客を呼び込む方策や市

内経済の活性化などについて関係業界団体の方々と意見交換を行うなど精力的な議論を重ね、先ほど委

員長報告にもありましたが、決議として議会の意思を示す形で調査を終了したところであります。 

 また、小樽市長選挙に関する政治資金パーティー券を庁舎内で販売した問題で、ほとんどの部長職が

政治資金規正法違反で刑事処分を受けるに至った事件では、市において第三者による調査委員会が設置

され、調査が行われました。 

 市議会としましても、独自の調査や再発防止を目的として、政治資金規正法違反問題に関する調査特

別委員会を設置し、事件の要因や再発防止について調査することとし、市民から意見を伺いながら熱心

な議論を重ね、決議をもって調査を終了することといたしました。 

 政治資金規正法違反問題では、第三者委員会から再発防止に向けた議会にかかわっての提言がなされ

ております。先ほどの決議にもありましたが、議会としてはこれを真摯に受け止め、市民の信頼回復、

市政発展のための役割を果たしていかなければならないと決意を新たにするところであります。 

 結びになりますが、この１年私にお寄せいただきました御厚情に対しまして、心より感謝を申し上げ

ます。 

 議員並びに市長をはじめ理事者の皆様におかれましては、時節柄くれぐれも御自愛の上、御家族とも

ども輝かしい新年をお迎えになられますよう祈念を申し上げまして、本年最後の議会に当たりましての

あいさつとさせていただきます。 

 第４回定例会は、これをもって閉会いたします。 

閉会 午後 ６時０１分 

 

 

 

 

 会議録署名議員 

 

 

    小樽市議会  議 長  横  田  久  俊 

 

 

           議 員  川  畑  正  美 

 

 

           議 員  林  下  孤  芳 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

    ○諸般の報告 

 

 

 

    ○今定例会に提出された意見書案・決議案 

 

 

 

    ○平成２３年小樽市議会第４回定例会議決結果表 

 

 

 

    ○陳情議決結果表 

 



 

○諸般の報告（招集日印刷配布分） 

（１）菊池洋一、成田晃司両監査委員から、平成２３年８月分の各会計例月出納検査について報告があった。 

 

（２）菊池洋一監査委員から、平成２３年９月～１０月分の各会計例月出納検査について報告があった。 

 

（３）平成２３年第３回定例会で採択された陳情の処理経過及び結果について、平成２３年１０月２４日に次の

とおり報告があった。 

 

陳情第１４７号「望洋台三丁目ローソン地先の交差点に信号機若しくは横断歩道の設置要請方について」

につきましては、所管である小樽警察署（北海道公安委員会）に平成２３年１０月７日付けで要望書を提出

しました。 

また、陳情者に対しては、小樽警察署に要望書を提出した旨を平成２３年１０月１４日付けで文書により

伝えております。 

以  上 



第４回定例会

提出者 小樽市議会議員

同

同

平成23年12月16日

議決年月日 議決結果

年金改悪に反対する意見書（案）

川　畑　正　美

平 成 ２ ３ 年
意見書案第１号

小 樽 市 議 会

平成23年12月16日 否 決

中　島　麗　子

新  谷  と  し

　政府は、年金の支給開始年齢を68歳に引上げを検討しています。現在、1994年の改悪によ

る厚生年金の定額部分の支給開始年齢の先送りが実行されている最中で、男性は2013年度、

女性は2018年度に65歳支給が完了します。この支給年齢引上げが終了しないうちに、さらに

68歳までの支給引上げの提案は､65歳までの引上げの結果を検証することなく進めるもので､

大義も根拠も全くないものです。

　また、政府は過去の物価下落時に年金を下げなかった分として、現行の年金水準を2.5パ

ーセント引き下げる方針です。実行されると、老後の暮らしへの影響は極めて大きく、若い

世代の将来不安と年金不信もますます深刻になります。

　年金額の削減・年金支給年齢の引上げは、国民生活の破壊であり、その計画を中止するこ

とを要望します。

　以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出します。

小 樽 市 議 会



第４回定例会

提出者 小樽市議会議員

同

同

平成23年12月16日

議決年月日 議決結果

後期高齢者医療の保険料値上げを行わないことを求める意見書（案）

中　島　麗　子

平 成 ２ ３ 年
意見書案第２号

小 樽 市 議 会

平成23年12月16日 否 決

新  谷  と  し

北  野  義  紀

　北海道後期高齢者医療広域連合は､平成24､25年度の新たな保険料を試算し､剰余金20億円､

財政安定化基金82億円を充当した場合として､現行保険料の１人当たり６万4,593円に対し､６

万8,784円（6.49パーセントの伸び）となり､約4,200円の値上げになるとしています。

　11月１日の道議会（保健福祉委員会）では、道民所得が全国平均の79万6,000円に対し、62

万9,000円と16万7,000円も下回る実態が明らかにされました。一方､保険料は全国９位と高い

位置にあります｡北海道後期高齢者医療広域連合による短期保険証交付対象者（平成23年10月

１日）は､716人に及んでいます｡このように所得が低く保険料が高いという現状は､安心して

老後の医療を受けたいという高齢者の希望と大きくかい離していると言わなければなりませ

ん。国及び北海道の責任は、ますます大きくなっています。

　よって、国及び北海道は、新しい保険料の設定に当たり、高齢者にこれ以上の財政負担を

押し付けることのないよう、十分な財政措置を講ずるよう強く要請します。

　以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出します。

小 樽 市 議 会
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提出者 小樽市議会議員

同

同

平成23年12月16日

議決年月日 議決結果

並行在来線の「経営分離」の強行をやめ運行方針の作成を求める意見書（案）

中　島　麗　子

平 成 ２ ３ 年
意見書案第３号

小 樽 市 議 会

平成23年12月16日 否 決

新  谷  と  し

北  野  義  紀

　北海道新幹線札幌延伸の年度内着工に向けて、国と道が並行在来線の沿線自治体にＪＲ北
海道からの「経営分離」（函館―小樽間）を迫っていることに、沿線住民から怒りと不安の
声が上がっています。
　住民の足の確保に責任を負う市町村長に対して、住民の意見を聞く機会や、議会に図る時
間も与えずに「決断」を迫るというのは、強引なやり方であり議会制民主主義からいっても
逸脱したもので道理はありません。こうした在来線切捨ての「地ならし」は、今すぐやめる
べきです。
　もともと、「経営分離」を着工の条件としているのは自公政権時代からの政府・与党合意
にすぎないものであり、民主党政権が引き継いだだけで、閣議決定でもない国土交通省の政
務三役で構成する「整備新幹線問題検討会議の基本方針」という、法的根拠もない方針に基
づき進められているものです。ましてや、並行在来線の将来さえ示されていません。鉄路を
どうするのか、線路が残るのか、バス転換なのか、国も道も全く方針を示さず、どうして市
町村が判断できるのでしょうか。
　全国的には、九州新幹線・長崎ルートのようにＪＲが新幹線の開業後20年間、並行在来線
の運行を約束した例もあります。北陸新幹線のように県ごとに第３セクターができ、列車の
運行方法さえ決められないでいる例もあります。
　札幌延伸で経済効果が期待されるという財界の試算はあるものの、経営分離でＪＲ北海道
が黒字転換する保障もありません。第３セクターとなれば赤字経営は必至、現状では自治体
と沿線住民が赤字の過重な負担を背負うことだけがはっきりしています。
　新幹線の着工には、並行在来線を切り捨てないこと、沿線自治体への過大な負担を負わせ
ないことを基本に、下記について緊急に求めるものです。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　記

１　国と道は、北海道新幹線（札幌延伸ルート）の並行在来線の「経営分離」を一方的に押
　し付けないこと。あわせて自治体首長が住民や議会に諮ることができるように、十分な時
　間的余裕を確保すること。
２　並行在来線の「経営分離」を、新幹線着工の条件にしないこと。
３　国と道は、並行在来線の運行方針を明らかにし、道民に示すこと。

　以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出します。

小 樽 市 議 会



第４回定例会

提出者 小樽市議会議員

同

同

平成23年12月16日

議決年月日 議決結果平成23年12月16日 否 決

川　畑　正　美

新  谷  と  し

平 成 ２ ３ 年
意見書案第４号

小 樽 市 議 会

　高齢化社会の進行と一人暮らし家庭の増加の下、家族介護力が低下する中で、介護の社会

化、老後を支える介護保障の確立が求められます。

　しかし、特別養護老人ホームの待機者の増大、介護給付の厳しい認定、高いサービス利用

料など、もろもろの規制が介護保険の活用を狭めています。

　その上、平成24年度からの第５期保険料は、給付費増等により毎月1,000円以上のアップ

が予測されています。国庫負担は介護費用の25パーセントに抑えられていますが、せめて５

パーセント増加すれば介護保険料の値上げは抑止できます。

　現在、小樽市の試算では介護安定化基金（道内148億円）及び小樽市介護準備基金をフル

活用しても値上げ抑制は不可能です。

　国及び道においては、介護保険料の値上げを抑止するよう、特別の対策を執られるよう要

求します。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　記

１　国においては、介護保険国庫負担の割合を引き上げること。

２　国と道は、安定化基金と準備基金を十分に活用して値上げ抑制の指導を執ること。

３　介護予防等の施策に努め、介護給付の増加を抑えること。

　以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出します。

介護保険料の負担増軽減などに関する意見書（案）

成　田　祐　樹

小 樽 市 議 会



第４回定例会

提出者 小樽市議会議員

同

同

平成23年12月16日

議決年月日 議決結果

泊原子力発電所１、２号機の再稼働反対とプルサーマル計画中止を求める意見書（案）

川　畑　正　美

平 成 ２ ３ 年
意見書案第５号

小 樽 市 議 会

平成23年12月16日 否 決

新  谷  と  し

北  野  義  紀

　３月11日に発生した福島第一原子力発電所の事故については、いまだに収束のめどが立ち

ません。一度事故が起きれば、放射能汚染による命と健康破壊が進み、住民は再び故郷に戻

ることができません。

　政府は、北海道電力泊原子力発電所１、２号機など定期点検中の原発の再稼働を「安全性

を確保しながら」進めるとしているが、原発事故の検証、究明は全くの途上の段階であり、

東京電力は検証と事故原因の究明に欠かせない過酷事故時の「運転操作手順書」を黒塗りで

出すなど、電力会社は全く不誠実な態度に終始しています。

　北海道電力は、泊原子力発電所３号機建設とプルサーマル導入の過程で「やらせ」を行い

道民の厳しい批判を受け、道の第三者検証委員会の報告では、この「やらせ」には、北海道

の関与が指摘され道もこれを受け入れました。

　政府は、定期点検などで停止中の原発に対して「ストレステスト」を実施して、これにパ

スすれば再稼働を認める方向ですが、各電力会社がテストを行い原子力安全・保安院が審査

し、原子力安全委員会がチェックする仕組みで、いずれも原発を推進してきたメンバーであ

り、同じ体制側が実施して認めるテストが安全だと言っても何の保証にもなりません。

　泊原子力発電所３号機の再稼働で、政府は、原子力安全・保安院に加えて原子力安全委員

会が検証したことを根拠とし、高橋はるみ知事もそれに従いましたが、原子力安全委員会は

「報告」を受けただけであり「安全」を評価すべき作業を行ったとは言えません。

　よって、政府は、泊原子力発電所１、２号機の再稼働を認めず、プルサーマル計画の中止

を指示するよう強く求めるものです。

　以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出します。

小 樽 市 議 会



第４回定例会

提出者 小樽市議会議員

同

同

平成23年12月16日

議決年月日 議決結果

原発を輸出する原子力協定の撤回を求める意見書（案）

斎　藤　博　行

平 成 ２ ３ 年
意見書案第６号

小 樽 市 議 会

平成23年12月16日 否 決

中　島　麗　子

新  谷  と  し

　日本政府は、ヨルダン、ロシア、韓国、ベトナムに原発輸出を促進する原子力４協定を可

決しました。福島原発事故の収束の見通しさえ立たず、避難者15万人、自治体として存続の

危機にさらされている市町村もあり、除染やばく大な賠償も進んでいません。原発は一たび

重大事故が発生すれば抑える手段すら存在せず、被害がどこまでも拡大するなど、ほかの事

故には見られない危険を抱えています。

　政府の事故調査委員会の報告もまだ提出されておらず､国会の調査委員会もこれからです｡

世論調査でも65パーセントが原発輸出に反対しているときに、日本として未完成で危険な原

発技術を輸出させるべきではありません。

　以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出します。

小 樽 市 議 会



第４回定例会

提出者 小樽市議会議員

同

同

同

平成23年12月16日

議決年月日 議決結果 賛 成 多 数

北海道新幹線の建設促進を求める意見書（案）

秋　元  智　憲

平 成 ２ ３ 年
意見書案第７号

小 樽 市 議 会

平成23年12月16日 可 決

成　田　祐　樹

鈴　木　喜　明

林　下　孤　芳

　我が国においては、このたびの東日本大震災からの一日も早い復旧・復興、災害に強い国

土づくりが最重点課題となっている中、震災発生後、東北新幹線が早期に復旧を果たし、安

全安心な高速交通機関であることが実証されており、日本経済の再生と地域の活性化を図る

ためにも、整備新幹線の一層の推進が必要です。

　北海道新幹線は、「全国新幹線鉄道整備法」に基づき、昭和48年に整備計画路線と決定さ

れた整備新幹線５路線の一つであり、これまで東北各県とも連携しながら道民挙げて建設促

進活動を展開し、「新青森―新函館」間は、平成17年５月に着工され、平成27年度末の完成

を目指し、順調に工事が進められています。

　しかしながら、「新函館―札幌」間は、いまだ認可に至っておらず、国土を縦断する高速

交通体系の骨格が未完成となっています。

　よって、国においては、東北地方と北海道が一体となった北日本の復興とともに、大災害

時における人や物資の輸送手段として災害に強い国土づくりに必要不可欠な北海道新幹線に

ついて、未着工区間を含む全線の早期完成の必要性を十分に踏まえ、次の事項について実現

するよう強く要望します。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　記

１　「新函館―札幌」間の地域住民の生活の足を確保するため鉄路等の方策を示し、一日も

　早い認可・着工と早期完成。

２　「新青森―新函館」間の早期開業。

３　幅広い観点での建設財源の確保及び地方負担に対する財源措置の拡充。

　以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出します。

小 樽 市 議 会



第４回定例会

提出者 小樽市議会議員

同

同

同

同

平成23年12月16日

議決年月日 議決結果 全 会 一 致平成23年12月16日 可 決

中　村　岩　雄

濱　本　　　進

佐々木 　 　秩

北  野  義  紀

平 成 ２ ３ 年
意見書案第８号

小 樽 市 議 会

　日本海海域、 後志総合振興局管内のサクラマス漁獲量は､昭和63年度に360トン､金額で３
億8,000万円をピークに年々減少し、今年度は管内全体で辛うじて100トンまで資源の回復を
見ています。
　これら資源の減少の主たる原因は、治水を最優先した河川の改修、ダムの建設により河川
環境の悪化による自然産卵床の消滅が要因として考えられます。
　このような悪環境でありますが、日本海の春一番の貴重な資源であり、これが資源回復の
ために管内さけます資源対策協議会では、関係市町村、漁協、漁業者、ライセンス協議会の
協力をいただき、森尻別試験池の池産系卵を譲り受け、神恵内村珊内施設、島牧村千走施設
で271万尾の稚魚を生産し、管内12河川に、春放流、０＋秋、スモルトに区分し、河川の収容
能力に合わせ、放流に取り組んでいます。
　しかし、北海道は、河川環境が改善されないままに、今後のサクラマス資源造成に関わる
「第１回サクラマス資源対策検討会」を９月９日開催し、池産系から遡上系に移行する考え
を示し、その後の種卵供給計画を示さないまま、種卵の供給元である森尻別試験池を平成25
年度をもって終了する計画を打ち出しています。
　将来、河川環境が改善され遡上系に移行するとしても、ウライの設置、親魚捕獲、蓄養採
卵に伴う経費負担は、市町村、漁協、漁業者は現在の負担行為で限界にきているため、道が
責任を持って対応していただきたいと考えるものです。
　日本海のサクラマス資源造成は、日本海漁業振興のために必要不可欠な重大な事業であり
ますので、下記の事項について強く要望します。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　記

１　サクラマスが自然産卵できる河床の整備、河川環境の改善と既設治水ダムのスリット化
　を早急に実施すること。
２　種卵の安定供給のため、森尻別試験池を継続させること。
３　遡上系に移行した場合、親魚確保のためのウライ設置、捕獲、蓄養採卵の経費は北海道
　が全額負担をすること。

　以上、地方自治法99条の規定により、意見書を提出します。

日本海海域におけるサクラマス資源造成に関する意見書（案）

千　葉　美　幸

小 樽 市 議 会



第４回定例会

提出者 小樽市議会議員

同

同

同

同

平成23年12月16日

議決年月日 議決結果 全 会 一 致

平 成 ２ ３ 年

小 樽 市 議 会

上　野　智　真

意見書案第９号

原子力損害の賠償に関する意見書（案）

秋　元  智　憲

成　田　祐　樹

小　貫　　　元

平成23年12月16日 可 決

林　下　孤　芳

　原子力発電所の事故により生じる損害に関し、事故との因果関係が認められるものについ

ては、原子力損害の賠償に関する法律に基づき、損害に対して賠償がなされる仕組みとなっ

ています。

　本年３月11日に発生した東日本大震災による東京電力福島第一原子力発電所事故の影響に

よる損害については、文部科学省・原子力損害賠償紛争審査会が本年８月に「原子力損害の

範囲の判定等に関する中間指針」を策定し、これを受け東京電力は、９月21日に法人及び個

人事業主に係る賠償基準を示したところであります。

　その基準を見ると、いわゆる風評被害に関する賠償対象は、観光業では福島県、茨城県、

栃木県、群馬県の４県以外は､外国人観光客の予約解約による減収分､農林水産物の加工業・

食品製造業・流通業では、主たる原材料が風評被害の認定対象となる農林水産物又は牛肉で

ある産品等を取り扱う事業者の減収分、さらに輸出に関しては、輸出先国の輸入拒否により

生じた減収分などが示されています。

　しかしながら、観光業では、賠償の対象となる外国人観光客の予約解約期間が、３月11日

から５月末までに限定され、それ以降の減収分については対象外とされたほか、汚染牛肉問

題による枝肉や子牛の価格下落については、いまだに具体的な賠償基準策定の見通しも立た

ないなど、このたびの原発事故の影響によりこうむった損害額が十分に補てんされないので

はないかなどといった懸念が生じており、道内の事業者や農家等は不安を募らせています。

　よって、国においては、東京電力による観光業、畜産業を初めとした関係事業者への損害

賠償について、実態把握に努め、被った損害の実情に応じ、適切かつ迅速に行われるよう責

任を持って対処されることを強く要望します。

　以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出します。

小 樽 市 議 会



第４回定例会

提出者 小樽市議会議員

同

同

同

同

平成23年12月16日

議決年月日 議決結果 全 会 一 致平成23年12月16日 可 決

中　村　岩　雄

小　貫　　　元

濱　本　　　進

佐々木 　 　秩

平 成 ２ ３ 年
意見書案第１０号

小 樽 市 議 会

　昨年11月に閣議決定された｢包括的経済連携に関する基本方針｣においては､日豪ＥＰＡ交

渉の妥結に向けた取組の加速化などに加え、関税撤廃を原則とする環太平洋パートナーシッ

プ（ＴＰＰ）協定について、「関係国との協議を開始する」ことが決定され、11月にハワイ

で開かれた、アジア太平洋経済協力会議（ＡＰＥＣ）において、「ＴＰＰ交渉への参加方針

を表明し、関係国と協議に入る」と表明されました。

　ＴＰＰ交渉への参加は、農業ばかりではなく、医療、社会福祉、金融、保険、労働市場な

どに及び、我が国の根幹を揺るがす重大な問題であるにもかかわらず、十分な情報を提示す

ることなく、また、喫緊の最重要課題である東日本大震災の本格的復興が着手されていない

中での交渉参加に向けた動きは到底容認できるものではありません。

　本道の基幹産業である第１次産業では、耕地面積や社会条件等が大きく異なる米国や豪州

などの農産物輸出国との競争力格差は極めて大きく、仮にＴＰＰ交渉で重要品目の関税撤廃

が行われた場合、農業や関連産業の継続が困難となり、地域社会の崩壊が懸念され、その経

済的影響額は、２兆1,000億円を超えるとも試算されているところです。

　よって、国においては､食料自給率の向上や食料安全保障の観点からも､｢多様な農業の共

存｣を基本理念として堅持し、本道地域社会や経済・雇用に甚大な影響を与えかねません。

　ＴＰＰ参加を目指した、交渉の参加表明を撤回することを強く要望します。

　以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出します。

ＴＰＰ交渉への参加表明を撤回するよう求める意見書（案）

千　葉　美　幸

小 樽 市 議 会



第４回定例会

提出者 小樽市議会議員

同

同

同

同

平成23年12月16日

議決年月日 議決結果 全 会 一 致

私学助成制度に係る財源措置の充実強化に関する意見書（案）

秋　元  智　憲

平 成 ２ ３ 年
意見書案第１１号

小 樽 市 議 会

平成23年12月16日 可 決

安　斎　哲　也

鈴　木　喜　明

林　下　孤　芳

北  野  義  紀

　私立学校は、建学の精神と独自の教育理念に基づき、新しい時代に対応した特色のある教

育を実践し、公教育の振興発展に大きな役割を果たしてきています。

　しかしながら、その経営環境は非常に厳しく、このままの状況が続くと、私立高等学校等

の存続基盤を揺るがしかねない重大な局面を迎えることが憂慮されています。その主な要因

は、少子化によって生徒数が毎年度相当数減少し続けていることにあります。加えて、長引

く経済雇用情勢の低迷がいまだ改善される見通しはなく、また、公立と私立の納付金負担格

差も依然として大きいことから、父母の経済的負担に重く影響を与えています。

　また､平成22年４月から実施された｢高等学校等就学支援金制度｣により､私立高等学校に学

ぶ生徒の授業料負担の軽減が図られたものの、無償化となった公立との格差は依然として大

きく、経済的理由から子供たちが希望する私立高等学校を自由に選択しにくい環境となって

います。

　学校教育においては、教育水準をいかに維持し向上させていくかが極めて重要であり、生

徒が減少したとしても、教育に必要な施設や設備あるいは人材は引き続き確保していかなけ

ればなりません。一方、授業料等の改定は公立の高等学校が無償化とされた現下の状況を踏

まえれば極めて難しいことです。

　公教育の将来を考えるとき、公私が相まってこそ健全な教育体制が維持され、子供たち一

人一人の能力や個性を引き出し、育んでいく教育が実現できるのです。そのためにも、私立

高等学校等の経営の健全化が確実に進められなければなりません。

　北海道は、これまで公教育における私立学校の果たす役割の重要性に鑑み、私学助成を始

め、各種の施策を講じてきており、今後も引き続き私学の振興に努めていかなければならな

いと考えています。

　よって、国においては、私立高等学校等における教育の重要性を今一度認識されるととも

に、私立高等学校等が置かれている厳しい経営環境にもしっかり目を向けていただき、都道

府県が実施する私学助成制度に係る財源措置の一層の充実強化を図るよう強く要望します。

　以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出します。

小 樽 市 議 会



第４回定例会

提出者 小樽市議会議員

同

同

同

同

平成23年12月16日

議決年月日 議決結果 全 会 一 致

選挙制度の見直しを求める意見書（案）

秋　元  智　憲

平 成 ２ ３ 年
意見書案第１２号

小 樽 市 議 会

平成23年12月16日 可 決

成　田　祐　樹

小　貫　　　元

鈴　木　喜　明

林　下　孤　芳

　現在、衆議院選挙制度に関する各党協議会が行われています。小選挙区制が導入されて17
年、５回の総選挙で小選挙区では議席に結びつかない「死票」が過半数を超え、比較第一党
が４割台の得票で７割もの議席を占有する実態です。その結果、一票の格差が２倍になる選
挙区が生まれており、民意の反映を重視した選挙制度が求められています。
　今後は、一票の格差解消、民意の集約、反映という基本に立ち返り、選挙制度の抜本改革
を求めます。
　以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出します。

小 樽 市 議 会



第４回定例会

提出者 小樽市議会議員

同

同

同

同

平成23年12月16日

議決年月日 議決結果 全 会 一 致

円高から中小企業を守る対策を求める意見書（案）

千　葉　美　幸

平 成 ２ ３ 年
意見書案第１３号

小 樽 市 議 会

平成23年12月16日 可 決

中　村　岩　雄

酒　井　隆　行

佐々木 　 　秩

北  野  義  紀

　欧州経済の混乱や米国経済の低迷などを原因として、かつてないほどの円高になっていま

す。現下の円高による経済情勢は、震災に続く新たな試練とも言える異常事態であり、政府

が総力を挙げて取り組むべき喫緊の課題と言えます。

　このまま円高を放置すると、我が国の製造業等に深刻な影響を与え、企業の国際競争力の

低下から、特に中小企業の経営悪化や雇用の喪失、さらには国内産業の空洞化が予測されま

す。

　政府は10月、円高対策を閣議決定し、11月に成立した第３次補正予算には資金繰り支援な

どの中小企業対策を盛り込みましたが、円高が長期化する懸念がある中、中小企業の損失を

最小限にするためにも、更なる具体策を実施するべきです。

　円高から中小企業を守る対策として、政府に対し以下の項目を迅速かつ適切に講ずるよう

強く求めます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　記

１　雇用対策及び地域雇用の創出策として、「緊急雇用創出事業臨時特例基金」「ふるさと

　雇用再生基金」「重点分野雇用創造事業基金」を積み増し、事業を延長すること。

２　円高関連倒産の大半を占めている｢通貨デリバティブ(金融派生商品)｣被害に対し､相談

　体制の整備や金融ADR(裁判外紛争解決制度)の活用を促す指導等､対策を強化すること。

３　負担転嫁やダンピング防止など、下請いじめの監視・防止策を強化すること。

　以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出します。

小 樽 市 議 会



第４回定例会

提出者 小樽市議会議員

同

同

同

同

平成23年12月16日

議決年月日 議決結果 全 会 一 致

平 成 ２ ３ 年

小 樽 市 議 会

中　島　麗　子

意見書案第１４号

国民生活の安心と向上を図る各種基金事業の継続を求める意見書（案）

吹　田　友三郎

松　田　優　子

斎　藤　博　行

平成23年12月16日 可 決

佐々木 　 　茂

　安心社会を構築するため、医療や介護の充実、子育て支援の強化などに対する各種基金制
度が設けられ、地方自治体における迅速かつ柔軟な取組に対して支援が行われてきました。
しかし、こうした基金事業の多くが今年度限りで終了します。
　特に､下記に掲げる基金については､多くの関係者から事業継続を求める声が上がっており
ます｡国民生活の安心と向上を図る上からも､こうした基金及び基金事業を継続するよう、政
府に強く求めます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　記

１　子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進臨時特例基金
　　地方自治体における子宮頸がん予防ワクチン、ヒブワクチン及び小児用肺炎球菌ワクチ
　ンの接種事業を財政支援する基金であり、ワクチン接種について予防接種法の対象疾病に
　位置付ける法改正が実現するまで継続すべきです。
２　安心こども基金及び妊婦健康診査支援基金
　　保育所や放課後児童クラブなどの整備を後押しする安心こども基金及び妊婦健診の負担
　軽減を図る妊婦健康診査支援基金について、政府は、新たに創設する子ども・子育て新シ
　ステムの中で対応するとしていますが、具体的な中身が明らかになっておらず、当面は基
　金事業による対応が現実的であり、継続すべきです。
３　介護職員処遇改善等臨時特例基金
　　介護職員の賃金引上げなどを行うための基金として創設し、今年度末まで予算措置され
　ていますが、来年度以降の対応は、引き続き基金事業によるのか介護報酬によるのか、方
　向性がまだ見えていません。介護職員の処遇改善は極めて重要な課題であり、介護報酬で
　手当できない場合は、既存の基金を積み増しし、着実に賃金引上げなどに充てられるよう
　措置すべきです。
４　障害者自立支援対策臨時特例基金
　　障害者自立支援法の施行に伴う事業者の経過的な支援を行うため、平成18年度から20年
　度までの特別対策として実施し、その後、既存事業の拡充や新たな事業を盛り込み、今年
　度末まで延長されています。来年度以降も、新体系移行後の事業所支援やグループホーム
　等の設置補助などが必要であり、基金継続によって柔軟な支援をすべきです。
５　地域自殺者対策緊急強化基金
　　地域における自殺対策の強化を図るための基金として、電話相談窓口の充実など地方自
　治体における具体的な取組に活用されており、こうした取組を切れ目なく支援するため、
　継続かつ基金の積み増しが必要です。

　以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出します。

小 樽 市 議 会



第４回定例会

提出者 小樽市議会議員

同

同

同

同

平成23年12月16日

議決年月日 議決結果 全 会 一 致

災害に強い日本の構築に向けた社会資本整備を求める意見書（案）

安　斎　哲　也

平 成 ２ ３ 年
意見書案第１５号

小 樽 市 議 会

平成23年12月16日 可 決

小　貫　　　元

高　橋　克　幸

山　口　　  保

山　田　雅　敏

　東日本大震災発生から８か月が経過した今もなお、被災地の復旧・復興は遅々として進ま

ず、多くの被災者が困難な生活を余儀なくされています。

　今後、本格的な復旧・復興へ向けては、物流インフラの復旧、上下水道や学校施設等公共

施設の復旧などへの重点投資が求められています。

　一方、大震災を受けて、多くの地域で災害対策の在り方が見直される中、災害に強いまち

づくりのための集中的かつ計画的な社会資本整備が求められています。

　今後、被災地の本格的な復旧・復興と併せて、地震や津波等の自然災害に対する防災・減

災対策としての社会インフラ整備、学校施設の耐震化の着実な実施など、災害時を想定した

国民の生命・財産の保護につながる社会資本整備に係る公共投資については、地域のニーズ

を踏まえつつ、国の責任として積極的に進める必要があります。

　よって、政府におかれましては、災害に強い日本の構築に向けて、地震や台風などの災害

から国民の安全・安心を守るために必要な社会資本の整備を推進するよう強く求めます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　記

１　地震の影響が想定される地域のミッシングリンクの解消を始め、幹線道路ネットワーク

　を構成する道路を優先的に整備すること。

２　学校施設の防災機能の向上のための環境整備の充実を図りつつ、公立学校の耐震化を加

　速度的に推進すること。

３　公共施設や社会インフラの維持・管理など計画的な老朽化対策を推進すること。

４　地盤の液状化による災害を抑制するための技術的ガイドラインを早急に作成するなど宅

　地被害対策の強化を図ること。

　以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出します。

小 樽 市 議 会



第４回定例会

提出者 小樽市議会議員

同

同

同

同

平成23年12月16日

議決年月日 議決結果 全 会 一 致平成23年12月16日 可 決

前　田　清　貴

　国の防災基本計画には､平成17年に｢女性の参画・男女双方の視点｣が初めて盛り込まれ､平
成20年には｢政策決定過程における女性の参加｣が明記されました｡この流れを受け､地域防災
計画にも女性の参画･男女双方視点が取り入れられつつありますが､具体的な施策にまで反映
されているとは必ずしも言えません｡
　中央防災会議の｢東北地方太平洋沖地震を教訓とした地震・津波対策に関する専門調査会｣
が､平成23年９月28日に取りまとめた報告においても、防災会議へ女性委員を積極的に登用
し､これまで反映が不十分であった女性の視点を取り入れることへの配慮が盛り込まれていま
す。
　よって、政府におかれましては、防災会議に女性の視点を反映させるため、下記の項目に
ついて、速やかに実施するよう強く要望します。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　記

１　中央防災会議に少なくとも３割以上の女性委員を登用すること。
２　地方防災会議へ女性委員を積極的に登用するため、都道府県知事や市区町村の長の裁量
　により、地方防災会議に有識者枠を設けることを可能とする災害対策基本法の改正を速や
　かに行うこと。

　以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出します。

小 樽 市 議 会

平 成 ２ ３ 年

小 樽 市 議 会

中　島　麗　子

意見書案第１６号

防災会議に女性の視点を取り入れることを求める意見書（案）

吹　田　友三郎

松　田　優　子

佐々木 　 　秩



第４回定例会

提出者 小樽市議会議員

同

同

同

同

平成23年12月16日

議決年月日 議決結果 全 会 一 致

原子力発電などのエネルギー政策の見直しと自然エネルギーの推進を求める意見書（案）

中　村　岩　雄

平 成 ２ ３ 年
意見書案第１７号

小 樽 市 議 会

平成23年12月16日 可 決

高　橋　克　幸

鈴　木　喜　明

斎　藤　博　行

北  野  義  紀

　３月11日に発生した東日本大震災による日本の原子力発電史上、未曾有の重大事故となっ
た東京電力福島第一原子力発電所の事故は、発生後９か月以上を経過した現在でも、収束の
めどは立っていません。
　この事故により、多くの地域住民が今なお長期にわたる避難生活を強いられ、また、避難
地域以外の住民も通常より高い放射線量の中で生活しています。
事故を起こした原発の内部の完全な把握は今なお困難な状況にあり、そうした中、１号炉で
はメルトスルーした核燃料が原子炉基部のコンクリートにまで食い込んでいたとの報告があ
りました。まさに、高温の核燃料が地中深く沈んでいき、地下水と接触して水蒸気爆発を起
こすという最悪事故の直前であったことが判明しました。
　政府は､原子力発電の｢安全神話｣が崩壊し､国民の信頼を大きく失ったことに目を向け、こ
れまでのエネルギー政策の転換を早期に進め、自然エネルギーを推進することを求め、下記
の事項を実施されることを強く要望します。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　記

１　原子力発電中心のエネルギー政策を早期に見直し、自然エネルギー政策への転換を促進

　すること。

２　既存の原子力発電所の運転停止や廃炉などの検討をすること。

３　世界的に撤退が進んでいるプルサーマル計画を見直し、廃止を含めて検討すること。

４　青森県大間原子力発電所を始めとする原子力発電所の建設を再検討し、新たな建設や増

　設を行わないこと。

　以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出します。

小 樽 市 議 会



第４回定例会

提出者 小樽市議会議員

同

同

同

同

平成23年12月16日

議決年月日 議決結果 全 会 一 致

ＵＰＺの範囲の拡大を求める意見書（案）

秋　元  智　憲

平 成 ２ ３ 年
意見書案第１８号

小 樽 市 議 会

平成23年12月16日 可 決

安　斎　哲　也

小　貫　　　元

上　野　智　真

林　下　孤　芳

　３月11日に発生した東日本大震災により、東京電力福島第一原発で重大事故が起きてから
９か月たちました。原発事故は今なお最終的収束の見通しが立っていません。
　今回の事故により、原発の安全神話は完全に崩壊しました。また、事故による放射能汚染
が生活の各領域に広がりつつあることや距離的にも非常に広範囲に及んでいることも明らか
になりました。今回の事故を教訓とした原発事故対策の検討が求められています。
　東京電力福島第一原発事故後、避難対象区域が事態の悪化に伴い３キロメートルから10キ
ロメートルさらに20キロメートルと拡大され、地域住民に大変な混乱を招きました。放出さ
れた放射能による汚染は同心円状に被害が広がるとは限らず、地形、気候等が大きく影響す
ることも明らかになりました。そのことは、東京電力福島第一原発事故では原発から約40キ
ロメートルに位置する飯館村が全村避難を強いられていることからも明らかです。
　内閣府原子力安全委員会の作業部会が原子力防災対策の「緊急時防護措置準備区域（ＵＰ
Ｚ）」を原発から半径30キロメートルに拡大することを決定しました。政府は来年度以降、
この決定を受け、「原子力施設の防護指針」の改定を行う予定です。
　また、北海道は北電泊原発の原子力防災計画の見直しに向け、有識者専門委員会に「防災
対策の重点地域（ＥＰＺ）の見直し等45項目の課題」を提示しています。
　小樽市は、北海道電力泊原発から近い地域では約32キロメートル、中心部の小樽駅付近で
約40キロメートルに位置しています。半径30キロメートルの線を引くだけでは小樽市民の原
発事故に対する不安を解消することはできません。小樽市もＵＰＺの対象自治体として災害
対策基本法に基づく地域防災計画を見直すためにも、小樽市がＵＰＺの対象自治体となる必
要があります。
　こうした状況から、ＵＰＺの範囲を決めるに当たり、下記の事項を強く求めます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　記

１　半径30キロメートルとされるＵＰＺの範囲を、地形や気候条件等を勘案して拡大する
　こと。

　以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出します。

小 樽 市 議 会



第４回定例会

提出者 小樽市議会議員

同

同

同

同

平成23年12月16日

議決年月日 議決結果 全 会 一 致

子ども・子育て新システムによる保育制度改革に関する意見書（案）

千　葉　美　幸

平 成 ２ ３ 年
意見書案第１９号

小 樽 市 議 会

平成23年12月16日 可 決

吹　田　友三郎

川　畑　正　美

斎　藤　博　行

佐々木 　 　茂

　国は、少子化社会対策会議において「子ども・子育て新システムの中間とりまとめについ
て」を決定し、今後必要な検討を踏まえて、「平成23年度中に必要な法制上の措置を講ずる
こととされている税制抜本改革とともに、早急に所要の法律案を国会に提出する」との方針
を示している。
　この「子ども・子育て新システム」は、直接契約、利用者補助、保育料の応益負担などを
柱とする仕組みであり、多様な事業者の参入を図るとして事業者指定制度を導入し、保育の
市場化、産業化を進めるものであります。
　現行保育制度は､国と自治体の公的責任､最低基準の遵守、公費による財源保障と応能負担
を制度の柱にしており､全ての子供の保育を受ける権利を保障してきました。しかし､「子ど
も・子育て新システム」は、国の責任を市町村に委ね､子供の福祉よりも経済効率が優先さ
れ、保育の地域格差が広がるだけでなく、家庭の経済状況により子供が受ける保育のレベル
にも格差が生じることになりかねません。
　子供の育ちや子育てを巡る環境が厳しい中､都市部では保育所の待機児童が増加しており､
過疎地域においては､保育の場の確保や運営が困難になっています。
　今必要なことは､新システムの導入ではなく､国の責任で保育･子育て支援施策を拡充し､十
分な財源を確保することなど、全ての子供に質の高い保育と支援を保障するための公的保育
制度の拡充であります。
　よって、国においては、子供の権利を最優先に、地方自治体の実情を踏まえた上で、国の
責任の下に保育制度の拡充を図るよう、下記の事項について強く要望します。

                              　       記

１　直接契約、直接補助、応益負担など国の公的保育責任の後退につながる「子ども・子育
　て新システム」に基づく保育制度改革ではなく、全ての子供の健やかな育ちを保障するた
　めに、福祉としての現行保育制度を堅持・拡充すること。
２　国の責任において緊急に認可保育所の整備を行い、待機児童の解消を図ること。
３　地方自治体が待機児童解消に向けた取組ができるよう、国が必要な支援と財政措置を行
　うこと。
４　保育所・幼稚園・学童保育及び子育て支援関連予算を大幅に増やし、子育てに関わる経
　済的負担の軽減を図ること。
５　保育の質の低下につながる保育所の国の最低基準の引下げは行わず、国の責任において
　維持、改善すること。
６　幼保一体化など保育・幼児教育の制度設計に当たっては、地方自治体、保育・幼児教育
　関係団体、保護者等から十分な意見聴取を行い、慎重な検討を行うこと。

　以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出します。

小 樽 市 議 会



第４回定例会

提出者 小樽市議会議員

同

同

同

同

平成23年12月16日

議決年月日 議決結果 全 会 一 致

原子力発電所の安全対策に関する意見書（案）

秋　元  智　憲

平 成 ２ ３ 年
意見書案第２０号

小 樽 市 議 会

平成23年12月16日 可 決

成　田　祐　樹

小　貫　　　元

鈴　木　喜　明

山　口　　  保

　本年３月11日の東北地方太平洋沖地震によって東京電力福島第一原子力発電所では重大な
事故が発生し、原子力災害対策特別措置法制定後、初めて原子力緊急事態宣言が発せられ、
多数の住民に避難指示が出される事態となり、地域住民を始め、原子力発電所が立地する道
県民、さらには、多くの国民に、かつてない強い衝撃と大きな不安を与えるとともに、国内
はもとより世界の電力政策に大きな影響を及ぼしています。
　重大事故の事故検証はこれからでありますが、すべての電源が喪失し、冷却機能を失った
ことが大きな要因とされ、今もなお、広範囲にわたる国土・海洋への放射能汚染が続いてい
ます。
　原子力発電所は､多重防護による対策が執られていることから過酷事故は起きず､絶対に安
全だと言われ続けてきた安全神話は根底から覆り､福島第一原子力発電所の事故発生以来､国
民は日々原子力発電所事故に対し不安と危険を感じており、このことは、原子力発電所の地
震・津波に対する安全対策や危機管理に対する考えの甘さがあったと言わざるを得ず、現在
国内の定期検査中の原発の再稼働は極めて厳しい状況にあります。
　これまで国内の原子力発電所においては、移動電源車の配備など電源喪失対策が進められ
てきたところであります。しかし、中長期的な安全対策の具体案は示されておらず、原子力
発電所について、徹底した安全対策を早急に構築し、不安の払拭に努めることは国の重大な
責務であります。
　よって、国においては、福島第一原子力発電所の事故の一刻も早い収束と原因究明はもと
より、国内すべての原子力発電所の周辺住民の安心・安全を確保するため、下記の事項につ
いて、速やかに十分な措置を講ずるよう強く要望します。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　記

１　原子力安全規制については少なくとも従来の想定をはるかに超えた東北地方太平洋沖地
　震・津波の規模にも対応し得る基準に速やかに強化すること。
２　放射性物質による環境汚染を極力低減し、電源喪失においても確実に作動し、住民の健
　康被害、環境被害を防止するフィルター付ベント設備を設置させること。
３　耐震対策の一層の向上を図るとともに、津波対策として各原子力発電所における地震の
　影響や地形を考慮した防潮堤を設置させること。
４　緊急時に備えた冷却用水を確保するための設備を設置させること。
５　避難道整備、オフサイトセンターの再整備、モニタリング等の安全対策予算を確保する
　こと。

　以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出します。

小 樽 市 議 会



第４回定例会

提出者 小樽市議会議員

同

同

同

同

平成23年12月16日

議決年月日 議決結果 全 会 一 致

鳥獣被害防止対策の充実・強化に関する意見書（案）

吹　田　友三郎

平 成 ２ ３ 年
意見書案第２１号

小 樽 市 議 会

平成23年12月16日 可 決

川　畑　正　美

高　橋　克　幸

林　下　孤　芳

前　田　清　貴

　本道におけるエゾシカの生息数は年々増加し、現在、65万頭に達しているものと見られま
す。これに伴い農林業被害も増加の一途をたどり、平成22年度には過去最悪の59億円を超え
るなど、地域の農業経営や森林資源に対する重大な脅威となっています。また、死亡事故を
含めた交通事故による人身や車両への被害や、貴重な高山植物群落への食害による、自然環
境への影響も極めて深刻な状況にあります。
　国においては、平成19年に鳥獣被害防止特措法を制定し、鳥獣被害防止総合対策交付金な
どにより、地域における取組を支援してきたところであります。
　本道の各地域においても交付金を活用し、捕獲機材の購入や侵入防止柵の整備などの対策
に努めていますが、生息頭数の増加は生息区域と被害区域の拡大を招き、今や災害と言わざ
るを得ない状況に至っています。
　被害の減少を図るためには、捕獲数を現在の11万頭から15万頭程度にまで増加させ、生息
数の減少を図ることが最も有効と考えますが、捕獲に要する経費の増すうは、厳しい財政環
境にある市町村にとって大きな負担となっています。
　また、猟銃の使用時間帯などに関する規制が、捕獲の推進を制限しているほか、捕獲の担
い手である狩猟者の高齢化、狩猟免許や猟銃所持及び猟銃所持許可証更新に係る複雑な手続
が、狩猟者の減少に拍車をかける要因となっています。
　現在、国会においては、捕獲に要する費用等に対する財政上の措置及び狩猟制限の緩和措
置等に関する関係３法の改正案が提出され、審議が行われていると承知しています。
　よって、国においては、深刻な鳥獣被害の防止対策を推進するため、早急に下記の事項の
実現を図られるよう、強く要望します。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　記

１　鳥獣被害防止特措法、鳥獣保護法、銃刀法改正案の早期成立を図ること。
２　鳥獣被害防止総合対策交付金において、捕獲に要する経費（捕獲に係る謝金・奨励金や
　捕獲個体の輸送費・処理費など）に対する支援を強化すること。

　以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出します。

小 樽 市 議 会
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小 樽 市 議 会

　３月11日発生の東日本大震災は死者1万5,822名、行方不明者3,926名（10月10日現在）の

犠牲と家屋の流失と崩壊、農地の塩害、漁港機能と関連施設の崩壊など、壊滅的な打撃は未

曾有の被害であり、加えて福島第一原発事故の発生時には放射能拡散総量が世界の原発事故

でも例を見ない77万京ベクレルという想像を絶する放射性物質が放出されたと報じられ、そ

の被害の拡大は北海道、東北、関東信越、東海地方に及んでいます。

　このような未曾有の事故被害の現実は、小樽市民の不安となっています。一昨年10月の地

震学会で発表された西積丹沖活断層存在の指摘は、東洋大学の渡辺満久教授（変動地形学）

らの海成段丘と地質の調査によって、泊原発沖15キロメートル、神恵内村沖７キロメートル

の至近海域を北北西に蛇行して積丹半島先端を悠に超える70キロメートル以上に及ぶ規模の

ものであり、マグニチュード7.5以上の地震を起こす可能性があると指摘しています。

　一旦、地震が発生すれば津波が沿岸町村を襲い、震源地が７キロメートルから10キロメー

トルの至近距離では津波から避難する時間的余裕もなく、壊滅的な被害を受けることは確実

です。

　よって、原発事故を未然に防ぎ、安全を確保し、住民の不安を解消するために、国におい

て、西積丹沖の活断層確認調査を実施するよう、強く要望します。

　以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出します。

西積丹沖の活断層確認調査の実施を求める意見書（案）

秋　元  智　憲

小 樽 市 議 会



付    託
年 月 日

付託
委員会

議    決
年 月 日

議決
結果

議    決
年 月 日

議決
結果

1 平成23年度小樽市一般会計補正予算 H23.12.1 市長 H23.12.7 予 算 H23.12.12 可決 H23.12.16 可決

2
平成23年度小樽市国民健康保険事業
特別会計補正予算

H23.12.1 市長 H23.12.7 予 算 H23.12.12 可決 H23.12.16 可決

3
平成23年度小樽市介護保険事業特別
会計補正予算

H23.12.1 市長 H23.12.7 予 算 H23.12.12 可決 H23.12.16 可決

4
平成23年度小樽市後期高齢者医療事
業特別会計補正予算

H23.12.1 市長 H23.12.7 予 算 H23.12.12 可決 H23.12.16 可決

5
平成23年度小樽市病院事業会計補正
予算

H23.12.1 市長 H23.12.7 予 算 H23.12.12 可決 H23.12.16 可決

6
平成23年度小樽市水道事業会計補正
予算

H23.12.1 市長 H23.12.7 予 算 H23.12.12 可決 H23.12.16 可決

7
小樽市職員給与条例の一部を改正す
る条例案

H23.12.1 市長 H23.12.7 総 務 H23.12.13 可決 H23.12.16 可決

8
小樽市議会議員その他非常勤の職員
の公務災害補償等に関する条例等の
一部を改正する条例案

H23.12.1 市長 H23.12.7 総 務 H23.12.13 可決 H23.12.16 可決

9
小樽市営住宅条例の一部を改正する
条例案

H23.12.1 市長 H23.12.7 建 設 H23.12.13 可決 H23.12.16 可決

10
小樽市病院事業使用料及び手数料条
例の一部を改正する条例案

H23.12.1 市長 H23.12.7 厚 生 H23.12.13 可決 H23.12.16 可決

11
小樽市立学校設置条例の一部を改正
する条例案

H23.12.1 市長 H23.12.7 予 算 H23.12.12 可決 H23.12.16 可決

12
公の施設の指定管理者の指定につい
て

H23.12.1 市長 H23.12.7 予 算 H23.12.12 可決 H23.12.16 可決

13
公の施設の指定管理者の指定につい
て

H23.12.1 市長 H23.12.7 予 算 H23.12.12 可決 H23.12.16 可決

14
公の施設の指定管理者の指定につい
て

H23.12.1 市長 H23.12.7 予 算 H23.12.12 可決 H23.12.16 可決

15
公の施設の指定管理者の指定につい
て

H23.12.1 市長 H23.12.7 予 算 H23.12.12 可決 H23.12.16 可決

16
小樽市過疎地域自立促進市町村計画
の変更について

H23.12.1 市長 H23.12.7 予 算 H23.12.12 可決 H23.12.16 可決

17 小樽市非核港湾条例案 H23.12.1 議員 H23.12.7 総 務 H23.12.13 否決 H23.12.16 否決
18 小樽市監査委員の選任について H23.12.5 市長 ― ― ― ― H23.12.6 同意

19
小樽市公平委員会委員の選任につい
て

H23.12.16 市長 ― ― ― ― H23.12.16 同意

20
小樽市職員懲戒審査委員会委員の任
命について

H23.12.16 市長 ― ― ― ― H23.12.16 同意

21 人権擁護委員候補者の推薦について H23.12.16 市長 ― ― ― ― H23.12.16 同意

報告1
専決処分報告[平成23年度小樽市一般
会計補正予算]

H23.12.1 市長 H23.12.7 予 算 H23.12.12 承認 H23.12.16 承認

報告2
専決処分報告[平成23年度小樽市住宅
事業特別会計補正予算]

H23.12.1 市長 H23.12.7 予 算 H23.12.12 承認 H23.12.16 承認

23年3定
第5号

平成22年度小樽市一般会計歳入歳出
決算認定について

H23.9.7 市長 H23.9.14 決 算 H23.10.6 認定 H23.12.16 認定

23年3定
第6号

平成22年度小樽市港湾整備事業特別
会計歳入歳出決算認定について

H23.9.7 市長 H23.9.14 決 算 H23.10.6 認定 H23.12.16 認定

23年3定
第7号

平成22年度小樽市青果物卸売市場事
業特別会計歳入歳出決算認定につい
て

H23.9.7 市長 H23.9.14 決 算 H23.10.6 認定 H23.12.16 認定

23年3定
第8号

平成22年度小樽市水産物卸売市場事
業特別会計歳入歳出決算認定につい
て

H23.9.7 市長 H23.9.14 決 算 H23.10.6 認定 H23.12.16 認定

23年3定
第9号

平成22年度小樽市国民健康保険事業
特別会計歳入歳出決算認定について

H23.9.7 市長 H23.9.14 決 算 H23.10.6 認定 H23.12.16 認定

23年3定
第10号

平成22年度小樽市土地取得事業特別
会計歳入歳出決算認定について

H23.9.7 市長 H23.9.14 決 算 H23.10.6 認定 H23.12.16 認定

23年3定
第11号

平成22年度小樽市老人保健事業特別
会計歳入歳出決算認定について

H23.9.7 市長 H23.9.14 決 算 H23.10.6 認定 H23.12.16 認定

23年3定
第12号

平成22年度小樽市住宅事業特別会計
歳入歳出決算認定について

H23.9.7 市長 H23.9.14 決 算 H23.10.6 認定 H23.12.16 認定

本 会 議
議案
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23年3定
第13号

平成22年度小樽市簡易水道事業特別
会計歳入歳出決算認定について

H23.9.7 市長 H23.9.14 決 算 H23.10.6 認定 H23.12.16 認定

23年3定
第14号

平成22年度小樽市介護保険事業特別
会計歳入歳出決算認定について

H23.9.7 市長 H23.9.14 決 算 H23.10.6 認定 H23.12.16 認定

23年3定
第15号

平成22年度小樽市産業廃棄物処分事
業特別会計歳入歳出決算認定につい
て

H23.9.7 市長 H23.9.14 決 算 H23.10.6 認定 H23.12.16 認定

23年3定
第16号

平成22年度小樽市後期高齢者医療事
業特別会計歳入歳出決算認定につい
て

H23.9.7 市長 H23.9.14 決 算 H23.10.6 認定 H23.12.16 認定

23年3定
第17号

平成22年度小樽市物品調達特別会計
歳入歳出決算認定について

H23.9.7 市長 H23.9.14 決 算 H23.10.6 認定 H23.12.16 認定

23年3定
第18号

平成22年度小樽市病院事業決算認定
について

H23.9.7 市長 H23.9.14 決 算 H23.10.6 認定 H23.12.16 認定

23年3定
第19号

平成22年度小樽市水道事業決算認定
について

H23.9.7 市長 H23.9.14 決 算 H23.10.6 認定 H23.12.16 認定

23年3定
第20号

平成22年度小樽市下水道事業決算認
定について

H23.9.7 市長 H23.9.14 決 算 H23.10.6 認定 H23.12.16 認定

23年3定
第21号

平成22年度小樽市産業廃棄物等処分
事業決算認定について

H23.9.7 市長 H23.9.14 決 算 H23.10.6 認定 H23.12.16 認定

意見書案
第１号 年金改悪に反対する意見書（案） H23.12.16 議員 ― ― ― ― H23.12.16 否決

意見書案
第２号

後期高齢者医療の保険料値上げを行
わないことを求める意見書(案)

H23.12.16 議員 ― ― ― ― H23.12.16 否決

意見書案
第３号

並行在来線の「経営分離」の強行を
やめ運行方針の作成を求める意見書
（案）

H23.12.16 議員 ― ― ― ― H23.12.16 否決

意見書案
第４号

介護保険料の負担増軽減などに関す
る意見書（案）

H23.12.16 議員 ― ― ― ― H23.12.16 否決

意見書案
第５号

泊原子力発電所１、２号機の再稼働
反対とプルサーマル計画中止を求め
る意見書（案）

H23.12.16 議員 ― ― ― ― H23.12.16 否決

意見書案
第６号

原発を輸出する原子力協定の撤回を
求める意見書（案）

H23.12.16 議員 ― ― ― ― H23.12.16 否決

意見書案
第７号

北海道新幹線の建設促進を求める意
見書（案）

H23.12.16 議員 ― ― ― ― H23.12.16 可決

意見書案
第８号

日本海海域におけるサクラマス資源
造成に関する意見書(案)

H23.12.16 議員 ― ― ― ― H23.12.16 可決

意見書案
第９号

原子力損害の賠償に関する意見書
(案)

H23.12.16 議員 ― ― ― ― H23.12.16 可決

意見書案
第１０号

ＴＰＰ交渉への参加表明を撤回する
よう求める意見書（案）

H23.12.16 議員 ― ― ― ― H23.12.16 可決

意見書案
第１１号

私学助成制度に係る財源措置の充実
強化に関する意見書（案）

H23.12.16 議員 ― ― ― ― H23.12.16 可決

意見書案
第１２号

選挙制度の見直しを求める意見書
（案）

H23.12.16 議員 ― ― ― ― H23.12.16 可決

意見書案
第１３号

円高から中小企業を守る対策を求め
る意見書（案）

H23.12.16 議員 ― ― ― ― H23.12.16 可決

意見書案
第１４号

国民生活の安心と向上を図る各種基
金事業の継続を求める意見書（案）

H23.12.16 議員 ― ― ― ― H23.12.16 可決

意見書案
第１５号

災害に強い日本の構築に向けた社会
資本整備を求める意見書（案）

H23.12.16 議員 ― ― ― ― H23.12.16 可決

意見書案
第１６号

防災会議に女性の視点を取り入れる
ことを求める意見書（案）

H23.12.16 議員 ― ― ― ― H23.12.16 可決

意見書案
第１７号

原子力発電などのエネルギー政策の
見直しと自然エネルギーの推進を求
める意見書（案）

H23.12.16 議員 ― ― ― ― H23.12.16 可決

意見書案
第１８号

ＵＰＺの範囲の拡大を求める意見書
（案）

H23.12.16 議員 ― ― ― ― H23.12.16 可決

意見書案
第１９号

子ども・子育て新システムによる保
育制度改革に関する意見書（案）

H23.12.16 議員 ― ― ― ― H23.12.16 可決

意見書案
第２０号

原子力発電所の安全対策に関する意
見書（案）

H23.12.16 議員 ― ― ― ― H23.12.16 可決

意見書案
第２１号

鳥獣被害防止対策の充実・強化に関
する意見書（案）

H23.12.16 議員 ― ― ― ― H23.12.16 可決

意見書案
第２２号

西積丹沖の活断層確認調査の実施を
求める意見書（案）

H23.12.16 議員 ― ― ― ― H23.12.16 可決



東日本大震災により影響を受けた市
内経済の回復と更なる活性化に向け
た諸施策の実現を求める決議（案）

H23.12.16
委員
会

― ― ― ― H23.12.16 可決

（東日本大震災により影響を受けた
市内経済の回復と更なる活性化に向
けた諸施策の実現を求める決議
（案）の提案について）

― ― ― （震災） （H23.12.1)（可決） ― ―

法令順守の徹底と政治倫理に関する
決議（案）

H23.12.16
委員
会

― ― ― ― H23.12.16 可決

（法令順守の徹底と政治倫理に関す
る決議（案）の提案について）

― ― ― （政治） （H23.12.1)（可決） ― ―

常任委員の所属変更 H23.12.1
議長
発議

H23.12.1 変更

議会運営委員の辞任及び選任 H23.12.1
議長
発議

H23.12.1 許可及
び選任

北しりべし廃棄物処理広域連合議会
議員の選挙

H23.12.1 ― H23.12.1 当選

委員会における調査の終了について
（東日本大震災による市内経済への
影響に関する調査特別委員会）

― ― ― 震 災 H23.12.1 可決 H23.12.16 可決

委員会における調査の終了について
（政治資金規正法違反問題に関する
調査特別委員会）

― ― ― 政 治 H23.12.1 可決 H23.12.16 可決

行財政運営及び教育に関する調査に
ついて（総務常任委員会所管事務）

― ― ― 総 務 H23.12.13
継続
審査

H23.12.16
継続
審査

市内経済の活性化に関する調査につ
いて（経済常任委員会所管事務）

― ― ― 経 済 H23.12.13
継続
審査

H23.12.16
継続
審査

市民福祉に関する調査について（厚
生常任委員会所管事務）

― ― ― 厚 生 H23.12.13
継続
審査

H23.12.16
継続
審査

まちづくり基盤整備に関する調査に
ついて（建設常任委員会所管事務）

― ― ― 建 設 H23.12.13
継続
審査

H23.12.16
継続
審査

※決議案第1号及び第2号の（　　）は、同決議案を委員会として提案することを諮った結果であります。

その他会議に
付した事件

決議案
第１号

決議案
第２号



陳情議決結果表
総務常任委員会

  ○陳 情

議    決
年 月 日

結 果
議    決
年 月 日

結 果

2
～
145

新「小樽市室内水泳プール」の早期建設
方について

H23.7.4 H23.12.13 継続審査 H23.12.16 継続審査

149
原発から出る放射能から子供を守るため
の対策の確立方について

H23.9.8 H23.12.13 採 択 H23.12.16 採 択

151
～
280

新「小樽市室内水泳プール」の早期建設
方について

H23.9.13 H23.12.13 継続審査 H23.12.16 継続審査

281
西積丹沖の活断層確認調査に関する意見
書提出方について

H23.11.15 H23.12.13 採 択 H23.12.16 採 択

283
～
289

新「小樽市室内水泳プール」の早期建設
方について

H23.11.28 H23.12.13 継続審査 H23.12.16 継続審査

経済常任委員会

  ○陳 情

議    決
年 月 日

結 果
議    決
年 月 日

結 果

290
国定公園「ニセコ・積丹・小樽海岸」の
中心地区「オタモイ海岸」の早期整備方
について

H23.11.29 H23.12.13 継続審査 H23.12.16 継続審査

厚生常任委員会
  ○陳 情

議    決
年 月 日

結 果
議    決
年 月 日

結 果

1
天狗山ロープウェイ線における最上団地
停留所利用時の料金設定改善要請方につ
いて

H23.7.4 H23.12.13 継続審査 H23.12.16 継続審査

148
朝里・新光地域における多目的コミュニ
ティセンター設置方について

H23.9.7 H23.12.13 継続審査 H23.12.16 継続審査

学校適正配置等調査特別委員会

  ○陳 情

議    決
年 月 日

結 果
議    決
年 月 日

結 果

282 小樽市立西陵中学校の存続方について H23.11.21 H23.12.14 継続審査 H23.12.16 継続審査

本 会 議

番号 件 名
提 出
年 月 日

委 員 会 本 会 議

本 会 議

番号 件 名
提 出
年 月 日

委 員 会 本 会 議

番号 件 名
提 出
年 月 日

委 員 会

番号 件 名
提 出
年 月 日

委 員 会
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